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平成２７年第１回定例会会期日程表 

月  日 曜 区 分 日 程 備 考 

３月 ５日 木 本会議 

・開会 

・会期の決定 

・諸般の報告 

・村長施政方針及び提案理由説明 

・休会の件について 

・全員協議会 

・常任委員会 

３月 ６日 金 休 会 ・常任委員会 

３月 ７日 土 休 会 

３月 ８日 日 休 会 

３月 ９日 月 休 会 

３月１０日 火 休 会 

３月１１日 水 本会議 

・一般質問（４名） 

・議案審議 

（承認第１号・議案第１号～議案

第１５号） 

３月１２日 木 本会議 
・議案審議 

（議案第１６号～第３１号） 

３月１３日 金 本会議 

・議案審議 

（議案第３２号～第３７号・同意

第１号～第２号） 

・組合議会報告 

・委員会報告 

・陳情書審議 

・委員会の閉会中の継続審査（調 

査）申出書 
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提 出 議 案 等 

（平成２７年３月５日提出） 

（村長提出議案） 

承認第 １号 専決処分の報告及び承認について「（専第８号）平成２６年度西原

村一般会計補正予算（第７号）について」 

議案第 １号  嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第 ２号  西原村行政手続条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第 ３号  西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

議案第 ４号  報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第 ５号  西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

議案第 ６号  西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一

部を改正する条例の制定について 

議案第 ７号  西原村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

議案第 ８号  西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例の制定

について 

議案第 ９号  西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について 

議案第１０号  西原村保育所条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１１号  西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の制定について 
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議案第１２号  西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の制定について 

議案第１３号  西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等

に関する条例の制定について 

議案第１４号  西原村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１５号  西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第１６号  西原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定について 

議案第１７号  西原村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める

条例の制定について 

議案第１８号  西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例の制定について 

議案第１９号  西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２０号  西原村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

議案第２１号  西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について 

議案第２２号  指定管理者の指定について（糸舞季） 

議案第２３号  指定管理者の指定について（西原村地域福祉センター） 

議案第２４号  村道の路線廃止について 

議案第２５号  村道の路線認定について 

議案第２６号  平成２６年度西原村一般会計補正予算（第８号）について 
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議案第２７号  平成２６年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて 

議案第２８号  平成２６年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）について 

議案第２９号  平成２６年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）に

ついて 

議案第３０号  平成２６年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

について 

議案第３１号  平成２６年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）につい

て 

議案第３２号  平成２７年度西原村一般会計予算について 

議案第３３号  平成２７年度西原村国民健康保険特別会計予算について 

議案第３４号  平成２７年度西原村介護保険特別会計予算について 

議案第３５号  平成２７年度西原村後期高齢者医療特別会計予算について 

議案第３６号  平成２７年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算について 

議案第３７号  平成２７年度西原村工業用水道事業会計予算について 

同意第 １号  副村長の選任につき同意を求めることについて 

同意第 ２号  西原村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

（平成２７年３月１１日提出） 

（一般質問） 

１番 上野正博君 ２番 西口義充君 ３番 坂本隆文君 ４番 田島敬一君 
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第 １ 号 （ ３月 ５日） 
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－1－ 

平成２７年第１回西原村議会定例会会議録 

平成２７年３月５日、平成２７年第１回西原村議会定例会が西原村役場に招

集された。 

平成２７年３月５日（木曜日） 議事日程第１号 

日程第 １  会議録署名議員の指名について 

日程第 ２  会期の決定について 

日程第 ３  村長提案理由説明（施政方針・承認第１号・議案第１号～第３

７号・同意第１号～第２号） 

日程第 ４  休会の件について 
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－2－ 

１、応招議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、不応招議員    （なし） 
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３、出席議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

 

 

４、欠席議員    （なし） 

 

 

 

 

５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 

 

 

議会事務局長    中 村 義 光 君 

議会事務局書記   麻 生 彩 華 君 
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６、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名

は次のとおりである。 

 

 

村  長    日 置 和 彦 君 

副 村 長    坂 本   武 君 

教 育 長    曽 我 敏 秀 君 

総務課長    泉 田 元 宏 君 

企画商工課長  髙 本 孝 嗣 君 

教育課長    塚 元 利 文 君 

会計管理者   矢 野 富士男 君 

税務課長    佐 藤 光 弘 君 

産業課長    海 東 義 朗 君 

住民課長     島 信 幸 君 

保育園長    園 田 久美代 君 
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午前１０時００分   開会・開議 

 

 

○議長（坂梨公介君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  第１回の定例会が招集されましたところ、定足数に達しておりますので、

平成27年第１回西原村議会定例会を開会します。 

  ただいまから本日の会議を開きます。本日の会議は、お手元に配付の議事

日程第１号のとおり行います。 

  日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第124条の規定により、１番議員、坂本隆文

君、２番議員、中西義信君を指名します。 

  日程第２、会期の決定についてを議題とします。 

  お諮りします。今期定例会の会期は、２月26日に行われました議会運営委

員会で本日５日より13日までの９日間と決定しておりますが、ご異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、よって会期は、本日５日より13日まで

の９日間と決定しました。 

  日程第３、諸般の報告を行います。 

  諸報告として議長から、会議規則第129条のただし書きの規定により、議

員の派遣についてを報告します。 

  １月27日から28日にかけて、広報調査特別委員会において、球磨郡あさぎ

り町での視察研修を行いました。 

  熊本県内の町村議会広報コンクールで、平成25年、平成26年と連続入選は

県内で初めてで、６名の委員会で住民にわかりやすい、伝わる広報紙づくり

を目指して編集をされていました。詳細につきましては、13日の委員会報告

の中でお願いします。 

  以上で、諸般の報告を終わります。 

  日程第４、村長に提案理由の説明を求めます。 

（村長 日置和彦君 登壇 説明） 

○村長（日置和彦君）おはようございます。 

  平成27年第１回西原村議会定例会の招集をお願いしましたところ、議員各

位におかれましては、公私ともに大変ご多忙の中、全員のご出席を賜り、ご

審議をいただくことに対し厚くお礼を申し上げます。 

  さて、我が国の経済情勢は、昨年の消費税増税に伴う影響による駆け込み

需要の反動減が和らぎつつもあるものの、円安による原材料高騰、電気料や

家庭用品等の値上げなどにより、先行きは不透明な状況になっております。
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内閣府が提案しております地域住民生活等緊急支援のための交付金の消費喚

起・生活支援型におきましては、多くの自治体も同じ考えでありますが、本

村においてもプレミアム付き商品券で対応したいと考えております。 

  地方創生先行型につきましては、１事業につき50％がソフト事業、50％は

ハード事業でもよいとされておりますが、なかなかソフト事業の50％に適応

する事業が見当たらない現状であります。一部県内の自治体では、交付金を

辞退したいという声もあると聞いておりますが、本村においては今定例会に

提案しておりますとおり、平成27年度予算の内容を一部変更して平成26年度

補正予算の繰り越しで対応するならばと考えております。議員各位におかれ

ましてはご理解いただければというふうに思います。 

  国外に目を向けますと、今年になり、日本人を取り巻くショッキングな事

件が発生しております。イスラム過激派イスラム国と見られるグループが日

本人の人質２名を殺害するという痛ましい事件が起きております。安倍総理

の声明にありますように、国際社会の一員として、日本人として言語道断の

許しがたい暴挙であり、まことに心の痛む思いであります。一般市民も逃げ

場を失い、まさしく歴史上、最も残忍で残酷なテロリスト集団と思うところ

であります。一日も早い沈静化を願うものであります。 

  平成26年度も最後の３月を迎えておりますが、今年度は宗教問題に明け暮

れた１年でありましたが、村行財政におきましては、村民の方々のご協力と

議員各位のご指導、ご理解、そして職員の懸命な努力によりまして、まずは

順調に実績と成果を上げることができました。 

  ただいま宗教問題に明け暮れた１年と申しましたが、確かに議員各位にお

かれましても、執行部も業務に多少影響があったことは事実であります。現

在、御船町に矛先は向いておりますが、灰床地区の13町の土地は開氏所有の

ままであります。いつ何どきに動きがあるかわかりませんので、今後も県と

一体となり、注意深く監視を続けてまいりたいと考えております。そして、

絶対、阻止するという強い気持ちを持ち続けたいと思っております。 

  総合体育館建設につきましては、後日、一般質問が予定されておりますの

で、控えさせていただきますが、現在、国費の予算取りに大変苦慮している

ところでもあります。 

  また、平成26年度は役場堤下線、万徳新所線、堀切多々良線の道路改良に

着手し、平成27年度も継続して実施してまいります。 

  また、益城西原消防署が４月からスタートし、西原出張所においては24時

間体制で救急車とポンプ車を配備され、安全・安心の村づくりの一層の推進

につながるものと期待をされます。 

  平成26年度１月末で、残り２カ月を残し、救急出動件数は前年度を上回っ

ております。ポンプ車におきましては、平成27年度において空整協の補助金

をいただくことになり、広域合併の交付金とあわせて新たに導入する予定で
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あります。 

  そのほかにも、山西、河原両小学校に太陽光発電施設と体育館のつり天井

の改修工事、さらに工業団地の拡張に伴い、平成27年度に道路付替工事と調

整池建設を計画しております。 

  農業面におきましては、平成26年度、甘藷洗浄機を導入したことにより、

本年度産甘藷は、皮むけがなく、秀品率が高く、高値で推移していると聞い

ております。 

  財政状況におきましては、平成26年度末において基金と地方債残高がとも

に22億円ほどになると予想をしております。 

  議員各位のご指導と職員の努力が結果を生み出しているものと感謝をする

ところであります。しかしながら、今後、大きな事業に備えて、さらに経費

の削減に努めてまいりたいと考えております。 

  また、一つだけ自慢していい、明るいニュースがございます。 

  内閣府による市町村データで、２月25日の日本経済新聞が発表した市町村

経済指標ランキングにおいて、西原村が全国１位となっております。製造業

や農業、地方財政など８つのデータをもとに、競争力の高いまち、強いまち

を偏差値で示したものであり、誇れることであり、日本一というありがたい

冠をいただいたところであります。しかし、このことに思い上がることなく、

今後もさらに気を引き締めてまいりたいと思っております。 

  平成27年度におきましても、議員各位のご協力と指導を仰ぎ、本年度に引

き続き村民の負託に応えられるよう邁進してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願い申し上げ、提案理由の説明に入らせていただきます。 

  承認第１号、専決処分の報告及び承認についてご説明いたします。 

  今回の補正は、昨年12月13日に名誉村民である元西原村長山本佐吉氏の死

去に伴い、12月21日に村民葬を行うことから、執行に必要な委託費用が緊急

に必要となりました。 

  また、福祉センターのぎく荘において、ボイラーの燃料地下タンクに水の

混入がわかり、燃焼しない状態となっており、原因を確認し、緊急に修繕を

行う必要があることから、早急に予算補正が必要となり、議会の議決すべき

事件について、特に緊急を要し、議会を招集する時間的余裕がないことから、

地方自治法第179条第１項の規定により専決処分し、予算執行させていただ

きました。詳細につきましては、総務課長よりご説明いたします。 

  議案第１号、嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正する条例の制定

についてご説明いたします。 

  万徳地区から一部区域が分離して、西原地区を新規の地区として設置する

ため、関係条例を改正するものでございます。詳細につきましては、総務課

長よりご説明いたします。 

  議案第２号、西原村行政手続条例の一部を改正する条例の制定についてご
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説明いたします。 

  行政手続法の改正に合わせ、手続の拡充、拡大を図るため、また、あわせ

て字句の改正を行うものであります。詳細につきましては、総務課長よりご

説明いたします。 

  議案第３号、西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてご説明いたします。 

  議会議員報酬につきましては、平成15年４月より２％、平成16年４月から

はさらに10％減額をしてきたところですが、特別職報酬等審議会の答申を受

け、今回、10％カット前の平成16年３月の報酬額に戻し、あわせて期末手当

の支給割合を改正するものでございます。詳細につきましては、総務課長よ

りご説明いたします。 

  議案第４号、報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてご説明いたします。 

  村長等特別職の給料額を改正するため、関連して各種委員等の報酬の額を

改正するため、条例を改正するものでございます。 

  区長等の報酬につきましても、平成17年４月より３％程度引き下げをして

おりましたが、今回の村長等の給料等の改正にあわせ、もとの報酬額に改め

るものでございます。詳細につきましては、総務課長よりご説明いたします。 

  議案第５号、西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定についてご説明いたします。 

  村長等特別職の給与につきましては、議員と同様に平成15年４月から２％、

さらに平成16年４月より10％減額しておりましたが、今回、平成16年４月に

10％カットされた分のうち７％を戻すものでございます。詳細につきまして

は、総務課長よりご説明いたします。 

  議案第６号、西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 

  村長等特別職の給料額を改正するため、関連して教育長の給料の額を改正

するため、条例の改正を行うものでございます。詳細につきましては、総務

課長よりご説明いたします。 

  議案第７号、西原村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてご説明いたします。 

  職員の旅費の支給について算定方法等、所定の条例規定の整備をする必要

があるため、条例を改正するものであります。詳細につきましては、総務課

長よりご説明いたします。 

  議案第８号、西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例

の制定についてご説明いたします。 

  放課後児童健全育成事業実施に伴い、地方自治法第244条の２第１項の規

定に基づき、西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例を
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制定する必要があります。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたし

ます。 

  議案第９号、西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定についてご説明いたします。 

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律による改正後の児童福祉法第34条の８の２第１項の規定に

基づき、西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を厚生

労働省令で定める基準を参酌して条例を定める必要があるため、条例を制定

するものであります。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第10号、西原村保育所条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明いたします。 

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の施行により児童福祉法が改正され、西原村保育所条例の

一部を改正する必要があります。詳細につきましては、住民課長よりご説明

いたします。 

  議案第11号、西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定についてご説明いたします。 

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律による改正後の児童福祉法第34条の16第１項の規定に基づ

き、西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を厚生労働省令で

定める基準を参酌して条例を定める必要があるため、条例を制定するのであ

ります。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第12号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定についてご説明いたします。 

  子ども・子育て支援法第34条第２項及び第46条第２項の規定に基づき、西

原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を内閣

府令で定める基準を参酌して条例を定める必要があるため、条例を制定する

ものであります。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第13号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する条例の制定についてご説明いたします。 

  子ども・子育て支援法に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の利用者負担、その他必要な事項に関し、条例で定める必要があるため、

条例を制定するものであります。詳細につきましては、住民課長よりご説明

いたします。 

  議案第14号、西原村介護保険条例の一部を改正する条例の制定についてご
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説明いたします。 

  地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律により、介護保険法の一部改正及び関係政令改正による所

要の規定整備を行うほか、第６期西原村介護保険事業計画策定に基づき、保

険料率の改定に伴い、西原村介護保険条例の一部を改正する必要があります。 

  介護保険料につきましては、介護保険法により３年ごとに見直すこととな

っております。現在の第５期介護保険事業計画は平成26年度で終了し、第６

期の介護保険事業計画を平成27年度から平成29年度まで３カ年で実施するも

のであります。 

  今回の保険料は、介護保険法施行令改正に伴い、標準の保険料段階設定を

現在の６段階から９段階に見直されております。また、その保険料段階を踏

まえ、厚生労働省から示された指標に基づき保険料を算定し、65歳以上の第

１号被保険者の保険料の基準月額を4,300円から5,400円に改正するものでご

ざいます。 

  また、介護保険法改正に伴い、予防給付の見直しや地域支援事業の充実を

市町村はできる限り早期に取り組むこととされ、準備期間として実施を猶予

する場合は条例を定めることとされており、第６期計画を踏まえ、猶予期間

を条例に定めるものでございます。 

  今後とも社会福祉協議会などと密接な連携を図りながら、介護予防や地域

支援事業等を積極的に推進していく所存でございます。詳細につきましては、

住民課長よりご説明いたします。 

  議案第15号、西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてご説明いた

します。 

  介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、西

原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する必要があります。詳細につきましては、住民課長

よりご説明いたします。 

  議案第16号、西原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明いたします。 

  介護保険法施行規則等の一部を改正する省令が公布されたことに伴い、西

原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があります。詳細につきま

しては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第17号、西原村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を
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定める条例の制定についてご説明いたします。 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、西

原村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を厚生労働省令で定

める基準を参酌して条例を定める必要があるため、条例を制定するものであ

ります。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第18号、西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の制定についてご説明いたします。 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律により、介護保険法の一部が改正されたことに伴い、西

原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を厚生労働省令で

定める基準を参酌して条例で定める必要があるため、条例を制定するもので

ございます。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第19号、西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついてご説明いたします。 

  今回の改正は、法定外公共物管理条例第３条に行為の禁止として、各号に

法定外公共物の保全または利用に支障を及ぼすおそれのある行為を禁止して

おりますが、第11条において、原状回復命令は第４条の行為の許可を村長よ

り受けた者に対して命ずることができるとなっており、許可を受けていない

者へも原状回復命令が出せるようにするため、条例の一部改正を提案させて

いただくものであります。詳細につきましては、産業課長よりご説明いたし

ます。 

  議案第20号、西原村営住宅条例の一部を改正する条例の制定についてご説

明いたします。 

  村営住宅火災による建物消失及び建て替えにより、条例別表の村営住宅の

設置場所等に関する一覧表の改正を行うものでございます。詳細につきまし

ては、総務課長よりご説明いたします。 

  議案第21号、西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてご説明いたします。 

  村長等の特別職の給料額を改正するため、関連して消防団員の報酬額を改

正するため、また、字句の改正をするため条例を改正するものでございます。

詳細につきましては、総務課長よりご説明いたします。 

  議案第22号、指定管理者の指定について（糸舞季）についてご説明いたし

ます。 

  平成18年４月１日から指定管理者としておりました西原村滝地区地域資源

活用総合交流施設糸舞季が、平成27年３月31日で指定管理者の指定期間が終
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了いたしますので、本施設の管理につきましては指定管理者による管理委託

を継続するとし、選定に当たっては公募によらず、現在、指定管理者にして

おります滝交流館糸舞季管理運営組合の滝地区に引き続き指定管理委託をお

願いするものであります。詳細につきましては、企画商工課長よりご説明い

たします。 

  議案第23号、指定管理者の指定について（西原村地域福祉センター）につ

いてご説明いたします。 

  平成20年４月１日から指定管理者による管理にしておりました西原村地域

福祉センターが、平成27年３月31日で指定管理者の指定期間が終了しますの

で、本施設の管理につきましては指定管理者による管理委託を継続すること

とし、選定に当たっては公募によらず、現在、指定管理者にしております社

会福祉法人西原村社会福祉協議会に引き続き指定管理委託をお願いするもの

であります。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第24号、村道の路線廃止についてご説明いたします。 

  今回、上程いたしました路線は、鳥子工業団地企業拡張のため、路線の改

良つけかえ工事に伴い、起点が変更になるため、今回、路線の廃止を行うも

のであります。詳細につきましては、産業課長よりご説明いたします。 

  議案第25号、村道の路線認定についてご説明いたします。 

  今回、上程いたしました路線につきましては、高遊地区２路線、コモンビ

ッレジ地区12路線、緑ヶ丘地区７路線、西原台地区１路線の新規認定、鳥子

工業団地５号線の起点を変更し、新たに設定するものであります。詳細につ

きましては、産業課長よりご説明いたします。 

  議案第26号、平成26年度西原村一般会計補正予算（第８号）についてご説

明いたします。 

  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,841万1,000円を

追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億356万7,000円とするも

のでございます。 

  歳入の主なものといたしましては、村税では、村民税4,860万円、固定資

産税2,140万円、市町村たばこ税800万円の増額補正、入湯税587万1,000円の

減額補正、地方消費税交付金800万円の増額補正、地方交付税654万6,000円

の増額補正、分担金及び負担金では、民生費負担金877万2,000円の増額補正、

国庫支出金では、児童手当国庫負担金の減により民生費国庫負担金438万

3,000円の減額補正、民生費国庫補助金627万3,000円の減額補正、総務費国

庫補助金では、地域住民生活等緊急支援のための交付金3,520万9,000円の増

額補正、県支出金、民生費県補助金700万2,000円の減額補正、農林水産業費

県補助金1,138万3,000円の増額補正。 

  続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。 

  総務費の財産管理費840万9,000円の減額補正、灰床地区の村有地境界明示
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防御柵設置工事費、公有財産購入費の減額補正でございます。基金費3,986

万8,000円の増額補正、企画費7,001万3,000円の減額補正、地域づくり推進

費460万円の増額補正。地域住民生活等緊急支援のための交付金分でござい

ます。民生費では、社会福祉総務費781万2,000円の減額補正、障害者福祉費

730万5,000円の減額補正、扶助費719万円を減額しております。介護保険推

進費563万6,000円の増額補正、児童福祉総務費1,252万8,000円の減額補正、

衛生費では、保健衛生総務費、国保特別会計法定外繰り出し金1,600万円等

で2,644万6,000円の増額補正、合併浄化槽費735万6,000円の減額補正、農林

水産業費では、農業振興費975万6,000円の増額補正、商工費では、商工業振

興費1,450万2,000円の増額補正、地域住民生活等緊急支援（消費喚起型）事

業費（プレミアム付き商品券発行事業補助金）1,435万円等でございます。

土木費では、道路維持費384万1,000円の増額補正、地域住民生活等緊急支援

のための交付金分として美しいふるさとづくり事業報奨金620万円を計上し

ております。予備費を8,748万5,000円増額補正しております。詳細につきま

しては、総務課長よりご説明いたします。 

  議案第27号、平成26年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

についてご説明いたします。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,633

万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億1,009万

8,000円と定めるものでございます。 

  歳入の主な内容を申しますと、国民健康保険税218万2,000円の増額補正、

国庫支出金3,555万2,000円の増額補正、療養給付費等交付金2,463万7,000円

の減額補正、共同事業交付金1,611万4,000円の増額補正、繰入金は保険基盤

安定繰入金などの法定繰入金461万4,000円及び法定外繰入金1,600万円の増

額補正、諸収入として664万4,000円の増額補正でございます。 

  歳出の主なものといたしましては、保険給付費5,812万4,000円の増額補正、

保健事業費204万4,000円の減額補正、諸支出金1,135万3,000円の増額補正、

これらの財源として予備費全額を充当することといたしましたが、それでも

財源不足が生じる見込みとなりました。 

  自治法第208条第２項に「各会計年度における歳出は、その年度の歳入を

もって、これに充てなければならない」とされており、赤字決算が許されま

せんので、やむを得ず一般会計から法定外繰入金を充てることといたしまし

た。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第28号、平成26年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いてご説明いたします。 

  今回の補正予算は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,432

万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億1,059万

6,000円と定めるものでございます。 
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  歳入の主な内容といたしましては、介護保険料537万6,000円の増額補正、

国庫支出金655万円の増額補正、支払基金交付金586万9,000円の増額補正、

繰入金569万円の増額補正でございます。 

  歳出の主なものといたしましては、保険給付費1,328万円の増額補正、予

備費1,134万1,000円の増額補正でございます。詳細につきましては、住民課

長よりご説明いたします。 

  議案第29号、平成26年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）についてご説明いたします。 

  今回の補正予算は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ208万6,000円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億5,108万4,000円と定

めるものでございます。 

  歳入の主な内容といたしましては、後期高齢者医療保険料264万5,000円の

増額補正であります。 

  歳出におきましては、後期高齢者医療広域連合納付金248万7,000円の増額

補正でございます。詳細につきましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第30号、平成26年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）についてご説明いたします。 

  今回の補正予算（第３号）は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ

27万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を7,355万2,000円と定めるもの

でございます。 

  主な内容について申し上げますと、歳入につきましては営業収益の加入金

48万4,000円の減額補正、営業外収益の他会計補助金19万9,000円の増額補正

となっております。 

  歳出につきましては、営業費用の業務費159万8,000円の減額補正、予備費

131万8,000円の増額補正を行っております。詳細につきましては、産業課長

よりご説明いたします。 

  議案第31号、平成26年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）に

ついてご説明申し上げます。 

  今回の補正予算（第３号）は、収益的収入収支をそれぞれ1,897万1,000円

と定めるものでございます。 

  主な内容について申し上げますと、支出につきましては、営業費用の原水

及び浄水費６万、営業外費用の消費税15万円の増額補正、予備費21万円の減

額補正となっております。詳細につきましては、産業課長よりご説明いたし

ます。 

  議案第32号、平成27年度西原村一般会計予算についてご説明いたします。 

  平成27年度西原村一般会計予算は、歳入歳出それぞれ37億8,712万5,000円

と定めるものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、村税が前年度より642万8,000円減
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の７億1,213万1,000円、地方譲与税3,340万円、地方消費税交付金8,200万円、

ゴルフ場利用税交付金3,000万円、地方交付税におきましては、前年度より

3,000万円減の11億2,800万円、分担金及び負担金6,989万9,000円、国庫支出

金におきましては、体育館建設等により１億6,631万1,000円増の５億829万

3,000円、県支出金２億8,383万2,000円、財産収入3,458万1,000円、繰入金

につきましては、財政調整基金に２億5,000万円、公共施設整備基金１億円、

土地開発基金1,000万円等で合計３億6,000万2,000円となっております。村

債につきましては、臨時財政対策債１億2,510万円、公共事業等債１億4,280

万円、一般単独事業債１億90万円の３億6,880万円となっております。 

  歳出についてご説明いたします。 

  議会費につきましては、前年度より191万7,000円増の7,531万7,000円、総

務費におきましては、前年度より３億7,480万2,000円増の10億721万円、総

合体育館設計業務委託、土地購入費等によるものでございます。民生費につ

きましては、1,048万9,000円増の８億9,825万1,000円、衛生費につきまして

は、7,096万8,000円増の３億7,601万1,000円、農林水産業費につきましては、

日向・葉山・医王寺地区ほ場整備事業に伴い、１億6,739万8,000円増の３億

5,971万円、商工費8,266万3,000円増の9,962万7,000円、鳥子工業団地調整

池と馬頭山隣接地臨時駐車場整備による増でございます。土木費3,400万

5,000円減の２億5,320万5,000円、消防費5,360万1,000円増の２億2,304万

2,000円、消防ポンプ車購入等に伴うものでございます。教育費554万1,000

円減の２億3,280万7,000円、公債費8,967万6,000円減の２億5,814万5,000円

となっております。 

  本年度も引き続き財政基盤の安定のため自主財源の確保に努め、効率的な

財政運営に努めてまいる所存であります。詳細につきましては、総務課長よ

りご説明いたします。 

  議案第33号、平成27年度西原村国民健康保険特別会計予算についてご説明

いたします。 

  平成27年度西原村国民健康保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ

９億6,156万3,000円と定めるものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入で、国民健康保険税１億8,315万8,000円、

国庫支出金２億6,398万6,000円、前期高齢者交付金１億3,070万8,000円、共

同事業交付金２億1,723万9,000円、繰入金は、保険基盤安定繰入金など法定

繰入金5,205万3,000円及び法定外繰入金3,250万円となっております。 

  歳出におきましては、保険給付費５億6,346万7,000円、後期高齢者支援金

等１億657万3,000円、介護納付金4,777万7,000円、共同事業拠出金２億

3,011万2,000円、保健事業費878万円となっております。 

  現在の情報をもとに歳入歳出の予算の積み上げを行いましたが、3,250万

円ほどの財源不足となり、平成26年度最終補正予算同様に、やむを得ず一般

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－16－ 

会計から法定外繰入金を充てることといたしました。なお、目的税である国

民健康保険税について、被保険者の皆様に負担増とはなりますが、税率改正

も検討しているところであります。また、非常勤の管理栄養士を雇用し、住

民の皆様の健康管理、栄養指導等に努めるところでございます。詳細につき

ましては、住民課長よりご説明いたします。 

  議案第34号、平成27年度西原村介護保険特別会計予算についてご説明いた

します。 

  平成27年度西原村介護保険特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億

1,879万1,000円と定めるものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、保険料１億1,425万1,000円、国庫

支出金１億6,017万6,000円、支払基金交付金１億6,602万1,000円、県支出金

8,665万7,000円、繰入金8,653万円などとなっております。 

  歳出におきましては、保険給付費５億8,823万4,000円、地域支援事業費

1,529万6,000円などで、保険給付費は歳出予算の95％を占めております。詳

細につきましては、住民課長よりご説明申し上げます。 

  議案第35号、平成27年度西原村後期高齢者医療特別会計予算についてご説

明申し上げます。 

  平成27年度西原村後期高齢者医療特別会計予算の総額は、歳入歳出それぞ

れ１億5,514万7,000円と定めるものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入では、後期高齢者医療保険料3,881万

7,000円、一般会計繰入金１億1,535万1,000円等となっております。 

  歳出におきましては、後期高齢者医療広域連合納付金１億5,335万9,000円

で、歳出予算の98％を占めております。詳細につきましては、住民課長より

説明いたします。 

  議案第36号、平成27年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算についてご

説明をいたします。 

  平成27年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算の総額を歳入歳出それぞ

れ7,044万1,000円と定めるものでございます。 

  主な内容を申し上げますと、歳入といたしましては、給水収益5,800万

1,000円、その他営業収益の335万8,000円、繰越金の900万円でございます。 

  歳出といたしましては、営業費用の4,164万5,000円、企業債償還金の

2,307万円、予備費の270万9,000円となっております。詳細につきましては、

産業課長よりご説明いたします。 

  議案第37号、平成27年度西原村工業用水道事業会計予算についてご説明い

たします。 

  平成27年度西原村工業用水道事業会計予算は、収益的収入支出それぞれ

1,953万8,000円と定めるものでございます。 

  主な内容といたしましては、給水事業所８カ所に対する給水収益1,126万

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－17－ 

4,000円、長期前受金戻し入れ172万9,000円、契約水量にかかわる企業負担

金625万7,000円でございます。 

  支出につきましては、営業費用1,461万3,000円、営業外費用45万円、予備

費447万4,000円となっております。詳細につきましては、産業課長よりご説

明いたします。 

  それから、同意第１号、副村長の選任つき同意を求めることについてご説

明いたします。 

  坂本副村長におかれましては２期目の任期半ばでありますが、２月５日、

一身上の都合により３月31日をもって副村長の職を辞したいと申し出があり、

まだまだ西原村のために力を添えていただきたいと思っておりましたが、意

思も固いと判断し、受理したところであります。 

  坂本副村長には県職ＯＢとして村の発展に大きく寄与していただき、また、

単身赴任という厳しい環境の中、県とのパイプ役として財源確保と数々の功

績に感謝したいと思います。 

  このことから、新たに内田安弘氏を副村長に選任いたしたく提案をさせて

いただくものであります。詳細につきましては、総務課長よりご説明いたし

ます。 

  同意第２号、西原村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

てご説明いたします。 

  教育委員内田久子氏の任期満了に伴い、後任に加藤みな子氏を教育委員に

任命したく、提案させていただくものです。詳細につきましては、総務課長

よりご説明いたします。 

  以上、今期定例会に提案いたしました承認１件、議案37件、同意２件、合

計40件につきまして、議員各位におかれましては慎重審議の上、ご承認、ご

議決、ご同意を賜りますようお願い申し上げ、提案理由の説明とさせていた

だきます。大変お世話になります。 

○議長（坂梨公介君）以上で、村長の提案理由の説明は終わりました。 

  日程第５、休会の件についてを議題とし、お諮りします。明日６日から10

日まで本議会を休会にしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、明日６日から10日まで本議会を休会に

します。 

  以上で本日の議事日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、次の会議は11日午前10時より議事日程

第２号のとおり行います。 

  本日はこれをもって散会します。お疲れさまでした。 
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午前１０時５０分   散 会 
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平成２７年第１回西原村議会定例会会議録 

 

 

平成２７年３月１１日、平成２７年第１回西原村議会定例会が西原村役場に

招集された。 

 

 

 平成２７年３月１１日（水曜日） 議事日程第２号 

 

日程第 １  一般質問 

 

日程第 ２  承認第 １号 専決処分の報告及び承認について「（専第８ 

              号）平成２６年度西原村一般会計補正予算（第 

              ７号）について」 

 

日程第 ３  議案第 １号 嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正す 

              る条例の制定について 

 

日程第 ４  議案第 ２号 西原村行政手続条例の一部を改正する条例の制 

              定について 

 

日程第 ５  議案第 ３号 西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する 

              条例の一部を改正する条例の制定について 

 

日程第 ６  議案第 ４号 報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

              る条例の制定について 

 

日程第 ７  議案第 ５号 西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部 

              を改正する条例の制定について 

 

日程第 ８  議案第 ６号 西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条 

              件に関する条例の一部を改正する条例の制定に 

              ついて 

 

日程第 ９  議案第 ７号 西原村職員の旅費に関する条例の一部を改正す 

              る条例の制定について 

 

日程第１０  議案第 ８号 西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理 

              に関する条例の制定について 
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日程第１１  議案第 ９号 西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営 

              に関する基準を定める条例の制定について 

 

日程第１２  議案第１０号 西原村保育所条例の一部を改正する条例の制定 

              について 

 

日程第１３  議案第１１号 西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関す 

              る基準を定める条例の制定について 

 

日程第１４  議案第１２号 西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

              事業の運営に関する基準を定める条例の制定に 

              ついて 

 

日程第１５  議案第１３号 西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育 

              事業の利用者負担等に関する条例の制定につい 

              て 

 

日程第１６  議案第１４号 西原村介護保険条例の一部を改正する条例の制 

              定について 

 

日程第１７  議案第１５号 西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、 

              設置及び運営に関する基準を定める条例の一部 

              を改正する条例の制定について 
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１、応招議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、不応招議員    （なし） 
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３、出席議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

 

 

４、欠席議員    （なし） 

 

 

 

 

５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 

 

 

議会事務局長    中 村 義 光 君 

議会事務局書記   麻 生 彩 華 君 
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６、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名

は次のとおりである。 

 

 

村  長    日 置 和 彦 君 

副 村 長    坂 本   武 君 

教 育 長    曽 我 敏 秀 君 

総務課長    泉 田 元 宏 君 

企画商工課長  髙 本 孝 嗣 君 

教育課長    塚 元 利 文 君 

会計管理者   矢 野 富士男 君 

税務課長    佐 藤 光 弘 君 

産業課長    海 東 義 朗 君 

住民課長     島 信 幸 君 

保育園長    園 田 久美代 君 
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午前１０時００分   開議 

 

 

○議長（坂梨公介君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を

開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付の議事日程第２号のとおり行います。 

  日程第１、一般質問を行います。 

  一般質問については、２月26日に行われました議会運営委員会の中で、発

言時間はおのおの40分以内と決定しておりますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、40分以内と決定します。 

  受領番号１番、５番議員、上野正博君。件数１件、発言を許します。 

（５番議員 上野正博君 登壇 質問） 

○５番議員（上野正博君）おはようございます。５番議員、上野です。 

  先般、通知いたしておりました総合体育館建設への進行状況について一括

してお尋ねします。 

  私は、総合体育館については２度目の質問となりますが、前回は体育館の

必要性とトレーニングルームの設置のお願いをいたしました。平成27年度は、

用地買収を済ませ、建設計画の段階に入ると聞いておりますが、用地交渉は

前例があり難航しているのではないでしょうか。用地交渉の現況は、どのよ

うになっているのでしょうか。用地交渉中でもあり、話せる範囲内で結構で

すのでお聞かせください。 

  ２番目に、トレーニングルームは健康づくりの器具だけでなく、学生や若

者のために筋力トレーニングの器具も備えてほしいと思います。将来有望な

スポーツ選手があらわれますように、かつて本村からもプロ野球の選手が誕

生しました。スポーツの力は偉大であり、あの感動をもう一度味わいたいも

のです。もちろんインストラクターを駐在させての管理が必要でありますが、

いかがでしょうか。 

  次に、学校のプール建設についてお尋ねします。 

  山西小学校、河原小学校、西原中学校のプールがかなり古くなっておりま

す。プールができて山西小学校が48年、河原小学校が37年、西原中学校が44

年となっております。将来、３カ所にそれぞれつくりかえるよりも、１カ所

で３校が共同使用したほうが予算も管理費用も安く済むのではないでしょう

か。 

  そこで、総合体育館と隣接して屋根つきのプールをつくったらどうでしょ

うか。住民も使えるようにし、水中歩行などをして体力づくりにもできると

思います。また、防火用水としても価値があるのではないでしょうか。 
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  今、黄砂や火山灰、雨天などを考えますと、時代に沿った屋根つきのプー

ルが必要と思いますが、そのような計画はないのでしょうか。村長、教育長

に答弁願います。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

（村長 日置和彦君 登壇 答弁） 

○村長（日置和彦君）お答えをさせていただきたいと思います。 

  上野議員におかれましては、総合体育館建設への進捗状況というお尋ねで

ございます。 

  まずは、最初の平成27年度は総合体育館の場所確定と用地買収を済ませ、

建設計画の段階に入ると聞いているが、用地交渉の状況がどのようになって

いるかという内容でございますが、総合体育館につきましては、ご承知のと

おり現在の西原村の主要な体育施設でございますトレーニングセンターは、

昭和58年からスポーツの活動として親しむための施設として活用をしており

ますが、建設からご案内のとおり約30年以上が経過し、施設や設備の老朽化

が進み、村民のニーズに十分応えられなくなってきている状況でもございま

す。 

  そこで、村としては、体育館建設を総合的に利用可能な複合施設として、

村議会、教育委員会、各種団体代表者から構成される西原村総合体育館等建

設検討委員会及び行政関係各課で構成します総合体育館等建設庁内幹事会を

設置し、さまざまな議論の結果、総合体育館を建設すべきとの結論に達し、

西原村総合体育館建設等基本計画を策定したところでございます。 

  候補地の選定に当たっては、総合的に比較、検討、評価を行った結果、ま

ずは基本構想との整合性、近隣住民への配慮点、既存公共施設との連携性等

を考慮し、また防災対策の中枢機能となる役場との連携や情報交換等を踏ま

えて、村の中心部に隣接した地区として現在進めております箇所を建設場所

として選定し、用地交渉に当たっているところであります。 

  それで、今回上野議員のお尋ねのとおり進行状況でありますけれども、今

申しましたように村の中心部に隣接した場所として、役場周辺に用地を選定

しております。用地交渉の状況は、計画面積５町２反ほどでありますけれど

も、５％ほどに当たる用地について代替地の要望があります。しかし、基本

計画に沿った建設用地として、体育館駐車場等の希望位置の建設を変更する

ことなく用地交渉の内諾を約95％ほど終えております。現在進めております

交渉の候補地を建設箇所として確定したいというふうに考えております。 

  ただ、先ほど申しましたように、計画面積の約５％に当たる方の代替地要

望については、代替地を選定して、交渉については代替地所有者と交渉を行

っている状況であります。 

  いずれにしましても、今年度中３月末まで用地交渉を終えたいというふう

に思っております。用地交渉を終えた段階で、新年度におきまして実施計画、
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そしてまた実施設計を委託するならばというふうに考えております。 

  それから、トレーニングルームに健康器具のほか、若者や学生のために筋

力トレーニングの器具を備えられないかというお尋ねでございますけれども、

トレーニングルームにつきましては、村民の健康維持と増進、運動不足の解

消、疾病予防等を主体とした空間づくりを行う予定であり、それに伴ってト

レーニング機器を購入する予定でございます。 

  また運動方法につきましても、有酸素運動及び無酸素運動等それぞれトレ

ーニングの方法が専門的に必要となります。トレーニングメニューの作成を

初め、健康相談あるいは体力相談等の対応が必要となり、先ほど申されまし

たように指導員、インストラクターなども必要となってまいります。今回の

質問の若者や学生のための筋力トレーニング機器は備えられないかというこ

とでありますが、筋力トレーニングは無酸素運動になり、方法としてはバー

ベル―重量挙げ競技に使うものとか、ダンベル、そしてマシンを使うさま

ざまなものがありますけれども、特にバーベルやダンベルの使用については、

利用者本人はもとより、周囲に対する配慮がなければ危険性が伴いますので、

それなりの面積の確保と、管理者として村の責任もありますので、いろんな

方の意見を聞きながら判断していかなきゃならないというふうに思っており

ます。 

  また、それらを利用させるために専門的な知識等も必要となり、指導員の

役割が重要となりますので、導入に当たっては、そのようなことを含め多く

の村民が利用しやすいような器械・器具を導入するならばと考えており、平

成27年度の実施計画の中で、必要性とトレーニングの規模も含め検討させて

いただきたいというふうに思います。 

  小学校、中学校のプールの老朽化については、教育長のほうから答弁させ

ます。 

○議長（坂梨公介君）教育長。 

（教育長 曽我敏秀君 登壇 答弁） 

○教育長（曽我敏秀君）３校のプールの件ですけれども、非常に老朽化してお

ります。新しいプールというか、もともとなかったプールが最初にできたプ

ールであります、河原は別として。当初、上野議員の質問にもありましたよ

うに、総合体育館と総合的に建設するならという構想もあったところであり

ますけれども、その後、財源等も含めて、ただいま村長のほうからありまし

たように、５町から成る面積、そして総合体育館。総合体育館もやはり

1,500名程度入るような、そして駐車場も500台ぐらい入るような、それには

調整池も伴いますので、非常に用地買収も伴います。非常に財源が必要にな

ってくるという部分で、プールにつきましては、その後、総合体育館一本に

絞ろうという形に建設委員会のほうではなっているところであります。 

  学校といたしましても、１カ所にまとめるよりも、できれば小学校はやは
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り小学校の敷地内に、ぜひ、今も子どもたちは夏休みに利用する部分が多い

です。ですから、それぞれ夏休みは、山西小学校の場合は特に地区を分けて、

そしてまた監視員はそれぞれＰＴＡのほうで段取りしながらお願いしている

ところでありますし、そういった形でそれぞれの学校に歩いて今来ておりま

す。河原小学校もそうですけれども。ですから、１カ所に集めるということ

になると、やはり夏休みとか、あるいは学校授業の中でもここまで子どもた

ちを運ぶというか、そういった手段が必要かなというふうに思います。 

  我々としては、学校施設の中では優先順位の中でプールも上位につけてお

りますけれども、やはり財源等の問題で、村としての優先順位も当然あるわ

けでありますので、その辺は村長さん１部局といろいろ相談しながら、当面

は今のプールを延命化するという形で、毎年ですけれども漏水等の補修、あ

るいは周辺等の環境整備には若干の予算をつけていただいて、そういったこ

とで延命化を今のところ図りながら使用させていただいています。ですから、

しばらくはこのような状態で続くのかなということを考えているところです。 

  教育委員会としての優先順位は、当然上のほうには置いているところであ

ります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）上野議員、２回目。 

○５番議員（上野正博君）ありがとうございます。 

  先ほど、村長には筋力トレーニングは一応検討するということでございま

して、よろしくお願いしておきます。 

  プールの件につきましては、今教育長からのお話がありまして、それぞれ

の学校に延命を図るということでございます。総合体育館に隣接すれば、そ

れだけのやっぱり敷地が要りますし駐車場も狭くなるということで、考えて

はおりましたが、それぞれの学校で延命を図って、それを維持していくとい

うならば、今の野ざらしの状態でなくて、塀をつくったり、やっぱり子ども

たちのプライベートがありますので、塀や控室をちゃんとつくってやってい

ただけないでしょうかと思います。 

○議長（坂梨公介君）答弁求めますか。 

○５番議員（上野正博君）はい。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）確かに、中学校、両小学校のプールが老朽化しておると

いうことは承知していますし、つくりかえるのも遠くはないというふうに理

解をしております。現在のところ、プールを外して総合体育館建設を計画し

ておりますけれども、やはり事業費が22億円という多額の建設費が必要でご

ざいますので、プール建設とするならば、その後の維持管理、経費がかさみ

ます。 

  他町村で建設された自治体の話を聞きますと、維持費が相当かかるんで建

設は勧めませんというふうなお話を聞いております。大津町においても、当
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初はプールをつくるという動向で計画されていたようでございますけれども、

やはり断念されたとも聞いております。議員が先ほど申されましたように、

黄砂、火山灰、あるいはＰＭ2.5といったような対策が必要であるかと思い

ますけれども、実は、私は当初は、私の空想の計画の中においては、プール

を含めた総合体育館建設を夢見たところでもございます。私の構想としては、

屋根つきのプールということで、屋根に太陽光発電施設を設置し、その電力

で温水をつくるならばといったことを夢見ておりました。しかしながら、建

設費、先ほど申しましたように維持管理費を考えますと、断念せざるを得な

いという判断をしたところでもございます。 

  いつも、何かのときに言いますけれども、夢は見るものでない、かなえる

ものと申しますけれども、かなえることができませんでしたけれども、今は、

夢を諦めても捨ててはならないという心境でもございます。 

  用地は、それなりに確保できるというふうに思いますけれども、建設検討

委員会で検討していただいた、その方針が決定していただいておりますので、

その方針に従いたいというふうに思います。その意見を尊重したいというふ

うに思っております。 

  プールのほうは、先ほど教育長が申しましたように、延命を図りながらい

きたいということで、総合体育館建設はそのような形で進めさせていただく

ならばというふうに思っております。以上です。 

○議長（坂梨公介君）３回目、まとめてください。 

○５番議員（上野正博君）現在、総合体育館建設という一大事業を控えており

まして、かなりの予算的にかかります。厳しいかとは思いますが、プールの

問題も後二、三年したら50年、40年ということになりますので、そろそろ考

える時期にも来ているかと思いますので、それぞれの学校につくるならば、

やはり費用のかからんように、屋根と塀はどうしてもつくっていただけない

でしょうか。予算的に厳しいということでございます。それは私も理解して

おりますので、今後検討をお願いいたします。これで終わります。 

○議長（坂梨公介君）受領番号２番、４番議員、西口義充君。件数１件、発言

を許します。 

  （４番議員 西口義充君 登壇 質問） 

○４番議員（西口義充君）４番議員、西口です。 

  ただいまより質問をさせていただきます。 

  村長におかれましては、村の首長として、当初厳しい財政の中で倹約を努

められ、近年安定した財政で、住民の方々とともに私ともども大変喜ばしく

思っているところでございます。 

  さて、今回文化施設事業の補助に関する見直しについての質問をさせてい

ただきます。 

  国の施策においては、近年公民館等に関しての補助がなくなり、各集落で
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建設を推し進める中で、費用対面で個人の負担が多額になり、計画も二転三

転と変わり、大変厳しい状況になっております。早くに国の補助を受けて施

設の整備をされた集落においては、個人的な負担もなく軽くできました。当

初、我々の集落においても、２割程度ではなかったかと思っております。 

  公民館は地域の茶の間でもありますし、みんなの交流の場でもあるわけで

ございます。このような大切な憩いの場としては、使い勝手もよく、楽しい

団らんの場でなくてはならないと思っております。当村でも、公民館を中心

とした、いきいきサロンが33地域で活用されているようでございます。地域

の集会の場でもあることはもちろんのこと、今は老人会を中心としての交流

の場として多く利用されていて、ここを何とかして安全で使い勝手がいい、

安心して過ごせる居場所を提供できればと皆様が思うのも当たり前のことで

はないかと思っております。我々も、あと数年もすれば老人会、そしてサロ

ン等にもお世話になる時期が近くなってまいりました。地域を支え、村を支

えいただいた先輩たちのためにも早く整備をしてあげなければいけないので

はないかという思いでいっぱいでございます。 

  ところで、近隣の公民館建設・改修に関しての補助交付状況を調べてみま

したが、新築では２分の１から３分の１、改修に関しましても２分の１から

３分の１、しかし、ともに限度額がありまして、補助上限額が500万円まで

となっております。当西原村はといいますと、新築、改修ともに３分の１の

補助となっていますが、補助上限額については規定なしというふうになって

いるものの、事業費が2,000万円を超える場合は補助率が２割以内となって

おります。全体的に見ても、西原村の補助率、補助上限なしは、他の町村と

比べると、工事金が高くなれば補助額は多くなりますが、その分個人の負担

も高くなってしまいます。 

  例えば、1,000万円の工事金の場合、村の補助金は300万円でございますけ

れども、地元負担は700万円、1,500万円の場合は、村が450万円、地元負担

が1,050万円というふうになります。1,990万円までやったら村の補助が597

万円で、地元負担が1,393万円というふうになり、どちらにしろ、今のまま

の条例では個人負担が多くのしかかっています。 

  地域福祉及び住民健康づくりの観点から、なお一層の補助の見直し、増額

の検討を推し進めていかなければいけないと思っておりますので、村長の見

解を伺いたいと思います。お願いします。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

（村長 日置和彦君 登壇 答弁） 

○村長（日置和彦君）お答えさせていただきます。 

  文化施設事業の補助に関する見直しについてという質問でございますが、

要旨の内容は、今後ますます高齢化が進む中、不自由で勝手が悪く古くなっ

た公民館は、身体的に不自由な方々も利用される地域の茶の間である。公民
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館の建てかえ、改修には３割の補助があるが、少数世帯の集落には費用負担

が大きく、もっと支援が必要と思うが、これに対して今後どれくらいの支援

を考えているのかという質問内容でありますが、この件につきましては、今

定例会におきまして、下小森区長名で公民館建設費の補助率の引き上げにつ

いて陳情書が提出をされております。 

  これに対しての質問ではないかと思っておりますが、陳情書の取り扱いが

どうなるかわかりませんが、審議をしていただいて、採択されるのか、ある

いは委員会付託として閉会中の継続審議となるのか、陳情書の議論する以前

の一般質問でありますので、お答えするのがなかなか難しいところでありま

すが、今議員も申されましたが、まずは比較対象の参考になればと思いまし

て、私も阿蘇郡市と近隣町村の公民館建設に係る補助金交付状況を調べてみ

ましたので、ちょっと重なるところがあるかと思いますけれども、申し上げ

たいというふうに思います。 

  補助率と補助金上限額について申し上げますと、阿蘇市が新築で定額100

万円、改修は３分の１補助で上限が30万円であります。高森町は新築は補助

金なしで、改修は40％の補助率で上限が300万円、南阿蘇村では補助率が

50％でありますが、上限は公民館で300万円、産山村が新・改築で60％、事

業費が500万円までとなっておりますので、60％の500万円であり、上限が

300万円というふうになっております。南小国町では30％で、上限額が300万

円、改修も30％で、上限が100万円となっております。小国町は、こういっ

た制度がございません。益城町、菊陽町、大津町においては、補助率が３分

の１や２分の１となっておりますが、それぞれ上限額が500万円となってお

ります。 

  まとめてみますと、補助率が30％から60％になっておりますが、限度額は

全て500万円以内となっております。本村におきましては、議員ご存知のと

おり、補助率30％となっておりますが、上限額は、他町村と違って設定をし

ておりません。しかも、事業費が2,000万円を超える場合は、さらに２割の

補助が受けられると私は理解しております。他町村と比較しても、かなりよ

い補助制度ではなかろうかなと思っております。 

  さらに村の補助制度では、用地費、補償費も対象になりますので、例えば

建設費、用地費と合わせて事業が3,000万円となった場合、2,000万円までは

30％の600万円の補助で、残りの1,000万円は20％でありますので、200万円

の補助となりますので、合計800万円が補助交付金でありますので、他町村

と比較すれば、申すまでもなく私ども西原村が手厚い補助制度であるという

ふうに思っております。また、もし国、県の補助対象となる事業があれば、

残額についても、今申しました補助率で補助するということとなっておりま

す。 

  平成27年、第１回の区長会で、下小森の区長さんから補助金の引き上げに
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ついて賛同を求められましたときに、一部から意見がありましたように、既

に公民館を建設された集落に対しても、今回条例改正を引き上げれば、少し

は不平不満が出はしないかと心配するところでもございます。少ない戸数の

集落においては、小さな公民館でも利活用できますが、大きな集落では、そ

れなりの規模の建物が必要となってきます、これは。よって、大きな集落、

小さな集落、それぞれ戸数によって費用負担も比例してくるというふうに思

っております。小さい集落だからこそ大きな負担でなくして、大きい集落は

大きい建物を建てなければならないということでありますので、そういった

ことで、経費も各戸負担も比例して上がってくるんじゃなかろうかなという

ふうに思います。 

  今回、16の集落が賛同されておられ、陳情書が提出されておりますので、

私は、ここで引き上げる、引き上げない等は控えさせていただきたいという

ふうに思います。先ほど申しましたとおり、他町村の事情と今回の陳情書の

審議を踏まえ検討させていただくならばというふうに思っております。以上

でございます。 

○議長（坂梨公介君）どうぞ。 

○４番議員（西口義充君）村長のお考えは一応おわかりしましたけれども、昨

年、西原村においては第５次西原村総合計画が出されました。これなんです

けれども、この中で、基本構想の中で、第６章村づくり評価から見た主要課

題として、地区の公民館における地元負担の軽減と、ここでもうたってあり

ますし、基本計画の中でも、第１章住民の協働という中で、住民主体の村づ

くりの推進、住民活動拠点の整備・充実を図る。公民館新設等のための環境

づくりを行いますというようなことも示されております。 

  しかし、国の補助等がなくなった今、どうするのか、村の補助条例の見直

しを進めるのか、今後国に対して、また補助等の申し入れをしていくのか。

とにかく福祉の充実を推し進めるのはもちろんのこと、住民の期待に応える

ことも大事ではなかろうかと思っております。 

  ところで、これは確認ですけれども、西原村の地域福祉基金、平成25年度

末で１億3,634万8,000円の基金がありますけれども、この基本条例の４条の

中で、高齢者等の地域福祉の増進に係る事業に要する経費を充てるとなって

おりますし、西原村の地域福祉基金助成金交付金要綱の中においても、第１

条、村長は民間団体企業及び住民組織の自主的な福祉活動の振興を図るため

に、予算の範囲内において福祉基金の助成を交付するものとし、その交付に

ついては福祉基金運営要綱に定めるほか、この要綱に定めると。また４条に、

助成金の額は１つの事業に対して、対象経費の２分の１以内、50万円を限度

とすると。第２項において、規定にかかわらず村長が特に必要と認める場合

は、対象経費の２分の１または50万円を超えて交付できるものとするとなっ

ておりますけれども、この福祉基金の使用、活用の仕方、増額の検討ができ
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るのではないかと思いますが、この点について、村長の見解をまたお願いい

たします。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）地域福祉基金ということでございますが、これは目的が、

そういったところに使う目的ではございません。これは、運用益でいろいろ

なことをするというふうに捉えております。高齢者の方々の福祉に関係する

事業とかということで、公民館のバリアフリーとか、そういった一部なさる

ときにはこの基金を活用することができまして、今までもそういったことが

ありましたけれども、そういった方面には使っていないということでありま

すので、申しわけございませんけれども、そういったことでご理解をいただ

くならばというふうに思います。 

  何分にも、先ほど申しましたように、私が今までここで何らかの答えを出

すべきとは思いますけれども、他町村との比較や、何よりも陳情書が出てお

りますので、その審議をする前に私がここで答弁するわけには、議会軽視と

いったことで言われはしないかと。そこら辺は西口議員さんもご理解をして

いただいておるというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたした

いと思います。 

○４番議員（西口義充君）わかりました。 

  そうですね。総務委員会のほうでお預かりをしておりますので、前向きに

これは検討して、住民が安心されるようなところまで持っていきたいなとい

う思いでおります。 

  今回、村長の答弁をどこまで引き出せるか、そこでも住民の方にわかって

いただけるところがあればという思いで質問をさせていただきましたけれど

も、我々総務委員会のほうでも早目にそこを審議しながら、また行政のほう

に回して、やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  今回はこれで質問を終わります。 

○議長（坂梨公介君）受領番号３番、１番議員、坂本隆文君。件数１件、発言

を許します。 

  （１番議員 坂本隆文君 登壇 質問） 

○１番議員（坂本隆文君）おはようございます。１番議員、坂本です。 

  通告書に書いてあります質問１件行います。 

  阿蘇の市町村で協力し合い、もしくは村単独で福岡に阿蘇の魅力を発信す

るアンテナショップをつくってはどうかという質問です。 

  日本はバブル経済がはじけ、どれだけ真面目に働いても暮らしがよくなら

ないという長い冬の時代が続いていました。自民党安倍政権がその日本経済

の課題を克服するため、デフレからの脱却、富の拡大を黙視し、経済戦略、

アベノミクス、３本の矢が放たれました。そのアベノミクス効果と東京オリ

ンピック誘致等も手伝って、株価、雇用、企業業績など日本の経済成長率は

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－33－ 

著しい改善を見せています。しかしながら、反面、この効果が日本全国に効

いているかというと、残念なことに、私たちの地方まで行き届いていないの

が現実ではないでしょうか。 

  そして、私たちが住んでいる阿蘇では、7.12災害で住民への被害、それに

昨今では阿蘇の噴火と災難が続き、農家や商売されている方にも多大なる被

害があり、また阿蘇の観光客が激減し、大変厳しい状況が今もなお続いてお

り、これからもいっときは続くと考えられます。このことを踏まえ、熊本に

近く、人口の多い福岡の中心部で西原村や阿蘇の野菜や特産品などの販売を

すれば、季節や天候に関係なくコンスタントに販売ができるのではないか。

また、イベントのＰＲブースをつくり宣伝をすれば、西原村や阿蘇への来場

者も見込めるのではないでしょうか。このような可能性を考え、阿蘇の市町

村で協力し合えば、かかる費用も分担でき、福岡にアンテナショップをつく

ってみてはと提案いたしました。また、協力し合うのが難しいのならば、村

単独でもアンテナショップをつくってみてはどうでしょうか。村長のお考え

をお聞かせください。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

（村長 日置和彦君 登壇 答弁） 

○村長（日置和彦君）お答えさせていただきます。 

  福岡に阿蘇のアンテナショップをつくる考えはないかという質問でござい

ます。 

  議員ご承知のとおり、西原村では一昨年まで東京の渋谷でアンテナショッ

プとして、はらじゅく畑を委託契約しておりました。はらじゅく畑は、長年

西原村のアンテナショップとしておつき合いがございまして、西原村の宣伝、

農産物の販売等頑張っていただいておりました。その間、阿蘇地域振興デザ

インセンターが阿蘇管内の市町村に声をかけて、阿蘇地域の広報宣伝として

アンテナショップの設置に力を入れていただき、平成20年度においては、阿

蘇地域振興デザインセンターが阿蘇地域のアンテナショップとして委託をし

た経緯がございます。 

  しかしながら、アンテナショップとしてのそれぞれの市町村の思いや費用

対効果を検証されましたが、残念ながら翌年度にはデザインセンターとして

は、阿蘇地域管内市町村としての費用対効果を十分に得ることが厳しいとい

う判断で、１年限りで撤退せざるを得ない結果となっております。よって、

西原村の単独での委託契約継続となりました。残念ながら西原村につきまし

ても、農産物の仕入れ額が平成21年度の232万4,000円をピークに徐々に仕入

れ額が少なくなり、ついには平成25年度においては、仕入れ額が数十万円に

も満たない状況になり、村といたしましても今後の費用対効果を検証いたし

ましたが、やむを得ず平成26年度より委託契約を見送りさせていただいた状

況でございます。 
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  坂本議員より、福岡に阿蘇のアンテナショップをつくる考えはないかとい

う質問でございます。 

  確かに九州で一番栄えている福岡でございます。西原村、阿蘇の魅力を発

信するアンテナショップを村単独もしくは阿蘇の市町村で協力し合い、つく

る気はないかという質問でありますが、今申し上げましたように、阿蘇地域

デザインセンターの実証や、昨年までのやっておりました西原村の現実、状

況を踏まえまして、村単独としてのアンテナショップの委託が阿蘇地域の魅

力発信するアンテナショップとしてはなかなか厳しいところがありはしない

かなというふうに思います。そういった質問でありますので、いま一度我々

も費用対効果、あるいはいろんな検証を重ねる必要があるのではないかとい

うふうに考えておりますので、いましばらくお時間をいただきたいというふ

うに思います。以上です。 

○議長（坂梨公介君）２回目、お願いします。 

○１番議員（坂本隆文君）今回の一般質問は、昨年の８月の末に経済産業省か

ら地方公共団体連帯型広域展示販売商談事業という補助金が出ました。いわ

ゆる自分のお店をアピールし、販売や後々につながる事業をみんなでしませ

んかという補助金です。この事業に応募するには、商工会の承認と、その自

治体の承認が必要とうたってありましたので、すぐに商工会の理事会にかけ

ていただき承認され、また、企画商工課と村長にもお願いをし、快く印鑑を

ついていただきました。 

  それにより提出しまして、3,500万円の補助金をいただけました。そのお

金で、福岡市の市役所前広場で西原村阿蘇の物産展を先月２月14日土曜日、

15日日曜日の２日間に行いました。寒い中ではありましたが、１万人以上の

来場者があり、まずまずのできだったと思います。西原村からは、たんぽぽ

ハウスや神戸蛸焼などに協力してもらい、阿蘇あか牛ラーメンや蛸焼などの

販売、また西原村商工会青年部と西原村若手農業後継者の集まりの山河塾で

野菜をメーンとした商品も販売いたしました。朝11時からの開店でしたが、

その前に商品を並べている中で、お客さんが購入をされ、２日分の商品を持

っていったにもかかわらず、１日目の昼にはほとんどの商品が完売となって

いきました。 

  お客さんに話を聞くと、近くに住んでいる人もおられましたが、飲食店の

方も数多くの方が買われておりました。西原村の農業後継者のみんなが、福

岡は西原村から２時間もかからず、大きな市場であるということを確認され

ました。この福岡で、何とか西原村から販売できないかというような話がみ

んなで真剣な話になり、今回の一般質問というふうになりました。 

  一般質問をするに当たり、何かよい策はないかと資料を集めて調べてみる

と、今、国が進めている地方創生の中で、地方版総合戦略にアンテナショッ

プを織り込むことはできないかと。計画を立てれば、上乗せ交付金300億円
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がこのアンテナショップに当てはまり、応募することが可能ではないかと考

えております。そうすれば、初期費用も何とかなるのではないかと思ってお

ります。 

  地方版総合戦略の説明留意点の中に、複数の市町村が共同で策定すること

も差し支えないと書いてありました。まさに阿蘇が協力してアンテナショッ

プをつくることができることが今回の中に当てはまるのではないかと考えて

おりますが、いかがでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）アンテナショップと、ただ単に農産物を販売することに

対しての費用対効果ではないと思われます。それだけ求めるのであれば、本

腰を入れて大きな規模での販売促進をやらなきゃならないと。出荷量もやは

り途切れることなく多量に出荷が求められるというふうに思っております。

議員が申されますように、その魅力を発信することで、逆に阿蘇に、または

西原村に訪れる方もおられるかもしれませんが、なかなか数字としてはすぐ

あらわれませんけれども、そういった方もおられるんじゃなかろうかなとい

うふうに思います。税金を投入してアンテナショップを開設して、その効果

があらわれるのも時間がかかりますし、また、その効果もまだまだ未知数で

ございます。 

  坂本議員が今申されました、今年、福岡で商工会を通じての原資をいただ

いて阿蘇の魅力を発信していただいておりますので、これは単発でなく継続

的に行うならばどうなる、いろんなそういったところの検証も、情報等も含

めて精査しながら、今後検討するならばどうかなというふうに思います。 

  先ほど、阿蘇市町村で協力してと申されましたように、そこら辺は、はら

じゅく畑の件で１年限りで撤退されたという苦い経験と過去がありますので、

今後はデザインセンターも含めて、この各町村で話し合うことも必要ではな

かろうかなというふうに思っております。 

  それから、今福岡という話でございますけれども、やはりその福岡だけに

的を絞るのだけではなく、身近な熊本市も含めた県内も対象になりはしない

かということも思います。やはり物品の輸送料、テナント料、人件費を含め

今後大いに検討する必要があるというふうに思います。 

  それから、先ほど言われました地方創生先行型、これもなかなか、こっち

が出しても県のほうが受けつけないというようなことも、事案もございます

ので、今申されましたことについては、来年度以降また検討をするならば、

または検討する必要がありはしないかなというふうに思っております。ハー

ド面50％、ソフト面50％というような形もありますので、そういったところ

も含めて県のほうにも相談をしていきたいというふうに思います。以上です。 

○議長（坂梨公介君）坂本議員、３回目まとめてください。 

○１番議員（坂本隆文君）先日、自治体に配られてあります、まち・ひと・し
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ごと策定のＤＶＤを拝見させていただきました。その中で、石破大臣が「み

ずから予算を積み上げる従来のやり方ではなく、自治体側が自主的に計画を

つくり、国はそれを支援する。ただ、やる気のない自治体は支援はしない。

それにやったところがばかを見るようなことは絶対にしないので、地方が、

自治体が頑張ってください」と述べられておりました。 

  これに対して、西原村が何をどう対応するのか。今が頑張りどころではな

いのでしょうか。こういうことを踏まえながら、先に進んでいただきたいと

思いますので、どうかご検討のほどよろしくお願いいたします。終わります。 

○議長（坂梨公介君）答弁はいいですね。 

○１番議員（坂本隆文君）はい。終わります。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午前１０時５２分） 

 

（午前１１時１０分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  受領番号４番、10番議員、田島敬一君。件数２件、発言を許します。 

  （１０番議員 田島敬一君 登壇 質問） 

○１０番議員（田島敬一君）おはようございます。10番議員、田島議員でござ

います。 

  本日３月11日は、ちょうど４年前に東日本大震災が起こりまして、たくさ

んの方々が亡くなられたと同時に、今なお復旧・復興が継続されております

けれども、ふるさとに戻れない人もたくさんおられるという中で、それに多

少かかわるかと存じますけれども、西原村におきましても、災害問題につい

てはいろいろな角度から、起こらないようにという、その関連の中で、まず

第１問の立野ダム建設問題についてお尋ねしたいと存じます。 

  立野ダムは、白川水系でございます。西原村にも鳥子川という支流がござ

いますので関連をいたしております。そういった中で、以前は立野ダム建設

が行われると地震を誘発するのではないかということで、布田川・日奈久活

断層が通っている西原村という角度から質問させていただきましたけれども、

今度は、もしもこの立野ダムが集中豪雨などによりまして、現在穴あきダム

ということで計画されておりますけれども、石とか流木、あるいは火山灰な

どが詰まって、その穴が詰まり、そして満水状態になり、緊急放水というこ

とになりますと、一気に水が流れ下り白川氾濫ということにつながり、鳥子

川にも影響が及んでくるんではないかというようなことで、集中豪雨時の災

害というものを心配いたしまして、今回質問をいたしました。 

  実は、ここに写真を持ってきております。ちょうど、私は何回も現場に行

きましたけれども、北向きには原生林というのがありまして、大変貴重な自

然でございます。その中でここが南阿蘇鉄道、陸橋が通っておりまして、私
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が現地視察を行きましても、時々観光列車といいますか、トロッコ列車が通

過しますが、そのときに、この中間地点でトロッコ列車が止まりまして、そ

して皆さんこの峡谷を見てくださいというようなことで、１つの観光スポッ

トになっております。そういったところに、ここに小さな穴が出ております。

この３つ、縦横５ｍ、そして奥行きが70ｍ、細長い穴です。これがこれまで

阿蘇の7.12の水害だとか、そういったときに見てみましたけれども、大きな

石がごろごろと動いてくると。そして、大変な流木、倒木、これが流れてき

ている、そういう状況も目に焼きついております。 

  そうした中で、これは簡単に穴が塞がってしまうのではないかと。前回私

が質問をいたしましたときには、国交省のほうで、その穴の手前にフィルタ

ーが設置されているから大丈夫だとかいうふうな説明でございましたけれど

も、現在は、やはり阿蘇の火山の活動期でございまして、大量の火山灰が噴

き上げております。そういった「よな」ですね、それを例えば集めて、どこ

かにためるとかということをしない限りは、雨が降ったり風が吹いたりしま

すと、川に流れ込んでくる。そうしますと、どんどん水位が上がってくると、

川底が上がってくるというようなことにもなりまして、大変穴も詰まりやす

いのではないかと。どんなにフィルターがあっても、その中を通過して、詰

まっていくのではないかということが心配されるのでございます。 

  それで、これに関連いたしまして、私は先日、これまで長い間、京都大学

の火山研究所で勤めておられました須藤靖明氏の講演会、学習会に行ったり

しまして話を聞いたわけですけれども、そもそもが阿蘇の立野峡谷ができた

というのは、地盤がそもそも弱かったからできたと言われておりました。そ

して、また長い目で見ますと、立野峡谷の右岸と左岸は違う方向に向かって

動いているというんです。右岸のほうは北西の方角に向かって動いていると。

左岸のほうは南のほうに向かっていると。そうしますと、そこにダムができ

た場合に、果たして右と左に分かれて大丈夫かということもございます。大

変決壊するおそれが大きいのではないかと。このようなダムは、やはり西原

村の災害を防ぐという点からも、村長といたしまして反対の意思を表明して

はどうかということを考えまして、ご質問させていただきます。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

（村長 日置和彦君 登壇 答弁） 

○村長（日置和彦君）田島議員の質問にお答えさせていただきます。 

  立野ダムの西原村への影響についてということでございますが、質問要旨

は、阿蘇中岳は８月30日に小噴火活動期に入っているが、中央構造線の通過

する立野地域は、川の左右で地質の動きが違っていると。面としての断層地

帯であり、穴あきダムが大雨時の倒木、土石により詰まり、決壊するような

ことになれば、白川水系の鳥子川にも影響を及ぼすと思われるので、反対の

意思を表明してはどうかという質問でございます。 
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  田島議員におかれましては、平成26年の第２回定例会におきましても、地

震防災の観点から立野ダムに反対すべきではないかという質問をされており

ます。そのときもある程度申し上げたと思いますけれども、地震と活断層に

ついてのご質問でございましたが、今回は地質と動きについて、穴あきダム

への倒木、土石等により詰まったときに決壊をし、白川水系の鳥子川に影響

が出るのではないかという質問でございますが、活断層については、国土交

通省に確認し、ダム式及び近接に分布していないかを確認されてダムの建設

を計画されておられるという答弁をいたしております。 

  また、昨年は全国各地で、豪雨により、山腹崩壊等により多くの生命・財

産がなくなっております。政治の使命として、災害時から国民の生命・財産

を守り、安全・安心を確保することから治山治水が大事であると昔から言わ

れているとお答えしておりますけれども、今回は、ダム建設地の左右の地質

が違い、面的な断層があり、穴あきダムに倒木、土石の堆積で決壊しないか

ということでありますが、国土交通省におかれましては、文献調査、地質調

査、地表地質調査などの結果を総合的に勘案され、ダム建設を行う上で特に

考慮する活断層は存在しないというふうに判断をされております。 

  地中については、ボーリング調査を242本、２万ｍ実施され、横坑トンネ

ルにつきましても、左岸、右岸に合計トンネル９本、約770ｍを掘って地質

を確認されるとともに、岩盤の強さを確認するための岩盤試験等を行い、地

盤の状況を十分に把握されております。 

  調査結果に基づき、建設予定地でのダムの安定性について検討を行った結

果、基礎岩盤は十分な強度を有していることから、重力式コンクリートダム

形式とされております。ちなみに、ダムサイト右岸には外輪山を割って左右

に走る立野火口瀬を埋めた立野溶岩が分布し、ダムサイト左岸から河床部に

は、外輪山の一部に相当する先阿蘇火山岩類が多く分布しており、ダム建設

に当たっては、風化した岩盤によって掘削除去し、新鮮な岩盤にダム堤体を

着岸させると計画をされております。 

  次に、穴あきダムに、大雨時に倒木、土石が詰まり決壊し、白川水系の鳥

子川に影響を及ぼすと思われるということでありますが、立野ダムにおきま

しては、放流口が流木や巨石等によって塞がらないようにするため、対策と

して、ダム堤体の上流に流木等捕捉施設を設置されるほか、３つある放流口、

議員が申されました５ｍの５ｍでございますけれども、にスクリーンを設置

する予定であります。 

  これによって、初期雨や洪水初期で水位が低い段階で流木、巨木を捕捉施

設で捕捉し、水位が上昇すると流木は浮きますが、放流口にはさらにスクリ

ーンが設置されておりますので流木は捕捉されます。また、スクリーンに捕

捉された流木については、水位の上昇に伴い浮き上がります。その後、貯水

の低下とともに流木も下がりますが、スクリーンを設置しているため、巨木
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が捕捉され、洪水が終わり、通常の状態に戻った後に支障となる流木や巨石

等を撤去し、次の洪水に備えるとされております。 

  スクリーンに捕捉された流木は、放流口付近の流速が速いため、水位が上

昇しても浮き上がらないのでとの指摘もありますが、この設置されるスクリ

ーンは、放流口の一番狭いところ、さっき申されました５ｍ掛ける５ｍに比

べ、スクリーン全体の面積は約20倍と大きくなっております。スクリーン部

分の流速は、捕捉の流木でスクリーンが塞がれることはないというふうに考

えておられます。 

  国土交通省によりますと、この流水型ダムについては、これまでも国内、

海外で多くの事例がありますが、これまでに流木により放流口が閉塞したと

いう事例は確認されていないということであります。よって、流木等による

閉塞によりダムが決壊するおそれはないものと思われます。 

  前回の答弁でも述べましたが、この白川の洪水対策は、政治、行政が果た

さなければならない責務であります。いまだに阿蘇管内白川沿岸であります

大津町、熊本市においては災害復旧工事が実施されております。日本共産党

の考えであるかもしれませんが、私どもが果たす役割は、白川流域の住民を

守るため、貴重な財産を守るためにも、立野ダム建設に反対の意思を表明す

ることはありません。 

  早急な河川改修とともに、立野ダムの一日も早い完成が待たれるところで

あります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）２回目、お願いします。 

○１０番議員（田島敬一君）今、村長がるる答弁をしていただきまして、あり

がとうございます。 

  フィルター、スクリーン、これが20倍の広さを持っているというようなこ

とではありますけれども、現在のような大量の火山灰が降りかかってくる、

また流れてくるというようなことは、スクリーンでは防ぎようがないと私は

思います。また、水位が上下することによって、流木もひっかからないなど

ということも、これはちょっと現実的ではないのではないかというようなこ

とも思います。また、何よりも中央構造線のそもそもの地盤の弱さからしま

して、これは右と左にダムが股裂き状態のように動いていくわけですから、

永続的なダム機能というのは、これは果たし得ないのではないかと。 

  さらにまた、火山の活動期ということもございます。去年の前回の立野ダ

ムについての一般質問でも申し上げましたけれども、これがやはり地震活動

を誘発するのではないかと質問いたしました。これについては、国交省も調

査した結果、立野ダム本体には活断層はかかっていないというようなご答弁

でございました。しかし、私が心配いたしますのは、ダム本体よりも、その

上流にはるか数鹿流ヶ滝、そしてもう一つの滝、鮎返りの滝、そのあたりま

で水が満水のときには上がってくると、たまっていくというようなことでご
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ざいます。そうしますと、その水圧がかかるところが、私はそれだけの広い

面積であれば、必ず布田川、日奈久活断層を横断することになるのではない

かと。そうしますと、その水圧自体が問題で、やはり地下に浸透して地震を

誘発すると、この心配があるわけでございます。その点で、国交省の説明で

は、このダムの上流にかなりな面積で広がる水面、これが活断層にかかって

いないという説明はされていないと思います。 

  ですから、やはり西原村は地震の心配もあるし、水害の心配も両方あると

いうようなことから、反対の表明をしていただきたいというふうなことを思

うわけでございます。いかがでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）平成24年７月12日に九州北部豪雨によって熊本広域大水

害が発生いたしました。阿蘇を中心に甚大な被害をもたらし、今もなお創造

的復旧・復興工事が進められて、阿蘇はもちろん白川流域の河川工事も今急

ピッチで行われております。 

  阿蘇地域は、カルデラ中央の活火山とともにカルデラ内やその周辺の特有

な文化、景観が世界有数の観光資源となっております。一方では、自然環境

はたびたびの災害を地域住民にもたらしてきました。このように自然と人間

の共有を感じられる阿蘇地域において、また白川流域において、将来におい

ても安全・安心に住み続けられ、それぞれの地域の発展と住みよい生活がで

きるよう我々政治に携わる者として推進するのは当然の責務と捉えておりま

す。 

  7.12の豪雨のとき、鳥子川から白川の橋を渡る際、鳥子川集落から森橋を

見ると、白川の水が道路より高く流れているような勢いを感じたところであ

りました。立野ダムは、洪水に対して浸水被害が生じないよう、黒川と白川

の合流点下流の立野に洪水調整を目的としたダムを建設し、下流側における

洪水のピーク流量を低減させる役割も持っております。穴あきダムになって、

ふだんは水をためない、ダム内が水没するのは洪水調整をする短い時間であ

り、環境に与える影響も少ないと想定をされます。先ほど申しましたように、

過去の経験と調査、実績と研究されてのダム建設であります。議員が申され

ますような穴あきダムが、大雨時の風倒木や土石により詰まり決壊すること

は私はないというふうに思っております。 

  戦後の日本の土木技術は世界をリードする、誇れる確かな技術があると思

います。田島議員も十分ご存知と思いますが、阪神・淡路大震災後は、全て

の構造物に耐震強化が厳しく求められています。 

  また、近年は異常気象により、いつどこで局地的なゲリラ豪雨が発生する

か予想がつかないことも多くあります。ダムをつくらなければ、7.12熊本広

域大水害同等や、さらにそれ以上の大雨となれば、熊本市を始め流域町村は

泥水の町と化し、想像すらつかない大災害が発生し、住民は逃げ場を失う大
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惨事も予想されます。ただ単にダム反対ありきでの反対では流域住民の生

命・財産と生活は守れないと思います。国、県においても、上流側、下流側

全てを理解してのダム建設であり、直接利害関係の薄い私どもが反対の意思

の表明をするのは、余りにも無責任ではなかろうかと思います。 

  火山灰のことも言うですか。 

○議長（坂梨公介君）もう時間ありません。 

○村長（日置和彦君）以上です。 

○議長（坂梨公介君）まとめてください。 

○１０番議員（田島敬一君）夏目漱石が五高の教師として来られましたときに、

その友人であります科学者、寺田寅彦という人がいまして、1889年、そのと

きに熊本大地震が起きました。今から126年前でございます。そのときに、

災害は忘れたころにやってくるという言葉を言われたということが伝わって

おります。 

  寺田寅彦が言いましたときからもう既に126年の熊本大地震の記憶は、記

録に残っているだけでございます。そういったときに、地下の地震のエネル

ギーもたまりにたまっているのではないかと。大体100年間隔ぐらいで地震

が起こっているとするならば、もう既に26年も余計に経過をしているという

状況でございます。そういったときに地震の誘発、それから洪水の心配、こ

ういったものがあるダムをあえてつくるよりも、それ以外の方法、護岸だと

か、遊水池を設けるとか、こういった違うやり方で洪水対策をするべきでは

ないかというふうなことを申し述べまして、次に移りたいと思います。 

  村内交通体系、これはたびたび一般質問で取り上げさせていただきました。

これについては、なぜ私がこのようにしつこく取り上げるかと申しますと、

やはり西原村内の少子高齢化、高齢化率は特に、中心部ではなくて周辺部に

大変著しい傾向が見られます。そういった中で、なかなか車がないと、運転

できないと買い物にも行けないという悩みが語られております。足の便が本

当に悪いということで、また高遊など新興住宅地に20年前、30年前に引っ越

して新築された方々も、もう年をとられて、そのときはよかったんだけれど

も、今となっては買い物にも車で行くとなると、ちょっと不便だというふう

な嘆きが聞こえております。 

  そういった中で、やはり村民の足を何とか確保するということは、西原村

が暮らしやすい村でい続けるためには、どうしても欠かすことのできない基

礎的なインフラではないかという思いからでございます。 

  そういったときに、熊日の報道がございました。皆さんごらんになったか

と存じますけれども、産交バスの経営合理化というようなことで、不採算部

門は見直していくということで、まずは大津菊陽間のバスの便を整理すると

いうようなことでございました。私は、それを読みまして、西原村も今後注

目されてくるのではないかと。検討課題に産交バス会社として考えているの
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ではないかというふうに心配が起きてまいりました。そのときに、やはり西

原村は、大津と木山間のバスの便がもしも廃止ということを打ち出してこら

れたならば、どうしたらいいのだろうかと。また、存続ということで努力を

するならば、現在の状況で果たしていいのだろうかというようなことで、そ

の両方の道、これをやはり両にらみで考えていく必要がなかろうかというふ

うに思ったのでございます。 

  以前からジャンボタクシーを地元のタクシー会社に委託するなどいたしま

して、デマンド式の方式で運行してはどうかということも申し上げました。

そういった両にらみということで、村長はどのようにこの産交バスの方針転

換と申しますか、そういった動きに対して対処していかれるのかお尋ねいた

します。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）村内の重要な交通インフラの整備についてということで

ございます。お答えをさせていただきます。 

  今議員が申されましたように、新聞報道があっておりますが、産交バスは

利用の少ない路線から整理を始めている。西原村を通過する大津木山間の便

もどうなるかわからない状況、そんな中、乗客をふやして存続を図るのか、

それとも産交から廃止の通告を受けた場合にはどうするのか、どのような態

度で臨むかという質問の要旨であります。 

  議員が申されましたのは、平成27年２月15日の熊日の報道であると思いま

すけれども、確かに「バス再編 住民の足に影」と大きな見出しで九州産交

バスが大胆な路線変更に乗り出したと報道がありました。新聞では、路線再

編は東部、大津方面、南部が宇城市松橋方面、北部が山鹿市方面、中心部が

熊本市西部と益城町の４地区で計画をしている。中でも、再編の規模が最も

大きい大津町にある営業所を熊本市に近い光の森に移し、菊陽大津間は旧道

を走る朝夕の数便を除き12月にも廃止するという内容の記事がありました。 

  しかし、勘違いするといけませんけれども、交通センターへ乗り入れる九

州産交バスと産交バスは別会社であります。九州産交バスの再編により、産

交バスの大津木山間の路線が廃止されることはないというふうに思います。

産交バスの大津中央営業所がなくなることもないというふうにお聞きをして

おります。 

  ローカル線の運行を行っている産交バスについては、自治体から、議員も

ご承知のとおり補助を行い存続しているものであります。何度も質問されて

おり、そのたびにお答えさせていただいておりますので、ご存知とは思いま

すが、木山産交起点、山西、森経由、大津産交終点、山西岩坂経由２系統に

つきましても、沿線の益城町、大津町、西原村の３町村で営業距離により補

塡をしております。大津町がだめと言ったら、西原村までバスは来ません。

益城町が補助金を負担金を払わないと言ったら、西原村へ来ません。西原村
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は大津町、益城町の協力により西原村をバスが通っておるということはご存

知だろうと思います。 

  最近は、燃料費や修繕費の高騰や、小型・中型バス市場も最も高く推移し

ており、このような中で産交バスでも経費削減に努められ、それでも赤字路

線となっておりますので、西原村でも年々補助金は増加傾向にありますが、

県生活交通維持活性化交付金と村負担の８割を交付税措置をされていること

により、実質の村の負担は二、三百万円程度であります。 

  先ほど申しましたように、益城町、大津町の協力もあり、この路線の廃止

はないと思っております。高校生の通学定期券の補助も検討してはどうかと

いうこともございますが、なかなか乗客の増につながるかは疑問であります。

近隣町村のコミュニティーバスの導入状況も調べてみましたが、財政的には

大変厳しい状況にあるとお聞きをしております。今後も、高校生や保護者の

方々、交通弱者と言われる方々のためにも、大津木山路線の維持を行ってい

きたいと思います。 

  今回の質問、産交から廃止の通告を受けた場合という仮定のお尋ねであり

ますので、まだ決まっていない会議のお話が私がここでどうこう話すのはい

かがなものかなというふうに思います。廃止が決定していないのに、決定後

の話をすれば、廃止を覚悟しているというふうに捉えられるのではないかと

思います。仮定の質問でお答えするのは控えさせていただきます。 

○議長（坂梨公介君）まとめてください。 

○１０番議員（田島敬一君）ありがとうございます。 

  大津から木山までの路線の廃止はあり得ないというふうなことで答弁をい

ただきました。 

  しかしながら、やはりかなり乗客が少ないということは厳然としてありま

すので、その乗客をふやすという点で、村長もいろいろと考えておられるこ

とと存じます。その点で、私が前回申し上げましたバス・タクシー共通券と

いうようなことを言いましたけれども、後になって私も、これは手続的には

かなり難しいのではないかということを自分でも受けとめました。対象が違

うわけですから。それならということで、やはりタクシー券なのか、バスの

ほうが都合がいいという方もお年寄りの中にはおられるかもわかりませんと

いうようなこともありますので、共通券でなくて別々に、そして選択制とい

うふうなことで乗客増につなげる方策はいかがなものかというふうに現在で

は考えております。 

  また、同時に、私が前回、スロープ、それから車椅子でも乗り込めるよう

に、社会福祉協議会が持っておられるようなボンネットバスみたいな、後ろ

からあけてというようなことを申しましたけれども、これについても、熊本

市内で主に運動されております障害者の暮らしを豊かにする会というところ

にちょっと尋ねてみましたところ、そこでも最初はいろんな言い方をされて
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おりましたけれども、リフトにこだわっておられましたけれども、ノンステ

ップというのが実現してみれば、リフトは要らないと。ノンステップで足り

ていると。なぜならば、入り口も結構広いし、そこから車椅子の人も押して

乗ることができるというようなことを聞きまして、ああ、これこれと思った

わけでございます。前回申し上げましたリフトつきというのは、私は取り下

げさせていただきまして、提案としては、やはりノンステップ、これで今後

は推していきたいなと思っております。その点で村長のお考えをお尋ねいた

したいと思います。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）議員が申されますこともわかりますけれども、赤字路線

で、さらにバス会社がそれだけ経費をつけて、この前は車椅子が乗られるよ

うなという話でございましたけれども、ノンステップバスにおきましても、

今こちらに来ているバスは中型がほとんどでございますので、それに適応す

るか否かはバス会社に聞かなければわかりませんけれども、そういったこと

も一応聞いてみますけれども、大変厳しいんではなかろうかなというふうに

は思います。 

  以前から福祉タクシー、福祉タクシーと言っておられましたので、福祉タ

クシーは今運行しております。年間利用者もだんだんふえて、今、平成26年

度ももう300万円を超しております。平成25年度も356万円ほど利用していた

だいております。これをまたさらに充実させたほうが村の交通手段としては

一番いいんじゃなかろうかなというふうに思います。そういったことで、今

後も進めていくならばというふうに思います。 

  バスの乗客もなかなか乗っていただけないと。利便性も少し悪い。大津木

山で乗りかえないといけないということもありますので、そこら辺も、さっ

き言いましたように産交バスと九州産交が違うというところもございますの

で、そこら辺も含めて今後検討していきたいというふうに思います。以上で

す。 

○１０番議員（田島敬一君）締めくくりいいですか。短時間で。 

○議長（坂梨公介君）はいどうぞ。 

○１０番議員（田島敬一君）大変ありがとうございます。 

  いずれにしましても、益城町、大津町と両方の町にかかっております。何

をしようにも、やはり両町との協議の場というのが必要ではないかと思いま

すし、また、４カ町村には熊本空港という大変利便性の高いところが真ん中

にあるにもかかわらず、十分にこれを利便性を活用し切れていないのではな

いかということから、やはりいろんな機会で４カ町村、あるいは３カ町村で

もいいんですけれども協議をする場をぜひ検討していただきたいということ

を申し述べまして、一般質問を終わらせていただきます。大変ありがとうご

ざいました。 
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○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午前１１時５１分） 

 

（午後 １時００分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第２、承認第１号、専決処分の報告及び承認について「（専第８号）

平成26年度西原村一般会計補正予算（第７号）について」を議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）承認第１号についてご説明いたします。 

  承認第１号、専決処分の報告及び承認について。 

  地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により専決処分

した事件について、同条第３項の規定により次のとおり報告し、承認を求め

る。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  あけていただきまして、専第８号、平成26年度西原村一般会計補正予算

（第７号）。 

  平成26年度西原村の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億4,515万6,000円とす

る。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成26年12月17日専決、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  内容のご説明をいたします。 

  ６ページをお願いいたします。 

  今回は歳出のみの補正でございます。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費、140万円の増額補正でご

ざいます。村民葬委託料でございます。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目５社会福祉施設管理費、210万円の増額

補正でございます。福祉センターボイラー地下タンク修繕費でございます。 

  あと、予備費を350万円減額補正していたしております。 

  今回の補正は昨年12月13日に名誉村民である元西原村長、山本佐吉様の死

去に伴い、12月21日に村民葬を行うことから執行に必要な委託費用が緊急に

必要となりました。 

  また、福祉センターのぎく荘において、ボイラーの燃料地下タンクに水の

混入がわかり、燃焼しない状態となっており、原因を確認し緊急に修繕を行
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う必要があることから、早急に予算補正が必要となり、地方自治法第179条

第１項の規定により専決処分をさせていただきました。 

  以上でございます。よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  承認第１号、専決処分の報告及び承認について「（専第８号）平成26年度

西原村一般会計補正予算（第７号）について」を原案どおり承認することに

賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、承認第１号は原案どおり承認されたものと決定します。 

  日程第３、議案第１号、嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第１号についてご説明いたします。 

  議案第１号、嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正する条例の制定

について。 

  嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正する条例を次のように制定す

ることとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  万徳地区から一部区域が分離して、西原地区を新規の地区として設置する

ため関係条例を改正する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由であります。 

  あけていただきまして、嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正する

条例。 

  嘱託員及び地区連絡員設置条例（昭和59年西原村条例第15号）の一部を次

のように改正するということで、第２条第１項中「緑ケ丘」を「緑ヶ丘・西

原」に改める。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 
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  次のページに新旧対照表を添付いたしております。 

  ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  総務委員会のほうで、審議の中で一応やりとりをやったところでございま

すけれども、今回の万徳の集落に所属された一部の12世帯が新しい集落を形

成するということで、全国的に見ると集落の再編なり、統合ということで悩

む中、西原村としてはある意味ではうれしいことだと思います。また、集落

未加入の世帯が多い中、集落を自分たち12世帯で頑張っていこうという姿勢

なのかもしれません。しかし、もと集落の中に所属していた集落が12世帯で

自分のところの集落を形成するということで、今後のあり方も含めて区長会

でも一度検討を願えればと思っておりますので質問いたします。 

  集落というものは、地域住民同士が相互に扶助し合いながら生活の維持、

向上を図る生活扶助の機能を持っております。例に挙げると冠婚葬祭含めま

して隣保組―昔でいう隣組ですね―の発展が象徴されるところです。共

同作業という形も、当然管理道路の維持修繕であったり、草刈りまたは行事

ごとの共同参加という意味も持っております。12世帯ということで非常に少

数世帯で運営を今後されていくわけですけれども、行政に確認したいのはメ

リット点とデメリット点等の説明をされておられるのか。安易に12世帯とい

う小規模な集落を認めるということになりますと、通常でいいますと村から

の行政事務委託を受けるのが、区長さん、分館長さん、衛生班長さん、３名

です。残りの９軒はとりあえず行政委託を受けないところになりますけれど

も、部落内にいますとその中に区長代理、通称ムコヤクさん、それに会計さ

んということで、当然共同でお金を出し合い、やり合う中で、非常に負担も

厳しくなってくるんだろうと予測しておりますけれども、進んで頑張ってい

くという姿勢を見せられているというのが今回だと思います。 

  その辺行政側からして、規模的に妥当とかそういう、面積的に妥当だとい

うお話もなかなか決められないというところも知っておりますけれども、メ

リット、デメリット点等の説明とか、よその区長さん、少数集落で既存の集

落で非常に役職も大変、老人会の運営も大変というお話等も聞かれてやられ

ているのか、その辺、総務課長、ちょっと説明をしてもらえませんでしょう

か。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）今回の西原地区の分につきましては、場所的には新

所地区のほうが地域的には大変近いわけでございますけれども、西原地区に

つきましては、大字鳥子区になりますので、当時の万徳の区長さんの方のお
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計らいで大分離れた地域ではございましたけれども、万徳のほうに加入させ

て、未組織とするよりも万徳集落のほうに加入させたほうがよいのではない

んかなということで、万徳集落のほうに加入をさせたといういきさつがある

ということをお聞きしております。また、その当時の話し合いの中で、戸数

がふえたら新しく地域をつくり、分離して地域をつくってもらいたいという

ような話があっているとお聞きしております。 

  この嘱託員及び地区連絡員設置条例、こちらにつきましては、役場と集落

間における円滑な行政運営と住民の方々の福祉を図ることを目的とした条例

でございます。現在、西原村でも八景台、玉の迫、緑ヶ丘南、小森の里、こ

の４つの未集落組織がございますけれども、こちらの４集落につきましては

現在文書配布の担当の方を出していただいて、文書配布等をお願いしている

ところでございます。こうした未組織の集落にも加入されていない方が、先

ほど宮田議員のほうからもございましたが、かなりふえてきている状況でも

ございます。今回の西原地区につきましては、既に万徳地区に加入されてお

られる方々の分離でございます。新しく地域をつくり、しっかりとした集落

の運営をしていただき、村の行事等にも積極的に参加をしていただければと

思っているところでございます。 

  また、先ほど議員のほうからもありましたが、村内でも現在既存の集落で

は10戸ぐらいの集落もございます。この新規の組織を世帯数の条件を入れる

のかというのは非常に難しい部分でもございます。確かにメリット、デメリ

ットというのはそれぞれにあるかと思いますけれども、まず未組織、そうし

た地域をつくらない、未加入の戸数をふやさないという思いもございました

ので、当時の万徳のいきさつ等も考慮いたしまして、今回この条例の改正を

お願いしたものでございます。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）事情等は万徳集落に加盟するときのお話の経緯が反

映されているというところであると思います。ただ、今回12世帯で集落形成

をするといった形で、公民館をまず万徳を利用するといった形で、万徳部落

の子部落かなという感覚で皆さん受け取られておると思います。そういった

中で区長会に新たに西原から区長として誰かが行かれるわけですけれども、

この話は多分に区長がふえたということで区長会の中では議論にならないか

もしれませんけれども、集落間に戻ると12世帯で集落を形成したというお話

が来ますと、変に解釈すれば、集落間の議論が二分する場合、変な助長をし

ないとも限りません。そういった中で私のところの部落は一番言いやすいの

で例に挙げますと、25世帯上下でちょうど割ると12と13軒になります。公民

館共同使用しますけれども、なんさま意見が合わんけん、２集落で認めてく

ださいというお話があった場合、認めざるを得んような形になりはせんかと

いう懸念もあります。これは極端な話でありますけれども、やはり少数の集
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落の悩みと非常に多い集落が出てきております。また、未加入の組織がある

というのも実態であります。これはやはり議会にどうこう、通す通さんとい

う議題で上がりますけれども、やはり区長会の中で事前にそういうお話があ

って、各区長さんにお話し合いの中でそういう議論の場を設けていただきた

いなと思います。12軒だけれども俺らは頑張るといった姿勢がまず議会側か

ら、話も聞いていないので余り見えないんですけれども、そういう区長会等

の話が経由してあれば、どこかのところでお話を聞く機会があったのかもし

れないという思いもあります。やはり、一番大事なのは既存の集落それぞれ

ありますけれども、仲良く、意見の相違はあってもまとまってやっていると

いうのが集落のあり方ではないか。将来そこに過ごせば見守りの体制があっ

たり、やはり集落として最低限やるといったことをやれる規模というのはや

はりあると思うんですよ。やはり、どこかの部落におんぶにだっこばしても

らわんと成り立たんような部落ではいかんと、特に新設する部落に関しては

ですね。そういうような思いもありますので、道のりとして区長会の中でそ

ういう提案なり、意見を聴収するとか、そういったやり方の手法も必要では

ないか。 

  また、今度は逆の場合は、河原のほうでは南原が集落から統合ということ

で猿帰になっています。こういうケースも今から山間部であります。そうい

ったことも区長会の中でいろいろ議論になっていいではないのかなというふ

うな思いもありまして、今回質問させていただいておりますので、方向性だ

けでも構いません。総務課長、区長会の中でそういう新設だったり、統合関

係の要望等が出た場合は一度経由するという形をとれますですか。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）そうですね。非常に難しいご質問でございます。た

だ、新規の地区をつくりたいというようなご相談があれば、当然地区の役割、

そういったことを十分ご説明とそのお話があったところとの協議はしていか

なければならないと思います。ただ、区長会でその議論となりますと私のほ

うで即答はちょっといたしかねますけれども、よろしいでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）確かに総務課長、行政側としてはあらかた認めた組

織の中でそういうのを議論するというのは難しいでしょうけれども、それだ

ったら逆に、部署になると村長の部局ぐらいしかつくれんとかな、集落の今

後のあり方ということで何か諮問機関をつくっていただいて、その辺を規模

とかそういうのは当然うたえませんので、集落の役割とかという形をぴしゃ

とどういう定義であるというのを住民に知らしめるいい機会なのかなという

思いもしております。未加入のところには未加入さんの言い分があると思い

ます。加入している集落も自分のところの組織が運営が厳しいという悲鳴を

聞くときもあります。特に、少数の集落で、山西校区になると区長が１年交
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代、全部１年交代になると、下手するなら４年に一遍にしようかなとかいう

話もありますので。その中で高齢化が入ってきます。70歳以上は役をせんで

ええとかという話まで決めておる集落もありますので、本当は集落単位で決

めていく話でありますけれども、緩やかな話し合いの場というのも必要じゃ

ないかなというふうに思います。やはり、行政機関でなかなかするというの

は難しいかもしれませんけれども、緩やかなそういう意見を出し合える場と

いう形で進んでいただければと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）まず、先ほど申されました区長会あたりでいえば、逆に

そういったことになるような、助長をするようなことにもなりかねないので、

区長会ではいかがなものかなと思います。そしてまた、そういった集落だっ

て未組織になった場合、何もない、区役もない、役職も決めんでよかと、そ

して連絡が不行き届きになるということで、今回は12戸のことでありますけ

れども、そういったことで自分たちがはまって集落をつくるということであ

れば、私はそれは認めざるを得ないというふうに思っております。先ほど申

されました猿帰、南原は統合したということであります。あと一つ、葛目が

10戸余りかな、10戸か11戸ぐらいでありますけれども、かえって、その小集

落はまとまりがあると思います。団結力もあるということで、特に葛目あた

りはあの道路の長い区役を２日もかかって、区長さんあたり特に頑張ってお

られるということでございますので、そういった昔からある集落はさらにこ

の隣組の関係が強いところもございます。 

  そしてまた、今申しましたように、これを放ってなら認めんよということ

で放っておけば未組織という形になりますので、村の行政としても地域に対

しての連絡とか、いろんなことに対しても不具合が生じはしないかというこ

とでございますので、このようなご理解をいただきたいというふうに思いま

す。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。まとめてください。 

○９番議員（宮田勝則君）すみません。私は決して少数の新規集落を認めない

とかそういうお話じゃありません。これは行政に携わる者としては未加入の

方々を減らすといった方向性というのは必要かと思います。やはり、今回の

ケースは万徳集落に加盟する経緯が自分のところも自立できるようになった

ら独立したいという形で、未加入を根本から避けられた方で、独立した方向

性でいくという認識ですので、問題はなかろうかなと思っております。 

  逆に、悪い言い方をしたら、先ほど言ったやり方ですよね。これが村内に

広がるのが懸念される。こういったことで集落の、既存の集落で役員されて

おる方は集落の意義とか、仕事とか、三役された方は大変わかられておると

思いますけれども、役員されておられない方はどうかな、まだ認識は甘いの

かなという感覚もありますので、何かの勉強会みたいな形でやって、未加入
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の集落は極力減らすといった方向性は間違っておりませんので、何か私が12

世帯では少のうはにゃーかて言った手前もありますけれども、本来なら万徳

でもよかったのかな、そのまま。隣保組のほうが選択肢としてはよかったの

かなという感覚もしていますけれども、距離感も結構あるといったことでち

ょっと質問してみましたけれども、どこかの問題提起になればと思いますの

で、そういった発言でございます。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  教育長。 

○教育長（曽我敏秀君）分館長さんの立場からですけれども、やはり最大の問

題は住民の生活ですので、一番直結するのは衛生班長さんかなというふうに

思います。やっぱり、ごみステーションの問題とか、住民健診の通知とか、

新しい集落を編成するときはやはり任意のそういったところから最初始まり

ます。多分この辺が万徳との距離も離れていますので、ごみステーションを

誰が管理するかとかなった場合、やはりそこの地域に衛生班長さんがおった

りとか。当然三役さんの中にはこれは小さい集落は兼務されるところもある

と思いますが、教育委員会といたしましては分館長さんの公民館活動の方面

でまたいろいろかかわらせていただきたいと思います。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第１号、嘱託員及び地区連絡員設置条例の一部を改正する条例の制定

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第１号は原案どおり可決されました。 

  日程第４、議案第２号、西原村行政手続条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第２号についてご説明いたします。 

  議案第２号、西原村行政手続条例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村行政手続条例の一部を改正する条例を次のように制定することとす

る。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 
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  提案理由。 

  行政手続法の改正（平成27年４月１日施行）に合わせ、手続の拡充、拡大

を図るため、またあわせて字句の改正を行うため条例を改正する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由であります。 

  次のページをお願いいたします。 

  今回の行政手続法の改正につきましては、同法の規定により、「名あて

人」、「かかわる」といった語句の表記を改めていることから、行政手続条

例においてもこれらの語句を含め適切な用語整理を行うものでございます。 

  また、第33条、行政指導の方式、このところでは行政指導を行う際、現行

の趣旨、内容、責任者に加え根拠の法令の条項、法令規定される要件、要件

に適合される理由を明示することとなります。 

  34条の２、行政指導の中止等の求め。 

  こちらにつきましては、法律の要件に適合しない行政指導を受けたと思う

場合には、指導を受けた相手方は村に中止を求めることができることとして

おります。 

  34条の３、処分等の求めのところにつきましては、何人も法令違反の事実

を発見したときは是正のための処分等を村に求めることができることとして

おります。 

  ３ページ以降に参考資料といたしまして、新旧対照表を添付いたしており

ます。 

  ２ページに戻っていただきまして、附則、施行期日。 

  １、この条例は平成27年４月１日から施行する。 

  西原村税条例の一部改正。 

  ２、西原村税条例（昭和39年西原村条例第14号）の一部を次のように改正

する。 

  第４条第２項中「第33条第３項」を「第33条第４項」に、「第33条第２

項」を「第33条第３項」に改める。 

  今回は、行政手続法の一部改正に伴います条例の一部改正でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第２号、西原村行政手続条例の一部を改正する条例の制定について原
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案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第２号は原案どおり可決されました。 

  日程第５、議案第３号、西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第３号についてご説明いたします。 

  議案第３号、西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について。 

  西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  特別職報酬等審議会の答申等により、西原村議会議員の報酬額等を改正す

る等のため、条例を改正する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由であります。 

  １ページをお願いいたします。 

  第５条、期末手当につきましては、６月に支給する割合を「100分の170」

から「100分の145」に、12月に支給する割合を「100分の180」から「100分

の160」に改めるものでございます。 

  別表第１につきましては、「27万2,000円」を「30万3,000円」に、「22万

5,000円」を「25万円」に、「21万4,000円」を「23万8,000円」に、「20万

5,000円」を「22万8,000円」に報酬月額を改めるものでございます。 

  次のページに新旧対照表を添付いたしております。 

  議会議員報酬につきましては、平成15年４月より２％、平成16年４月から

はさらに10％減額をしてきたところでございますが、特別職報酬等審議会の

答申を受けて、平成16年３月時の報酬額に戻すものでございます。 

  戻っていただきまして、附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ５番、上野議員。 

○５番議員（上野正博君）５番、上野です。 

  昨年の６月の朝日新聞によりますと、地方議会の担い手不足が深刻だと新

聞に載っておりました。報酬も関係しているということでございまして、今
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回引き上げて元に戻すということでございますが、引き上げる前の月額報酬

のランクと引き上げてからの月額報酬の県下市町村のランクの位置はどのあ

たり、本村はどのあたりになるか、総務課長のほうに説明お願いします。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）議員の報酬月額につきましての県内の状況をという

ことでございます。現行の議員報酬につきましては、31自治体、これは町村

のみでございます。こちらにつきましては31自治体の中で29番目となってお

ります。 

  今回、条例改正案として出させております金額、報酬額の改定後としまし

ては、31自治体中、錦町、苓北町と同じ高い方から18番目に位置することに

なるかと思います。これは議長、副議長分です。それから、議員のほうにお

きましては、苓北町と同じ同額の18番目になるということでございます。以

上でございます。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第３号、西原村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求

めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第３号は原案どおり可決されました。 

  日程第６、議案第４号、報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第４号についてご説明いたします。 

  議案第４号、報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

について。 

  報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す

ることとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  村長等特別職の給料額を改正するため、関連して各種委員等の報酬の額を

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－55－ 

改正するため、条例を改正する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由であります。 

  ３ページをお願いいたします。 

  こちらのほうに新旧対照表を添付させていただいております。ごらんいた

だきたいと思います。 

  村長と特別職給料、議員報酬の引き下げとあわせまして、区長等の報酬等

につきましても平成17年４月より３％程度引き下げをしておりましたが、今

回の村長等の給料等の改正に合わせまして、元の報酬額に改めるものでござ

います。また、区長報酬につきましては平等割と一戸割の金額の見直しをあ

わせて行わせていただきたいと思っております。 

  ２ページ目に戻っていただきまして、附則。 

  この条例は、平成27年４月１日より施行する。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第４号、報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第４号は原案どおり可決されました。 

  日程第７、議案第５号、西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第５号についてご説明いたします。 

  議案第５号、西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について。 

  西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のよう

に制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  特別職報酬等審議会の答申等により、西原村長等の給料額を改正するため、
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条例を改正する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由であります。 

  あけていただきまして、今回の条例改正につきましては、別表第１中「68

万3,000円」を「73万6,000円」に、「50万9,000円」を「54万9,000円」に改

めるものでございます。 

  村長と特別職の給与につきましては、議員と同じ平成15年４月から２％、

平成16年４月よりさらに10％減額をしておりましたが、今回、特別職報酬等

審議会の答申により、村長、副村長の給料額を改正するものでございます。 

  ２ページ目に参考資料といたしまして、新旧対照表を添付させていただい

ております。 

  １ページに戻っていただきまして、附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第５号、西原村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条

例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第５号は原案どおり可決されました。 

  日程第８、議案第６号、西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件

に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第６号についてご説明いたします。 

  議案第６号、西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例の一部を改

正する条例を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  村長等特別職の給料額を改正するため、関連して教育長の給料の額を改正
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するため、条例の改正をする必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由であります。 

  あけていただきまして、第３条中「47万8,000円」を「51万円6,000円」に

改めるものでございます。 

  教育長の給料額につきましても、特別職報酬等審議会の答申に合わせまし

て、改正をさせていただくものでございます。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第６号、西原村教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条

例の一部を改正する条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第６号は原案どおり可決されました。 

  日程第９、議案第７号、西原村職員の旅費に関する条例の一部を改正する

条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  暫時休憩します。 

（午後 １時４７分） 

 

（午後 ２時０１分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

  （総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）大変失礼いたしました。 

  議案第７号についてご説明いたします。 

  議案第７号、西原村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

について。 

  西原村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定す
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ることとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  職員の旅費の支給について算定方法等、所定の条例規定の整備をする必要

があるため、条例を改正する必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由であります。 

  次のページをお願いいたします。 

  今回の改正は、第２条、旅費の支給におきまして、職員が公務のため出張

した場合は旅費を支給することとなっておりますが、第２条の２として旅費

の支給を受けることができる者がその出発前に出張命令等を取り消されたと

きなどに、当該出張のために既に支出した額があるときは、当該額のうち、

その者の損失となった額を旅費として支給することができることとするもの

でございます。支給できるものとしましては、鉄道賃、船賃、航空賃及び車

賃の支払った額、旅館、その他、宿泊施設の利用を予約するために支払った

額で、所要の払い戻し手続を採ったにもかかわらず、払い戻しを受けること

ができなかった分でございます。 

  第３条、出張命令。 

  第４項、出張者は公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により

出張命令等に従って出張することができない場合には、あらかじめ、任命権

者に出張命令等の変更を申請しなければならないこととしております。 

  第６条第３号。 

  路程の計算の陸路についての改正と追加を行っております。 

  路程につきましては、公用車を使用しておりますので、旅費の支給は通常

は発生いたしません。職員の旅費の支給に当たっては、なるべく飛行機等の

早割などを利用しながら安い金額になるように努力をしているところでござ

いますが、キャンセル料等の支払いが発生したときなどの条例がございませ

んでしたので、他の自治体同様に改正をさせていただくものでございます。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）意地悪な質問になるかもしれません。すみません。 

  当然払われるべきものが払われるような条例にするということなんですけ

れども、２条の１項、鉄道費、船賃、航空賃及び車賃とあります。「等」は

入れてありませんが、これで全て乗り物の予約で払えますですか。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 
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（午後 ２時０５分） 

 

（午後 ２時０６分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）すみません。 

  ただいまのご質問ですけれども、通常、今回、キャンセル料等が発生する

ケースといたしましては、東京等に出張した場合、飛行機賃と宿代をセット

で予約した場合等でキャンセル料が発生した場合ということでございますの

で、当然モノレール等の車代についてはそのパック料金には含めないで旅費

を請求というか、パック料金をとりますので、モノレール等についてはキャ

ンセル料発生しないかと思います。よろしく。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）ありがとうございます。 

  現行の旅行代理店並びに格安のパックをする場合は発生しないということ

ですけれども、いつ何どきパック系統が変わるかもしれませんので、できま

すならば早急に「等」ということで、どういうふうに後で対応できてもいい

ような形にされておったほうがよりベストかなと。よりベストという日本語

もおかしいけれども、よりベターかなといったところです。終わります。 

○議長（坂梨公介君）答弁はいいですか。（「改正は議案で上がっておるけ

ん」の声あり）総務課長いいかい。 

  総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）今後、十分検討させていただきたいと思いますんで、

よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）ほかに質疑ございませんか。 

  ２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）現実に起こったのでしょうか。今回の改正はわかり

ますけれども。実際あったのかなと思って。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）実際、これまでなかったものでこの条例について気

づかなかった部分がございますけれども、今回ちょっとそういうことがあり

ましたので、今回条例改正をほかの自治体を参考にさせていただきながら、

改正をお願いするものでございます。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  １番、坂本議員。 

○１番議員（坂本隆文君）１番議員、坂本です。 

  この文章では、当本人が死亡した場合等と書いてありますけれども、これ

何親等までだったらこういうふうなものが出されるとか、そういうものが書
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いてありませんけれども、あるのでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午後 ２時０９分） 

 

（午後 ２時１０分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  村長。 

○村長（日置和彦君）もちろん、本人が行かれた場合でありますので、本職員

であったら、周りにかわって行く人がおると思いますので、本人が死亡した

ときはという意味でございます。親が亡くなってその人が行けない場合は、

周りがかわって行きますので、本人が死亡したときだけのことであってとい

うことでございますので（「わかりました」の声）。 

○議長（坂梨公介君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第７号、西原村職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第７号は原案どおり可決されました。 

  日程第10、議案第８号、西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に

関する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第８号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第８号、西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例

の制定について。 

  西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例を次のように

制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  放課後児童健全育成事業実施に伴い、地方自治法第244条の２第１項の規

定に基づき、西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例の
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制定をする必要がございます。 

  今回の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、

改正後の児童福祉法の規定に基づき、関係条例等の整備を行うに当たり、条

例の再確認をいたしましたところ、放課後児童健全育成施設の設置及び管理

に関する条例が制定をされていないということが判明いたしましたがために、

今回の提案になった次第でございます。 

  次のページをあけていただきたいと思います。 

  西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例。 

  第１条、第２条に趣旨及び設置を規定しております。 

  第３条に、名称を山西小学校学童クラブ、位置を西原村大字小森2760番地

と規定しております。 

  第４条に事業、第５条に利用者の範囲、第６条に委任を定めております。 

  この条例の施行につきましては、公布の日から施行することとしておりま

す。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第８号、西原村放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例

の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第８号は原案どおり可決されました。 

  日程第11、議案第９号、西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第９号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第９号、西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について。 

  西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－62－ 

を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成24年法律第67号）による改正後の児童福祉法の規定

に基づき、西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を厚

生労働省令で定める基準を参酌して条例で定める必要があります。これが、

この議案を提出する理由でございます。 

  次のページをおあけください。 

  西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例。 

  放課後健全育成事業とは、保護者が日々就労等で家庭にいない子ども、小

学生に対し、授業終了後の遊びや生活の場を提供するものでございます。 

  この事業実施における設備及び運営についての基準につきましては、その

基準となる法や省令の規定内容は、従うべき基準、参酌すべき基準の類型に

分けられており、それぞれの許容範囲内におきまして条例を制定する必要が

あります。 

  本村には、国の基準と異なる内容を定める特段の事情や地域性がないとい

うことから、基本的には国の基準を西原村の基準としております。第10条の

職員、これは３ページになりますけれども、第10条の職員に関する規定が従

うべき基準で、それ以外は参酌すべき基準になります。 

  また、あけていただきまして、最後のページですけれども、ここに附則を

うたっております。７ページに附則がございますが、施行期日は平成27年４

月１日から施行すると。 

  ここに次の第２に、職員に関する経過措置をうたっております。これに関

しましては、熊本県が実施する合計24時間の研修になりますけれども、これ

を平成27年度から全国の都道府県で実施される予定になっております。熊本

県におきましても、平成27年度では約100名程度の指導員の研修を計画され

ていると聞いております。県内には約1,600名以上の指導員の方が既に配置

されて、今後も増加されると思われることであります。全国的にも学童クラ

ブの数、指導員が増加しておりまして、平成27年度から31年度までの５年間

の間に、全てのクラブの指導員が研修をするという予定になっております。 

  最終年度の申し込み等々で、その講義や研修が終わらないということも想

定するということも考えられるために、この終了することを予定していると

いう表現でこの経過措置が設けられたものであるということでございます。

以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 
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○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  私も学童クラブといいますか、これには難しい放課後児童健全育成施設と

いうことで、こういう条例がなかったというか、決まりというか、なかった

ということは、今回出されたことではっきり初めて知ったわけでございます

が、前のことをちょっと思い出しますと、前はさっき指導員と言いましたか、

支援員、どっちですか。まあどっちでもいいんですが、そういう支援をされ

ます方の運営といいますか、そういう感じになされて、現在は執行部という

か役場のほうで運営をなされているというような感じを受けておると思いま

すが、もしそれが違っていたなら訂正なりお願いしますが。 

  その中で、職員というところで、先ほど説明がありましたが、その指導を

するというようなところで現在行って計画をしているという説明でございま

した。今後ともそういう感じで支援員さんは今のままのやり方でいって、運

営は執行部といいますか、役場のほうでやるというような計画のもとで計画

をされているのか、ちょっとお尋ねいたします。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

ただいまのご質問ですが、私、指導員とたしか言っ

たかと思いますけれども、実質は支援員さんですね。ご協力いただく方でご

ざいます。 

  これは各クラブ単位ごとに２名の資格をお持ちの方が必要だということで、

後で途中での募集をかけるときとかには、その資格が当然ながら必要であり

ますので、２年以上の経験もしくは研修ということを受けた方ということで、

この経過措置の中には今入っているところですが、今議員がおっしゃった今

後の運営方法、直営なのか、もとの委託なのかということは、たしか昨年も

そういうお話があったかと思いますけれども、今のところでは、とりあえず

は、委託のときにいろいろと問題があったということもありまして、できる

限り直営でやっていこうとは思ってはおります。 

  ただ、その支援員の方もやっぱり１日の勤務時間等々がなかなか長くはな

いものですから、やっぱりそれだけでは生活がと言われる部分も多少ありま

して、確保するといいましょうか、来ていただくのに募集をかけてもなかな

か集まっていただけないこともあります。以上でよろしいですか。 

○議長（坂梨公介君）７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）一応は直接運営というようなところという答弁で、

そう確認しましたが、そういう支援員さんの足らないという人ですが、そう

いう対応は今後どういうふうに。あやふやじゃ子どもたちは毎日おるわけで

ございますが、普通の日は３時間かな。すると休みの日で８時間のようなあ
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れを書いてあったと思いますが、何かそういう支援員さんが限られていると

は思いますが、幅広い募集というんですか、そういうお願いをする必要もあ

るんじゃないかと思います。 

  また、先ほども条例のほうで、名称は山西の学童クラブで、河原小学校関

係もたしかいたかと思いますが、今思いましたが、河原小学校も同じ対応を

やってくれると思いますが、名称あたりはこれでよかっただったつかなとも

思いますが、すみません、先ほどの条例の決まった後のちょっとぶり返しで

はございませんが、よろしくお願いします、答弁を。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）先ほどのまず設置要綱につきましては、山西小学校

の学童クラブが平成24年だったですか、建設されましたのが。本来であれば

そのときに条例を整備して、設置及び管理に関する条例ができていなければ

いけなかったとは思います。河原小学校は学校の施設の空き教室を使ってお

りますので、その設置という条例は特に必要はないだろうと。 

  今度は運営に関しましては、この運営基準等で両方のクラブが該当します

し、今現在条例ではありませんけれども、実施要領は一応既に定めてありま

す。直営に移行するときにその実施要領は定めておりますので、その要領の

中で山西小学校２つ、河原小学校１つのクラブを定めて運営している状況に

あります。 

  支援員さんは、今のところは足りないという状況ではありませんけれども、

長期の休みに入ったときとか、その辺のローテーションのために、あと１人、

２人欲しいなというときに、やっぱりなかなか急に募集はできませんので、

早目、早目にやっぱりそのお仲間といいましょうか、口コミといいましょう

か、それと広報紙でも当然しますし、防災無線でもかけることは事前に準備

はしております。今のところはそう問題は出ておりませんけれども。以上で

す。 

○議長（坂梨公介君）ほかに質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第９号、西原村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 
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  よって、議案第９号は原案どおり可決されました。 

  日程第12、議案第10号、西原村保育所条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）議案第10号につきましてご説明いたします。 

  議案第10号、西原村保育所条例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村保育所条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成24年法律第67号）の施行により児童福祉法が改正さ

れ、西原村保育所条例の一部を改正する必要がございます。これが、この議

案を提出する理由でございます。 

  あけていただきまして、下に申しわけありません、ページ番号を打ってお

りませんが、西原村保育所条例の一部を改正する条例。 

  次のページの新旧対照表のほうでご説明をさせていただきたいと思います。 

  西原村保育所条例の一部を改正する条例の制定について、改正後と改正前

としております。 

  第１条の中で、「保護者の委託を受けて保育に欠ける」という表現を「児

童福祉法第24条第１項の規定により保育を必要とする」に改めております。

これは、第１条に根拠法令の記載がなかったために追加しているものでござ

います。 

  第２条の根拠法令を「児童福祉法第35条第３項」から「児童福祉法第39条

第１項」に改めております。これは、平成９年に行われた法律の改正により

まして、児童福祉法第35条第１項に記載されておりました保育所を、その表

記が対象となる施設から除外されております。条例制定時にこの児童福祉法

第35条第３項を根拠として制定されたものと推測しているところでございま

す。今回の条例改正で、本来引用すべき児童福祉法第39条第１項に訂正する

ものでございます。 

  第３条の根拠となる基準を、保育の実施に関する条例第２条から保育の必

要性の認定基準に関する規則第４条に改めております。 

  これまで保育の実施に関する条例に規定されていました保育の実施を必要

とする児童では、全て同一の保育が実施されておりましたが、子ども・子育

て支援法の施行に伴い、保護者からの申請があった場合、児童の保育の必要

性に合わせた保育を実施することとなります。これに伴いまして、保育の必

要性の認定基準に関する規則を定めて、この保育の必要量の認定を行うため
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に変更をするものでございます。 

  保育の必要性、保育に欠けるということは、保護者の就労、傷病、介護、

看護などの理由に子どもの保育が家庭で困難というような場合、保育の必要

があるというふうに認められます。それぞれの保育が困難な理由に応じた教

育、保育等の利用ができるようになるということになります。 

  保育の必要量といいますのは、保護者の皆さんの就労時間に応じた保育時

間、標準的な保育時間と保育の短時間の認定がなされます。標準的な保育を

１としますと、短時間の場合は98％程度、料金としてもそのような料金体系

になってまいります。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）10番、田島です。 

  委員会のときにも質問させていただいておりましたけれども、この条例の

表題が一緒で保育所となっておりまして、この中の改正前、改正後の一覧表

を見ましても入園とか保育園とか、保育所ではなくて保育園となっています

けれども、これは表題が保育所であるからには、保育所にすべきではないの

かなと思うんですけれども、それはいかがでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）確かに保育所と保育園とどう違うのかというご質問

が委員会の折にもありました。いろいろと各自治体のを確認しましてもこう

いう表記でありますけれども、実際、じゃどういうことなのかというふうに

見たんですが、児童福祉法、今回新たにできています子ども・子育て支援法

でも一応法律としては保育所、場所を指定してあります。 

  どういうふうな表現がよろしいかなと思いますと、このにしはら保育園で

いくならば、にしはら保育園という保育所に入所もしくは入園させるという

ふうにご理解していただければいいのかなと。その場所にある保育園はその

施設の名称、保育所は場所というふうなご理解、これでわかりますかね。そ

ういうふうに皆さんに言うときには、そのほうが一番いいのではないかとい

うふうな、課内での協議の結果、そのほうに。いろんな書物を確認しまして

もそういう表記が結構出ておりましたので、それで説明はするところでおり

ました。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 
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（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第10号、西原村保育所条例の一部を改正する条例の制定について、原

案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第10号は原案どおり可決されました。 

  日程第13、議案第11号、西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第11号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第11号、西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について。 

  西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例を次の

ように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律（平成24年法律第67号）による改正後の児童福祉法の規定

に基づき、西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を厚生労働

省令で定める基準を参酌して条例で定める必要があります。これが、この議

案を提出する理由でございます。 

  家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準につきましては、前の議案

第10号でも申しましたように、その基準となる法や省令の規定の内容は従う

べき基準、参酌すべき基準の類型に分けられます。それぞれ許容の範囲内に

おいて条例制定する必要がございます。 

  本村には、国の基準と異なる内容を定める特段の事情や地域性はないとい

うことから、基本的には国の基準を西原村の基準としております。 

  次のページをあけてください。１ページです。 

  西原村家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例。 

  主な保育事業の施設の概要等についてご説明いたします。この目次に大き

なものとしまして、第２章に家庭的保育事業、第３章に小規模保育事業、第

４章に居宅訪問型保育事業、第５章に事業所内保育事業というふうに大まか

に４つ規定があります。 
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  家庭的保育といいますのは、まず保育者、保育士、その方の自宅で行うも

のというふうにご理解していただければと思います。定員規模としては６人

未満ということです。 

  それと、第３章の小規模保育事業、これはこの条例の中ではＡ、Ｂ、Ｃと

いうふうに分かれてきております。主にいきますと、６人以上から19人以下

の程度の規模で運営されるところになります。中型といいましょうか、そう

いうふうな形になります。 

  第４章の居宅訪問型保育事業、これは障害等により集団保育が著しく困難

な方とか、母子家庭の保護者が夜勤を行われる場合とか、離島などの場合と

かということがございます。これに関しましては保育者が１名、子どもが１

名、１対１というふうなのが基本になっております。 

  第５章は事業所内保育事業。これは事業所内で認可保育を行う場合の基準

ということで、西原村の場合は事業所内というのは、お菓子の香梅さんが親

互園という保育園をお持ちですが、こちらは一応認可は取らないということ

でありました。確認はしましたけれども、ここは対象外ということです。今

のところは西原村では対象になる事業所はなかったかと思います。 

  主なところでは、以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）田島です。 

  この中にいろいろと14条あたりに、子どもたちは病気をすることがあり得

るということで、その場合の対処について書いてあると思います。病気にな

り得るということは、西原村の保育所でも風邪がはやったり、さまざまなイ

ンフルエンザを初めとして、子どもらしい独特な病気がはやったりするかと

思います。 

  家庭の場合も同様で、そういったときに果たして家庭だけで対応が本当に

できるものかどうかということを考えますと、大津町とか菊陽町とかでやっ

ておりますような、病後児保育ということですね。病気にかかっても親御さ

んたちが仕事が忙しいとか、行かなくてはならないとかいうことで、もうす

ぐ完全に治り切っていないのに連れて来るというようなことがあったりして、

そういうときに、保育園のほうでも経験がおありだと思いますけれども、な

かなかその断りがしにくいというようなことがあるかと思います。 

  やはり特別な病後児保育みたいな、看護師さん、またそういった何らかの

資格を持っている人がおられまして、完全に治り切るまで引き受けるという

ような体制が必要ではないかと思いますけれども、その辺についていかがで
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しょうか。これで対応できますでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）保育園長。 

○保育園長（園田久美代君）はい、今の質問に対して、病児保育においては、

やはり感染性の病気等が保育園でした場合は、どうしても園で子どもを預か

るという部分においては、集団生活ですので、それはできかねない部分も、

看護師も現在にしはら保育園には１名おりますけれども、一応保育のほうに

入っているということで、それは１人ずっとついてということはちょっと現

在の時点ではもうできませんけれども、病後児保育においては現在保護者さ

んのほうにお願いをして、感染性であれば必ず病院の許可を得て登園許可証

をいただいてからのということで今お願いしております。やっぱり感染性に

おいては集団生活という部分でも、かなり私たちも危惧している部分があり

ますので、その部分においてはご協力をお願いしております。 

  病後児保育、どうしても仕事でということで、病院にお願いして、中には

登園許可証を出してもらえますかとお願いされる部分もありますけれども、

とにかく病院の指示に従ってということで、私たちもお受けしておりますの

で、病後児保育は本来していないわけじゃないんですけれども、ただ、看護

師が今現在１名というところで、対応にはちょっとできかねない部分があり

ますので、現在はそういうところです。（「わかりました」の声） 

○議長（坂梨公介君）ほかに。 

  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  この事業所の区分といいますか、それでは事業所ということで、にしはら

保育園、そしてこうのとり保育園さんが入りまして、一応村長が言っておら

れましたような待機児童０というような措置といいますか、そういう状態で

はあると思います。 

  これについては今後人口がふえたりいろいろして、どれだけの対応ができ

るか、もしくは個人さんあたりが小規模の保育事業というか、そういうこと

を始められた場合、認可、無認可というか、そういう扱いがあると思います

が、そこまでの把握といいますか、もしされるとなれば無認可におかれます

指導あたりはどうされるのかをちょっとお伺いいたします。 

  そういう事例がまだ西原村にはないと思いますが、今後予想されると思い

ますので、そういうところについてのちょっと執行部の考えをよろしくお願

いします。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午後 ２時４５分） 

 

（午後 ２時４７分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 
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  住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）今、認可か無認可かというお話もありましたけれど

も、この場合は認可でないと問題があろうかと思います。 

  先ほど家庭的保育と言いましたのは、保育ママとかよく言われて、聞かれ

たことがあると思いますけれども、大津町とか益城町では昨年もう既に委嘱

状を交付されて、家庭で保育していただいている方が数名いらっしゃるとい

う情報はあります。 

  西原村ではそういう情報をちょっと得ておりませんので、はっきりこうだ

という方向性は、ちょっとうちの住民課内ではそこまで把握はできておりま

せんが、今後のニーズをやっぱり調査して、どういう方向になるのかという

ことをこれが始まるとき、もう４月から始まるのにまだそういうことかと言

われるかもしれませんが、まだその辺の調査まではちょっとできていないと

いうのが実態でございます。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  村長。 

○村長（日置和彦君）ただいまの件でありますけれども、今、にしはら保育園、

こうのとり保育園がございますけれども、そちらの保育園が入れれば、家庭

内保育園はそうないだろうというふうに思っております。にしはら保育園も

今200名近くおりますけれども、こうのとり保育園が、あの規模が90名規模

であそこをつくっておりますので、これ以上子どもがふえるとなれば、こう

のとり保育園さんにお願いして、定員を少しふやしていただくならばという

ふうに思っておりますので、そういった形でいかがかなと思っておりますの

で、家庭保育されても、そこに行く人が果たしておられるのかなと。やはり

みんなが一緒に保育園で登園していろんな子と遊んだり勉強したりするのが

子どもの成長につながるというふうに思いますので、そちらのほうの保育園

でまずは対応したいというふうに思っております。 

○議長（坂梨公介君）ほかに質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第11号、西原村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第11号は原案どおり可決されました。 

  日程第14、議案第12号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
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業の運営に関する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）議案第12号につきましてご説明いたします。 

  議案第12号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について。 

  西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）第34条第２項及び第46条第

２項の規定に基づき、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

運営に関する基準を内閣府令で定める基準を参酌して条例で定める必要があ

ります。これが、この議案を提出する理由でございます。 

  この特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準につ

きましては、その基準となる法や省令の規定の内容は、先ほどから申し上げ

ておりますように、従うべき基準、参酌すべき基準の類型に当てはめられま

す。そのそれぞれの許容範囲内において条例を制定する必要がございます。 

  あけていただきまして、１ページです。 

  西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例。 

  この条例では、大きく分けますと２つに事業内容が区分されます。第２章

の特定教育・保育施設、第３章の特定地域型保育事業、この２つに大きく区

分がされるということでございます。 

  この特定教育・保育施設と申し上げますのは、保育園、幼稚園などのこと

でありまして、特定地域型保育事業とは、家庭的保育、小規模保育、居宅訪

問型保育、事業所内保育、先ほどの家庭的保育事業の条例で申しましたこの

内容に当たります。それの運営に関する基準になります。 

  子ども・子育て支援法の規定によりまして、この特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業は、市町村の条例で定めるということがあります。本村

に関しましては国の基準と異なる内容を定める特段の地域性等はございませ

んので、国の基準をそのまま参酌して定めておるところでございます。 

  もう一つ、後で出てきます第13号まで、全て子ども・子育て支援法に関連

して市町村で定めるとされたものでございます。以上でございます。 

  あとはご質問によりお答えします。よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 
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○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第12号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第12号は原案どおり可決されました。 

  日程第15、議案第13号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事

業の利用者負担等に関する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）議案第13号につきましてご説明いたします。 

  議案第13号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する条例の制定について。 

  西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関す

る条例を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）に基づき、特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の利用者負担その他必要な事項に関し条例で制

定する必要がございます。これが、この議案を提出する理由でございます。 

  あけていただきまして、次の１ページをお願いいたします。 

  西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関す

る条例。 

  この条例は、従来の児童福祉法に基づく保育料徴収条例と根拠法令は変わ

りますが、内容は変わっておりません。今回新たに子ども・子育て支援法に

基づきまして、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する条例を制定し、従来の児童福祉法に基づく保育料徴収条例の

廃止を行うものでございます。 

  村で徴収する保育料につきましては、従来どおり第３条に別に定めること

としています。これは規則で定めております。子ども・子育て支援法の施行

に伴いまして、保育料の算定の基礎となる税額が、従来の所得税額から村民

税の所得割額へと変更されたことに伴いまして、保育料の額に変動が生じて

まいりました。現在の水準を維持するということで今検討しておりまして、
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県内自治体の動向等を見ながら、各階層ごとの保育料の徴収額を当てはめ直

して今試算しているところであります。 

  大きなところでは以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番、宮田です。 

  住民課長より説明を受けております。今回保育料の算定の根拠が変わると

いうことで、シミュレーションでは確定はしていないけれども、下がる方向

であるというお話でございます。それにつきまして、にしはら保育園の場合

は自治体運営ということで問題そう大きく反映しないと。自治体負担分が余

計にあるんだろうと思います。 

  対しまして、こうのとり保育園等の民間保育園に関しまして、保育料が下

がるという傾向にあるということであれば、この運営の補助に関して特約関

係がついているのか、その辺確認したいと思いますけれども、住民課長、こ

れは確認していなかったがようございますか、質問して。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）保育料の確定がまだ今最終的にはさせておりません

けれども、公立保育園の場合は地方交付税の財政措置が平成16年度からされ

ておりますので、もうご存知かと思います。私立保育園につきましては、国

庫負担金、県負担金の措置がなされます。 

  今回の保育料の改正は、まずは国の基準が８段階に、現行も同じなんです

が、分かれております。国の補助金の計算は、この国の基準額、保育の運営

費がありますので、運営費から国の基準額を差っ引いた残りの２分の１が国

庫補助金になります。 

  ですから、そこに保護者さんの負担が下がる部分に関しては今確定させて

おりませんので、どこまで変動させるかもちょっとあるんですけれども、国

庫に関しては、まず変わらないというふうに認識していただければよろしい

かと思います。 

  その国庫と市町村の差額の部分が、また村の財政負担がどうなるのかとい

うのが今後の課題かとは思いますけれども、そこをどう捉えるか、住民サー

ビスなのか、そこら辺をどう思うのかは、まだ今はちょっと頭の中がちょっ

と整理ができておりませんけれども、今の状況ではそこまでです。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）村営のほうは問題ないと考えておりますけれども、

こうのとり保育園さんのほうに当たっては、村長の待機児童０を掲げる中で
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実質的公募型でありますけれども、手を挙げていただいた保育園というふう

な認識をしております。 

  やはり運営費の解釈の問題もありますけれども、その児童の配置のばらつ

き等も考えられますけれども、やはり健全な運営をやっていただかなければ

申しわけないと。誘致保育園でもあります。そういった形で本年度法律改正

ということで、運営状況を注視していかなければならないのかなと思います。 

  その運営費という解釈がどんな解釈なのか、何をもって運営費というのか

がちょっと疑問なところでございますけれども、安定した運営をお手伝いす

るという方向性で村長、ようございますですね。ご返答は、はいかいいえか

でお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）今回この条例の制定によりまして、若干下がる傾向にあ

るかというふうで、今担当課長が申しましたように、国庫は変わらないとい

うことでありますけれども、たとえ下がって村の負担がふえたとしても、村

の子どもたちが通う保育園でありますので、そこら辺は住民サービスとして

我々は対処していきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第13号、西原村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担等に関する条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第13号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ３時０４分） 

 

（午後 ３時１５分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第16、議案第14号、西原村介護保険条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 
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○住民課長（ 島信幸君）議案第14号につきましてご説明いたします。 

  議案第14号、西原村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村介護保険条例（平成12年西原村条例第18号）の一部を改正する条例

を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  介護保険法の一部改正及び関係政令改正による所要の規定整備を行うほか、

第６期西原村介護保険事業計画策定に基づき保険料率の改定に伴い、西原村

介護保険条例の一部を改正する必要があります。これが、この議案を提出す

る理由でございます。 

  村長の提案理由でも申しましたように、地域における医療及び介護の総合

的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成26年法律第

83号）によりまして、介護保険法の一部改正及び関係政令改正による所要の

規定の整備を行うほか、この第６期の計画の策定に伴いまして保険料率の改

定、保険条例の一部の改正の必要が発生しております。 

  この第１ページをお願いいたします。 

  西原村介護保険条例の一部を改正する条例。 

  西原村介護保険条例（平成12年西原村条例第18号）の一部を次のように改

正する。 

  これは、保険料率の改正になります。新旧対照表をごらんいただきたいの

ですが、めくっていただきまして３枚です。これが現行６段階から９段階に

変わる内容になります。ただ、そのまま見比べましてもなかなか判明がしづ

らいものがあります。 

  第６期の西原村介護保険事業計画の策定につきましては、今月の３日付で

最終答申が西原村介護保険事業計画及び高齢者福祉策定委員会からの最終答

申がなされました。それがこの第２条の保険料率の改定になっております。

今回の保険料は介護保険法施行令の改正に伴い、標準の保険料段階の設定を

現行の６段階から９段階に見直されております。 

  また、その保険料の段階を踏まえまして、厚生労働省から示されました指

標に基づき、保険料を算定しまして、65歳以上の第１号被保険者の保険料の

基準月額を4,300円から5,400円に改定させていただくものでございます。こ

の新旧対照表でも少々わかりづらいところがございますので、別添の本日配

付させていただきました、この円グラフを添付しております資料に基づきま

してご説明をさせていただきたいと思います。 

  まずは、この１枚目の１ページが介護保険制度の財源構成になります。こ

れは在宅介護の場合の構成になっております。この介護保険の財源構成につ

きましては、介護の費用からサービスを受けられる利用者の自己負担を除い

た額の構成で示しております。右半分が保険料50％、左半分が公費50％です。
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公費は国、都道府県、市町村との構成になります。保険料につきましては、

65歳以上の１号被保険者、それと40歳から64歳までの２号被保険者になりま

す。これで、内側の円が第５期の計画の保険料率です。外側が第６期の保険

料率になります。 

  変わりますところは、１号、２号とも当然変わりますが、平成26年12月12

日に政令改正が行われまして、平成27年４月１日から施行するということで、

第２号被保険者の保険料を現行の29％から28％に改正するという政令が公布

されております。そのために保険料50％の部分の１号被保険者は21％から

22％とおのずと１％ふえるということになります。 

  次の２ページをあけてください。これが現行の６段階から９段階の見直し

ということで、この絵ではちょっとわかりづらいところもございます。３ペ

ージ目に、保険料がこのように変わったということで、６段階から９段階に

変わる統合したり分割したりというところで、この基準が変わっております。 

  第５期の基準の値では、第４段階が保険料率が1.0でございました。新た

に第６期では新たな第５段階に変わります。こちらは先ほど申しました基準

月額が5,400円、基準年額としまして６万4,800円になります。 

  それと、第１段階につきましては、あけていただきました次の、ページ番

号はちょっとわかりづらいところがありますが、介護保険１号被保険者の低

所得者軽減強化ということで、この左のほうで第１段階、第２段階、第３段

階がございます。この番号が①、②が、２段階、３段階も②になっておりま

す。 

  これは一番最後のページをごらんいただいたほうがよろしいかと思います

が、平成27年４月からの消費税10％の施行がされると言われておったときに、

第１段階はＡ、第２段階はＢ、第３段階Ｃというふうにしております。この

第１段階のＡは現在新しい保険料率では0.5を0.3まで引き下げる。第２段階

は0.75を0.5に引き下げる。第３段階では0.75を0.7に引き下げると。これは

低所得者の軽減強化であったのですが、消費税の施行が平成29年４月へ延び

ましたために、平成27年度に限ってはこのＡの部分、0.5から0.45に落とす

と、この部分だけ軽減するということが定められております。 

  あとのＡ´の部分、第１段階のＡ´の部分、第２段階のＢ、第３段階のＣ

につきましては、平成29年の４月から消費税の施行に合わせて実施するとい

うことが定められたのが、低所得者の軽減対策になります。この総額が料率

の予算の中でも申しますが約100万円程度、総額で100万円程度ではなかった

かと思います。保険料の改定につきましては、早口で申しましたが以上でご

ざいます。 

  それと、議案の第１ページの下、下段のほうに、附則に次の１条を加える

とあります。これは、介護保険法の改正に伴いまして、予防給付の見直しや

地域支援事業の実施を市町村はできる限り早急に取り組むこととされており
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ます。準備期間として実施を猶予する場合は、地域における介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備に関する法律、これによりまして条例

で定めるということがされております。第６期の計画を踏まえたところで、

本村としても猶予期間を定めるものでございます。 

  平成27年４月から実施します介護予防及び高齢者の総合支援事業等につき

ましては、これまでの介護予防事業から介護予防日常生活支援総合事業へと

移行します。また、新たに在宅医療介護連携生活支援体制の整備、認知症の

早期支援の実施等が加えられております。 

  西原村では、今回の改正に対応するためには、新しいサービスの基準、そ

れの基準単価等、またその受け皿、その確保、医療機関との調整などに時間

を要するということを踏まえまして準備期間を設けるということで考えてお

ります。そのために附則の第７条の第１項では、この訪問介護と通所介護予

防サービスが地域支援事業に加わりますけれども、これを柔軟な対応ができ

るように猶予期間を設けております。この第６期計画が平成27年度、28年度、

29年度の計画でありますので、最終年度の平成29年４月１日から行うという

こととしております。 

  次の２ページの第２項、第３項、第４項につきましては、先ほど地域支援

の体制整備等が新たに発生するということを申し上げましたが、それの移行

期間を平成27年度中にその事業計画等を練った上で、平成28年４月１日から

行うということで、ここに経過措置を定めているところでございます。 

  なお、条例の施行期日としましては、平成27年４月１日からとしておりま

す。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりましてお答えさせていただきます。ご審議

方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）では、ちょっと質問します。 

  値上がり分、順番にいくと6,600円、２万2,800円、9,900円、6,720円と順

番に上がって、２番目のランクのところが一番ちょっと強烈になるのかなと

思っていますけれども、そんなような方、主にどこらあたりの方が多いのか

なと思って。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）今、中西議員がおっしゃったのは新旧対照表を比べ

たところでしょうか。それとも私が後で別添の資料で配付した……。どちら

も本当は同じなのですが、どこの部分が多いかとおっしゃいますと、この第

１、第２、第３で３割ほどになります。一番第１段階のほうは２割ほどには

なってまいります。具体的な数字を申し上げましょうか。 
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  これは平成27年度中に65歳に到達されるという方まで含めたところなんで

すが、今見積もりしたところで、総数で65歳以上の被保険者の総数で1,910

名ほどです。第１段階で310名、第２段階210名、第３段階が150名ほど。こ

のあたりが多いということですね。それと第４段階で340名ほど、第５段階

がまた340名ほどいらっしゃいます。 

  この第４から第９、こちらのほうで残りの７割の方がいらっしゃるという

ふうな割合、アバウトな数字なんですが、そういうところになります。 

○議長（坂梨公介君）２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）聞きたかったのは、第２段階の方が一番上がる率が

高いのかなと思って。負担増にとても感じられないかなと思って。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午後 ３時３０分） 

 

（午後 ３時３１分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第14号、西原村介護保険条例の一部を改正する条例の制定について、

原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第14号は原案どおり可決されました。 

  日程第17、議案第15号、西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設

備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について

を議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第15号につきまして、ご説明いたし

ます。 

  議案第15号、西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 
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  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  介護保険法施行規則等の一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第４

号）が公布されたことに伴い、西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する必要があります。

これが、この議案を提出する理由でございます。 

  あけていただきまして、１ページをお願いいたします。 

  西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例。 

  西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例（平成25年条例第６号）の一部を次のように改正する。 

  今回の大きな改正の内容としましては、まずは目次中の「複合サービス」

を「看護小規模多機能型居宅介護」に改めるということと、あとは本則の中

で出てまいりますこの「複合サービス」という名称が全て「看護小規模多機

能型居宅介護」に変わります。これは昨年11月に行われております厚生労働

省の社会保障審議会介護給付の分科会、この会合の中で厚生労働省から提案

がなされ、現実に即した名称でということで名称変更がされたものが、これ

は本村の条例では第９章に当たると思います。ここがほとんど改正されてま

いります。以上です。 

  また、同じこの平成26年11月26日に厚生労働大臣に社会保障審議会から答

申されました指定居宅介護サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する

基準などの改正事項につきましては、先ほど言いましたように大きく分かれ

ますと３つほどになります。今の申しました名称変更にかかわる部分、それ

とこの条例の３ページの中ほどに表が入っております。こちらにつきまして

は、この小規模多機能型居宅介護事業の看護職員が兼務可能な施設等につき

まして、これを拡大されております。併設する事業所等に加えまして、同一

敷地内または隣接する施設等が追加されたということであります。 

  先ほど言っておりました複合型サービス、後でちょっと説明させていただ

きますけれども、その中の登録の定員、こちらが現在は１つの施設では25名

なのですが、これが29名に改められると、これは次の４ページに86条関連で

出てまいっております。 

  ほかには、地域密着型で79条あたりに事故後の対応ということで、条項の

追加がなされております。 

  以上、大きく分ければ以上のところになりますが、この条例としましては

平成27年４月１日から施行するということであります。 

  先ほど申しました複合型サービスというのはどういうものかと申しますと、

訪問介護、通い、泊まり等を組み合わせた小規模多機能型というものに、訪

問看護を加えたサービスの一つというふうに考えていただければよろしいん
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ですが、まだ普及のほうは少ないということで、全国には103の事業所しか

まだちょっと調査時点が遅いんですが、昨年の段階では確認されておりませ

ん。 

  本村では、この小規模多機能型の介護といいますのは施設がございません。

介護給付の中で申しますと、認知症対応の共同生活介護、これは高齢者のグ

ループホームとか言われているものですが、みどりの館さんとかそよ風さん

とか、それと認知症対応型の通所介護、これはデイサービスです。これはそ

よ風さんとかいうことで、具体的な施設の名称では以上のところになります。 

  この小規模多機能型とか、いろいろ何しろ難しい表現ばかり出てきますが、

これは通所、短期入所、訪問、これを３つにまとめたやつ。それとそれを訪

問をあわせて複合型というふうに言われているということであります。 

  主なところは以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第15号、西原村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、原案どお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第15号は原案どおり可決されました。 

  以上で本日の議事日程は、全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、次の会議は12日午前10時より議事日程

第３号のとおり行います。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

 

午後 ３時４１分   散 会 
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平成２７年第１回西原村議会定例会会議録 

 

 

平成２７年３月１２日、平成２７年第１回西原村議会定例会が西原村役場に

招集された。 

 

 

 平成２７年３月１２日（木曜日） 議事日程第３号 

 

日程第 １  議案第１６号 西原村指定地域密着型介護予防サービスの事業 

              の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介 

              護予防サービスに係る介護予防のための効果的 

              な支援の方法に関する基準を定める条例の一部 

              を改正する条例の制定について 

 

日程第 ２  議案第１７号 西原村地域包括支援センターの人員及び運営に 

              関する基準を定める条例の制定について 

 

日程第 ３  議案第１８号 西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運 

              営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防の 

              ための効果的な支援の方法に関する基準等を定 

              める条例の制定について 

 

日程第 ４  議案第１９号 西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する 

              条例の制定について 

 

日程第 ５  議案第２０号 西原村営住宅条例の一部を改正する条例の制定 

              について 

 

日程第 ６  議案第２１号 西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に 

              関する条例の一部を改正する条例の制定につい 

              て 

 

日程第 ７  議案第２２号 指定管理者の指定について（糸舞季） 

 

日程第 ８  議案第２３号 指定管理者の指定について（西原村地域福祉セ 

              ンター） 
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日程第 ９  議案第２４号 村道の路線廃止について 

 

日程第１０  議案第２５号 村道の路線認定について 

 

日程第１１  議案第２６号 平成２６年度西原村一般会計補正予算（第８ 

              号）について 

 

日程第１２  議案第２７号 平成２６年度西原村国民健康保険特別会計補正 

              予算（第３号）について 

 

日程第１３  議案第２８号 平成２６年度西原村介護保険特別会計補正予算 

              （第３号）について 

 

日程第１４  議案第２９号 平成２６年度西原村後期高齢者医療特別会計補 

              正予算（第２号）について 

 

日程第１５  議案第３０号 平成２６年度西原村中央簡易水道事業特別会計 

              補正予算（第３号）について 

 

日程第１６  議案第３１号 平成２６年度西原村工業用水道事業会計補正予 

              算（第３号）について 
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１、応招議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、不応招議員    （なし） 
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３、出席議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

４、欠席議員    （なし） 

 

 

 

 

５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 

 

 

議会事務局長    中 村 義 光 君 

議会事務局書記   麻 生 彩 華 君 
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６、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名

は次のとおりである。 

 

 

村  長    日 置 和 彦 君 

副 村 長    坂 本   武 君 

教 育 長    曽 我 敏 秀 君 

総務課長    泉 田 元 宏 君 

企画商工課長  髙 本 孝 嗣 君 

教育課長    塚 元 利 文 君 

会計管理者   矢 野 富士男 君 

税務課長    佐 藤 光 弘 君 

産業課長    海 東 義 朗 君 

住民課長     島 信 幸 君 

保育園長    園 田 久美代 君 
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午前１０時００分   開議 

 

 

○議長（坂梨公介君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付の議事日程第３号のとおり行います。 

  日程第１、議案第16号、西原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の

人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防

のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）おはようございます。 

  それでは、議案第16号につきましてご説明いたします。 

  議案第16号、西原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備

及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

  西原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように制定する

こととする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  介護保険法施行規則などの一部を改正する省令（平成27年厚生労働省令第

４号）が公布されたことに伴い、西原村指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介

護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正

する必要がございます。これが、この議案を提出する理由でございます。 

  平成26年11月26日に行われました厚生労働省の社会保障審議会・介護給付

費分科会の会合で審議され、厚生労働大臣に答申されました指定居宅サービ

ス事業等の人員、設備及び運営に関する基準などの全ての項目がこの中に入

っておりますが、その改正事項につきましては、主な内容につきましては、

あけていただきましたこの改正条例の２ページ、３ページが主なところにな

ります。 

  ２ページの第45条第６項中とございます。これに関しましては、昨日も申

し上げましたが、小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼務可能な施
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設等について定めるものでございます。 

  それと、３ページの第48条の第１項の中にこちらの小規模多機能型居宅介

護事業の登録定員人員が25名から29名に改められております。こちらは、今

回の改正の主な要因でございます。昨日も申しましたけれども、この小規模

多機能型の居宅介護に関しましては、西原村には今のところは該当ございま

せん。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）住民課長、附則は言わんでいいですか、附則は。 

○住民課長（ 島信幸君）大変失礼いたしました。 

  施行期日が漏れておりました。 

  この条例の施行期日につきましては、平成27年４月１日からとしておりま

す。以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですので、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案16号、西原村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第16号は原案どおり可決されました。 

  日程第２、議案第17号、西原村地域包括支援センターの人員及び運営に関

する基準を定める条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第17号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第17号、西原村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を

定める条例の制定について。 

  西原村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準定める条例を次

のように制定することとする。 
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  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成25年法律第44号）により介護保険法（平成９年法

律第123号）の一部が改正されたことに伴い、西原村地域包括支援センター

の人員及び運営に関する基準を厚生労働省令で定める基準を参酌して条例で

定める必要があります。これが、この議案を提出する理由でございます。 

  包括支援センターの人員及び運営に関する基準等につきましては、その基

準となる法や省令の規定内容につきましては、従うべき基準、参酌すべき基

準の類型に分けられます。それぞれの許容範囲内において条例制定する必要

がございます。 

  あけていただきまして、１ページをお願いいたします。 

  西原村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例。 

  この地域包括支援センターの第２条の基本方針が参酌すべき基準に当たり、

第３条の職員数が従うべき基準に当たります。 

  従うべき基準とされている基準につきましては、国の基準と異なる内容を

定める特段の事情や地域性が本村にはないということから、国の基準どおり

に定めることとします。また、参酌すべき基準とされている基準につきまし

ても、国の基準のとおり定めることを基本として、独自の基準は盛り込まな

いこととしております。 

  条例の施行期日は、平成27年４月１日からとしております。 

  この中で基本的になりますのは、第１号被保険者が2,000名未満の場合が、

今、西原村がそこに当たっておりますけれども、2,000名を超えると３職種

の人が必要になるということであります。今回、委託契約を予定していると

ころではまだ2,000名には到達していないというところでの職種の配置でご

ざいます。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  この包括支援センターについては、いろいろと前よりご質問いたしました

が、現在、平成26年度の予算でセンターのプレハブじゃないですが、それの

執行がなされておりますが、現在、まだもう３月ではございますが、その設

備というか設置がなされていないので、どのようになっているのかというこ

とと、それから、協議会、それのメンバーはどういうふうな構成をされてい

るのかということと、先ほど課長が申されましたように、今2,000名以下で
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あるので２名ぐらいの人員というようなように考えられますが、現在、何名

ぐらいの第１号被保険者がおられるのかということをちょっとお聞きしたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）今３点のご質問で。 

  包括支援センターの当初予算に計上して、約500万円ほどであったかと思

いますけれども、その工事そのものはもう発注はしておりますが、仮設と先

ほどもありましたようにプレハブの仮設事務所で一応予定しておりまして、

なかなかその工事している、役場の敷地内であってもその工事の状況が見え

ないということなんですが、本体そのものはもうできておりますけれども、

基礎工事は明日から着手ということになっております。遅くなっております

が。独立基礎でありますので、その固定はしますけれども、工事そのものは

そんなに日数はかかりません。本体を持ってきて、あと設置して固定すると

いうことですので、予定はこの山河の館の南側、そこに公用車の車庫があり

ますけれども、それの一番西側の部分にするということで、明日基礎工事に

着手ということになります。 

  それと、包括支援センターの運営協議会のメンバーということでありまし

たが、今、手元にはないんですけれども、議会からの代表、それと民生委員

から、それと社会福祉の団体、それの実際運営されている団体、それと西原

村にあります社会福祉法人が３つほどありますが、そこの代表もしくは施設

長という方々がその構成メンバーに当たっておられます。 

  もう一点は、これはもう人の問題なんですが、第１号被保険者の人員、こ

れは昨日にもちょっと若干触れたと思いますけれども、今のところで今年度

にその65歳までに到達されるであろうという方まで含めると1,910名ほどで

はなかったかと思います。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）あしたより着工されるということですね。何か法律

ばっかり進んで現場がないというような感じでしたので、一応はそれで安心

しましたが。まあそういうことで、現場ができるなら、施設ができるなら、

今の話で1,900何人だったかな、そういうことで、もう2,000人近いなら、こ

の枠に入れんで、もうそれか超えて３名にしてやっていただくならどうかと

思いますが、村長どう思われますか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）1,910名ということでありますので、あと二、三年は

2,000名までいくにはかかるだろうというふうに思っておりますけれども、

早目にしたらどうかということでありますので、その辺は今後検討していき

たいと、来年にするのか再来年にするのか。保健師を１人入れんといかんも

んで、村で雇うのか、あるいは委託先の社協でやるほうが一番いいんじゃな
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かろうかなというふうに思っております。その辺は社協とまた打ち合わせて

いきたいというふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）今の林田議員の質問の中で運営協議会という話はあ

りましたけれども、運営協議会の会長を兼務しておりますので、一言議場の

中で申し上げますと、本年より村長の委任を受けましてやっております。今

回の条例の中でもいろんな諮問等があったものの回答ということで、条例の

中でもうたわれておるところでございますが、現在、林田議員の質問の中で

もありましたけれども、本年度末で1,910名程度という、20名程度というお

話が協議会の中では出ております。参考までに平成27年度中に1,900人後半

になると思っております。転入者があれば2,000名いくんだろうという予想

のもとに、協議会が求めた基準的には、これは議決しておりますけれども、

３名、年度内、平成27年度中に３名程度、もう一人増員の試みをして、平成

28年度には当然2,000名を超えるといったことはほぼ確定していますので、

それに向けて平成27年度中に準備するようにというお話をしたところです。

村長の答弁では、二、三年というお話もありましたので、そこら辺、時間の

差が大分ありましたから、再度答弁を求めたいと思いますけれども、ようご

ざいますか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）そこら辺の一応計算をして、保健師は大体私の考えでは

委託先の社協で雇っていただく、うちで雇いますと一応また定員の管理もご

ざいますので、社協で雇っていただくということで、そうなれば今、宮田議

員が言われたように平成27年度になるという予想であれば、早目に向うのほ

うにも伝えたいというふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）今、村長の答弁では、社協、はよ言えば委託先の社

協の人間というか職員でというようなお話でございますが、私たちがいろい

ろ研修してきたところでは、やはり行政のほうから保健師さんが中心になっ

てどんどんやっているところがやっぱりこういう介護施設というか福祉関係

のほうは進んでいるというか、先進的にやっておられるというところを視察

した結果では受けておりますので、できれば行政のほうから出向されるとい

いますか、そういう職員を入れられてやっていただけるならとは思っており

ますが、どうでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）言われていることはわかりますけれども、村は村の職員

の定員管理がございます。向うのほうで、社協のほうで雇っていただくほう
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が、村で雇えば公務員という形になりますので、するとうちの定員に１人入

れんといかんということでありますので。向うが雇おうが、こっちが雇おう

が保健師の仕事は同じということでありますので、社協で雇っていただきた

いというふうに思っております。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案17号、西原村地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定

める条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求め

ます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第17号は原案どおり可決されました。 

  日程第３、議案第18号、西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準等を定める条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第18号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第18号、西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の制定について。 

  西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律

の整備に関する法律（平成25年法律第44号）により介護保険法（平成９年法

律第123号）の一部が改正されたことに伴い、西原村指定介護予防支援等の

事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を厚生労働省令で定める基準を参酌して条例

で定める必要があります。これが、この議案を提出する理由でございます。 

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－92－ 

  まず、介護予防支援と申しますのは、要支援１または要支援２と判定され

た方に対して要介護状態、要介護の１から５へ移行をすることを予防する観

点から、介護保険法上の予防給付として提供されている介護予防サービス及

びそのほか介護予防に関する福祉サービスを適切に利用できるように介護予

防サービス計画を作成するとともに、サービス事業者等との連絡調整を行う

ことということがされております。 

  前の議案第17号でもご説明をしましたように、条例制定につきましては、

その基準となる法律や省令の規定内容につきましては、従うべき基準、参酌

すべき基準の類型に分けられております。それぞれの許容範囲内において条

例制定することの必要がございます。 

  あけていただきまして、条例のほうの１ページをお願いいたします。 

  西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援

等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例。 

  本村には、国の基準と異なる内容を定める特段の事情や地域性がございま

せんので、基本的には国の基準を西原村の基準として制定することとしてお

ります。ただし、第29条には、これは10ページになります。この記録の整備、

それと第30条の暴力団員等の排除、これにつきましては、本村独自の基準を

設けております。 

  まず、この第29条の記録の整備につきましては、指定介護予防支援事業者

等が不適切な請求等に基づいて介護報酬を受けとられた場合、村としまして

は、保険者としてこの返還を請求することになります。このとき村の返還請

求権は地方自治法の規定によりまして５年で時効となりますが、国の基準、

ここでは、保存期間を２年、帳簿の保存期間を２年というふうにされており

ましたが、村が返還請求をしようとしたときに、その内容を検証すべき記録

が存在しないと、２年では存在しないということも考えられますので、この

条例を制定するに当たりましては、この保存期間を５年として、この実施法

との整合性を図ったものでございます。 

  また、暴力団の排除につきましては、西原村では暴力団の排除等につきま

しても基本理念を定めて、村の責務及び住民等の役割を明らかにしてありま

す。この暴力団排除を推進するためにも必要な事項ということで、この暴力

団排除規定を一応ここに掲載しております。 

  主なところは以上でございます。 

  条例の施行期日としましては、平成27年４月１日からとしております。以

上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 
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  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  ただいま、課長の説明で大体わかっておりますが、最後、先ほど第29条で

すか、記録の整備ということで、２年を５年に独自にしたということは、大

変いいことだなと思っております。というのも、皆さんご承知かと思います

が、近隣の地方自治体が介護事業者に対して訴訟を起こしたりしているとい

ろいろ問題がありまして、そういうことがうちの西原村にはあってはならな

いということで、十分に注意をされましてやっていただくならと思います。

うちは社会福祉協議会か委託されるのはどうなるのかはわかりませんが、ほ

かの民間もありますので、そういうところは十分注意をされまして、監督し

ていただくならと思っております。 

  村長、それに対してどう思われますか。２年が５年になったということに

対して、ええ企画されてということで。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）おっしゃるとおりでございます。 

○議長（坂梨公介君）２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）先ほどからずっと包括支援センターのところから思

っていたんですけれども、今、確かに事業所もありますけれども、第一次何

とかがふえれば、やっぱり事業所もふえていかなければいけないんじゃない

かと思っておりますし、民間でも今後、小さなグループホームみたいなとこ

ろをされる方も出てくるのかなと思いますけれども、国とか県から補助もあ

ると思いますけれども、村でもそれに対して何か対応する用意があるのかと

思って伺いました。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）ただいまの質問ですが、確かに第１号被保険者また

はその要支援、要介護の方々も年々増加しているところでありますが、村の

計画、今度は第６期の計画にしましても、検討しましても、その施設の拡充

とかいうことについては、今のところはこの第６期に関してはまだそこまで

は計画を立てていないところではあります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）こうのとり保育園じゃありませんけれども、やっぱ

り必要な施設が西原村にも事業所といいますかそういうのが必要となった場

合、やっぱり村としても少しは人口が高齢の方がふえていくわけですから、

やっぱりそれに対する事業所に対する補助等も考えていくべきではないかと

思って再度言いました。 

○議長（坂梨公介君）答弁を求めますか。 

○２番議員（中西義信君）できれば検討してもらいたいと思っています。 

○議長（坂梨公介君）村長。 
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○村長（日置和彦君）そういった対象になるような方々がふえれば、そこら辺

で対処するならばと。まだまだ今のところはそこまでいっていないというこ

とでありますので、そういったことでご理解いただきたいと。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番、宮田です。 

  自分の所管部門ですけれども、ここは村長に一言だけ答弁を求めたいと思

います。 

  この要支援の１、２におきましては、地方自治、基礎を西原村のほうに所

管が完全に移ってくるという中でございます。やはりこの介護の特別会計を

見ましてもうなぎ登りに上がっていく傾向にあると。平成35年におきまして

は、一桁また上がるような勢いでいく予想もされております。やはり予防の

段階の支援というのが非常に重要になるのかなとの思いもあります。村で在

宅の支援をやっていくほうがより低コストになるといった方向性も見えてく

るだろうという思いもあります。この要支援部分の、先ほどの条例の１個前

の可決しましたけれども、認知症の予防関係の事業を含めまして、要支援の

１、２の段階の強化が必要だろうというふうに考えております。やはりここ

10年間で相当の伸びを予想される中で、村独自のスタンスが一番見えやすい

階級、要支援の１、２について、村として独自に予防事業の中身でやってい

こうという心構えで結構でございます。村長の気構えだけをお聞かせ願えれ

ばと思います。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）確かに今から先、高齢者がふえてまいります。団塊の世

代もあと10年すれば70の後半ということで、そういった方々もふえるんじゃ

なかろうかなと。認知症あたりの方々、家庭の中でなかなか外に出さない、

恥ずかしいではございませんけれども、出たくない、出したくないという

方々もふえてくると思いますので、そこらあたりは今後、社協が行っており

ます居宅に対する訪問をやっております。うちのほうも保健師等もやってお

りますけれども、その中でやはりそういった認知症に初期的な症状が見られ

たときにどうするかと、そこが一番大事じゃなかろうかなというふうに思い

ます。うちの家族を言うわけじゃありませんが、うちのところももう親が少

しそういった兆候があると。兆候があるというかそういった形になってきつ

つおります。そういったことで、やがて我々が10年すればそういった方々も

ふえてくるというのがありますので、今後、社協、あるいはうちの保健師と

相談しながら、そのような方をできるだけ介護認定にならないような方策を

とっていかなければならないというふうに思っております。そのことは、今

後また保健師あたりと相談しながら進めていきたいというふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 
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○９番議員（宮田勝則君）今度、前向きな姿勢を出せるちょうどいいチャンス

なのかなというふうに捉えております。 

  包括支援センターも庁舎内の産業課の片隅でやっていたのを一応庁舎外、

敷地内は一緒ですけれども委託が始まるといったことで、平成27年度からは

村の姿勢として要支援の１、２並びに程度の介護の度数の低い方々に予防も

含めて支援していくという形が見えれば幸いだと思っております。これが10

年後の介護に非常にいい薬になるんじゃないかということで、いいスタート

が来月切れますように村長の答弁としていただきましたので、今後の予算執

行の中に、補正予算の中にでも上がってくればと期待しておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）答弁はいいですね。（「答弁は求めません」の声） 

  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）今、村長の話を聞きまして、運営委員長の宮田君が

言いましたように、今後の課題としてあってのことで、前向きとは思います

が、県あたりのこの１号、２号の要支援者に対しての支援のために今介護訪

問というか、そういうのがテレビ報道でちょっとあったかと思いますが、何

十分か、１時間か、30分ぐらいだったかな、そういうところで何といいます

か、重要なポイントということで県も考えておられると思いますので、先ほ

ど看護師にこだわるんじゃないんですが、村がそういうふうに定員問題でで

きないならば、社協の会長であられます村長でございますが、人員をもう少

し拡充されまして、そちらのほうの充実をやっていただくならと要望します

のでよろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）要望ですか。 

  村長。 

○村長（日置和彦君）何の人員ですか。 

○７番議員（林田直行君）保健師です。（「村の」の声）村は先ほど定員があ

ると言いましたので、社協あたりでそういう人員をふやして、当たってもら

うならということでございます。 

○議長（坂梨公介君）要望ですね。（「はい」の声） 

  ほかにございませんか。 

  ４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）確認ですけれども、今、西原村で寝たきりの世帯と

いうのはどれぐらいあるのかちょっとお聞きしたいんですけれども。寝たき

りの介護をされている方からちょっとお話を聞いたことあるんですけれども、

支援をされている方から。のぎく荘にお世話に行くことができなくて、我が

家で寝たきりで家庭も大変であると。そういうところにもつきっきりで見て

いるから、そういう支援はないのかというようなお話がありました。そうい

う家庭は大変だろうと思っております。つきっきりで見ておられるというこ
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とで、のぎく荘に行けばいろんな支援がありますけれども、自宅ではそうい

う支援がないのでどうにかできないかという何がありましたので、ちょっと

お聞きしたいと思います。村長お願いします。 

  課長でお願いします。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午前１０時３７分） 

※課長の答弁は139ページに掲載 

（午前１０時３７分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第18号、西原村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定

介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等

を定める条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を

求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第18号は原案どおり可決されました。 

  日程第４、議案第19号、西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 海東義朗君 登壇 説明） 

○産業課長（海東義朗君）議案第19号について説明いたします。 

  議案第19号、西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて。 

  西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する条例を次のように定めるも

のとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  法定外公共物において、第４条で許可の行為を受けた者に対し、許可行為

違反をした者には、第11条により許可を受けた者に対し原状回復命令を命ず

ることができるが、許可を受けない者に対しても原状回復命令を命ずること

ができるよう条例を改正する必要がある。これが、この議案を提出する理由
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でございます。 

  めくっていただきまして、西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する

条例。 

  西原村法定外公共物管理条例（平成16年西原村条例第４号）の一部を次の

ように改正する。 

  主な改正内容につきましては、提案理由でも述べましたが、上から６行目

の無許可行為に対する原状回復命令第９条の内容を新たに追加するものでご

ざいます。この条例は、国有財産でありました里道・水路について、権限移

譲によりまして村の財産となり平成17年４月１日より施行されているもので

ございます。 

  今回の条例の一部改正は、第４条で行為の許可において法定外公共物の敷

地の掘削、盛り土等の行為等を行う際は村長の許可を受けなければならない

となっております。今回、条例等一部改正し、第３条の行為の禁止、第４条

の行為の許可を受けずに行為を行う者に対して、原状回復命令出せるように

改正するものであります。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行する。 

  次ページ参考に新旧対照表を添付いたしております。以上でございます。

ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  この条例が、一部改正せんと機能しないような条例であったというのに、

ちょっと疑問を覚えますけれども、国の所管を法務局で今まで所管していた

のが、数年前、役場に来たわけですけれども、里道・水路が該当するという

ことであります。里道・水路におきましては、通常原状回復といいましても、

無許可の土の盛り切りがあった場合だと仮定されますと思いますが、原状回

復といいますと機能の回復に当たると解釈いたしますけれども、そのとおり

ですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）例えば、灰床の例もそうですけれども、平成17年４

月、平成16年に条例はつくってありますが、多分、ほかの関係町、周りの町

村も調べましたけれども、同じような大体、条文でございました。多分、

国・県からのあれを模範として作成してあるのかなというところで、確かに

うちの場合、ちょっと現状に合わない、許可をもらわないと原状回復命令が

出せない。禁止の行為は３条にあるんですけれども、原状回復命令が許可を

受けた者に対して違反があった場合に原状回復命令を出すようになっており
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ましたので、宮田議員がおっしゃっておる現状に合わない部分がございまし

たので、それとご質問のとおり、機能を復帰するというか、原状に戻すとい

うための改正でございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）ならば、法務局が所管していたときのケースでいき

ますと、原状回復の中に里道であればつけかえ、水路に関してもその敷地内

でのつけかえというのも原状回復に当たるのかなと。ただし、つけかえの行

為に関しては法務局に届け出して、やりかえていたという現状が既にあった

と思います。それを勘案しても、村が所管するようになってもそれは生きて

いますか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）許可は以前受けられていた分については、そのまま

継続して受けられます。また、そういうつけかえ等を行った場合も、村長が

必要と認めればそのまま原状回復しなくてもいいということに条例でもうた

ってありますので、そういうようなことでよろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）もう３回目になりましたけれども、村長が認めると

いうところでございます。その他でおきますと、払い下げといったこともあ

ると、それを復旧しなくても、機能しなくても、何ら第三者ほかの方々には

不利益を講じないという場合は、払い下げという形になると思いますけれど

も、そのとおりですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）国有財産が村の権限移譲になりましたのも、地籍調

査が進む中で、里道・水路、例えば宅地の中に以前の字図でいきますと、里

道・水路が通ったりして、現状、その家が建っていたりだとかしてあります

けれども、地籍調査においてとってありますので、そういう部分の払い下げ

ができるようにするためにも権限移譲が進んだ部分もございます。ちょっと

総務のほうにはなりますけれども、年に数件はそういった払い下げのほうが

申請があっているかと思います。以上でございます。（「３回しましたけれ

ども」の声） 

○議長（坂梨公介君）まとめてください。 

○９番議員（宮田勝則君）内容少しずつずらしながら質問しましたけれども、

この関連は総務課と企画と産業の中に全てが含まれている内容なんですけれ

ども、議案上、産業課から出ておるというところです。 

  開発行為に関して、中に里道が後から払い下げとか、妙なお話が数件見受

けられております。やはり、企画課長のところでその辺のチェックを入れた

上で、速やかな、機能が回復しなくていい場合は払い下げを条件に開発許可

を出すとかいった形ができていないのが現状だったと思います。そういった

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－99－ 

ことで、３課で連携してやるのがなかなか苦手なようにも見えますので、そ

の辺は３課長おられますけれども、適切な文書が渡っていかんといかんとい

うシステムがないのかなというふうに見受けられておりますので、その辺を

やっていただければと思っております。ようございますですか。ご返事だけ、

企画課長、もらいます。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）ただいまのご質問は、法定外公共物として我々

が認識しています水路・里道ということでございまして、御存じのように里

道・水路には利害関係者が必ずいるものでございます。 

  先ほど、産業課長が申し上げましたように、既に使われていないものにつ

いては、一応、里道・水路の利害関係者であったもとの地権者あたりに承諾

をもらってということで地籍調査あたりが登記関係を行っているということ

でございます。 

  ただいま質問がありました開発については、上がった段階で、当然ながら

今ほとんど地籍調査が終わっておりますんで、その中に公共物がございます、

里道・水路。それにつきましては、開発者に対しまして、この里道・水路を

残すか残さないかによって協議をしておるわけですけれども、大抵の場合が

里道・水路を利用された形で開発が行われているのが大半でございます。 

  宮田議員のほうがおっしゃられましたのは、過去２回ほどあったというこ

とでございますけれども、これについても先ほど申し上げましたように、公

共物の利害関係者とともに協議を行ってくださいという指導をもとに、これ

が払下げの協議をされるならば、それぞれ産業課長のほうにまず行って、そ

れで手続が終わった段階で総務課のほうで払い下げということで、そういっ

た手続を踏むように一応指導はしておるところでございますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第19号、西原村法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第19号は原案どおり可決されました。 

  日程第５、議案第20号、西原村営住宅条例の一部を改正する条例の制定に
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ついてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）おはようございます。 

  議案第20号についてご説明いたします。 

  議案第20号、西原村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について。 

  西原村営住宅条例の一部を改正する条例を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  村営住宅火災による建物焼失及びその建替により、条例別表の「村営住宅

の設置場所等に関する一覧表（第３条関係）」の改正を行う必要がある。こ

れが、この議案を提出する理由であります。 

  ２ページ目、新旧対照表を添付をさせていただいております。ごらんくだ

さい。 

  昭和61年度に建設の一部２階建て住宅２戸が焼失しております。それで、

４戸から２戸に減っております。また、新たに新築しました木造スレートぶ

き平屋建て74.90㎡３戸が増となっております。県の竣工検査を３月24日に

行い、３月27日に落成式の予定で計画をさせていただいております。 

  １ページに戻っていただきまして。 

  附則。 

  この条例は、平成27年４月１日から施行する。以上でございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）暫時休憩をお願いします。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午前１０時５３分） 

 

（午前１０時５４分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を開きます。 

  総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）大変失礼いたしました。 

  村の竣工検査を３月19日に予定しております。その後、県の確認検査を３

月24日に予定しておりますので、訂正方よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第20号、西原村営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、原

案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第20号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午前１０時５５分） 

 

（午前１１時１０分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第６、議案第21号、西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関

する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第21号についてご説明いたします。 

  議案第21号、西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について。 

  西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を改正す

る条例を次のように制定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  提案理由。 

  村長等特別職の給料額を改正するため、関連して消防団員の報酬の額を改

正するため、また字句の改正を行うため、条例を改正する必要がある。これ

が、この議案を提出する理由であります。 

  あけていただきまして、第４条、欠格条項になります。こちらの第１号中

「禁治産者又は準禁治産者」を「成年被後見人又は保佐人」に改める。 

  第12条、報酬につきましては、２ページに参考資料として新旧対照表を添

付いたしておりますが、消防団員の報酬、年報酬につきましては、平成17年

の減額前の報酬額に改正をさせていただくものでございます。 

  １ページに戻っていただきまして、附則。 

  この条例は平成27年４月１日から施行する。以上でございます。ご審議方

よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 
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  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）すみません、また、総務のところで、総務委員会の

中ではお話が出ていましたけれども、これ一般質問でも数度出ております。

村長は、消防団の団長のＯＢ会の一員ということで、村長いつも消防に関し

てと防災危機管理については非常にスペシャリストと理解しております。 

  そういった中で、今回の条例の一部改正につきましては文言の訂正と報酬

の改正です。この条例の中で、定数というところで、現在悩みが、うれしい

悩みですけれども、あるんでございます。総務課長のほうにはお話ししてい

ますけれども、ここ数年、総定数がずっと満状態にあると思っております。 

  我が５分団のほうで、２班ですけれども、定数より余分に現在入れている

状況です。しかし、全体枠が満と、この縛りで現在は入れたいという人員が

数名おるんですけれども、この縛りで入れられないという非常に歯がゆい思

いをしております。この総定数ですけれども、変えていただければ変えてい

ただきたいと思っております。 

  というのが、消防の現役消防団員はやはり活動できる時間帯が非常にサラ

リーマン化して多種多様化しております。夜勤もあれば日勤もある、早出も

あれば残業もあるといった形で、やはり24時間フルに団員を確保するという

のが非常に難しいような状況は、以前、自営業をしていた方々、農業をされ

た方が多かった時代とは変わっております。 

  そういった中で、この今入りたいという団員がおる現状で入れないところ

はないと思っておりますけれども、定数をこの縛りを少し緩やかに全体枠と

しては持っていただけないかと考えていますけれども、今、入れなければい

ずれは入れたいときに年齢がいってしまったり、結婚して一時期余り活躍で

きない状況に、よそにはってたりしてしまいますので、やはり時期なんです

よね。それぞれ人生の節目の中で、今入れなければならないという時期に、

この定数の縛りだけで入れないというのは何か損しているような感じもしま

す。よその分団の中で定数削減とか、自分ところはもうやめたいとかいう世

代も出てきているのは確かですけれども、この全体枠が満とある以上入りた

いやつが入れないという状況を村長は御存じでしたか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）入れないということは、はっきり言ってわかりませんで

した。今、幹部会議あたりでそれぞれの分団が定員がございます、各班もあ

りますけれども。その中で、団員の入り手がない、確保できないという中で

幹部会の中で、それじゃ、この分団をなら少しふやしましょうかという形で、

全体的の定員も今確保していると、今いうそんな状況でございます。 

  今おっしゃるのは、定員を減らせということですか、ふやせということで

すか。ふやせということでありますならば、減らしていいという分団もござ

いますので、そこが、そういった250名の定員の中でもう年配と、今、後ろ
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に 島課長がおられますけれども、まだまだ現役というところで、その地域

がそれでいいならば減らしてもいいという思いでおりますけれども、やはり

地域には各積載車も持っておりますので、どれだけ減らせるかと、積載車を

動かす人数は確保せんといかんということでありますので、そこら辺のまた

幹部会議あたりで話をするならばというふうに思っております。 

  ここで定員をふやして、これ以上うちには入る人がおらんのにまだ定員ふ

やすのかという分団も出てきはしないかなというふうに思っておりますので、

幹部会あたりで検討するならばというふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）その議論を総務委員会ではしております。全く同じ

ような話をしたんですが、同じ分団内の定数、班の定数それぞれ持っており

ます。分団内ではやりとりができております。また、校区内でそういう経緯

はあったと思いますけれども、それをやりとりをすると、やめたい班が結構

あるのを助長しやせんかと、その分団の定数をうちへいただいたと、そこは

当然、そっちの分団は弱体化していくわけですよね。後ろに課長がおられま

すけれども、あそこの定数を例えば３もらったとしましょう、数名しか残ら

ないといった形になっていきやせんかと、それをやったと仮定しますとよそ

の分団、特に後ろ向きな分団になるかと思います。高齢的にどうしようもい

かんという分団になると思いますけれども、総定数はふやしていったほうが、

各分団の定数は減らせば廃班になるようなおそれをこっちが誘発するような

ほうにならないかというふうな思いを持っています。だから、なかなか幹部

会の中では話がやりづらい。各分団の中ではやりとりをそれ可能になってい

ましたけれども、その辺だろうと思います。 

  ならば、総定数255だったですかね、255で一番満タンというのが非常に品

のいいのかもしれませんが、やっぱり265で255名の今現団員で10名欠といっ

ても別に何らおかしくはないと思うとですよ。そうすれば、その定数の枠が

どこにあったのかというのは、総分団の足し算ばしても合わないというのが

見えてきます。これは入りたい団員がおればどこでも入れるというような枠

という考え方、要はよその分団の定数をとってからまではやらない方向性を

持っとかんとまずいんじゃないかという議論を若干しています。 

  そういった中で、満だからずっと安泰なのかというと、そういうわけじゃ

ないと思います。やはり入れるときに入れとかんとなかなかそういう教育も

しづらい世代に上がってきますので、できますならば本年度中どこかのとこ

ろでやっていただければと考えますけれども、今の説明で村長はどう考えま

すか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）いつかは消防団を減らしてもいいんじゃないかという意

見も出ましたけれども、消防団員をふやしてくれ、定員をふやしてくれとい
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う、我々としてはありがたい意見であると、村を守るということで、益城西

原消防署をあげて熊本市と合併したということでありますけれども、やはり

山火事とか、いろんなことがございます。山火事はやはり人員が多なからん

とできないというふうにあります。いくら消防機械が、機械・器具があって

も機械・器具を使われないというところもありますので、やはり人員はそれ

なりに確保せんといかんということで、今おっしゃった定員をふやしてくれ

ということは、さらに今250名が260名になるかもしれない。10名ふやせば

265の定員で265になるかもしれないというところもあるかと思います。 

  そのありがたい意見は意見として承って、そういった方向で幹部会にまず

それを持ち出して、こういう意見があるということを話してみたいというふ

うに思います。そして、その結論も得ながら消防団員の意見も聞かんといけ

ないと思いますので、消防団の意見を聞いて検討したいというふうに思いま

す。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ５番、上野議員。 

○５番議員（上野正博君）５番、上野です。 

  私たちの現役のころの総員と現在の総員はそんなに変わっていないと思い

ますが、この前、出初め式を拝見いたしましたところ、やはり出動人員が少

し少ないのではないかと思いました。大会や、その出初めというのはもう前

もってわかっていることであって、ある程度の少々の用事は欠席されてやっ

ぱり、こういう出初め、操法大会、そういうのにはやっぱり参加していただ

けるように、年報酬をもらっているわけですから、今度そういう幹部会があ

ったときには、そういう指導を出動する意識改革といいますか、そういう指

導をやってもらうならと思っております。以上です。 

○議長（坂梨公介君）答弁求めますか。要望ですか。 

○５番議員（上野正博君）要望です。 

○議長（坂梨公介君）６番、山下議員。 

○６番議員（山下一義君）６番、山下です。 

  消防のＯＢがおりますけれども、その件に対しましてちょっとお尋ねいた

します。今、年報酬4,000円でＯＢがおりますけれども、今お話があってい

ますように、消防団員が日中相当不足しております、勤めの関係で。その間

に日中の火災、あるいは山火事、原野火災についてはＯＢが大変活躍するこ

とを狙ってのことと私は思います。その点で、消防ＯＢがこの年齢規制はあ

るのかないのか、村長にお尋ねします。総務課長にお願いします。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）消防団のＯＢの年齢制限はないのかというようなご

質問でございますけれども、ちょっとこれは資料古いんですけれども、平成

25年４月１日現在で、消防のＯＢの方が126名登録をしていただいておりま
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す。その方の中で一番年齢が高いのは70歳を超えていたかと思います。この

ＯＢのほうには年齢制限を今のところ設けておりませんので、地域によって

は70歳に近い、それを超える方が登録をされておる状況でございます。以上

でございます。 

○議長（坂梨公介君）６番、山下議員。 

○６番議員（山下一義君）それは行政としてその年齢制限はどうされるのか、

今後、検討されるのか、今のままでいくのか。余り年寄ると、やっぱり火事

に行ったら足手まとい、あるいは危ないという危険性もありますから、今、

質問したわけです。以上です。 

○議長（坂梨公介君）答弁求めますか。 

○６番議員（山下一義君）いや、いいです。 

○議長（坂梨公介君）要望だそうです。 

  ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第21号、西原村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について、原案どおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第21号は原案どおり可決されました。 

  日程第７、議案第22号、指定管理者の指定について（糸舞季）を議題とし

ます。 

  内容の説明を企画商工課長に求めます。 

（企画商工課長 髙本孝嗣君 登壇 説明） 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）おはようございます。 

  議案第22号を説明させていただきます。 

  議案第22号、指定管理者の指定について。 

  次のように指定管理者を指定するものとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  施設の名称、西原村滝地区地域資源活用総合交流施設、指定管理者所在地、

阿蘇郡西原村大字河原3460番地、名称及び代表者、滝地区代表者、坂田敏昭、

指定の期間、平成27年４月１日から平成32年３月31日まで。 

  提案理由。 
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  西原村滝地区地域資源活用総合交流施設の設置及び管理に関する条例（平

成17年西原村条例第12号）第４条の規定に基づき、西原村滝地区地域資源活

用総合交流施設の指定管理者を指定するに当たり、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第244条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要がある。

これが、議案を提出する理由でございます。 

  西原村滝地区地域資源活用総合交流施設、通称糸舞季につきましては、平

成16年度山村振興等農林漁業特別対策事業により建設しております。平成17

年度に完成し、平成18年度から滝地区に指定管理者としてお願いしていると

ころでございます。この施設は、都市との交流を始め農村の就業機会を創出

し、農業経営の安定と農業所得向上を図ることを目的とし、また河原地区の

活性化を狙ってできた施設でございます。 

  当施設に隣接しております白糸の滝は、昨年９月、大峰山とともに阿蘇世

界ジオパークとして認定を受け、さらなる西原村の観光資源の一つとして自

負しているところでございます。このような風光明媚なところでございます

ので、地元の人たちによる清掃、管理をお願いしたく、今回もまた公募によ

らず５年間という指定をしたいというふうに提案させていただきました。議

員各位におかれましては、ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）３番、村上です。 

  今、課長が言われたように、これは山村の特対事業で計画建設をなされた

ということは、当時私もそこにいましたので十分わかります。 

  滝地区の代表、これは坂田敏昭さんになっておりますが、その方に対して

云々、指定管理者が滝地区であるということは非常に喜ばしいことですが、

聞くところによると、この中身の運営管理について、課長はご存知かもしれ

ませんけれども、目的とちょっと違ったような形で運営管理がなされている

というような話もちらちら話が出てきます。 

○議長（坂梨公介君）マイク上げてください、マイク。 

○３番議員（村上貞廣君）ちなみに、今言われたようにその風光明媚なところ

であるがゆえに、あそこが昔は滝地区の老人会が清掃管理を行って、それを

村から補助していたという経緯がありますが、そのかわりに清掃協力金とい

うことで、あそこに訪れた方については100円ずつ徴収がなされております。

それは今現在もそうだと思いますけれども、滝の地区の運営に有効利用され

ているんじゃないかなというふうに思いますけれども、確かに滝地区自体が

非常に高齢化をしている地区でありますけれども、できるならばこの本当の

目的に沿った運営管理がなされるように行政のほうからでも指導監督、ある

いはその視察関係でも随時行っていただいて、目的に沿ったような指定管理
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をしていただくようにお願いしたいと思いますが、課長の答弁をお願いしま

す。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）ただいま、昔のいきさつを今お話をされたわけ

でございまして、老人会ということでございまして、今、実際、協力金とい

うのはうちのほうで決済が上がっているのが、平成18年からここにあるわけ

ですけれども、１万人を超えます方々の協力金をいただいておりまして、平

成24年度が最下位で１万人を切ろうかというところで、平成25年度におきま

しては１万3,000人を超えたということでございます。 

  ただいま趣旨に沿ったということでございますけれども、協力金につきま

しては、そのまま地元の方々で清掃協力をしていただくということで、滝地

区の代表者の方々で管理運営をさせていただいておるということでございま

して、営業につきましては、滝地区の中で、糸舞季の中で努力をされている

ということで、夏場を開店させていただいて、開業ですか、冬場につきまし

ては閉店された状態でございますけれども、これの指導につきましては、運

営というか、管理の指導というふうなところでは、それぞれにもう任せてお

るということでございまして、こちらから指導するというようなことは、今

のところはしておりません。 

  今後も清掃管理については、あり方が悪いならばこちらからいたしますけ

れども、清掃管理につきましては、今の独断としては余り問題ないんじゃな

いかというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）村上です。 

  その滝地区が指定管理者になって代表がこれは坂田さんになっていますが、

誰になろうとこれは全然問題はないわけです。地元で管理をしていただかな

いかんというのが大原則であります。 

  ですけれども、これは自分はちょっと確認はしていないんですが、たまた

ま何回か行って通りがかって寄ったらというようなことで話をさせていただ

くならば、違った方がいられたというようなことも何回かありました。だか

ら、本来ならばその清掃協力金なるものを取って滝地区の集落の運営の財源

に充てるということは、これは全然問題ないんです。それで、一生懸命その

清掃協力というか、清掃活動を地元の方がやっておられるということは、こ

れは理解しております。 

  ただ、言いたいのは、確かに高齢化というのは、滝地区はさっき言ったよ

うに進んでおりますが、目的に沿ったというといきませんけれども、その交

流施設、いわゆる都市との交流を目的にして、今世界ジオパークの認定にも

あったという、いわゆる阿蘇郡内でもすばらしい観光・景勝地ということは

間違いないわけです。 
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  ですから、地元の人が地元の形で地元で管理をしていただくというのが、

これが一番理想ということでありますので、そういううわさがうわさであっ

てほしいとは思いますが、だからそこのところを、行政のほうからでもたま

にでも顔を出したり、どうなっとるだろうかといって、そういう指導監督と

いうのをしてもらえませんかという要望なんです。以上です。 

○議長（坂梨公介君）答弁求めますか。 

  企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）ご指摘のように、今後は滝地区のみにかかわら

ず、ほかのところも観光明媚なところがございますので、そういったところ

の企画が管轄するところは、私のほうで指導、指導までいきませんけれども、

そういった協議の場として設けさせていただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第22号、指定管理者の指定について（糸舞季）、原案どおり決するこ

とに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第22号は原案どおり可決されました。 

  日程第８、議案第23号、指定管理者の指定について（西原村地域福祉セン

ター）を議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第23号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第23号、指定管理者の指定について。 

  次のように指定管理者を指定するものとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  施設の名称、西原村地域福祉センター、指定管理者の所在地、阿蘇郡西原

村大字小森572番地、名称及び代表者、社会福祉法人西原村社会福祉協議会、

会長職務代理者、馬場泰隆、指定の期間、平成27年４月１日から平成32年３

月31日まで。 

  提案理由。 
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  西原村地域福祉センターの設置及び管理に関する条例（平成17年西原村条

例第11号）第３条の規定に基づき、西原村地域福祉センターの指定管理者を

指定するに当たり、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第６項

の規定により議会の議決を経る必要がございます。これが、この議案を提出

する理由でございます。 

  公の施設管理を効果的・効率的に行うため、民間の能力を活用して住民サ

ービスの向上、経費の節減等を図る目的で、平成15年６月に地方自治法の一

部改正がなされております。同年９月から施行されたところでございます。

これを受けまして、平成17年度から県の施設、平成18年度から市町村の施設

が随時指定管理者の制度を導入している状況にございます。 

  西原村地域福祉センターにつきましては、平成５年設置当初から西原村社

会福祉協議会に管理を委託し、指定管理者の制度導入によりまして、平成18

年４月１日から指定管理者に指定し、現在までの施設の運営管理を行ってき

たところでございます。平成27年３月31日でその指定管理者の指定期間が終

了いたします。 

  本施設の管理につきましては、西原村公の施設に係る指定管理者の指定手

続等に関する条例第６条によりまして、公募によらない指定管理者の候補者

の選定として、施設の管理を安定的に行い、物的、財政的、人的能力を有し

ていることや、利用者本位のサービス提供や地域連携、高齢者福祉施設の効

用を最大限に発揮できるということから、さらに指定管理者としての実績を

総合的に勘案し、現在の団体が引き続き管理することが望ましいということ

を判断いたしましてお願いするものでございます。 

  この指定管理の期間を５年にいたしましたのは、維持管理の業務が主の場

合は３年、より安定的な管理が必要で業務に専門性が認められるとかいう場

合は５年と定められている施設が全国的に多く見受けられております。３年

ごとに行われております総務省の公の施設の指定管理者制度の導入状況に関

する調査、この結果でも指定管理の期間につきましては長期傾向にあり、指

定の期間が５年というものが５割を超えている状況にございます。 

  よって、この地域福祉センターにつきましても、指定期間を５年とさせて

いただきました。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問にお答えさせていただきます。ご審議方よろしく

お願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）課長の説明で、前回までは３年で指定管理者制度を

契約していたということでございます。今回から５年ということの変更の理

由として、長期的な維持管理、安定した維持管理というお話がありました。
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ここを通りますと委託契約が再度契約されるわけでございます。その委託契

約に関しては、議会としては何も見ることも、携わることもほぼない状況で、

西原村と社会福祉協議会とが協議されるといった中で、専決処分の中であり

ました地下タンクの中に水が混入したということで、使用者と建物の所有者

が違うといった、これはほかの施設もそうなんですけれども、その辺で老朽

化がしてきていると、ほかの施設もそういうふうな段階になってくると。 

  ただ、この地域福祉センターにおきましては、日常の業務が絶対止まって

はいけないという宿命を持っています。なぜならば通所される方もおられる

し、その設備が止まったら非常に支障をこうむる業務という観点から、そう

いうお話が課長の説明に反映しているというふうな解釈を私は持っています。 

  やはり、その維持管理を今後使用する側にやっていただいて、お金はこち

らのほうから措置するというやり方が一番ベストと、ベターと思っています

けれども、タンクはたまたま止まったから、ボイラーが止まったからという

ことですけれども、今度の委託契約の中でその辺をうまく反映できればと考

えていますけれども、保守点検の業務を含めて委託をするのか、それはまた

違う事業者に頼んでやっていくのか、機械設備のほうの関連になりますけれ

ども、住民課長ところでようございますか、答弁は。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）通常の維持管理、あと本体の大きな費用等につきま

しては、リスク分担表には基づいて行うわけですけれども、ちょっと手持ち

に持ってきませんでしたけれども、維持管理等とそのさっきの設備の管理に

つきましては、村のほうで管理委託は結んで、その専門業者のほうに管理を

していただいている状況にはあります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）何にしろ、冒頭申しましたように、今日止まればす

ぐ今日から困るといった形の施設です。そういった形で委託点検のほうにも、

この辺、老朽化のチェックといいますか、その辺を含めて止まったから点検、

入ってみたらこういうことだったじゃなくて、何かメンテの日というのを夜

間になるのかどうか知りませんけれども、休止の時間帯等に年間何回も要ら

んと思います。今年はここをチェックしていってみようと、不具合が発生す

る前にそういった方向で管理運営していただければと思いますけれども、両

方、村長はなかなか答弁しづらいですもんね、この件に関しましては。両方

の法人、該当しますんで、ここは住民課長に答弁をまた求めます。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）ただいまご指導いただいたように、ほとんどの施設

が相当、20年を経過している状況にございますので、本来であるならば、村

の施設全体が年次的に年度計画で本当は修繕費用とか発生するのではないか

と思いますけれども、自分の管轄の部分でも、今おっしゃったように特に老
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朽化している部分、今後はどの費用が特に発生するのかということは重点項

目として考えているところでもありますので、そこにはまた新たに検討材料

を加えていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第23号、指定管理者の指定について（西原村地域福祉センター）、原

案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第23号は原案どおり可決されました。 

  日程第９、議案第24号、村道の路線廃止についてを議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。（「議長、ちょっと暫時休憩お願いし

ます」の声） 

  暫時休憩します。 

（午前１１時４８分） 

 

（午前１１時４８分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  議案第24号と第25号は一括、関連しますので議題掲上します。 

  内容の説明を産業課長お願いします。 

（産業課長 海東義朗君 登壇 説明） 

○産業課長（海東義朗君）まず、議案第24号から説明させていただきます。 

  議案第24号、村道の路線廃止について。 

  道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定により、下記の村道

路線を廃止することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  記。 

  路線名、鳥子団地５号線、起点、西原村大字鳥子字講米畑、終点、西原村

大字鳥子字梅香口。 

  提案理由。 

  村道の路線廃止については、道路法（昭和27年法律第180号）第10条第３

項の規定により、議会の議決を経る必要がある。これが、この議案を提案す

る理由でございます。 

  次ページに図案を添付しております。赤い路線が今回廃止する路線でござ

います。青い路線が既存の村道でございます。 
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  今回、この路線は鳥子工業団地企業の拡張のため路線の改良工事に伴い起

点が変更になるため一旦廃止するものです。この路線は堀場エステックと旧

九州総合製本（現堀場エステック）の間を起点としておりましたが、今回道

路改良工事に伴い起点が旧村営水道施設跡地と鳥子テックの間に変更になる

ため、今回、路線の廃止を行うものでございます。 

  続きまして、議案第25号につきましてご説明いたします。 

  議案第25号、村道の路線認定について。 

  道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定により、下記の村道

路線を認定することとする。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  記。 

  路線名、コモン１号線からコモン12号線までの12路線、起点、西原村大字

布田字境塚及び大字布田字高遊、終点、西原村大字布田字境塚及び大字布田

字高遊でございます。 

  路線名、高遊10号線、高遊11号線の２路線、起点・終点はいずれも西原村

大字布田字高遊。 

  路線名、西原台１号線、起点・終点はいずれも西原村大字小森字龜形山。 

  次ページお願いします。 

  路線名、緑ヶ丘１号線から緑ヶ丘７号線の７路線、起点・終点はいずれも

西原村大字小森字下新所。 

  路線名、鳥子団地５号線、起点、西原村大字鳥子字凉塚、終点、西原村大

字鳥子字梅香口。 

  提案理由。 

  村道の路線認定については、道路法（昭和27年法律第180号）第８条第２

項の規定により、議会の議決を経る必要がある。これが、この議案を提案す

る理由でございます。 

  次ページから図面を添付いたしております。 

  めくっていただきまして、コモン１号線からコモン12号線、①から⑫及び

高遊10号線⑬、高遊11号線⑭の新規路線を示しております。赤い路線が今回

提案する路線でございます。青い路線が既存村道でございます。 

  コモンビレッジ地区には、平成25年度から集落として独立されましたので、

今回路線名に将来管理しやすくするため、コモンの名を利用しております。

このコモンビレッジ地区は、開発当時、県の優良住宅の認定を受け、県の検

査も受けられております。道路舗装、側溝もさほど傷んではいません。道路

敷地につきましては、既に西原村へ登記済みでございます。延長は約1,161

ｍです。 

  高遊10号、11号線につきましては、一部開発道路と旧開拓道路、現西原村

の道路でございます。こちらのほうも道路敷につきましては、平成16年から
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平成18年に西原村のほうに登記済みでございます。高遊10号線につきまして

は、一部４ｍ未満の部分もございますが、将来的には幅員４ｍ以上に拡幅し

たいと考えております。延長は約440ｍです。 

  次のページに、西原台１号線の図面を添付しております。西原台におきま

しては、開発から既に40年近くたっており、道路の舗装も傷んでおりますし、

排水もＵ字溝でございます。西原台におかれましては、今まで現在ある支給

等により自分たちで補修をされており、今回幅員が４ｍ以上で、県道堂園小

森線から村道龜形山２号線へ通り抜けができる１路線のみを提案させていた

だきました。西原台の中の路線につきましても、既に西原村へ登記済みであ

りまして、こちらについては舗装も傷み、排水路の小ささもあり、今回は見

送りいたしました。延長は約334ｍです。 

  次ページお願いします。 

  緑ヶ丘１号線から緑ヶ丘７号線を①から⑦を赤い線で表示しております。 

  この緑ヶ丘につきましても、開発当時、県の優良住宅の認定を受けられ県

の検査を受けておられまして、舗装、道路側溝についても傷みは少なく、道

路敷につきましても、既に西原村へ登記済みであります。延長は約886ｍで

ございます。 

  次のページお願いします。 

  今回この鳥子団地５号線は、鳥子工業団地企業拡張のため路線の道路改良

工事に伴い起点が変更になるため、議案第24号におきまして一旦廃止いたし

ますが、今回認定部分は鳥子工業団地企業従業員の方、あるいは鳥子地区農

地所有者の通行も多く、起点を変更し再度路線認定するものです。 

  また、廃止した部分の路線につきましては、改良工事が終わりました時点

で新規路線として認定をお願いすることになると考えております。認定路線

は425ｍで、旧道よりマイナスの563ｍになります。 

  以上、新規認定路線22路線、旧道１路線でございます。合計延長は測量し

ておりませんので正確な延長ではございませんが、約2,258ｍの予定でござ

います。以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、議案第24号、第25号関

連しますので、採決は別々にいたしますが、質疑、討論は一括して行います。

質疑ございませんか。 

  ３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）３番、村上です。 

  まず、道路の廃止、路線の廃止です。この鳥子団地５号線、このことにつ

いてちょっとお尋ねします。これは当然後からつけかえといいますか、新規

でまた上がってくる一部があるというふうに認識しておりますが、まず、こ

の廃止路線の起点・終点は、現在村道としての基準は呈しているんですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 
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○産業課長（海東義朗君）用地交渉のほうを、この改良につきましては企画商

工課のほうでやっておられまして、終わったということでこちらのほうに設

計をしましたところ、我々も現地確認に行くのが遅かったんですけれども、

確かに現在ちょっと通行ができない、一部分通行できない状態にあります。

この辺につきましては、確かに企画商工課との連携が悪かった部分はあるか

と思います。一部、現在、通行できません。 

○議長（坂梨公介君）３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）なぜこういうことを言ったかというと、確かにこの

道路法というのが、道路行政では最も上位法に来る法律じゃないかというふ

うに思いますが、ここに今度新たに新規路線がかなり多くあってあります。

確かに、村道は、これは総務課長のほうがよくご存知ですが、村道も地方交

付税の算定基礎に入っているというふうに認識はしております。この新規も

あれば廃止もあるというのは、これは当然のことだというふうに思います。

廃止した場合には、その村道認定から外れた場合には当然普通の考えとして

農道になって、その耕作者、いわゆる受益者が管理するというふうに思いま

すが、河原でも当然幾つもこういうのが出てきはせんかなと思いまして、ち

ょっと質問をしました。 

  なぜかというと、道路改良あるいは新規路線等で新たに道が広くなったり、

新たに路線が変わったりしているところが結構幾つかあると思います。それ

は、今は５月と９月の村道の道路品評会による道づくりのために皆さんが一

定そこを管理しておるというのが実情です。ふだんはもうほとんどは新しい

道しか通らないものだから、そのときぐらいしかそこの道は通らない、それ

でも村道だと。果たして、じゃ、もう道路といいますか、路面はひびがいっ

たり、あるいはほげたりして、道路として本当にこれは、村道して成り立っ

とっ*とかなというふうにも思いますので、確かに新しく認定をするべきも

のは認定をし、廃止するべきものは随時廃止をしていきながら、後はその耕

作者、あるいはその受益者がそこの道を管理するというふうにしていくのが

当然だろうと思いますので、これは村長にお尋ねしたほうがいいのか、産業

課長に言った方がいいのかわかりませんけれども、そういう道路の再点検、

村道の再点検といいますか、そういうのをぜひもう一度お願いしたいと思い

ます。 

  私がちょっと記憶が曖昧かもしれませんが、村道の一番初めの村道認定の

第１号は上鳥子桃の木原線じゃなかったかというふうに大体記憶しておりま

した。果たして、じゃ、その村道が、今、もとはそれが結構その道しか通ら

なかったから、じゃ果たしてその道路が、今、村道の定義をなしているかと

いうこともあります。当然、自分のところの瓜生迫についても、新しい道路

ができました関係で、さっき言いましたように旧道路という村道というのが、

もう公役のときしか通らないと、果たして恐らくもう農耕者あるいはトラク
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ターとか、軽自動車がもう行けばいいんじゃないかというぐらいのところな

んです、もう。だんだんそういう認識になっておりますので、もう一度その

村道、今ある村道の再点検というのをやっていただいた上で、村道の新設、

廃止というのをもう一度考えていただきたいと思います。これは村長のほう

に答弁お願いします。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）今申されました桃の木原から鳥子のほうに行っとる道路、

確かに西原で初めて村道に編入されたということを私も聞いております。あ

の道路も幅員は規格どおり４ｍあるわけではございません。あれは、あの道

路はもともとは山西ですね、山西から瀬田駅に通る大きな幹線道路といった

ところであったわけでございます。そして、お宮の横を通って、あそこは山

道になりますけれども、通っていっていたというような話を聞いております。 

  そういったところを幅員が足らないから、あるいは農耕車だけしか通らな

いから廃止というのは、今のところは考えておりません。それぞれ幅員がな

くても、道路としての利用価値はあるところがいっぱいあると思います。も

し廃止すれば、それぞれ地元の方々にまた負担をかけるということになりま

す。舗装が悪かったら地元でせないかんということでありますので、今のと

ころ村道で利用が全然ないというようなときがあった場合は検討するところ

があるかと思いますけれども、多少なりともそれぞれ地域の方々が利用する

道路であれば、基準を満たしていないでも、村道であった場合ならばそのま

ま村道としてやっていくならばというふうに思っております。 

○議長（坂梨公介君）３番、まとめてください。 

○３番議員（村上貞廣君）確かに、財政的にも村道の場合にはその交付税算定

基礎というふうな捉え方もできます。でも、今、村長が言われましたように

ほとんどの人が新しい道路ができた関係で、その道を通らなくなったという

のは、自分のところの例を引き合いに出すといけませんけれども、そういう

ところもありますし、ただし、その道路の手入れといいますか、道路品評会

のときには自分たちが通る農道も一緒にちゃんと公役で手入れをしていると

いうところもあります。ですから、これは瓜生迫からの新年度と毎年要望し

ていますけれども、路肩が下がってもう危ないというところもその通らない

ところがあるんです。だけれども、そっちには新しい道があるからいいんじ

ゃないかということでなかなかその改良といいますか、そういうのもできな

いというのも事実なんですよ。ですから、往来があるところはそのまま残し

て言われましたんですけれども、そういう村道的に、ああちょっと今はこれ

は農道が普通じゃないかと考えられるようなところもありますので、もう一

回、村道の再点検といいますか、それをお願いしたいと、これは要望です。

答弁は要りません。お願いします、それで。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 
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○９番議員（宮田勝則君）違う観点から、もう簡潔に質問しますので、簡潔に

答弁、もうはいかいいえでようございます。 

  今回の廃止につきましては、先ほどの説明でわかりました。認定におきま

して、所有権の譲渡が一部入っておりました。登記が先にされておるといっ

たことで、まれな話であります。これの中で、適正な取引をしていただきた

いというお話と、これにかかわるときに、公職選挙法、地方自治法、西原村

倫理の条例に違反してないか、それだけ登記のときにその辺が多分わかって

いると思いますけれども、はいかいいえで結構です。それがなければ結構で

すので。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）すみません。登記の時期はわかるのですが、その件

の公職選挙関係の所有者がいらっしゃったかはちょっとまだ調べておりませ

んので、ちょっと調査をさせていただくならと思います。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）調査済んでからしか可決できないと僕は判断しまし

たけれども、やはりその方、多分大丈夫だと思うんですけれども、失職とか

そういうお話になるということ、確認が終わった段階で午後からの採決でご

ざいます。村長、わかりますか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）この認定する道路でしょう。これは、私はないと、公職

選挙法に触れるのは。あくまでもこれは不動産会社がつくって、用地を買収

して、それで不動産会社からこっちに来たということで、それなりにこのコ

モンビレッジにしろ、もう一つのところにしろ、それなりの規定でつくって

いただいておると、県の検査もあっておるということでありますので、この

不動産会社からうちに来たというところだろうと思います。だから、ないと

いうふうに思っております。 

○議長（坂梨公介君）今、ちょっと確認してください。 

○９番議員（宮田勝則君）今、村長がないというふうに明言されましたから大

丈夫だと思うんですけれども、仮定の中で譲渡が入ったということで、通常

でいうと公衆用道路は普通全ての方が大体該当して名前を連ねられますです

ね。そういった中で譲渡が入っておる形状、地域的には私は全く該当しませ

んけれども、そういった中でチェック機能を果たしてないと、議会を通して

からチェックしたじゃちょっとまずいなという、こちらからは救いといいま

すか、確認していただきたいというお話でありました。村長が大丈夫と言え

ば大丈夫なんでしょう。採決しても構いません。 

○議長（坂梨公介君）議案第24号について、質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないですから、質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第24号、村道の路線廃止について、原案どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第24号は原案どおり可決されました。 

  議案第25号、村道の路線認定についてを議題としましたが、質疑ございま

せんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第25号、村道の路線認定について、原案どおり決することに賛成の諸

君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第25号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ０時１１分） 

 

（午後 １時１０分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第11、議案第26号、平成26年度西原村一般会計補正予算（第８号）に

ついてを議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）議案第26号についてご説明いたします。 

  議案第26号、平成26年度西原村一般会計補正予算（第８号）。 

  平成26年度西原村の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,841万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ36億356万7,000円とする。 

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－118－ 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費、第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に

繰り越して使用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  平成27年３月５日提出、阿蘇郡西原村長。 

  ６ページをお願いいたします。 

  第２表繰越明許費についてご説明いたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、西原村総合戦略策定事業797万7,000円でご

ざいます。地域づくり推進事業500万円、項４選挙費、熊本県議会議員選挙

事業45万円。 

  款５農林水産業費、項１農業費、地域農業育成事業110万円、こちらにつ

きましては、農業振興連絡協議会補助分でございます。地域環境改善対策事

業80万円、畜産環境対策、臭気対策分でございます。 

  款６商工費、項１商工費、地域住民生活等緊急支援、消費喚起型事業

1,435万円でございます。 

  款７土木費、項２道路橋梁費、美しいふるさとづくり事業620万円、道路

品評会分でございます。社会資本整備総合交付金事業5,100万円、万徳新所

線、役場堤下線でございます。道路新設改良事業5,000万円、鳥子工業団地

５号線でございます。 

  款８消防費、項１消防費、消火栓設置事業20万円、こちらにつきましては

役場堤下線繰越事業に伴います消火栓設置事業分でございます。 

  合計の10事業１億3,707万7,000円となっております。 

  続きまして、９ページをお願いいたします。 

  歳入の主なものについてご説明いたします。 

  款１村税、項１村民税、個人1,820万円の増額補正でございます。目２法

人3,040万円の増額補正でございます。 

  項２固定資産税、目１固定資産税2,140万円の増額補正でございます。 

  10ページをお願いいたします。 

  項６入湯税、目１入湯税587万1,000円の減額補正でございます。 

  款６地方消費税交付金、項１地方消費税交付金、目１地方消費税交付金

800万円の増額補正でございます。 

  11ページをお願いいたします。 

  款10地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税654万6,000円の増額補

正でございます。 

  款12分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金877万2,000円の増

額補正でございます。保育料負担金増等でございます。 

  12ページをお願いいたします。款14国庫支出金、項１国庫負担金、目１民

生費国庫負担金438万3,000円の減額補正でございます。児童手当国庫負担金
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652万2,000円の減等によるものでございます。 

  続きまして、13ページ、項２国庫補助金、目１民生費国庫補助金627万

3,000円の減でございます。目６総務費国庫補助金3,520万9,000円の増額補

正でございます。地域住民生活等緊急支援のための交付金でございます。 

  続きまして、14ページをお願いいたします。 

  款15県支出金、項２県補助金、目１民生費県補助金700万2,000円の減額補

正でございます。特別保育事業費等補助金、多子世帯子育て支援事業補助金

等の減によるものでございます。 

  15ページをお願いいたします。 

  目３農林水産業費県補助金1,138万3,000円の増額補正でございます。青年

就農給付金675万円、経営体育成支援事業補助金406万6,000円の増等でござ

います。 

  続きまして、16ページをお願いいたします。 

  款18繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金8,000万円の減額補正でござい

ます。 

  款20諸収入、項３雑入、目１雑入904万3,000円の増額補正でございます。

分収林間伐等収益金653万4,000円、公団分収造林負担金464万円の増等によ

るものでございます。 

  続きまして、歳出の主なものについてご説明いたします。 

  歳出につきましては、不用額を精査し、減額補正をいたしております。 

  19ページをお願いいたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目２財産管理費840万9,000円の減額補正で

ございます。灰床地区の村有地境界明示防御柵設置工事費、公有財産購入費

の減額補正を行っております。現在、灰床地区環境保全に関係する訴訟を２

件、係争中でございます。平成26年度での予算執行を見送らせていただくも

のでございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  目７基金費3,986万8,000円の増額補正でございます。公共施設整備基金積

立金に新規増額分としまして4,000万円を計上いたしております。目８企画

費7,001万3,000円の減額補正でございます。総合体育館等基本実施設計業務

委託料7,751万円の減額等でございます。目12地域づくり推進費460万円の増

額補正でございます。地域住民生活等緊急支援のための交付金分でございま

す。 

  23ページをお願いいたします。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費781万2,000円の減額補

正でございます。臨時福祉給付金610万円の減額等でございます。 

  24ページをお願いいたします。 

  目４障害者福祉費730万5,000円の減額補正でございます。扶助費719万円
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を減額いたしております。 

  25ページをお願いいたします。 

  目７介護保険推進費563万6,000円の増額補正でございます。 

  項２児童福祉、目１児童福祉総務費1,252万8,000円の減額補正でございま

す。児童手当902万1,000円の減額補正等でございます。 

  27ページをお願いいたします。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費2,644万6,000円の増額

補正でございます。国保特別会計法定外繰出金1,600万円等でございます。

目５合併浄化槽735万6,000円の減額補正でございます。 

  28ページをお願いいたします。 

  款５農林水産業費、項１農業費、目５農業振興費975万6,000円の増額補正

でございます。 

  30ページをお願いいたします。 

  款６商工費、項１商工費、目１商工業振興費1,450万2,000円の増額補正で

ございます。地域住民生活等緊急支援（消費喚起型）事業補助金、こちらに

つきましては、プレミアム付商品券発行事業補助金としまして1,435万円の

補正をさせていただいております。 

  31ページをお願いいたします。 

  款７土木費、項２道路橋梁費、目１道路維持費384万1,000円の増額補正で

ございます。美しいふるさとづくり事業報奨金620万円等でございます。地

域住民生活等緊急支援のための交付金分でございます。目２道路新設改良費

273万円の増額補正でございます。工事請負費900万円を計上いたしておりま

す。 

  款８消防費、項１消防費、目１非常備消防費120万2,000円の増額補正でご

ざいます。熊本市への消防事務委託料120万7,000円の増額等でございます。 

  33ページをお願いいたします。 

  款９教育費、項４社会教育費、目１社会教育総務費201万4,000円の減額補

正でございます。 

  あと、35ページで予備費を8,748万5,000円増額補正をいたしております。 

  説明は以上でございます。あとは議員各位のご質問によりお答えさせてい

ただきます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ６番、山下議員。 

○６番議員（山下一義君）６番議員、山下ですけれども、後でも出てきますけ

れども、27ページの国保会計に法定外繰入金1,600万円、予算が計上されて

おりますけれども、滞納の徴収率を上げるためには一般会計からの法定外繰

り入れにしなくても済むと思われますが、現在の徴収率はどのようになって
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おるのか、また、現年度分の滞納繰越金の徴収率を教えてもらいたいんです

けれども。税務課長、お願いします。 

○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）１月31日現在の状況で申しますと、平成26年度の現

年度課税分の徴収率は76.7％、滞納繰越分23.1％、昨年度と比較しまして、

現年度の徴収率は平成26年１月31日末現在の徴収率と比較しまして、現年度

課税で1.7％の増、滞納繰越分で0.7％の増、それから合計しますと1.6％の

増という現状の状況でございます。 

○議長（坂梨公介君）６番、山下議員。 

○６番議員（山下一義君）徴収率の内容はわかりましたけれども、もっと徴収

税の滞納の税を厳しくするということはできないのか。それと、やっぱり税

といいますと、村民全体の公平性、あるいは公正を兼ねるものでありますか

ら、公平な徴収をすべきだと思います。 

  平成27年度当初予算でも、後で出てきますけれども、法定外繰り入れ、一

般会計から3,250万円計上されております。この国保会計ではないものも村

民の中にはおられると思います。その点では、どのようにお考えなのかお聞

きしたいと思います。 

○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）滞納繰越の分の徴収に力を入れろというご指摘でご

ざいますけれども、この滞納繰越分の徴収というのは非常に徴収率がどこの

町村も悪うございまして、昨年度、平成25年度の決算時の県内の町村の比較

表がありましたものですから、それでちょっと順番を調べましたところ、平

成25年度の滞納繰越分は24.7％ですけれども、率的には非常に低いですけれ

ども、順番でいきますと、上から５番目の徴収率になっております。最高は

小さい町村でありますけれども54.3％というのがありますが、大きい町村の

熊本市等は2.9％が最低ということで、一応そういう統計が出ております。

確かに徴収率を上げると非常にいいんですけれども、どこの町村もこれに対

しては非常に苦労しているというのが現状でございます。 

○議長（坂梨公介君）６番、山下議員。 

○６番議員（山下一義君）私たちも納税義務者であります。以前私たちも証明

書を提出したことがあります。それに伴いまして、議員さんも、やっぱり村

民に知らせるためにも、納税証明書を証明するような書面を出してはどうか

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

  村民に知らせてよろしいでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）数年前にも滞納の公表というようなことのご質問等

もあったかと思いますけれども、ご質問といいますか、直接税務課のほうに

相談がありましたけれども、これは個人情報と秘密漏えいの問題等々で、私
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たちも非常に厳しいところに立たされております。それで、そのときには、

自主的に議会のほうで話をしていただいて、金額等は出ておりませんけれど

も、滞納のないということをされたという、過去に事例がございますので、

できますならば、議員さんたちのお話の中で、滞納がないというようなお話

し合いをされて、それで公表されるということがベターではないかなという

ふうに考えております。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午後 １時３０分） 

 

（午後 １時３１分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ほかにございませんか。 

  ４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）４番、西口ですけれども、最初の部分で、財産管理

費、19ページです。委託料で、村内防犯灯管理業務委託料、23万5,000円減

になっていますけれども、これは、今まではこういうことはあったのかなと

思うんですけれども、この分、減された分は、なぜこうなったのか、ちょっ

と内容的な説明をお願いいたしたい。 

  それと、企画費の委託料、20ページ、地方人口ビジョン・総合戦略策定基

礎調査業務委託料745万2,000円、これの内容説明を、ちょっとわかりません

のでしてください。 

  これは企画ですかね。企画と総務と思います。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）防犯灯の委託料関係でございますか。 

  防犯灯の管理委託料につきましては23万5,000円の減額補正をさせていた

だいております。今回が４月からの委託ということになりませんで、いろい

ろ検討させていただきまして、１業者だけじゃなくて、２業者以上に委託管

理をしてもらうようにというようなお話でございましたので、大分検討させ

ていただきましたけれども、どうしても業者さんのほうが見つかりませんで、

８月から３月分、この分を再度同じ方に委託をお願いしましたので、４月か

ら７月分のほうを減額させていただいている分でございます。（「はい、わ

かりました」の声） 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）20ページの地方人口ビジョン・総合戦略策定基

礎資料の委託料ということでございましたが、ご存知のように平成26年、本

年度に、地方創生の交付金がまいったわけですけれども、その中に、ソフト

事業、ハード事業という形で50％ずつぐらいの目安で交付金がまいったわけ

ですが、西原村におきましては、事業の中身が消費喚起型と地方創生の先行
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型ということで、２つの交付税があるわけですけれども、このビジョンにつ

きましては、地方創生先行型のほうで予算を、西原村がビジョンを地方の人

口のビジョンを策定するということで、先行の委託をさせていただくという

ことで、平成26年度で予算化をさせていただいて、平成27年度からこのビジ

ョンの作成に当たるわけです。作成に当たりましては、第５次総合計画だっ

たり、そういったやつと同じような形で、西原村の総合の人口のビジョンを

創生して、西原村の全体の地域住民の生活の研究等の支援のための策定を行

うわけです。それを委託する分のこの予算をこちらに計上させておるという

ことでございます。一応、平成26年度のこのビジョンの予算を先取るという

ことで、そして平成27年度に、先ほどにもありましたけれども、繰越明許で

平成27年度に実際に委託をするということでございます。 

○議長（坂梨公介君）４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）地方創生に向けての準備ということで、我々は受け

取ってよかったですか。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）はい、そのように解釈していただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）３番、村上です。 

  今の西口議員に若干関連するかもしれませんが、まず、６ページの地域づ

くり推進事業の500万円の明許繰り越し、それが20ページで460万円で960万

円という形でのって上がっております。ここに、備考欄に、説明欄に、地域

づくり補助金というのは、従来からの地域づくり補助金と理解していいんで

すか。従来からあった均等割、戸数割の地域づくり補助金と。 

  それと、この地域づくり推進補助金と、これ同じような紛らわしいような

名前が出てきております。それが500万円がこの６ページに当たっている分

だろうと思うんですが、どういう違いがあるのかというのが１つと、同じ20

ページの西原村総合戦略審議会、ここに報酬と旅費が上げてありますが、こ

れは12名と書いてありますが、メンバーを公表できますか。以上です。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）まず最初に、第１問目の質問でございますけれ

ども、20ページの一番下のほうになるかと思います。地域づくり推進費とい

うことで、地域づくりの補助金が減額の40万円、その下にまた地域づくりの

推進補助金が500万円ということでございますけれども、一応うちのほうで

も、名目的には、地域づくり推進補助金で出しております。今回の地方創生

に向けましては、正式な名称がまだ正直なところ見つかってはおりませんで、

同じような名前をつけておりますけれども、事業としては、今年までやって

おりました事業にちょっと色をつけてということで、来年度のほうに繰り越
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しをさせていただいております。というのは、せっかくの交付金でございま

すので、国からの交付金を、現年度の予算に組み込みいたしまして、次年度

に繰越明許ということで、同じ年度に上がっておりますけれども、これは平

成27年度分の地域づくりの推進補助金ということで解釈していただければと

思います。 

  もう一つ、今お話がありましたけれども、メンバーについてでございます

けれども、先ほども西口議員のほうからのご質問のところでちょっとお答え

しましたけれども、西原が……（録音漏れ）……いろんな第５次計画だった

り、ビジョンを策定したいときには、推進委員がおるわけですけれども、今

回の地方人口ビジョンの総合戦略についてのメンバーにつきましても、議長

を始め委員長さん方を、それぞれ入れさせていただくところで計画をしてお

ります。それと教育委員さん、それと農業委員会の会長さん、それと民生委

員さん、あとＪＡ関係者、そして商工会、それぞれの代表の区長さん方とい

うことで計画をさせていただいているところでございます。以上でございま

す。 

○議長（坂梨公介君）３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）２カ年間といいますか、ここに489万8,000円の国費

というのが計上されておりますよね。20ページですよ。地域づくり推進費。

だから、地域づくり推進費というのは、従来からあった地域づくり推進費の

掛ける２、そのうちの約半分は国費から出るというふうに理解してもいいん

ですね、これは。違うと。（「単費分ば」の声）わかりました。 

  これは、もう一つ関連ですが、違っているかもしれませんが、これは地域

創生先行型の補助金関係でも全然ないわけですか。それをこの組み替えとい

う形ですか。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）先ほども申し上げましたけれども、平成26年度

分の事業は、通常年の地域づくりの推進事業費と。そうすると、今回上げま

した500万円につきましてが先行型ということでご理解していただければ、

これが補助金の対象で、平成27年度に回す分を先取りということでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  副村長。 

○副村長（坂本 武君）今の件は、もう大体ご承知かと思いますが、国から消

費喚起型と、それから先行型。先行型の交付金、金額はあれですけれども、

それを何とか活用せないかんと。村長も先般申し上げましたように、なかな

かソフト中心だと、ハードはだめだとか、あるいは５対５の割合であります

とか、非常に使いづらいと。これは、県下の各市町村も同様で、県も含めて

同様でございます。そこで、地方創生の先行型ということで、実際の５カ年
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計画というのが、平成27年からの５カ年計画ということです。地方版の総合

戦略が。その中で、我々としては、今ここに掲げてあります事業とも、既存

事業ではありますけれども、その中に組み込んで、そして国費を活用したい

という考えが１つあります。 

  そういう中で国から本年度まいったものですから、これを前倒しといいま

すか、先倒しをして実施をしようということで、県を通じまして、国の了解

を得たところでございます。 

  そういうことで、当然のこととして、後ほどご審議をいただきます、あす

ですか、新年度、平成27年度の当初予算につきましては、この事業関係はそ

の中には組み込んでいないと、そういう関連でございます。よろしくお願い

いたします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）理解できました。今、副村長が言われたように、何

で来年は削ってあるのかなというふうに自分は理解していたんですが、それ

と、これは新年度予算のときにも話をしようと思ったんですけれども、関連

といいますか、こういうふうに出てきたものですから、これもお願いなり、

執行部に今から考えていただきたいということで、地域づくりじゃなくて、

いわゆる先行型、先行型について、村長も５日の冒頭でも言われたように、

ソフトとハードが半分半分と、なかなか難しいと、だから既存の事業、ある

いはそういう形で、今ほとんど充ててあるんじゃないかなというふうにも理

解しておりますが、もっと企画のほうにおかれましては、知恵を出して、い

ろいろとプランをもっと出していって、今は地方創生には非常に国のほうも

目を向けておりますので、新規事業についてももっとプランを出していただ

きたいというふうにお願いと期待をしておきます。以上です。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）この地域創生の先行型というと、どこの町村に聞きまし

てもなかなかその対象事業というか、そういったものが見つからないと。ど

こでも同じで、冒頭提案理由のときもお話ししましたように、県内中の自治

体においては、辞退したいというところも出ておるほど、なかなか物件が見

つかりません。庁内でも各課にメールを流して、何かないかということでや

りましたけれども、やはり１つの事業で、半分はソフト、半分はハードでも

いいと、例えば1,000万円で500万円のソフトなんてなかなか見つからないと

いうことでございましたので、せっかくこういった交付金が来るということ

でありますので、ずる賢いではなりませんけれども、来年のを今年のうちに

予算立てして、まずはそれでお願いをするならばというふうに思ってこうい

う形になったところでございます。来年の当初予算で、いろんな事業の予算

が削ってあるというのは、この補正で組んだからということでご理解いただ
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きたいというふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ５番、上野議員。 

○５番議員（上野正博君）５番、上野です。 

  32ページの委託料、学校用地所有権登記委託料、これは48万3,000円減額

してありますが、教育課長、これは山西小学校の運動場の何名かの未登記だ

と思いますが、この件をちょっと詳しく説明お願いします。 

○議長（坂梨公介君）教育課長。 

○教育課長（塚元利文君）ご説明いたします。 

  今３名の方の未登記分がございまして、戸籍謄本、除籍謄本等を調べまし

て、まず、比較的できるかという形で２名の方を先行して進めておりました

が、１名の方につきましては、今現在13名の相続人の方がおられまして、一

応11人まではもらっておりますけれども、あと２名の方の同意を得ておりま

せん。 

  それと、あと１筆につきましては、１名の方ですので、とれるかなという

ことで、その分だけは一応今年度分には残しておりますけれども、この方に

つきましても、連絡してもとれないような状況ですので、そういった形で、

今のところは進んでおります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）５番、上野議員。 

○５番議員（上野正博君）これは長くなるとますますわからんようになります

ので、何とか努力して、これは委託の相手は変わるんですか。委託する相手

は。 

○教育課長（塚元利文君）委託の相手はまだちょっと変えておりません。 

○議長（坂梨公介君）上野議員。 

○５番議員（上野正博君）なるべく早く、その件については、頑張って、課長

お願いします。 

○教育課長（塚元利文君）努力いたします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  村長、副村長の説明で、やはり、親方は苦しいなと、当初足らんとどっか

から引っ張ってこにゃんということで、通常普通で僕らが認識しておるのは、

平成27年度０債というような感覚だと思います。平成26年度に予算して27年

度執行分ということの、繰越明許費の中で、それに該当するやつで、私はち

ょっと言いますけれども、それに該当しない箇所があったら言ってください。

総務費、総務管理費の西原村総合戦略策定事業、地域づくり推進事業、これ

は別の予算ですけれども、熊本県議会議員選挙事業と地域農業育成事業、地

域環境改善対策事業と地域住民生活等緊急支援事業、美しいふるさとづくり
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事業のみだとこちらからは見えましたけれども、ほかの下のほうで社会資本

整備、道路の新設改良、消火栓設置事業の３つだけは外していますけれども、

その３つ以外は全てですか。各課長お願いします。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）６ページの繰越明許事業分ですね。 

  今回の地方創生先行型等の事業につきましては、今お話がありましたとお

り、総務費の総合戦略策定事業、それから地域づくり推進事業、それから農

業費の２事業、地域農業育成事業、地域環境改善対策事業、それから商工費

の地域住民生活等緊急支援の消費喚起型、これはプレミアム商品券分でござ

います。あと、その下の土木費の道路橋梁費の美しいふるさとづくり事業、

こちらのほうが該当する事業になります。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）熊本県議会議員選挙まで言っていましたけれども、

ちゃんと外されて答弁されて、ありがとうございます。 

  残りの３つに関しては、当初予算から入っているやつと特別じゃないやつ、

普通の事業で、進行中で繰り越しという形だと思います。社会資本整備総合

交付金事業３路線5,100万円の繰り越しです。これ当初予算から入って、途

中で財源の見直しを幾分したと記憶しておりますけれども、その案件と、鳥

子工業団地、発注したばかりの案件だと思います。消火栓はちょっと事業的

には総務課ですけれども、どこかは後でつけるのでしょう。多分この改良絡

みなのかなと思っていますけれども、この辺の、鳥子工業団地５号線に関し

ては用地の関係の登記、また開発における上の件との調整が難航したという

ことで了解しています。 

  ３路線の社会資本整備交付事業、これの繰り越しの理由、相当あると思い

ますけれども5,100万円、多く感じるか少なく感じるかは個人差があると思

いますけれども、結構多いなという感覚がありますので説明いただければと

思います。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）先ほど総務課長から説明がありましたように、社会

資本整備交付金につきましては、万徳新所線、工区それから役場堤下線の分

でございます。 

  それから、新設改良につきましては、議員もご承知のとおり鳥子団地５号

線ということで、社会資本整備交付金のほうの繰り越しが多いんじゃないか

ということでございますが、一応繰り越しの理由といたしましては、ずっと

路線に九電の電柱がずらっと立っておりまして、多分九電さんのほうもほか

の地区等の工事が一斉に殺到したというかそういう関係で、九電の電柱の移

転のほうが大分遅くなったのが主な理由でございます。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 
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○９番議員（宮田勝則君）電柱ということの答弁ですので、電柱だったんでし

ょう。 

  進捗状況を見ると、１路線を除いては結構な進捗状況になっております。

通学路にもなります。新年度になると当然１年生が保育園上がり、幼稚園上

がりもいますけれども通学するわけです。いつまでも延ばしていいという話

じゃありません。繰越明許はしましたけれども、工期の設定、いつまでで完

了する予定ですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）今のところ国のほうの認可では５月29日まではいた

だいておりますが、もちろん役場堤下線等につきましては、農地、田植え等

も始まりますので、できる限り早目に終わらせたいというところで考えてお

ります。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）当初の契約のやつが３月何日かで契約しとるはずで

すけれども、変更契約を起こさないかん時期に来ていますですよね。３月中

旬において変更契約をすると、繰り越しはこうやったけ、とりあえずの変更

契約の年月日ぐらいはもう決めとるのですか。 

  契約の継続がないと非常に業者さんも困るけれども、目的的には早くいい

ものをより安くという概念がありますので、いつまで延ばすと、どこかの現

場で平成26年度事業を０債で発注して、平成27年度中には終わらないと、平

成28年度になるようなことにはならんと思いますけれども、通常でやったら

あと一、二カ月程度では終わらないかんと、出納閉鎖ぐらいまでには終わら

ないかんと思いますけれども、どこら辺ぐらいまでかかりますですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）万徳新所線につきましては、もう電柱も移転が終わ

りまして、あと、ちょっとすみません、土木とその辺の確認はちょっとして

おりませんが、早目に終わるんではなかろうかと思っておりますし、役場堤

下線におきましても、構造物的にはそんなに多くはございませんので、それ

に水道管布設も同時に行っていきますが、そんなにはもうあとかからないか

と思っております。 

  すみません、工期については、ちょっと私のほうではそこまで確認してお

りません。すみません。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）議場でここまで言うということになると、同じ指名

業者さんの間でもあっちには工期が短くて、うちには工期が厳しいとかいう

話がちらほらと出だしております。うちはぎりぎりで終わるけれども、あそ

こはゆたっとええたいねと何度が聞いた経緯がありますので、その辺、一概

に同一金額程度で同一工期というのはあり得ませんけれども、やはりその辺、
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発注終わってから着工時期と施工の進捗状況、工程管理上で要る部分を監督

員として職員が監理するわけですけれども、普通でいう本村における業者さ

ん、多分できると思います。工程から10％以上計画工程から逸脱した場合は、

変更工程表を出して監督員の承認をもらっていただきたいと、そんな厳しく

までは言いませんけれども、なあなあで余り行き過ぎているような感覚が出

ています。 

  やはり住民に説明する側として、いつまっでん進まんばってんええねえと

思われないように、もうちょっと厳しく工程、工期に関しては厳守していた

だきたいというふうに思っておりますので、それだったら工期破るぐらいだ

ったらもうとらんほうがいいんじゃないかという意味合いも込めて、やった

ほうがいいんじゃないかなという感覚は持っています。今回の事業が全てと

は言いませんよ、その辺が見受けられるかなと思っていますので、課長、今

後どういうふうに対応していくんですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）今現在、２路線につきましては本年度いっぱいの３

月25日まで工期は変更しているところでございますけれども、それ以降につ

きましては、なるべくこちらとしても、本来、今も議員がおっしゃるとおり

に金額に応じた適正工期をとるというのが基本でございます。 

  それと、中には確かに工期、３月、年度末にもかかりますので、その辺で

あるかと思いますが、担当のほうとしては適正工期をとっていると。繰り越

しを最初から見込む分については３月末になっている部分があるかとは思い

ますが、その辺、適正工期については再度徹底したいと思います。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）議員おっしゃるとおりでございますけれども、電柱が原

因で延びたという工期延長の理由ということでありますけれども、さっき申

されましたように、当初の契約で工期が決まります。入札するときには大体

わかっておるということで、終わらんならとるなと、さっきおっしゃったよ

うにそれが基本じゃなかろうかなと思いますけれども、万徳新所線はもう擁

壁はほとんど終わって、今、管渠側溝ばいきよるという状況で、もうそう長

くはないだろうというふうに思っております。 

  役場堤下線は、今、構造物までつくっておるということで、こちらのほう

が若干おくれておるんではなかろうかなというふうに思います。延長契約は

まだ終わっていないです。 

  そこら辺は見ながら、あと１カ月で終わるならあと１カ月でよかろうと、

２カ月かかるなら２カ月と、こちらも判断しながらやっていきたいと。多分

向こうのほうは４月で終わらないかなとも、私が仕事するならばそぎゃん思

っておりますので、そういったことで残りの工期延長は決めていきたいとい

うふうに思います。 
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○議長（坂梨公介君）まとめてください。 

○９番議員（宮田勝則君）村長も詳しいところにおられたということで、建設

業の人材不足も幾分反映しているのかなという感覚もありますけれども、早

期に契約は済ませた後は、早期じゃない速やかに、速やかに着手されておれ

ば、何とか出来高六、七割程度まではいったのかなという感覚も受けており

ます。やはりその辺もうちょっと直轄する課として、その辺を対応していた

だきたい。同業者間で、同じ村民で、村内の業者でありますけれども、時に

は仲よく、時にはけんかしながら、お互いが切磋琢磨してやっていくのが当

たり前の状況ですので、その辺やはりちょっとでもそういうお話が出れば何

か問題があっておるんだろうと僕も思います。 

  今後は、その辺重々注意されて、特に当初予算で計上されるところは頑張

っていただきたいと思っております。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  １番、坂本議員。 

○１番議員（坂本隆文君）１番、坂本です。 

  道路維持費というのがありまして、道路品評会の報奨金というのがありま

す。我々も品評会に参加させていただきまして、道が大体２ｍほど切られて

おります。医王寺とかあの辺に行けばきれいな上の方まで切られております

けれども、例えば河原のグラウンドチャンピオンのほうに上る道とかは２ｍ

ぐらいまではきれいに切られておりますけれども、それから上というと木が

生えたりとか、草が覆いかぶさっているところが結構あります。こちらは公

役のほうでは難しいと思いますけれども、何年かに一遍切ってもらうことは

可能でしょうか。こちらは、村長のほうに答弁お願いします。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）議員さんにしてくださいとは言いませんけれども、何年

か前は議員さんみんなで出て、高所作業車借って枝を落としたことがござい

ます。だからといってしてくださいとは言いませんけれども、車に影響する

とかいったところがあれば言ってもらえれば、それはもちろん役場のほうで

も切ってもいいというふうに思っております。ふだん通行するのに邪魔にな

らんのなら仕方がないけれども、ちょっと大きいトラックが通ったりすると

きに枝あたりに支障があるといったときは、こちらのほうで対処したいとい

うふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）坂本議員。 

○１番議員（坂本隆文君）ありがとうございます。 

  車が通るのも邪魔になることもありますし、見た目のほうが上まで何年か

に一遍切ってあげれば、ツタとかがそこ10メートルぐらいずらっとツタにな

っている部分とかもありますので、そういうのをきれいにすればきれいな西

原村づくりと、その一環にはなると思いますので、そちらのほうを例えば建
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設業者のほうに出されたりとか、そういうことをしていただきたいとは思い

ますけれども、お願いします。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）もちろんよその山、個人の山になりますので、山の持ち

主に一番最初に許可をもらわなければなりません。枝を落とすにしろ、よそ

の方の土地の山ということでありますので、そこら辺もございまして、そこ

ら辺も調査しながら業者に委託するのか、これがなかなか積算も計算しづら

いところもあります。どこまで切ってどこまでするとか。高さが例えば４ｍ

あるところは切るのか。ただ、両脇が山であって、トンネル状になっている

ところも中にはございますので、暗いところも出てきておりますので、そう

いったところも見ながら、切ったほうがいいというところがあれば、業者に

出すのか、どこかに委託して出すのか、そこら辺は検討したいと思います。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）すみません、もう一点、財源のことが大幅に削られ

ております。 

  31ページ、道路新設改良費、これは国県支出で財源内訳の中で1,678万

8,000円を減額して、一般財源を1,951万8,000円のやつで右のほうを見ます

と、新設改良単独分といって新たに900万円上がっております。あとの委託

とか用地購入費関係を、立木補償を減額されておるといった形だけが見えま

す。内容を教えてください。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）歳入の減につきましては、繰り越しをする関係でそ

の分で減額しております。 

  また、道路改良費のほうで、工事請負費の単独事業につきましては、当初、

企画商工課当初予算で鳥子団地５号線の改良につきまして金額が出してあり

ましたが、発注が３月になりまして、ご存知のとおりその間に人夫賃、労務

費、それから、材料費が相当高騰しております。現在、発注については何と

か予算枠内でおさまってはおりますが、今後変更が出た場合にもう全然ない

ような状況にございます。きょう、補正が通らないと変更ができない部分も

ございまして、増額補正をお願いしているところでございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）今の説明、私も理解できなかったほうですけれども、

産業委員会ではその説明でわかったのでしょうか。 

  繰り越しの話があって、この３事業5,100万円の繰り越し分は全て補助事

業であったと考えますけれども、ここで繰り越しをして、繰り越したやつが

国金支出が1,600万円、78万円は単費にすりかわるというようなお話だから

ちょっと理解に苦しむところです。 
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  本当ならば、そのとおりですと言っていただきたいと思います。違ってお

れば訂正お願いします。 

  また、単独事業の新設改良費で、遅いという予算がきつきつという話です

けれども、鳥子工業団地関係でしょうか、その辺。 

  それから、現在進行の繰り越しをしない部分に関しての設計変更で増額分

が出ないのか、どちらか、その辺、財源のことに関連しますので、わかりや

すく教えていただけませんですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）まず、減額、社会資本整備交付金、これは13ページ

の部分でございますか。13ページの土木費補助金の減額の部分ですか。 

  ここにつきましては、社会資本整備交付金、道路３路線の繰り越しに伴う

分の減額でございます。 

  それから、先ほどの支出の分につきましての31ページの道路改良費の工事

請負費につきましては、鳥子団地ほか３路線、今改良しておりますけれども、

その分でございます。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午後 ２時１０分） 

 

（午後 ２時２９分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）申しわけありませんでした。今、財政のほうと確認

しまして、私のほうも繰り越しがあったものですから、まるきり勘違いをし

ておりまして、このマイナスの1,678万8,000円につきましては、当初こちら、

地方創生交付金のほうで要望しておりました額が、道路改良につきまして

85％しかつかなかったというところでの減額ということになります。 

  申しわけありませんでした。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）今度は多分簡単だと思います。 

  村道の用地購入費と立木、設計の委託の落とした分、執行残、俗に言う入

札残なのか、土地は予定価格より大分下げて買われたのか、その辺説明お願

いします。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）委託につきましては、それぞれ入札した残でござい

ます。 

  公有財産につきましては、ちょっと若干交渉に行きましたけれども、予定

よりも数件できなかったという部分もございます。 
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  立木補償につきましては、多少地域に、若干万徳新所線のほうに立木があ

りましたけれども、今現在のところは足りたという部分と、今ＪＡの集出荷

所の上に育苗施設等がございます。若干そこについてもかかるかなというと

ころで、ぎりぎり、農協本所のほうにも相談に行きまして、一応補助事業で

つくってあるんでなるべくかからないようにしてくれというようなお話もあ

りまして、じゃ、そちらのほうでちょっと設計のほうを変更させていただき

ますということで、そういう部分でちょっと減額させていただいている部分

はあります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）ありがとうございました。 

  産業課、一番事業系のところ、形が見えます。見えないのは、用地交渉の

ときと、こういった立木補償関係のうまくやるところで数字がなかなか見え

づらいところですけれども、何しろこちらから言えば頑張っていただきたい

というところに尽きます。 

  やはり、課を治める課長ですので、その下に係長いますけれども、たくさ

んの大きい広い部分をお持ちですけれども、それぞれの係長にあらかたの仕

事を任せて、叱咤激励をしながら頑張っていただきたいと思っていますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございますか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第26号、平成26年度西原村一般会計補正予算（第８号）について、原

案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第26号は原案どおり可決されました。 

  日程第12、議案第27号、平成26年度西原村国民健康保険特別会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第27号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第27号、平成26年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）。 

  平成26年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定め
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るところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,633万8,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９億1,009万8,000円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明いたします。 

  ６ページをあけていただきます。 

  まず、歳入予算です。 

  款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保

険税、こちらに215万1,000円の増額補正をしております。これは、平成27年

２月中旬の収納額に３月末までの収納見込予定額を考慮して算出した額でご

ざいます。 

  同じページ、款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１療養給付費負担金、

こちらに2,261万1,000円の増額補正。これは、主に療養給付費負担金の補助

金変更交付申請に伴います増額補正でございます。平成26年度当初予算の療

養給付費の負担金につきましては、平成25年度の変更申請額で計上しており

ましたためでございます。 

  同じ国庫支出金、項２国庫補助金、６ページの下段になります、目１財政

調整交付金、こちらに1,307万2,000円の増額補正。これは、普通調整交付金

及び特別調整交付金の補助金の交付申請に伴う増額でございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  ７ページの款４療養給付費等交付金、項１療養給付費等交付金、目１療養

給付費等交付金、こちらが2,463万7,000円の減額補正でございます。これは、

社会保険診療報酬支払基金の拠出対象額の変更交付決定に伴う減額でござい

ます。 

  退職被保険者の療養給付費に対します交付金で、平成25年度実績は退職被

保険者の療養費が多大となりましたがために、平成24年度の実績をもとに計

上しておりました。しかし、平成26年度の変更では、この平成24年度実績を

も下回る見込みとなったための最終の交付申請になります。最終の交付決定

は３月末になされますが、２月に2,541万円ほどの変更を行っておりますの

で、こちらで一応計上させていただいております。 

  次、款７共同事業交付金、項１共同事業交付金、目１高額医療費共同事業

交付金、こちらへ156万4,000円の増額補正。これは、80万円超えの医療費の

うち、80万円を超える部分に対して交付される交付金でございます。目２保

険財政共同安定化事業交付金1,455万円の増額補正。これは、保険者の保険

財政安定化を図ることを目的に交付される保険財政共同安定化事業交付金で、
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共同事業交付金の最終見込み額による増額補正でございます。 

  同じページの下段のほうに款９繰入金、項２一般会計繰入金、目１一般会

計繰入金、こちらに2,061万4,000円の増額補正。節１から節３までは法定繰

り入れと言われるものでございます。これは、平成25年度の実績に伴う補正

であります。節４その他繰入金、こちらは法定外の繰入金でございます。本

年度の国保会計において財源不足が生じる見込みとなりましたために、一般

会計に1,600万円の法定外の繰り入れをお願いしたところでございます。 

  次の８ページをお願いいたします。 

  款11諸収入、項２雑入、目１一般被保険者第三者納付金642万1,000円の増

額補正でございます。これは、交通事故による第三者行為の届け出を行われ

ておりまして、加害者の方に損害賠償請求権に基づき支払った医療費を求め

ているもので、国保連合会からの納付になります。お一人の方で、この事案

の発生は、平成24年の発生になります。 

  歳入の主なものは以上でございます。 

  次に、９ページの歳出予算をお願いいたします。 

  事務経費等につきましては、今後の執行予定等を精査しました上で、不用

額を算出して減額補正をしております。 

  款２保険給付費からご説明いたします。 

  款２保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費に5,866万

4,000円の増額補正をしております。昨年12月に2,880万円ほどの増額補正を

させていただきましたが、それ以上に給付費の伸びが著しく、予算不足とな

る見込みが生じたための増額でございます。 

  本年度と昨年度の療養給付費を比較いたしますと、減少した月もございま

したが、その増額部分として300万円を超えた月が三月ほど、700万円を超え

た月が三月ほど、1,000万円超えの月もございました。平均しますと、年間、

月平均400万円ほどの給付費の伸びとなっております。平成26年度分の試算

をしてみますと、年間所要額で約４億8,000万円ほどになるということで、

5,800万円ほどの歳入不足ということでの増額補正でございます。これは、

平成26年３月から平成26年12月診療分の実績と平成27年１月から２月分の診

療見込みを加味して増額をしております。 

  それと、10ページをお願いいたします。 

  保険給付費の高額療養費でございます。 

  款２保険給付費、項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費350万円

の増額補正です。こちらも、平成26年の３月から12月までの診療分の支払い

実績と今後の支払い見込み額、それと一般から退職への振りかえ分、振りか

えといいますと科目更正をする分になりますけれども、その分を考慮しての

増額補正となります。 

  款２保険給付費の、ちょうど中段ほどになりますか、出産育児諸費、目１
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出産育児一時金267万円の減額補正でございます。当初では12名分の一応計

上であったんですが、母子手帳等の発行状況等を加味しまして６名分ほどの

見込みとなりますために、その分を減額補正したところでございます。 

  あと、あけていただきまして、12ページのほうで、こちらに諸支出金とし

て、款11諸支出金、項１償還金及び還付加算金、目３償還金が1,135万3,000

円の増額補正でございます。これは、平成25年度療養給付費の負担金の実績

報告に伴いまして最終確定して、その過大に交付された分、過大といいまし

ょうか、医療費が変動いたしますので、その分で前年度に多くもらい過ぎた

分を当該年度、平成26年度でまた返還するための部分でございます。これら

の財源として予備費を1,113万9,000円全額充当することといたしましたが、

それでも財源不足が生じる見込みとなった次第でございます。 

  村長の提案理由でも申しましたように、自治法第208条第２項に「各会計

年度における歳出は、その年度の歳入をもって、これに充てなければならな

い」とされております。赤字決算が許されませんので、やむを得ず一般会計

からの法定外繰入金をお願いすることとした次第です。 

  なお、県支出金の財政調整交付金につきましては、今回の補正には計上し

ておりません。補正予算の編成後に、ことしの２月末に熊本県のヒアリング

が行われました。その折に、その結果は来週３月20日前後に交付決定が行わ

れるとのことでありまして、増額になるとの情報も得ております。法定外繰

入金をわずかでも減額ができるように、本年度中に予算の専決処分等が行わ

れればと考えております。 

  それと、お手元に先ほど配付させていただきました10枚ほどのつづりの中

で、国保会計の歳入構成のイメージとして計上したもの、次のページに国保

の会計の給付費と調定額と収入額の過去10年間の推移、それと３枚目が平成

26年度の国保会計の月別の収支、それと収入及び支出の累計を棒グラフと折

れ線グラフにしたものをごらんいただければ、この平成27年１月までは、一

応実績、２月・３月・４月、５月はもう最終調整になりますが、これは一応

見込みというところで計上しておりますが、赤字に逆転した段階でいつまで

もこれが追いつかない状況で、最終的にこの赤のグラフと青のグラフの差額

の部分が1,600万円ほどの差になっております。 

  それと、６ページ、７ページが平成27年度、これはまた平成27年度のとき

にご説明させていただきたいと思いますが、歳入の財源の構成を一応ここに

計上しております。 

  私のほうからは以上でございます。あとは議員各位のご質問によりまして

お答えさせていただきます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ７番、林田議員。 
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○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  まことに、先ほどから国保については残念なことが起きたなというような

状況でございまして、課長が説明をしましたようにこの会計はもうこれでわ

かりますが、国保の取り扱いというか、また高齢に病気をしないというか、

そういう指導というか、そういう段階の、包括支援センターが今度はなりま

すが、そういうあたりの機能といいますか、そういう関係で動いていくなら

ば大分こっちもよくなるんじゃないかと思いますが、何せ団塊の世代が多う

なりまして、まだ国保の状態はよくならんのじゃないかと思いますが、予防

対策について、これとは直接関係はございませんが、どういうふうに考えら

れるかちょっとお尋ねします。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）当初の予算の中でも多少その辺が出てまいりますけ

れども、これから先、本来はもうこの医療費を抑えるしか方法は本当はない

と。 

  そこで、今、私自身でできることでと言えば、国保連合会から疾病の分類

が来ております。平成26年度で言うならば、平成26年の10月診療分が一番高

い月でした。昨年の同じ月との比較と、それと年間の比較、そういうデータ

分析を今行っています。これに伴って、どういうふうに西原村のほうの疾病

の動きがあっているのか、そこで保健師のほうの活動に結びつけさせたいと

いうことで、今それはつくっております。 

  平成27年度当初の予算にもこれ国保会計のほうに上げておりますが、事前

に申し上げますと、村長の提案理由でもありましたように、管理栄養士を、

臨時ではありますけれども雇用して、住民の方々の食事指導ということで対

応していこうかということと、特定健診のほうが、今まで構造改善センター

で集団健診で受けていただいておりましたが、なかなかその期日には来られ

ないという方もいらっしゃいまして、そのために、今度は個別健診を平成27

年度から実施しようということで、ある程度目標を絞ったところで、今２つ

の医療機関がありますので、両方には一応お願いして進めようというところ

ではおります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第27号、平成26年度西原村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 
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（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第27号は原案どおり可決されました。 

  日程第13、議案第28号、平成26年度西原村介護保険特別会計補正予算（第

３号）についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）議案第28号につきましてご説明いたします。 

  議案第28号、平成26年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）。 

  平成26年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2,432万1,000円を追加し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ６億1,059万6,000円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  歳入歳出の主なものにつきましてご説明いたします。 

  ６ページの歳入予算をお願いいたします。 

  款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料537万6,000円の

増額補正。これは、平成27年２月中旬の収納額に年度末までの収納見込み額

を考慮して算出しております。 

  主な要因といたしましては、現年度分の保険料の第１号被保険者の数の増

加でございます。平成26年４月分の介護事業の報告書に基づきますと、第１

号被保険者が1,811名でございました。平成27年１月31日現在では1,863名で

ございます。今のところでは52名の増加というふうになっております。 

  それと、款３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金726万

4,000円の増額補正。これは、平成27年１月の変更交付申請に伴う増額補正

で、当初予算は第５期介護保険事業計画の平成26年度分の見込み額の計上を

しておりました。本年度の実績見込み額との差額が主な要因でございます。 

  款３国庫支出金、項２国庫補助金、目１調整交付金71万4,000円の減額補

正。これは、平成27年２月の変更交付申請に伴う減額補正でございます。 

  款４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金586万

9,000円の増額補正。こちらも補助金の交付申請に伴います変更の分で、第

２号被保険者の交付の部分になります。交付の割合は給付費の29％。昨日の

円グラフを見ていただければ、第１号被保険者が21％、第２号被保険者が

29％。これは第５期の数字でございます。その分の保険料になります。 

  款５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金81万1,000円の増額
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補正。こちらも平成27年度の最終の交付申請に伴います分の補正でございま

す。 

  ６ページ、一番下の繰入金。 

  項１一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金277万円の増額補正。これは、

歳出の最終的な給付の見込み額を５億5,100万円ほどと見込んでの村負担の

12.5％分の増額補正になります。同じく目２その他一般会計繰入金292万円

の増額補正。これは、第６期の介護事業計画の策定の委託料。これが策定を

一応終了しましたので、この分が当初では事業費が幾らになるかということ

がまだ定かではなかったがために、最終的にこれを確定して、一般会計から

繰り入れるものでございます。 

  歳入につきましては、以上でございます。 

  ８ページの歳出予算をお願いいたします。 

  事務経費等は、先ほど国保の会計のほうでも申し上げましたように、今後

の執行予定等を精査しました上で不用額を出して、その分は減額補正をして

おります。 

  款２保険給付費から説明させていただきます。 

  款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１介護サービス等諸費、こ

ちらに1,289万4,000円の増額補正をしております。 

  先ほどから申しておりますように、第５期の介護保険事業計画の平成26年

度分を当初として計上します。本年度の最終的なサービスの実績見込みとの

差額がこの増額補正の部分でございます。 

  次の９ページをお願いいたします。 

  款２保険給付費、項４特定入所者介護サービス等費、目１特定入所者介護

サービス等費、こちらに46万円の増額補正です。こちらも、昨年の12月も補

正をさせていただいたのですが、施設サービス利用者の方の低所得者の方の

負担軽減ということで、その認定申請の件数がふえてきておりますので、今

後の予算執行に不足が生じるというおそれが生じましたために増額をさせて

いただいております。 

  それで、先ほど西口議員のほうからご質問がございました寝たきりの介護

の方は何名ほどいらっしゃるのかということで、款３に地域支援事業の項３

包括的支援事業の任意事業がございます。ここに扶助費として寝たきり老人

の介護者手当20万円の増額補正をしているところなんですが、平成26年度今

現在では20名の方が申請をされております。平成25年度の実績では15名でし

た。途中からまた発生される方もいらっしゃるかと思いますので、最終的に

は今のところはまだ、今の段階では20名という報告しか受けておりませんけ

れども、これは社会福祉協議会とかみどりの館さんとかからのケアマネージ

ャーの方から証明書つきで報告をしていただいております。 

  これは、国の任意事業として取り扱うことが可能でございますので、昨日
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の円グラフを思い出していただけると、財源の割合としては、次の年度でい

きますとあのグラフでは１号被保険者が外側で22％だったと思います。それ

と、県の負担は19.5％、村も19.5％、国が39％というふうな割合になります。 

  主なものは以上でございます。あとは議員各位のご質問にお答えさせてい

ただきます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第28号、平成26年度西原村介護保険特別会計補正予算（第３号）につ

いて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第28号は原案どおり可決されました。 

  日程第14、議案第29号、平成26年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）についてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）議案第29号についてご説明いたします。 

  議案第29号、平成26年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）。 

  平成26年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ208万6,000円を増額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億5,108万4,000円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明をいたします。 

  ６ページの歳入予算からお願いいたします。 

  款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目１特別徴収保

険料35万2,000円の増額補正。目２普通徴収保険料229万3,000円の増額補正

でございます。これは、平成27年２月中旬の収納額に３月末までの見込み額
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を考慮した金額でございます。 

  主な要因といたしましては、広域連合の算定見込み額を当初予算としてお

りました。平成26年度中の後期高齢者医療の年齢到達者等によってまた新し

く資格を取得される方や、有資格者の方の転入、また死亡、資格喪失、それ

は転出等もありますけれども、その保険の賦課金対象者が減少の傾向にあり

ます。 

  また、保険料の増額は、主な要因としましては、昨年度譲渡所得等が多々

発生しておるということでしたので、被保険者は減って高額所得者がふえた

ということが主な要因と担当のほうからの説明を受けております。 

  款３繰入金、項１一般会計繰入金、目２保険基盤安定繰入金49万2,000円

の減額補正。これも後期高齢者医療で、連合会で算定しました最終的な額の

確定に伴うものでございます。 

  款５諸収入、項３受託事業収入、目１後期高齢者医療広域連合受託事業収

入６万7,000円の減額補正でございます。これは、後期高齢者医療の健診の

見込み者数が当初は63名で連合会のほうから指名してきてありましたけれど

も、一応56名の方が受診されたということでの最終的な減額補正でございま

す。 

  次の７ページの歳出予算をお願いいたします。 

  款２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付金、

目１後期高齢者医療広域連合納付金248万7,000円の増額補正。これは、後期

高齢者医療の広域連合からの算定額の確定に伴います増額補正でございます。 

  主なものは以上でございます。あとは議員各位のご質問によりお答えさせ

ていただきます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第29号、平成26年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第29号は原案どおり可決されました。 

  日程第15、議案第30号、平成26年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正

予算（第３号）についてを議題とします。 
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  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 海東義朗君 登壇 説明） 

○産業課長（海東義朗君）議案第30号についてご説明いたします。 

  議案第30号、平成26年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）。 

  平成26年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

  歳入歳出予算の補正。 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ27万9,000円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7,355万2,000円とする。 

  ２、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  繰越明許費。 

  第２条、地方自治法第213条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使

用することができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明申し上げます。 

  ７ページのほうをお願いします。 

  歳入予算でございます。 

  款１水道事業収益、項１営業収益、目２その他営業収益の節１手数料を

5,000円の増額補正、節２工事申込金を48万4,000円の減額補正をいたしてお

ります。手数料につきましては、現在の収入状況から年度末までの収入見込

みを勘案し予算計上しております。工事申込金につきましては、当初予算に

13㎜の加入金30件を予定しておりましたが、現在25件の申し込みにとどまっ

ている状況です。 

  款１水道事業収益、項２営業外収益、目１補助金の節１他会計補助金を19

万9,000円の増額補正を行っております。消火栓の設置に伴う一般会計から

の補助金でございます。現在施行完了済みであります高遊３号線に設置した

分の予算計上になっております。 

  ８ページをお願いします。 

  歳出につきましては、款１水道事業費、項１営業費用、目１業務費159万

8,000円の減額補正をいたしております。 

  主なものといたしまして、節11需用費93万円の減額補正でございます。メ

ーター購入に伴う費用で、入札に伴い購入単価が安くなったための減額でご

ざいます。その他、消耗品の不用額として43万円の減額、修繕費として50万

円の減額を行っております。 

  節12役務費45万円の減額補正、水質検査手数料の入札結果に伴う減額を行

っております。また、予備費で131万8,000円の増額補正を行っております。 
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  次に、繰越明許費についてご説明いたします。 

  すみません、戻っていただきまして、４ページをお願いします。 

  先ほども出ましたけれども、村道役場堤下線の道路改良に伴い水道管布設

工事を行うこととしておりますが、繰り越されるため、一般会計の予算繰り

越し同様に水道会計においても対応したく、繰越明許として補正予算に計上

させていただいております。以上でございます。ご審議方よろしくお願いい

たします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第30号、平成26年度西原村中央簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）について、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第30号は原案どおり可決されました。 

  日程第16、議案第31号、平成26年度西原村工業用水道事業会計補正予算

（第３号）についてを議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 海東義朗君 登壇 説明） 

○産業課長（海東義朗君）議案第31号についてご説明いたします。 

  議案第31号、平成26年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）。 

  １ページ目をお願いします。 

  平成26年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）。 

  第１条、平成26年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）は、次

に定めるところによる。 

  第２条、平成26年度西原村工業用水道事業会計予算（以下、「予算」とい

う。）第３条に定めた収益的収入及び支出の予算額を次のとおり補正する。 

  左から、科目、既決予算額、補正予定額、計の順で説明いたします。 

  まず、収入でございますが、今回補正はございません。 

  次に、支出でございます。 

  第１款水道事業費用、1,897万1,000円、０円、1,897万1,000円。 

  第１項営業費用、1,501万2,000円、６万円、1,507万2,000円。 

  第２項営業外費用、30万円、15万円、45万円。 
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  第４項予備費、355万5,000円、マイナス21万円、334万5,000円。 

  平成27年３月５日提出、西原村工業用水道事業管理者、熊本県阿蘇郡西原

村長。 

  主なものにつきましてご説明いたします。 

  めくっていただきまして、２ページをお願いします。 

  まず、収益的収入及び支出については、今回収入の補正はありません。 

  今回の補正につきましては、収益的支出におきまして、款１水道事業費用、

項１営業費用、目１原水及び浄水費の動力費の電気料金を、水道施設のポン

プ用電気料及び制御用電気等の電気料６万円を増額補正、目２消費税に８％

に伴います15万円を増額補正、目１予備費に21万円の減額補正を行っており

ます。以上でございます。ご審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第31号、平成26年度西原村工業用水道事業会計補正予算（第３号）に

ついて、原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第31号は原案どおり可決されました。 

  以上で、本日の議事日程は全部終了しました。 

  本日はこれをもって散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、次の会議は明日13日午前10時より、議

事日程第４号のとおり行います。 

  本日はこれをもって散会します。 

 

 

午後 ３時１８分   散 会 
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平成２７年第１回西原村議会定例会会議録 

 

 

平成２７年３月１３日、平成２７年第１回西原村議会定例会が西原村役場に

招集された。 

 

 

 平成２７年３月１３日（金曜日） 議事日程第４号 

 

日程第 １  議案第３２号 平成２７年度西原村一般会計予算について 

 

日程第 ２  議案第３３号 平成２７年度西原村国民健康保険特別会計予算 

              について 

 

日程第 ３  議案第３４号 平成２７年度西原村介護保険特別会計予算につ 

              いて 

 

日程第 ４  議案第３５号 平成２７年度西原村後期高齢者医療特別会計予 

              算について 

 

日程第 ５  議案第３６号 平成２７年度西原村中央簡易水道事業特別会計 

              予算について 

 

日程第 ６  議案第３７号 平成２７年度西原村工業用水道事業会計予算に 

              ついて 

 

日程第 ７  同意第 １号 副村長の選任につき同意を求めることについて 

 

日程第 ８  同意第 ２号 西原村教育委員会委員の任命につき同意を求め 

              ることについて 

 

日程第 ９  組合議会報告 

 

日程第１０  委員会報告 

 

日程第１１  陳情書審議 

 

日程第１２  委員会の閉会中の継続調査申し出について 
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１、応招議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、不応招議員    （なし） 
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３、出席議員    （１０名） 

 

 

１ 番    坂 本 隆 文 君 

２ 番    中 西 義 信 君 

３ 番    村 上 貞 廣 君 

４ 番    西 口 義 充 君 

５ 番    上 野 正 博 君 

６ 番    山 下 一 義 君 

７ 番    林 田 直 行 君 

８ 番    坂 梨 公 介 君 

９ 番    宮 田 勝 則 君 

１０ 番    田 島 敬 一 君 

 

 

 

 

４、欠席議員    （なし） 

 

 

 

 

 

 

５、職務のため出席した職員は次のとおりである。 

 

 

議会事務局長    中 村 義 光 君 

議会事務局書記   麻 生 彩 華 君 
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６、地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名

は次のとおりである。 

 

 

村  長    日 置 和 彦 君 

副 村 長    坂 本   武 君 

教 育 長    曽 我 敏 秀 君 

総務課長    泉 田 元 宏 君 

企画商工課長  髙 本 孝 嗣 君 

教育課長    塚 元 利 文 君 

会計管理者   矢 野 富士男 君 

税務課長    佐 藤 光 弘 君 

産業課長    海 東 義 朗 君 

住民課長     島 信 幸 君 

保育園長    園 田 久美代 君 
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午前１０時００分   開議 

 

○議長（坂梨公介君）おはようございます。 

  本日は全員出席であります。 

  定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付の議事日程第４号のとおり行います。 

  日程第１、議案第32号、平成27年度西原村一般会計予算についてを議題と

します。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）おはようございます。 

  議案第32号についてご説明いたします。 

  議案第32号、平成27年度西原村一般予算。 

  平成27年度西原村の一般会計の予算は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ37億8,712万5,000円と定

める。 

  ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳

入歳出予算」による。 

  債務負担行為。 

  第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  地方債。 

  第３条、地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地方

債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 

地方債」による。 

  一時借入金。 

  第４条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借り入

れの最高額は２億円と定める。 

  歳出予算の流用。 

  第５条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のおりと定める。 

  （１）、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を

除く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの

経費の各項の間の流用。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  ７ページをお願いいたします。 

  第２表の債務負担行為でございます。 
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  事項、期間、限度額の順で読み上げます。 

  １、西原村福祉センター管理業務委託料、平成27年度から平成31年度、

2,603万円、年度ごとの支払い計画額は520万6,000円となっております。 

  ２、住民課コピー機リース料、平成27年度から平成31年度、81万9,000円、

年度ごとの支払い計画額は16万2,000円と16万5,000円でございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  第３表地方債でございます。 

  １の臨時財政対策債１億2,510万円、２、公共事業等債、道路新設改良事

業1,230万円、３、公共事業等債、総合体育館等建設事業１億3,050万円、４、

緊急防災・減災事業債、消防救急デジタル無線整備事業1,000万円、５、緊

急防災・減災事業債、消防ポンプ自動車購入事業1,440万円、６、緊急防

災・減災事業債、防災行政無線デジタル化事業650万円、７、一般事業債、

総合体育館等建設事業7,000万円。 

  起債の方法。 

  証書の借り入れ、または証券発行。 

  利率年３％以内。ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方

公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては当該見

直し後の利率。 

  償還の方法、政府資金については、その融資条件により銀行その他の場合

にはその債権者と協定するものによる。ただし、村財政の都合により、据置

期間及び償還期間を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借換えることが

できる。 

  続きまして、事項別明細の主なものについてご説明をいたします。 

  初めに、歳入からご説明いたします。 

  11ページをお願いいたします。 

  款１村税、項１村民税、目１個人２億1,849万9,000円、２法人4,416万

6,000円、合計で前年度対比1,059万円の増となっております。 

  項２固定資産税、目１固定資産税３億8,529万4,000円、前年度対比1,729

万7,000円の減でございます。 

  13ページをお願いいたします。 

  款６地方消費税交付金、項１地方消費税交付金、目１地方消費税交付金

8,200万円、前年度対比1,000万円の増でございます。 

  14ページをお願いいたします。 

  款10地方交付税、項１地方交付税、目１地方交付税11億2,800万円、前年

度対比3,000万円の減でございます。 

  款12分担金及び負担金、項１負担金、目１民生費負担金5,119万3,000円、

前年度対比298万6,000円の減でございます。 

  17ページをお願いいたします。 
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  款14国庫支出金、項２国庫補助金、目４土木費補助金１億7,386万2,000円、

社会資本整備総合交付金の特定地区公園事業9,608万6,000円、道路事業分

7,140万円等でございます。 

  目７農林水産業費国庫補助金8,750万5,000円、農山漁村活性化プロジェク

ト支援交付金8,200万5,000円等でございます。 

  18ページをお願いいたします。 

  款15県支出金、項１県負担金、目１民生費県負担金１億1,693万6,000円で

ございます。 

  19ページをお願いします。 

  目３農林水産業費県補助金１億859万7,000円でございます。中山間地域直

接支払制度交付金、農村推進交付金等でございます。 

  21ページをお願いいたします。 

  項３県委託金、目１総務費県委託金1,978万5,000円でございます。熊本県

議会議員選挙、熊本県知事選挙委託金等でございます。 

  22ページをお願いいたします。 

  款16財産収入、項１財産運用収入、目１財産貸付収入3,225万7,000円、前

年度と比較しまして133万9,000円の増でございます。 

  24ページをお願いいたします。 

  款18繰入金、項１繰入金、目１基金繰入金３億6,000万円、前年度対比２

億1,000万円の増となっております。 

  財政調整基金２億5,000万円、公共施設整備基金１億円、土地開発基金

1,000万円でございます。 

  款19繰越金、項１繰越金、目１繰越金8,000万円でございます。 

  25ページをお願いいたします。 

  款20諸収入、項３雑入、目１雑入8,090万6,000円、消防ポンプ自動車購入

助成金として空港周辺環境整備事業補助金1,497万7,000円、ふるさと市町村

圏基金活用補助金3,063万3,000円により前年度対比4,588万7,000円の増とな

っております。 

  26ページをお願いいたします。 

  款21村債、項１村債、目１臨時財政対策債１億2,510万円、目２公共事業

等債１億4,280万円、目３一般単独事業債１億90万円、計の３億6,880万円で

前年度対比１億5,700万円の増となっております。 

  続きまして歳出でございます。28ページをお願いいたします。 

  款１議会費、項１議会費、目１議会費7,531万7,000円でございます。 

  29ページをお願いいたします。 

  款２総務費、項１総務管理費、目１一般管理費２億1,633万2,000円で前年

度対比1,637万7,000円の減でございます。 

  31ページをお願いいたします。 
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  目２財産管理費2,937万6,000円でございます。 

  33ページをお願いいたします。 

  目６諸費3,979万2,000円でございます。 

  続きまして、35ページをお願いいたします。 

  目８企画費948万円、前年度対比7,918万9,000円の減となっております。

これにつきましては、総合体育館等の基本実施設計委託費の減によるもので

ございます。 

  36ページをお願いします。 

  目９電子計算費6,660万8,000円、前年度対比857万5,000円の増となってお

ります。 

  39ページをお願いいたします。 

  目14総合体育館等建設事業費４億6,182万5,000円、総合体育館等設計業務

委託料、土地購入費、立木等補償費用を計上させていただいております。 

  47ページをお願いします。 

  款３民生費、項１社会福祉費、目１社会福祉総務費１億288万7,000円、前

年度対比191万6,000円の減でございます。 

  50ページをお願いいたします。 

  目４障害者福祉費１億7,423万円、前年度対比285万1,000円の減となって

おります。 

  52ページをお願いいたします。 

  目７介護保険推進費8,718万2,000円、前年度対比1,173万7,000円の増でご

ざいます。 

  53ページをお願いいたします。 

  目８後期高齢者医療費１億1,545万2,000円、前年度対比410万7,000円の増

でございます。項２児童福祉費、目１児童福祉総務費１億6,122万円、前年

度対比568万円の減でございます。 

  54ページをお願いいたします。 

  目２児童措置費２億2,329万7,000円、前年度対比979万5,000円の増でござ

います。 

  58ページをお願いいたします。 

  款４衛生費、項１保健衛生費、目１保健衛生総務費１億4,840万8,000円、

前年度対比5,239万1,000円の増でございます。国保特別会計法定外繰出金

3,250万円等による増でございます。 

  69ページをお願いいたします。 

  款５農林水産業費、項１農業費、目10ほ場整備費１億5,006万1,000円、日

向・葉山・医王寺地区ほ場整備事業工事費１億4,025万円等でございます。 

  71ページをお願いいたします。 

  款６商工費、項１商工費、目１商工業振興費7,016万9,000円、前年度対比
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6,134万6,000円の増でございます。鳥子工業団地第２調整池整備工事費

6,120万円等でございます。目２観光費2,945万8,000円、前年度対比2,131万

7,000円の増となっております。馬頭山隣接地臨時駐車場整備工事費等によ

る増でございます。 

  75ページをお願いします。 

  款７土木費、項２道路橋梁費、目２道路新設改良費１億9,142万円、前年

度対比2,796万1,000円の減となっております。 

  76ページをお願いいたします。 

  款８消防費、項１消防費、目１非常備消防費１億6,245万9,000円、前年度

対比428万8,000円の増となっております。熊本市への消防事務委託料が前年

度対比421万5,000円の増となっております。目２消防施設費5,918万9,000円、

前年度対比4,896万4,000円の増となっております。防災行政無線デジタル化

事業委託料650万円、工事請負費としまして防災行政無線屋外拡声子局移設

工事、消防署西原出張所造成及び乾燥塔設置工事分544万1,000円、備品購入

費で消防ポンプ自動車購入費3,837万3,000円を計上しております。 

  82ページをお願いいたします。 

  款９教育費、項２小学校費、目１学校管理費5,911万7,000円、前年度対比

3,237万6,000円の減となっております。 

  86ページをお願いいたします。 

  目２の教育振興費2,413万1,000円、前年度対比1,056万9,000円の増となっ

ております。 

  89ページをお願いいたします。 

  項３中学校費、目１学校管理費3,207万円、前年度対比544万8,000円の増

となっております。 

  100ページをお願いいたします。 

  款11公債費、項１公債費、目１元金２億3,365万3,000円、前年度対比

8,569万7,000円の減となっております。目２利子2,449万2,000円、前年度対

比397万9,000円の減となっております。あと予備費に379万4,000円を計上い

たしております。 

  102ページ以降は給与費明細書等でございます。特別職、一般職の給与費

等を計上いたしております。 

  109ページにつきましては、地方債の前々年度末における現在高並びに前

年度末及び当該年度末における現在高見込みに関する調書でございます。合

計のところで前々年度末現在高24億８万3,000円、前年度末現在高見込み額

22億7,371万8,000円、当該年度末現在高見込み額24億886万5,000円となって

おります。 

  110ページからは債務負担行為等の調書となっております。 

  説明は以上でございます。 
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  あとは議員各位のご質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろ

しくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

すが、議案第32号は歳入と歳出に分けて質疑をお受けします。 

  初めに、27ページまでの歳入についての質疑をお受けします。質疑ござい

ませんか。 

  ３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）おはようございます。３番、村上です。 

  毎回のことで本当に恐縮に思いますが、23ページのふるさと納税の寄附金

の企画の課長には何回か質問をいたしましたんですけれども、今、ふるさと

納税について非常に報道等で注目をされております。本年度は西原村におい

ては一企業さんが多額の寄附がなされたということでご報告をもらっており

ますが、このふるさと納税というのは、もう皆さんご存知と思いますけれど

も、全国のトップテンに入っている市町村が九州で５つあります。その中で

一番すばらしいその実績を上げているのがもうご存知と思いますが、長崎県

の平戸市です。どういう取り組みをやっているかということは、カタログ方

式あるいはポイント制ということで、平戸市の人口が大体３万3,000人程度、

所得税か市民税かで大体９億円ということで、ふるさと納税が13億円あって

いるということで、これはすばらしい突出した自治体です。これはそのかわ

りにポイント制とカタログ制で地元の水産物、農産物等を納税者の方にお礼

として送っているということですが、なぜこういうことを言うかというと、

確かに納税をされて西原村に対してふるさと納税をされたということは非常

にありがたいんですが、そのことについていわゆる一次産業が非常に潤うん

じゃないかなと。平戸市の例をとりましたけれども、非常に活気があって海

産物関係のいわゆる漁師さんが忙しくなったというような事例もありますし、

近年では、非常に高額な寄附者に対して高額なお礼をするということで一つ

は問題になっているということがあります。しかし、それはごく一部の例で

して、実際的には一次産業あるいは二次産業等のセットあたりを研究し、そ

の納税された方々に対してお送りするということは非常に村に対しても活気

が出てくるということじゃないかと思います。ここに20万円という歳入の金

額が出ておりますが、これがいわゆる10倍、100倍等になるならば非常に喜

ばしいことじゃないかなというふうに思います。 

  この点について予算の計上の仕方、昨年と余り変わらないというふうに思

いますけれども、これに対して工夫や知恵を出し合いながら地元の産物の提

供による一次産業の活性化あるいは農家の増収ということを考えたときに、

もっともっと努力する知恵を出しながら努力するべきではないかなというふ

うに考えます。そこのところを、担当部署が企画だろうと思いますのでご見

解をお願いします。 
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○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）おはようございます。 

  ただいまのふるさと納税についてのご質問で、企画あたりをきちんとして、

もうちょっと伸ばせないかということだろうと思います。 

  近年、ここずっと調べておりまして、本年度はご存知のように企業さんの

ほうから特別な納付をいただいて644万円を今いただいております。企業さ

んのほうから600万円を超えるということでございまして、これは本当にま

れになる寄附だろうと思いますけれども、今、平戸市のお話をされましたん

ですけれども、西原村にいろんな一次産業のことを考えますと、農業が主体

になりますので農産物あたりをうちのほうは萌の里からお礼として差し上げ

ている現状でございます。一昨年までは萌の里を中心にお願いしていたんで

すけれども、ある方がお礼に対しまして金額に沿ったというところで我々も

課税の金額に沿ったお礼をしていたわけですけれども、高額になられるとい

うことで5,000円相当の品物を萌の里にお願いしましたら、その分の量が余

分にいくということでございまして、もらわれた方もそんなにもらってもと

いう、要は、農産物は生ものでございまして、余り喜ばしいことじゃなくて

逆に乾物類ということで向こうのほうから指定されまして、昨年、今年と趣

向を変えまして、たんぽぽさんの加工品あたりを送るようにはしております。 

  一次産業を伸ばすような努力ということでございますけれども、うちの場

合は農業を主体に萌の里さんにお願いをしながらということで一生懸命頑張

っているところでございますけれども、ただ広報のやり方がやっぱり今、カ

タログ、ポイント制度というお話がございましたけれども、村といたしまし

てはまだホームページあたりには受けているというような形ぐらいしかとっ

ておりませんし、また、写真あたりをこういった品物ですということもまだ

具体的に載せておりませんけれども、今協議中でございますのは、新年度か

らはきちっとしたカタログあたりを載せて、もうちょっと募集をかけたらと

いうことは協議をしているところでございます。 

  今後は、20万円の想定をさせていただいたのは、通年の予算の計上で20万

円ということでございますけれども、これ以上に倍以上になるように努力を

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）いろいろと努力はされているかと思いますし、当然

インターネット、西原村のホームページあたりの活用というのも非常に大事

になってくる。そのことについて中西議員のほうからも質問があったと思い

ますが、余り西原村のホームページについて、もっともっと改善すべき点が

あるんじゃないかなというふうにも思います。今、農産物については相手方

送った方生ものですからということを言われましたんですが、確かに平戸市

あるいは佐賀県の玄海町、これは海に面している、海産物あるいはその海産
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物の加工品あたりが主だと思います。けれども、さっき５つベストテンに入

っている中で、宮崎県の綾町と都城市、これは全く海に面していないところ

ですね。都城市はいわゆる宮崎牛、ブランド牛、都城市はそういう形で畜産

のほうも加工品あたりをお礼品として差し上げていらっしゃるんじゃないか

と思いますが、綾町に至っては、本当にこれはちょっと言葉が悪いんですけ

れども、当時の町長さんが本にもされて、夜逃げの町、綾町ということでタ

イトルをつけて、からの脱却ということで本になっておったということを記

憶しておりますが、綾町に至っては、ほぼ西原村と余り条件的に変わらない

んじゃないかなと、どういう中身でされているかということ、九州にそうい

うふうにベストテンの中に５つもあるということで、非常にいい先進地がい

っぱいありますので、そういうところも視察研究なりにやっていただいて、

できるだけ農家さんの所得倍増につなげてもらえればというふうに思います。 

  それともう一つ、つけ加えておきますが、けさ、ちょっと熊本県のこのふ

るさと納税はどうなっているかということで、ちょっとのぞいてまいりまし

たが、県内の市町村の中で４つに分かれていました。特典と郵送・郵便、そ

れとクレジットカード、それからちょっとわかりませんでしたが、防災研究

指定云々と書いて４つの項目に分かれていまして、何のマークもついていな

かった町村が４町村ありました。それが五木村と津奈木町と益城町と西原村。

あとは特典があったり、郵送・郵便制度があったりということで何かの特典、

印がついているからいいということじゃないんですけれども、そういう形で

対応されている町村も県内には幾つもあるということをご理解いただきたい

と思いますし、また、もうくどくは言いませんけれども、この20万円が、

100倍、1,000倍になるように、いろんなメディアあるいは情報発信を考えて

いただいて増収増額になるように努力していただきたいというふうに思いま

す。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）はい、10番、田島です。 

  少しでも収納率が高くなるようにということで全国各自治体ともさまざま

な努力をされているようでございまして、私も関心を持っておりましたとこ

ろが、ここに議会事務局に届いております「ガバナンス」という月刊誌があ

るんですけれども、その中に大阪府寝屋川市というところでペイジーという、

このシステムは納付がスマホとかパソコン、携帯電話からでも365日24時間

支払いが可能ということで、これから私は反対の気持ちですけれどもマイナ

ンバー制度というのが国のほうで考えられておりまして、また消費税もこれ

からどうなるかわからないというときに、村でもシステム改修というのが検

討される時期ではないかと思うわけですけれども、そのタイミングに合わせ

ましてペイジーという大変収納率が上がるシステムを導入すれば、寝屋川市
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の例によりますと、それまで88.4％の収納率だったのが、これを導入した後

1.5％アップしまして90.9％へというようなことで上がっているそうです。

先ほど、村上議員も言われましたけれども、納税がしやすいということにな

ると、何かやっぱりふるさと納税、これは、手続は大変かもわかりませんけ

れども、コンビニなどで、あるいは金融機関やＡＴＭなどでは30万円までと

いう上限があるそうでございます。そういったものもないということで、一

つこれは研究材料ではないかと思うのですけれども、それに対しての何か研

究されているかどうかお尋ねします。 

○議長（坂梨公介君）ちょっと田島議員、すみません。せっかくの提案ですが、

どこの部分ですか。全体的ですか。それともどこの部分ですか。税務課長で

すか。それとも企画。 

○１０番議員（田島敬一君）これ、税務もですけれども、国民健康保険とか全

ての納付を。 

○議長（坂梨公介君）今、項目が平成27年の歳入についての項目はどこですか。

全体ですか、それとも。歳入部門を誰に聞くわけですか。誰を指名するんで

すか。村長。 

○１０番議員（田島敬一君）税務課長ですね。 

○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）今の田島議員からのご指摘がありましたけれども、

当村のほうではコンビニの納付ということをこれはたしか七、八年前にあっ

たんですけれども、まずは手数料の高さとそれからそれをやっているところ

の町村を調べてみたら、通常金融機関に振り込んでいる方がそこのコンビニ

を使われて通常滞納されている方については、今までと余り変わらないとい

うような状況の調査を当時の徴収担当がやっておりました。ただ、今ご指摘

のとおり、スマホとかパソコンのそちらのほうの金融関連で支払うというふ

うな形で徴収率が上がっているという実績があるのであれば、今後勉強させ

ていただいて検討させていただくならというふうに考えております。以上で

す。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  12ページ、軽自動車税の歳入ということで、平成26年度に条例が改正され

まして、軽自動車税の増税というお話があっておりますが、委員会の説明に

おきましては平成27年度より税率は上がりますが、不公平感があるというこ

とで１年は先延ばすといったお話があったと思います。しかしながら、前年

度と比較すると97万9,000円見込みとして税収が上がるということで、税額

的にも2,171万5,000円というふうに予定されております。ちなみに現年度分

だけを言いますと、2,156万5,000円ということになりますが、１年間先延ば
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しということでありますが、見込み的にこれだけ前年より上がっているとい

うことになると経営の移行がどんどん加速しているような感じもいたします。 

  税務課長にお尋ねしますけれども、今度の法改正の中で、全ての軽自動車

の使用されている方、登録上本人さんは何年登録とわかりますけれども、行

政上で把握はもう既にできていますか。今後、入る予定ですか。そこを少し

詳しくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）この税額の先延ばしというお話から先にさせていた

だくと、与党の税制大綱が12月末にできまして、その後県からの説明で二輪

車自体は残存の部分に対しても増額であるということで、二輪車系統につき

ましては１年間先延ばしをする、ほぼなりますと。今、国会で審議中ですの

で、多分専決になるかと思いますけれども、まずなるであろうと。ただ、四

輪につきましては４月１日以降の分については増額という、それまでの分に

ついて言えばそのままの金額。ただし４月１日のみで、４月２日は１年間は

税金がかからないというのが税法ですので、４月１日に登録することはよっ

ぽどのことがない限りされないだろうということで、実質的にいわせると平

成28年度からの増額というふうに考えられるということで、ご質問の点は、

その取得日が既存の部分、取得日につきましては課税の段階で必要でござい

ますので、それはうちのほうでは把握しております。ただし、初期登録日に

つきましては、何年何月というふうな記入が台帳のほうには上がってきます

けれども、課税に今まで支障がございませんでしたので、初期登録年月まで

入れている年代と入れていない年代もありますし、今後は初期登録年月日ま

で必要になってくると思いますので、当村で扱う西原村のナンバープレート

についてはもちろん把握はできますけれども、軽自動車協会が取り扱う分に

ついては、情報によりますと国と検討しているという状況のお話は伺ってお

ります。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）はい。今のお話でわかられたように、二輪に関して

は一応１年間延長するというお話と、軽の四輪におきましては４月２日以降

の登録に関しては平成28年度より増税になるという部分が発生するというこ

とと、初期登録は年月日が現在わかっていないというお話でありました。 

  ということは、非常に課税に対してもまだ難しい現状で１年間やられるわ

けですけれども、この歳入は非常に大事な財源であります。しかしながら、

普通乗用車からの移行という経緯をたどっていってのお話だったと思います。

だったと思いますというのは私の主観でございますが、やはり高齢化になる

と軽に移行するといったことと、普通乗用車の税率との差が大きいというこ

とで軽自動車に移行されると、年間維持費等相当額違いますので、そういっ

た傾向にあるのは間違いないと。ここ数年間ずっと移ってきております。 
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  ところで、村長に今度はお聞きしたいんですけれども、平成28年度から正

式にそういった形が増税部分が反映されるような形になってきます。本年平

成27年度の中でその数字の把握が、税務課ができるような形に当然なってこ

なければならないし、なるようになると思いますので、そこで再度検討して

いただけるのは今回の予算書にはなかなか反映できなかったみたいですけれ

ども、増税分、交通弱者の中のこれは取り上げると福祉タクシーの利用率が

もっと上がるかもしれませんけれども、その手前の段階の方々の措置として、

厳しい歳出の予算を削っていくのに厳しいところではございましょうけれど

も、何とか限定したところで持っていけないのか、歳入のところであります

けれども、歳出のところに少し踏み込むような形になりますけれども、村長、

答弁できますですか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）平成28年度からはっきりして上がるということで、そこ

ら辺のそういった対象者、例えば高齢者、障害者、いろんな方がおられると

思いますけれども、そういったところの方に対しての優遇措置ということで

しょう。そこら辺もどこまでが、どういった方がおられるのか、そしてその

方が軽自動車を持っておられるのか、調査には少しだけ時間がかかると思い

ますけれども、そして、上がった分だけどういった軽減措置をするのかとい

うことであろうと思いますけれども、そこら辺も全体的にどれくらいおられ

るのか、それでどのぐらいの金額になるのか、そしてまた、上がった分全額

をするのか、いろんなことをまた今後検討しなきゃならないというふうに思

っております。できますならばそうしたほうが、先ほど言われたように、交

通弱者の方、高齢者の方、特に普通車から軽にかえられる方、これをかえる

のは、小さいのがいいというやり方と軽のほうが維持費が少ないという方も

かなりおられると思いますので、そこら辺は今後そういったところを全体的

な把握をして検討したいというふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）今、村長の答弁をもらった経緯が執行部側にも聞こ

えたと思いますので、税務課長、本年度中に、平成27年度中に村長が検討で

きるような資料の作成、これを依頼したいと思いますけれども、お約束でき

ますですか。 

○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）ただいまのご質問は、軽四輪乗用の４月２日からの

分の年齢構成ということだろうと思いますので、今の総合行政でできるかど

うかというのは電算担当もしくは委託業者のＲＫＫコンピューターサービス、

そのところにちょっとお聞きしなければなりませんけれども、もしそれがで

きないということであれば、人力でやるしかないかなというふうな形になり

ます。人力になった場合には税務課の場合、時期的には７月まではちょっと
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非常に多忙な時間帯をとりますので、それ以降になるかなというふうな、時

期まで申しましたけれども、そういう形になるかなと思っております。以上

です。 

○議長（坂梨公介君）まとめてください。 

○９番議員（宮田勝則君）なるかなと思いますですので、ならせてください。

その資料をもとに、やはり執行部三役と財政の中で12月等が平成28年度の財

政のやりとりが頻繁に行われる時期ですので、その時期に間に合えばと思い

ますので頑張っていただきたいと思います。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  １番、坂本議員。 

○１番議員（坂本隆文君）１番、坂本です。 

  収入の中に、ＮＰＯ法人はらっぱの家から12万円入っております。 

○議長（坂梨公介君）ページ数は。 

○１番議員（坂本隆文君）23ページです。はらっぱの家のほうが老朽化のほう

でもうすぐ壊されるということだったんですけれども、その前に、たんぽぽ

ハウスさんとの話し合いとかをされたと思いますけれども、私たちが聞いて

いるのは障害の性質が違うというふうに言われたところまでは聞いたと思う

んですけれども、それ以降どうなっておりますでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）はらっぱの家とたんぽぽハウスと、合同ではありま

せんでしたけれども協議を重ねてはきておりますけれども、今、議員がおっ

しゃったように、たんぽぽハウスのほうとしてはいつでも受け入れは可能と

いうことであります。はらっぱの家さんのほうが、すぐにという意向を示さ

れておりませんので、今度は取り壊しという前までにはなるべく早目に受け

入れ可能になるようにしたいと思っておりますが、たんぽぽハウスのほうで

も施設のほうの拡張というか、今の施設はちょっと手狭ということもおっし

ゃっていますので、希望としては、ＡＬＴが今いらっしゃいますけれども、

そちらの建物が、契約がありますので、任期がありますからそちらが切れる

のをタイミングを見計らわないと、その後の対応というのはできないかと思

いますけれども、一応そういう方向でいければとは思っております。 

○議長（坂梨公介君）坂本議員。 

○１番議員（坂本隆文君）坂本です。ぜひ、取り壊し前までには解決のほうよ

ろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  12ページです。これ、入湯税のことですが、平成26年度も補正で出たり引

っ込んだりしておりますが、こういうことで収入を見込んでありますが、収

納、税金を取るほう、その活動はどういう方向でやられるのか、方法といい
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ますか、完納されるような状態を持っていくのはどういう方法でやっていか

れるのかちょっとお尋ねいたします。 

○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）入湯税につきましては、補正の段階で、おっしゃる

とおり、９月の議会で増額補正をして、きのうの補正で減額をしたというこ

とで、それと平成26年度の入湯税の予定の予算につきましてもあわせて予算

減額をさせていただいたということなんですけれども、うちの担当のほうも

その特別徴収者と頻繁に接触して催促等を行っておりますけれども、現時点

での、これきのう予算がとれましたので、とれましたからとらないという意

味は持っておりません。今、ちょっと申告で動けない状況なんですけれども、

平成26年度につきましては５月いっぱいまで現年度分は徴収ができますので、

これにつきましては、できる限り接触して納付のほうに努力したいと思いま

す。 

  そして、それがちょっとできなかった場合には、課税を取り消すという意

味ではございませんので、それは滞納繰り越しのほうの課税のほうに回って、

それでまだ折衝をずっと続けていくというような状況です。その現状という

ふうな形でおっしゃられたんですけれども、今のところ動きがありませんの

で、収入の中で余剰があれば納付をしていただくようにいつも催促はしてお

りますけれども、現状の経営状態ではなかなか難しいというような形で、少

しでも入れてもらうような形で催促はやっておりますけれども、現状ではち

ょっと今のところ見込みが立たないというのが現状でございます。 

○議長（坂梨公介君）７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）大変税務課あたりも苦慮されている状況ではござい

ますが、税の平等性といいますか、そういうところでさらなる努力を続けて

いただいて収納に当たられますようお願いします。以上です。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午前１０時５８分） 

 

（午前１１時１０分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  それでは次に、歳出について、（「歳入がまだあります」の声）あります

か、はい。 

  ６番、山下議員。 

○６番議員（山下一義君）６番、山下です。 

  税務課長にお伺いします。 

  さっきからいろいろ質問があっているようですけれども、11ページです。

固定資産税の減額で1,729万7,000円減額がありますけれども、この内訳とし

ましては、どういう内容で減額になっておるわけですか。 
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○議長（坂梨公介君）税務課長。 

○税務課長（佐藤光弘君）平成27年度が、評価替えの年になっておりまして、

その関係上で、家屋等は減価償却関連で落ちますし、まだ土地等も伸びはそ

んなにないということで、その関係上で予算が落ちたということでございま

す。 

○議長（坂梨公介君）２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）２番、中西です。 

  ９ページの村税が昨年よりか減少とありますと、私は、地方交付税が下が

るのは、地方交付税の減額となっております。村税が上がるから地方交付税

が下がるのかなと思っていたんですけれども。利益があれば交付税が下がる

のかなって解釈していましたけれども、両方下がるからちょっと聞きたいな

と思っています。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）交付税の減額ということでございますけれども、交

付税につきましては、普通交付税、こちらにつきましては、地方交付税制度

の根幹をなすものでございますけれども、基準財政需用額から基準財政収入

額を超える分、基準財政需用額が超える分につきまして、地方公共団体に対

して交付されるものでございますけれども、本来ならば、この財源につきま

しては、地域の地方税で賄えるのが一番よいわけでございますけれども、地

方では、この必要に財源を確保できるというような現状ではないということ

で、どの地域でも一定の行政水準が維持できるようという役割で、この交付

税のほうの措置がされている分でございます。 

  本村の場合、公債費ですね、借金関係の返済あたりがかなり減ってきてお

りますので、交付税のほうは減額となっております。 

  ちなみに、普通交付税でいきますと、平成24年度の決算額が12億8,800万

円ほどでした。平成25年度のほうが12億7,200万円でございますけれども、

本年度、平成26年度の決算見込み額としましては、11億9,000万円ちょっと

ですね、それぐらいを見込んでいるところでございます。そういうことで、

平成27年度の当初予算では、3,000万円の減額ということで計上させていた

だいています。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）そろそろということで、地方債と雑入について２点

でございます。 

  まずは、第１点目、雑入のページ25ページ、空港周辺環境整備事業補助金

1,497万7,000円、それと、ふるさと市町村圏基金活用補助金3,063万3,000円、

非常に大きい助成金、補助金が出ております。 

  大体内容等は、当初の村長より説明があったと思いますけれども、この、

なかなか空港周辺整備等の事業に対する助成金というのが、本村にはなかっ
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たということで、今回、巨額の支出があります。歳出のほうでは、また出て

くるところではありますけれども、今回、もらえた経緯等、議会の中で説明

していただければと思います。 

  また、その下のふるさと市町村圏基金の活用補助金、これに対しても多額

の助成金が出ておりますけれども、これ、村長でよかですかね、２件は、雑

入の件は、村長のほうからまたこれの使用に関しては、触れられても結構で

すけれども、継続事業等も一部含まれていると思いますので、その辺、今後

も含めて答弁ば願えればと思います。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）まず、空整協の補助金1,197万7,000円ですかね、この件

でありますけれども、これは、ポンプ車、ポンプ車が1,459万2,000円と保育

園の備品等関係が44万8,000円ほどでございます。保育園のほうは補助率が

90％ということでありまして、ポンプ車も本来ならば50％でございました。

しかしながら、空整協自体が、なかなか今後も厳しいという、仙台空港が民

営化になったり、あるいは、福岡空港もそういった形で今後歳入のほうが減

るんじゃなかろうかなということでございました。このポンプ車のほうも、

いかにして補助金をいただくかということで、ちょうど広域合併後の会議が

ございまして、そのとき、これに申し込んでおったのは、熊本市も申し込ん

でおられました。その会議の中の最後のその他の中で、熊本市長、当時の幸

山市長でございましたけれども、消防局の大塚局長も同席しておりましたの

で、私どもの事情を説明したところでございます。今あるポンプ車がやがて

20年ということで、もうかなり古くなっておりましたので、熊本市さんも申

し込んでおられますけれども、うちの事情はこういった事情と、車が古いと、

そして私どもは、熊本さんに比べれば本当に孫のような小さな村でございま

すので、できますならば、これを私どものほうに優先的にやってもらえんど

かということで、出していただくのは空整協でありますけれども、熊本市さ

んにもそういったことでお願いをしました。幸山市長も、そういうことであ

れば、西原村のほうに応援せんといかんですねということで、消防局長、局

長とそういったほうにどやんかしてもらえんどかというような話でございま

した。しかし、今、申しましたように、補助金を出すのは空整協ということ

でありますので、まずは空整協のほうにお願いしに上がって、どうにかして

西原のほうにお願いしますということでございまして、熊本市のほうは、そ

の影響と申しますか、熊本市には補助金がつかなかったと、私のほうの分に

だけ補助金がついたということで、本当にありがたく感謝をしているところ

でもございます。 

  そしてまた、今後も、こんな大きい事業には、空整協からの補助金はます

ます厳しくなるという話でございました。ただし、この飛行機が上る、降り

るその沿線上の地区の公民館とかには、今後も補助をしていくというような
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お話をいただいております。 

  それから、ふるさと市町村圏基金のこの3,000万円余りでございますけれ

ども、それぞれの町村がお金を出し合って、県からもお金が出ております。

ということで、これは、これを取り崩して、阿蘇広域消防が消防庁舎を建て

るということと、まあデジタル化も含んでいると思いますけれども、そうい

ったことで、これをもう基金を取り崩そうという話になりました。うちは、

阿蘇広域の消防と関係ございませんが、うちだけ残ったということで、広域

的な何か事業をすればうちのほうにも来るということでありますけれども、

うちの事業をする中で、こういった事業がございません。阿蘇郡全体で使う

事業でありますので、なかなかないということで、まあ理屈立てをしまして、

この役場堤下線、万徳新所線これは、交通渋滞のときには、車が抜けられん

じゃないかと、阿蘇の人も利用されるんじゃないかというような理屈をつけ

てお願いしました。当初はできないということでありました。じゃ、私も阿

蘇広域の消防本部の基金取り崩しには協力できんよというお話の中で、まあ

やりとりがございましたけれども、その後、そういった形で県のほうにも認

めていただいたということで、県が出資しておりますそのお金も、分配でき

るということでこの3,000万円余りもそういった形で、私どものほうにいた

だいたということで、また、平成26年度もいただいておりますけれども、平

成27年度においても、この道路関係に使わせていただくならばというふうで、

今回、予算の計上をしておるところであります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）ありがとうございました。 

  この雑入でありますけれども、普通、雑入で上がるとは、何かを貸してお

るからその代金を入れるとか、置かせてやる電気料ば払ってもらうとかいっ

た形で、あとは、何か使用目的がないとなかなか出ないところです。なおさ

ら、雑収入をふやそうというのは難しいところだと思います。 

  皆さんも、今回の予算でご承知のとおり、次の質問の中にありますけれど

も、地方債、今回、大幅な地方債の発行といった形になっております。この

中でも、当然、この補助金をもらって４番の緊急防災・減災事業債というと

ころに１部1,000万円をお借りしておると、じゃないですね、緊急防災５番

のほうで入っておるというところと、公共事業債の中の新設道路改良事業、

これのほうにも補助対象事業として事業債が含まれておるということになっ

ておると思います。 

  やはり、特に、空港周辺整備補助金というのがなかなか出づらかったとい

うお話も大分聞いておりました。今回は、議会からも村長と同行して獲得に

至ったといったことも報告をもらっております。やはり、１人でなければ２

人、２人でなければ熊本市の市長と、よその自治体からも応援していただい

てできたというありがたいことでございます。 
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  今後とも、西原村におきましては、空港周辺の中では、意外とその補助金

を集落もなかなか使っていなかったといいますか、下手すれば外されよった

という経緯もありますので、その辺、飛行機が小さくなっても大きくなって

も飛んでくるものは、必ず飛んできますので、その辺を今後また、主張して

いかんとなかなか外される傾向にありますので、頑張っていただきたいと思

います。 

  では、次に地方債。今度、７つの地方債が発行されます。金利も３％以内

と、償還方法も書いてあるとおりでございます。地方債、先ほど、中西議員

の質問の中にもありましたけれども、交付税措置の件でちょっとお伺いしま

す。 

  充当率と対象を、わかりづらければ後ほどで結構ですけれども、今わかれ

ば教えていただきたいと思います。なお、今回、縁故債がいっぱいあると思

いますけれども、償還年をどのぐらいで予定しておるのか、その辺まで聞か

せて願えればと思います。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）ただいまの相殺の件でございますけれども、ちょっ

と資料を持ってきておりませんので、償還年数等をちょっとこちらにつきま

しては後でご報告をさせていただきたいと思います。 

  まず、今回の事業としましては、公共事業等債、道路新設改良事業、こち

らの補助事業分ですね、万徳新所線、役場堤下線、堀切出ノ口線の補助残に

つきまして、起債を充てるものでございますけれども、充当率90％の交付税

措置が20％であったかと思います。 

  あと交付税措置がございますのが、一般単独事業債の緊急防災・減災事業

債の消防デジタル無線整備事業の分でございますけれども、こちらのほうが

充当率100％、交付税措置が70％、それから、防災行政無線デジタル化事業

の実施設計管理業務委託につきましては650万円、こちらにつきましては、

充当率が100％であると思います。 

○議長（坂梨公介君）副村長。 

○副村長（坂本 武君）総合体育館等の建設事業関係もということでございま

すか。（「はい」の声）これにつきましては、国の交付金の対象事業につき

まして、５割の交付率になっておりますが、その補助残の充当率が90％、そ

れから交付税算入率が20％というふうになっております。 

  なお、用地費につきましては、今回の場合が、一応、5.2ha程度予定して

おりますが、そのうちの２ha部分しか交付の対象にはなりません。対象の率

が用地については３分の１ということでございます。算入率は、これは同様

でございます。 

○９番議員（宮田勝則君）臨時財政はつかんのですか。臨時財政対策債は。 

○議長（坂梨公介君）副村長。 
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○副村長（坂本 武君）臨時財政対策債につきましては、これは一般財源扱い

ということで、後年度普通交付税の需要額の中に100％算入されるという性

質のものでございます。起債となっておりますが、一般財源扱いということ

でございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）はい、ありがとうございました。 

  なかなか、ここは聞かないとことですけれども、将来に当たって、これ充

当率が100％とか90％とか、非常に高い充当であります。それに、交付税措

置が２割やら３割やらということで、非常にいいところだと判断しておりま

すけれども、やはり、今まで借金を減らすことで努力されて、それに対して、

副村長も十分な努力、補助金上積み、相当の事業をやってきましたけれども、

貢献されております。やはりこの辺、自治体間、上級官庁とのつながりも非

常に大事なのかなというふうに実感しておりますので、今後の最後のほうで、

今日の議員審議にも出てきますけれども、やはり、こういったつながりを大

事にして今後も頑張っていただきたいと。これはやはり、交付税措置がない

と、この交付税が落ちたとばかり理解されて、なかなかどういったことかと

いうことで質問も出るとおりでございますので、やはり元気のある西原村の

象徴ということで、これだけ借銭も抱えられるといったこともやっていただ

きたいと思います。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにはございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）それでは次に、歳出について28ページから最終ページま

での質疑をお願いします。質疑ございませんか。 

  ５番、上野議員。 

○５番議員（上野正博君）５番、上野です。 

  78ページ、消防関係の18番の備品購入額、購入費3,837万3,000円予算組ん

でありますが、これは、恐らくポンプ車購入の件と思います。先ほど、収入

の部でお話がありました空整協の助成金が1,490何万円か入っておりました

が、このその他の財源で1,452万9,000円というのが、これは空整協の助成金

ということですか。 

  そして、このポンプ車というのは、大体でいいですけれども、いつごろ納

車予定でしょうか。 

  総務課長お願いします。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）今回の予算で計上させていただいています備品購入

費でございますけれども、こちらにつきましては、小型動力ポンプ、こちら、

新所緑ケ丘班になりますけれども、こちらが20年を経過するということで、

更新ということで178万2,000円を計上させていただいております。 
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  それから、投光器、こちら夜間の火災対応ということで、村営住宅の火災

時にいろいろ問題もございましたものですから、そちらのほうで26万8,000

円を計上させていただいております。 

  あと、消防ポンプ自動車、西原出張所に配備するポンプ車につきましては、

3,632万3,000円を計上させていただいておりますけれども、先ほど、村長か

らの答弁にもございましたが、空整協の助成金が40％ということで、1,452

万9,000円、それから今回、消防の広域化に伴いまして、県からの交付金が

ございます。こちらの交付金につきましては、出張所の整備とホース乾燥塔

の事業残のほうをちょっと充当させていただきたいということで、そちらの

ほうが731万8,000円、それと緊急防災事業等債1,440万円を充ててポンプ車

の購入をさせていただきたいと考えております。 

  それから、納入、納車時期ということでございますけれども、前回お世話

になりました救急車、こちらのほうが発注から６カ月程度かかっております。

今回のポンプ車につきましては、救急車以上に納車まで時間が要するだろう

と言われております。救急車の場合は、内装の機材関係を載せるだけでいい

ということでございましたけれども、ポンプ車につきましては、随時、こう

手づくりで行います関係で、納車までには６カ月以上を有するんではないか

なと思います。できるだけ早く納車をしてもらいたいということで、予算が

通りましたら、早急に、４月に事務処理を進めてまいりたいと思っています。

以上です。 

○議長（坂梨公介君）５番、上野議員。 

○５番議員（上野正博君）はい、わかりました。 

  ということはもう、前のポンプ車っていうのはもう廃車ということですね。

もう使わないということですね。はい。 

  消防関係に対しては、もうこの防災の拠点でございますので、総務のほう

には頑張っていただきたいと思います。以上です。 

○議長（坂梨公介君）６番、山下議員。 

○６番議員（山下一義君）６番、山下です。 

  75ページの委託料なんですけれども、道路改良事業測量設計委託料590万

円と800万円の590万円と800万円、これの測量は、どこの測量になるのか、

それと、その15番、節の15番の道路新設改良工事、これの万徳工業団地は聞

いておりますけれども、これがいつごろ行われるのかを教えてほしいと思い

ます。なぜならば、畑がそこがありますから、そこの測量あるいはこの工事

について、畑、作物が植えられるのか、植えられないのか、その近辺の地主

の方にも連絡をしなくてはならないと思いますし、そういうところもお願い

したいと思います。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）まず、道路新設改良の委託料からご説明したいと思
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います。 

  道路改良事業測量設計委託料につきましては、今回は、用地測量設計の委

託でございます。単独分でございまして、今のところ、昨年測量いたしまし

た、堀切多々良線、それから、下新所、下原３号線ですね、堂園小森線から

新所、緑ケ丘への入った村道ですけれども、交通量が多いときに、村道から

出るときに、県道のほうが渋滞して危ないということで、あそこのカーブの

ところが事故も多いようでございますので、一応、その分の用地測量でござ

います。 

  それから、上の部分だけでよかったですかね、500万円の分だったですか

ね。 

  それから、次の15番の工事の道路改良の単独分につきましては、万徳工業

団地線というのは、まあ仮称でございまして、用地のほうは、ちょっと企画

商工課のほうで進められておりますので、企画商工課のほうで答弁されるか

と思います。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）お尋ねのあったことについてですけれども、こ

の単独事業が工業団地内ということであれば、工業団地のことでしょう。工

業団地の用地交渉につきましては、ただいま行っておるところでございまし

て、平成27年度中には、もう工事ができるような状況でございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）いいですか、山下議員。 

  山下議員。 

○６番議員（山下一義君）平成27年度中と、今月中にこの調整池、これから小

学校から新所線のあれの道をつくるということですか。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）平成27年度中に、一応、平成27年度中に調整池

の工事になるということで、この予算も計上させていただいておりますけれ

ども、その中での外周工事あたりが村道だったり農道を、まあ外周になろう

かと思いますけれども、こういう仕様につきましては、当然ながら、農作業

には支障がないような状態をつくりながらしていくというふうにしておりま

すので、工事が始まりましたら、周辺の農家の方、また、農地管理者の方々

には、ご連絡をして通行しやすいような状態をつくっていきたいというふう

に思っていますし、既存の農道につきましては、できるだけ迷惑のかからな

いような状態はしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）西口です。 

  68ページ、農林水産業費、この中で委託料で、大切畑ダム水質追跡調査委
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託料、それから、ため池ハザードマップの作成委託料、大切畑の状況なんで

すけれども、水質聞かせられて、今どのような水質状況になっているのかと、

ため池というと結構西原にはありますけれども、これはどこのため池なのか、

ちょっと教えていただいていいでしょうか。 

  これは、産業課でいいのかな、はい、お願いします。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）委託料のまず、大切畑ダム水質追跡調査委託料でご

ざいますが、昨年、12月で補正をいただきまして、追跡調査のほうを２回分

いただきまして、既にもう２回調査は終わっておりますが、１回目の調査の

結果は良好であるということで、２回目の水質も表層、中層、下層の３層を

とって、今、２回目の採取が終わって分析中だということで、まあ１回目の

結果としては良好であったということでございます。 

  平成27年度におきましては、季節ごと、１年間を通して、先ほど言いまし

たように、表層、中層、下層の循環がちゃんと浄化ができているか、まあ多

分、会計検査が来る間は、５年間程度はちょっと続けていって効果を検証し

たいと思っております。 

  それから、その下のため池ハザードマップの作成委託料でございますが、

これは、国からの100％補助でございまして、一応４カ所を予定しておりま

す。 

  まず、大切畑ダム、それから下小森のため池２カ所、それから布田のため

池、それから宮山のため池４カ所でございます。 

○議長（坂梨公介君）４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）大切畑ダムにおかれましては、機械を据えたことで

浄化のほうもスムーズにいっているようでございますけれども、やはり、大

事な農地に使う水ですので、今後も続けていっていただきたいなと思ってお

ります。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）３番、村上です。 

  ページ数は74ページの道路の維持費の中の14番のこの重機使用料等であり

ますが、これはまずお尋ねは、重機使用料というのは、災害時あるいは台風

時の風倒木あるいは土砂崩れ等の村道の後始末関係の重機の使用料というふ

うにまず理解していいんですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）はい、この重機使用料につきましては、もう、村上

議員がおっしゃったとおりでございます。 

  本年度26年度は余りなかったので、昨日、落とさせていただきましたけれ

ども、梅雨時などに、役場としてもホイルローダーを１台所有しております
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ので、私も免許を持っておりますが、何人か免許を持っておりますので、

我々でできる場合は対応しますが、大規模に発生したりした場合、村道等の

復旧のための業者からの機械借り入れの場合の重機代でございます。 

○議長（坂梨公介君）３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）はい、わかりました。 

  なぜこういう質問をしたかというと、ある穏やかな日の朝、瓜生迫のシン

ボルでしたムクの木が村道のほうに倒れたんですよね。それに倒れて、もう

村道を塞いでおったので、当然、行政のほうに連絡をせにゃいかんというこ

とで連絡をしましたら、もうそのとき既に、地元で重機を持っておられた方、

それとチェーンソー、それとそれに携わった方、まあ３名、４名いらっしゃ

ったんですけれども、その当時、係長と担当が見に来てくれました。ところ

が、当然、こういう重機使用料というのはこういうことで使用するというこ

とを予算化してあるということで大体理解しておりましたので、そちらのほ

うからお金が出るんじゃないかなという話で、係長には訪ねたら、当然それ

はこちらのほうで手配しますということを言われて、それに携わった方には、

幾らかなりと日当プラス重機代は、多分、出ていなかったですね。重機使用

料もなかった、ガソリン代も、燃料代もなかった、余りにも手当が安かった

ので、瓜生迫という小さな集落の細々とした地域の運営費の中から、そこに

携わった人たちには別途１万円ずつ出したんですよ。 

  だから、こういう予算等があるんだったら、当然、その地元の人が重機あ

るいはチェーンソー関係も出しておられて、それに丸一日かかってそれを撤

去されたという例もありますので、よければその日当に見合う分、重機を出

したときの使用料に見合う分、あるいは燃料代、そういうのについては十分

検討し、歳出のほうもお願いできないかなというふうに思いますので、その

対応について答弁お願いします。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）作業された方の日当代となりますと、またちょっと

別な部分で、まあ補償費とか旅費の中で組まなくてはならなくなってくるか

とは思いますけれども、地元に、瓜生迫の場合、業者さんがいらしゃって片

づけられて、地元の方もその自前のチェーンソーを出されたということでご

ざいますけれども、燃料につきましては、何とか村のほうでも出せるかなと

思いますけれども、日当のほうは、今のところちょっと検討していないのが

実情でございます。 

○議長（坂梨公介君）３番、村上議員。 

○３番議員（村上貞廣君）もう、くどくど言いません。日当のほうは出ていま

す、確かに。それに携わった方は。ただ、その重機の使用料も燃料代も出て

いなくて、で、業者が確かにいますけれども、瓜生迫の場合には。その業者

さんは自分の仕事に行って、もう誰もいなかったと、朝でしたから。だから、
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まあ名前を出したらいけませんですけれども、奥村髙次さんが自分でユンボ

を持っておらすもんですけんね、だから自分でその当時に３人ほどそこに携

わって、もう全然、道を塞いでしまって、大木ですので全然通れなかったも

のだから早急にせにゃいかんということで夕方遅くまでその方々と作業をさ

れたということで、さっき言いましたとおりです。地区のほうからもそれ以

上のその燃料代、重機代、日当等は出しております。 

  だから、せめてその重機代とか燃料代ぐらい、ここに使用料というこうい

う形で書いてあるならば、それはみて当然じゃないかなというふうに思いま

すので、もうこれ以上言いませんので、今後、ご検討をよろしくお願いしま

す。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  ページは84、85でいきたいと思います。 

  84ページ、教育委員会の小学校費でございます。その中の委託料のところ

からいきたいと思います。 

  ２点ほど、二、三点ありますので、１点ずつ行きたいと思います。 

  委託料の中で、山西小学校給食調理委託、業務の委託ですね、1,359万円

が本年度より初めてスタートするという形です。即契約がなされて始まって

いくものと思いますけれども、心配しておるのは、１点、前にも言いました

けれども、非常にお金を持っていないＮＰＯ法人であります。そういったこ

とで、この金額の中で、全ての保障がされているのかとは思いますが、支払

条件、やはり人件費が主な９割以上人件費だと思いますけれども、支払いの

あり方、通常の委託とは今回変わりますので、どのように考えられておりま

すか。 

○議長（坂梨公介君）教育長。 

○教育長（曽我敏秀君）山西小学校から2015年から始めるということで、随時

２年ごとに、最終的には2019年には、中学校、中学校は最終的には、改築あ

るいは新築をしなければなりませんが、いずれにいたしましても、2019年か

らは３校委託という形で、これは、今始まったことじゃなくて、職員の採用

問題も絡まっておりますので、ずっとこう今、退職の後は臨時採用で賄って

きて、非常に厳しい状態にだんだんなってきておりますので、いずれは民間

委託という形でなったということであります。 

  今回、2015年から山西小学校ということですが、形式等につきましては、

いろいろ委託を受けているところにお聞きし、大手は別として、ＮＰＯあた

りも全国にはありましたので、一応、人件費がほとんどでありますけれども、

20日、月々に支払いをお願いするということで、20日までにその月の委託料、

その金額はまだこれから契約の中でしますが、要領といたしましては、20日
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までに入れば月末までに給料等支払うということで、会社のほうの就業規則

なり、人件費うんぬん規則をつくって今いますけれども、そういった中には

うたっているところであります。契約の中にもその辺は、きょうの予算が通

れば、そういった形で契約の内容も、一応、案はつくっておりますけれども、

そういった形で進めさせていただくならというふうに思っております。それ

が、まずは１カ月なのか２カ月なのか、その辺はまた、財政なり村長部局と

相談しながらやっていければというふうに思っています。以上です。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）まずは、人件費がちゃんと月ごとに払われるという

回答をもらいましたので、そこだけは一安心ですけれども、何しろ試運転が

ないにもかかわらずいきなり路上教習のような段階でスタートするというこ

とです。 

  まあ、委託契約書の中に、その従事される方の保障はできたと思います。

やはり契約の中に、こぼれがないようというと抽象的ですけれども、予算は

これだけですよという、まあ今回の契約は人、法人との何契約になるんです

かね。（「委託です」の声）委託契約だけれども随意契約になっとかな。で

すね、になると思います。競争性はある意味、排除されていますけれども、

ただし、こういうようにやっていただきたいという村の意思も十分感じてお

りますので、そういった方向で行っていただければと思いますけれども、や

はり、金額等のやりとりの中で、適正なところを一方的にこれだけというこ

とじゃなくて、その辺、資本が数万円だったですね、あそこは、当初スター

ト10万円程度の細々のＮＰＯ法人です。どこに住所があるのかも当初はわか

らんような状況でしたけれども、やはりスタートするには、それなりの責任

を負わせるわけです。法人的な責任というのは、個人とは全く違います。そ

ういった形で、運営がイカンと先の話を河原小、西原中学校にこういうふう

に持っていきたいというのは不安なものも大分ありますので、その辺、十分

考えた路上教習になるように、１年間で合格点数が出るよう頑張っていただ

きたいと思います。 

  次に、同じく85ページ、ちょっと予算書にしては、ほかの部類にすると非

常に、解説、説明のところが、ただ工事で打ち切っています。あえてしたの

かわかりませんけれども、大体、山西小学校は、委託が入っていますけれど

も、そのことだろうというふうに推測しますけれども、優しくないというの

をまず言っておきます。 

  あと、河原小学校の工事に関して87万2,000円、山西小、内容が違ってい

ましたら、僕は推定で言っていますので、よろしくお願いします。 

  なお、その次の備品購入、これもただ備品購入というふうに書いて百何十

万円ずつ買いますといった予算書です。積み上げがあると思いますけれども、

説明できれば説明してください。 
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○議長（坂梨公介君）教育課長。 

○教育課長（塚元利文君）ちょっとそうですね、説明のほうがちょっとざっく

ばらんということで、読みにくいということでご説明いたします。 

  まず、工事請負費につきましては、山西小学校につきましては、多目的教

室造作工事ということで、今１階の３年生の前のスペースに小規模の教室を

つくるということです。 

  あと、河原小学校につきましては、インターホン取りかえ工事と、あと、

ふれあい広場の高窓カーテン取りつけ工事を考えております。 

  あと、備品購入費につきましては、山西小学校につきましては電子黒板、

あと河原小学校につきましても電子黒板あとストーブ等を考えております。

以上です。 

○議長（坂梨公介君）宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）はい、ありがとうございました。 

  備品購入費、ぱっとこうやって、幾つもあって積み上げておるかなと思い

ましたけれども、余りそんなふうにせんでよかったけん、そういうふうに書

いてもらえればよかったと思います。今後は、そういうふうに書いていただ

ければ。いっぱい備品を積み上げて書いとったときはその他とか書いとかに

ゃいかんでしょうけれども、これはあえてそうしたのかなともうかがえまし

たので、よろしくお願いいたします。 

  こういうふうにちょっと聞いてきましたけれども、やはり、当初の折衝の

中で、やはり厳しい歳出削減、歳入の大型事業を控えており、厳しかったの

もあるかと思います。その中で、産業課長のところに一つ提案も含めて、で

きますかという質問なんですけれども、歳出で、維持費で委託料でこの工事

が入っていますけれども、委託せんで、これは産業課長のほうですよ、道路

維持の中で、74ページです。それと75ページにもかかりますので、委託料の

100万円計上されて、その反映が工事の1,200万円に移っていくのだろうと思

いますけれども、維持に関しては、委託の要らないという解釈がいっぱいあ

るお仕事がいっぱいあるわけですけれども、これをなるべく予算執行をしな

いで、工事のほうに入れるような工面をしていただきたいと思っております。

それで、浮かせたお金で、ここにはなかなか表に出てきませんけれども、道

路台帳の整備が非常におくれておるという話も聞いています。方向転換とい

う形じゃないですけれども、入札するときに、道路台帳の補正用の費用を組

み込んで、これだけ道路台帳の補正で含まれていますよという入札の方式で

やれないかと思っています。 

  当然、その中に競争性を入れていますので、全体的に圧縮できやせんかと

思っています。そういった方向で、方向転換という形で、これ経費削減の一

つになると思うんですよ。方向性的にはそういう方向性で、教育委員会いき

なり路上教習に出ましたけれども、やっていただける方向性で考えていただ
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けますか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）道路維持費がまず委託料の100万円でございますが、

この100万円につきましては、緊急を要するような場合の設計委託でござい

ますので、補正のほうでも昨年は緊急性がなかったので落とさせていただい

ております。ですから、ここの部分については、維持のための測量設計委託

ではない、緊急の場合のときの、緊急時災害あるいは壊れたというようなと

きの委託費でございます。 

  道路台帳、おっしゃるとおり確かにおくれておりますが、財政が厳しい中、

100万円の増額を昨年度よりしていただいております。また、昨日、道路認

定等もいただきましたので、よろしければ、財政、村長と相談しながら９月

補正ででもいただきながら、なるべく道路台帳整備のほうは進めていきたい

と思っております。 

  それから、15の工事請負については、維持については、今回道路、歩道の

草刈りの部分だけでございます。工事のほうはほとんどありません。草刈り

作業のみの工事費でございます。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）はい、ありがとうございました。 

  委託料も緊急性のやつを応急的にやる委託ということで、緊急性があれば

なおさら緊急のところで、ここで入れんで、緊急のところは事業者さんの重

機借り上げとかそういうので緊急応急的につくれるよう、通れるよう、その

構造物があるおかげでその機能を果たす最低限のことを業者さんにやってい

ただいて、その後委託料というのは別にあればいいと思いますので、そうい

った方向性、昨年も０ということですので、この予算の執行はなかなかしな

いほうがいいんじゃないかなというふうな感覚を一段持ちました。 

  それで、入札制度におけるその道路台帳の補正、整備をする料金を入札に、

請負業者に反映させるというやり方は、県がやっていますけれども、村でも

やったらどうかという、これは提案になりますけれども、これは全体的な話

になりますけれども、村長のほうに振ってようございますですか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）業者に任せる手はどうかと（「入札のほう」の声）入札

の中でしょう。入札の中に入れて業者にさせてはどうかというような話でご

ざいますけれども、そこが、なかなか今は何とも言えないところでございま

す。果たして入札の中に入れて、業者がすると、してもらうというところが

いいのか、別でしたほうがいいのか。業者の入札の中に入れれば、もう、す

ぐ仕事が終わればそういった形になりますので、それもちょっと、いろんな

ところにも聞きながら、今のところ、はいそうしますとはなかなか言えない

ところであります。 
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  産業課のほうにも検討するところがあると思いますので、それでまたよそ

でそうやっているところがあれば、そこら辺の話も聞きながら、検討したい

なというふうに思います。 

○議長（坂梨公介君）まとめてください。 

○９番議員（宮田勝則君）事例で言いますと、熊本県の発注の物件で道路関係

に関しまして言いますと、道路台帳整備における委託料としてということで、

県が委託されておる先があります。台帳整備のですね。そこに委託する金額

を明示して入札されたと。だから黙ってその分は支払われるといったケース

のやり方で、その都度その都度の道路台帳整備がなされているといったこと

です。逆に言うと、産業課の建設係の仕事は１つ減るといった形になると思

います。 

  そういった方向性でやっていただければ、それに落札比率が反映してきま

すので、今は非常に高いですけれども、安くなる可能性も非常に高いという

ふうな思いもありますので、そういった方向性で人件費を非常に削減しなが

らやってきて、なかなか人員まで配れない状況でありますので、そういった

要らん仕事を役場内でやらないで、業者を通じて委託料として取り上げると

いったことのほうがよくメリットがあるんじゃないかと思いますので、今後

は前向きな検討をば期待していますのでよろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）私も、仕事上、道路を、新しい新設道路なんかをつくっ

てまいりましたけれども、自分でも実際したことがございませんので、そう

いう、どういうシステムなのか、そういったところも含めて、その点につい

ては余り自分が受けた仕事の中でやったことがございませんので、要するに、

先ほども申しましたように、どういう形になっているのか、そういうのも含

めて検討させていただきたいと思います。 

○議長（坂梨公介君）４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）59ページです。衛生費、予防費。報酬で、フッ化物

洗口支援員60万7,000円。この前住民課の課長さんからお話聞きましたけれ

ども、これは小学校のほうでの子どものうがいということでございますけれ

ども、これ、小学校は保健師がおるのになぜわざわざこう支援員が行ってま

でせにゃいかんとかというお話がありまして、きょうはここで教育長もおら

れますので、そこら辺でなぜ住民課と教育委員会がこういう人員の割り振り

といいますか、何でこういうことになっているのかちょっと説明を受けたい

なと思いました。教育長お願いします。 

○議長（坂梨公介君）どっち。 

○４番議員（西口義充君）それなら最初、課長から。皆さんも知らないですの

で、詳しく説明もらってください。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 
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○住民課長（ 島信幸君）フッ化物の洗口で本年度からも一応３校そろってさ

れると、小中学校全てされるということでございましたので、今回改めてそ

の需用費等々については改めて計上しているところでもあります。 

  その中で、朝、授業開始の１時間程度の時間に一応していただくというこ

とでもあったと思いますので、学校のほうには一応うちの保健師のほうもお

願いには行ったということですが、やっぱりなかなかその対応が難しいとい

うことで、行政のほうで対応、人のほうは対応してもらえないだろうかとい

うことで、今回は住民課のほうでそこは計上したところであります。 

  ちなみに回数等を申し上げますと、小学校で、河原小学校が対象者約70名

ほど。１週間に１回。支援員の、応援をしていただく方が２名ほど。それと

山西小学校が250名ほどの児童数になります。週３回。それと西原中学校が

140名ほどで週３回。ということで、朝の応援を願うところの人員に、あと

は村が報酬にかかわる規定の分をかけて一応今回は計上しているところでは

あります。私のほうから以上でよろしいですか。 

○議長（坂梨公介君）教育長。 

○教育長（曽我敏秀君）このフッ化物洗口につきましては、かなり前から、全

国的にもう進められているところであります。新潟県あたりは昭和の時代か

らということですけれども、全国に歯の統計がある中で、新潟県はもうずっ

と全国１位 なんです、虫歯がない率が。熊本県はずっと下から、県として

は下から５番目ぐらいにずっと位置をしております。 

  フッ化洗口は保育園が平成18年からしておりますが、当時平成17年ごろ、

うちの歯科医院、歯科の先生方もフッ化物洗口を勧められました。保育園は

しますが、学校はまだやれないと。といいますのが、やっぱり学校の担当教

諭あたりの中ではまだまだ実証されていないというか、安全がですね。です

けれども、今回は熊本県も平成22年に歯に対する健康水準、何か条例をつく

りまして、フッ化物洗口を推進しようということで、特にそういった、佐賀

県が同じところにおったんですが、10年ぐらい前から初めて、今、上から３

番目か４番目か５番目におるわけですね。その辺の影響もあってか、熊本県

もこの平成26年から全校に普及してくれということで、行政部局がもともと

保健体育とか、衛生部局とかですとか、あと学校ですけれども、仕事のほう

は衛生部局が予算をつけるという形でやっています。 

  西原村も26年度で全部推進すればよかったんですけれども、スタートはし

たんですがなかなか保護者等の説明ばこうやりながらですけれども、やはり

歯科医師の先生からはこういうふうにしっかりとした説明をしていただいて、

河原小学校が２学期ぐらいから全面的にやります。この３学期に、山西小学

校も説明会を開く。新年度からはもう本格的に、１学期からとは言わずに２

学期からになるかもしれませんが、平成27年度は３校ともやっていこうとい

うことで、県下一斉、平成26年度で目標は立てておりましたが、やはり平成
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27年度まで今ずれ込んでいるところであります。 

  そういった背景があって、週に１回、学校は週に１回なんですが、保育園

は毎日なんですね。薄めて、飲んでもいいように、そのぐらい薄めてですの

で、保育園は毎日、年長組はフッ化洗口事業を平成18年から進めているとこ

ろで、そういったことでありますので、予算は若干でありますが、衛生のほ

うには補助金は来ていると。人件費と材料費ぐらい。 

  それと、全校生徒と人数が合わなかった分につきましては、保護者の中に

は反対と、自分のところは虫歯がないからという人もいるだろうし、フッ化

物云々について、原発の放射能汚染と同じ、同じじゃないんですけれども、

そういった考えでやっぱり、まあ保護者の同意が必要ですので、同意をしな

い方もいられるということであります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）子どもの朝からのうがいに使うわけですね。うがい

ですか。 

○議長（坂梨公介君）はい教育長。 

○教育長（曽我敏秀君）これはうがいというか、フッ化物ですのでしばらくこ

う30秒なり、１分まではいかんと思いますが、くわえておくわけです。口の

中でぶくぶく30秒ぐらい加えておくと。で、吐き出すと。そのやり方ですね。

うがいというか、くわえて、口の中を、ですから、それが20秒、30秒、難し

いところもあると思うんですが、そういった形でやっていく。ですから、コ

ップにこう、支援員はコップについで並べておくという形です。 

  ですから、やり始めると中学生あたりは割と後でできるようになるかもし

れませんが。そういった支援員の補助と若干のコップの補助とか、そういっ

たやつですので、大した金額は来んと思いますが、そういった形で週１回、

一斉にやるわけにもいかんし、山西小学校が１、２年。３、４年。５、６年

と３日に分けるとか、そういった形で、どこの町村もやっているところはそ

ういった形でやっていますのでそれを見習ってやると。郡内では産山村、高

森町、何でも産山村、高森町が先行していますが、もう早くからやっていま

す。以上です。 

○議長（坂梨公介君）まとめてください。 

○４番議員（西口義充君）それぐらいだと支援員が要るのかなという思いがあ

りまして、休み時間とかそこらへんで先生方にちょっとご協力というか、衛

生、保健師さんもおられますので、その方でも多分、週に分けてされるなら

できるんじゃないかな、わざわざ支援員さんを３名ぐらいそんなに必要なの

かなと思いがあってこう質問をしましたけれども、やっぱり大事ですかね、

支援員さんが。 

○議長（坂梨公介君）教育長。 

○教育長（曽我敏秀君）これも全額じゃないですが、支援員という形で要する
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に県も負担は少しはしていただくという。学校の現場としては、今あっぷあ

っぷの状態です。一応学校にも行っていただきたいなと。フッ化洗口ばかり

じゃなくて、産業教育常任委員さん方はいろんな面で行っていただいており

ますので、今後そういった学校の現場、フッ化ばかりじゃなくて、非常に特

別支援なり何なりたくさんこうありますので、ぜひお願いしたいと思います。 

  学校現場はもともと、教育ですので、非常に小学校の場合は子どもたちは

もう大変です。低学年になるほど。ですからそういった部分についてはやは

り、小学校には支援員、この分について１時間ですけれども、３名程度欲し

いということ。保健師のほうからも要望もありますが。中学校はゆくゆくは

１人でいいかもしれませんが、当面は２人必要。河原は今１人で、２人と言

われましたけれども、今のところは１人で。河原は１回、中学校も学年別に

３回したほうがよかろうと。山西小は２学年ずつ３回ということで分けてす

るならということであります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩します。 

（午後 ０時１５分） 

 

（午後 １時１０分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  それでは、歳入歳出を一括して質疑をお受けします。 

  質疑ございませんか。 

  ５番、上野議員。 

○５番議員（上野正博君）５番、上野です。 

  ページは70ページの鳥獣被害対策に関して、今、全国的にこの鳥獣被害が

発生しておりまして、本村でも有害鳥獣、鹿の場合には捕獲報奨金とイノシ

シの報奨金がここに出ておりますけれども、これは昨年の実績をもとにして

予算組まれたかと思いますが、ことしは恐らくもう年々ふえるばかりであっ

て、恐らくこれよりも多くなるかと思います。 

  そこで、今猟師の高齢化が進んでおりまして、猟師の後継者不足が非常に

発生しております。村としても何とか猟師確保のために、もう本当は日本中

全部ですから国がやることだと思いますが、例えば免許を取って、免許を受

けるときに免許費用の一部を補助するとか、鉄砲を購入するときに代金を一

部補助するとか、村としては何か対策といいますか、そういう猟師の後継者

育成のために考えておられないのかということをちょっとお尋ねします。 

  本来ならもう国がやる、補助金なんか国がやるべきかと思いますが、村と

して独自に猟師の育成のために何かやろうというあれはないですか、気持ち

は。これも本当に深刻な問題ですよね。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）上野議員のおっしゃるとおりで、毎年鹿、イノシシ
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につきましては捕獲頭数がふえてきて、一応見込みで組んでおりますが、ち

なみに平成24年度からですけれども、鹿が14頭とイノシシが50頭。平成25年

につきましては、鹿が17頭でイノシシが83頭。平成26年におきましては、鹿

が23頭、イノシシが97頭捕獲されております。 

  それで、国、県、村もプラスいたしまして、ここの組んであります部分に

つきましては、鹿については１頭１万4,000円、イノシシにつきましては１

頭１万3,000円の奨励金ということで出すようにいたしております。 

  それで、ほかに補助はないかということでございますが、昨年から村の嘱

託員ということで、辞令を交付しまして、委員会の中では説明したんですけ

れども、報酬、委託は1,000円と、ちょっと南阿蘇村なんかを参考にいたし

まして、ちょっと1,000円と安うはございますが、委嘱状と一緒に報酬とい

うことでお支払いしておりますし、皆さん猟友会の方は、保険といいますか、

年々、本年度も小国町のほうで事故があっておりますが、保険―自動車で

いいますと自賠責保険ですかね―に入っておられます保険の２分の１を補

助しようということで、その下に鳥獣被害対策実施隊活動補助金ということ

で組んでおります金額が、保険に対する村としての補助でございます。 

  おっしゃるとおり、高齢化されまして、昨年まで18名お願いしておりまし

たが、ことしまた１名減られて、来年度予定としては17名の委嘱ということ

に今現在なっているところでございます。確かに高齢化が進まれてだんだん

猟友会の方も減ってきておられるのが現状でございます。確かに一応農業新

聞なんかにも、そういう猟友会に入ろうとかそういう免許を取ろうとかいう

記事は載っておりますが、なかなかその辺がふえていかないのが実情でござ

います。 

  あと、わな等もありますので、わなの免許と銃の免許というのはまた別で

ございますので、その辺あとは上と相談しながら検討はしたい、私のほうで

勝手に述べるわけにはいかないと思いますので、村としては以上の補助を行

っております。 

○議長（坂梨公介君）５番、よかですか。 

○５番議員（上野正博君）かなり難しい問題でございまして、村としても何か

猟師確保するために動いてほしいと思います。この前、テレビをちょっと見

ておりましたら、どっか和歌山だったですかね。女性の猟師が誕生して活発

的にやっているところをちょっとテレビで見ました。本村もますます鳥獣被

害が出るばかりで、何とか村も動いてほしいと要望いたします。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにありませんか。 

  ４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）61ページ。衛生費の委託料、ＥＭ活性製造委託料３

万7,000万円ですけれども、昨年は26万4,000円見てありました。急に何でこ

んなに安くなったのかなという気持ちと、昨年私、一般質問で臭気対策につ
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いて質問をいたしましたけれども、この臭気対策に対しての予算をどれぐら

いとってあるのかなと。ちょっとそこをお知らせください。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

まずはＥＭの対策のほうで申し上げますと、今、産

業課のほうで行っておられます農地水のほうで本来ＥＭの作成を行っており

ました。昨年、住民課で計上しましたのは、布田川、永田川から布田川に合

流しますけれども、そちらのほうで、益城町のほうからも要望がありまして、

一応昨年から試験的に始めております。その材料は材料として購入はいたし

ますけれども、我々住民課のほうでつくる相当分の費用をシルバー人材セン

ターにお願いする分の委託料としてこちらのほうは新たに計上した次第で、

量的なものは昨年の同様の量を確保することはしております。私のほうの分

は以上になりますけれども。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）臭気対策の予算はということでございますが、臭気

対策につきましてはきのう補正の部分で説明が総務課長のほうからあったか

と思いますが、地域創生の先行型で、きのうの補正の中での款の５農林水産

業、項の１農業費の中の地域環境対策事業ということで、この中に臭気対策

の部分が80万円繰り越しとして、本年度予算案にはですから載っておりませ

んが、80万円ということで、資材補助、きょうも朝から担当のほうが現場に

行って、オガコとか臭気補助金のための現場確認に行っておりますし、委員

会の中でもちょっとにおいだけじゃなくて目に見えるものをということで、

一応こういうものを今現在買っております。これはアンモニアと硫化水素を

測定する器具です。これを住宅近くとか、ちょっとこれ、上をかいで、設置

して、回収して、どのくらい、目に見える部分で、色が染まると思うんです

けれども、これを買って、４月ぐらいから設置しようかなというところで今

検討を担当のほうと話しているところです。 

  また、補助金につきましても、昨年質問されたときには３分の１というこ

とでお話ししましたけれども、減額のほうでは30万円ほど減額はさせていた

だきましたので、２分の１までに上げるように、要項のほうの改正のほうも

進めているところでございます。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）４番、西口議員。 

○４番議員（西口義充君）今冬場ですので、においというのは余り多方面には

広がっていませんけれども、今からあったかくなるとだんだんと風とともに、

気持ち悪いとは言いませんけれども、本当に不快なにおいがしますので、臭

気対策のほうはもう滞りなくやっていただきたいと思っております。 

○議長（坂梨公介君）ほかにはございませんか。 

  10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）51ページです。19番の負担金、補助金及び交付金

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－181－ 

のところで、手話奉仕員養成研修事業ということで７万6,000円上げてあり

ます。私も手話言語条例というのを一般質問をいたしましたが、せっかく講

習会とか行われていてもなかなかそれに参加される方がおられない、派遣す

る人がいないというようなこともこれまであったかとも思います。この場合

は、この７万6,000円というのは対象は誰であるのか、また志願者があれば

これに参加できるのかお尋ねいたします。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）障害者福祉費のこの負担金補助の手話奉仕員の研修

の事業費の費用ですね。こちらにつきましては、これ、阿蘇の圏域で一応各

町村が負担してこの研修会を開催するところになっております。 

  昨年もたしか一般質問のときに多少はお答えしたかと思いますけれども、

平成26年度につきましては、まだ西原村からの応募はなかったということで

す。毎年度、年度当初に応募がありますので、その前に事前に広報紙等々、

それとホームページ等には掲載して募集をかけるところではおります。希望

があれば当然ながらぜひ参加していただきたいと、この負担金を出す以上は、

していただきたいと思いますけれども、かなり日程的に、その阿蘇管内のほ

うが週末で、昨年度は週末に毎週というふうな状況ではなかったかと思いま

すので、その辺で参加が１年間を通しての参加が厳しいという話はちょっと

は聞いてはおりますけれども、応募があればぜひお願いしたいとは思ってお

ります。以上です。 

○議長（坂梨公介君）10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）せっかく阿蘇圏域で企画されているわけですから、

なかなか日程的に合わないという、行きにくいということがあるかもわかり

ませんけれども、それに希望すれば当然教材などあると思いますし、それを

持って帰って西原村で広めるということも可能かと思いますので、ぜひ呼び

かけ方をよろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにはありませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  ページは62です。とりあえず62ページです。62ページの衛生費、衛生費の

中の合併浄化槽費の中で、今回委託料として203万円ほどの西原村汚水処理

施設整備構想見直し業務委託というものがあります。財源的には一般財源か

なとも思いますけれども、どういうふうな構想を見直すのか、構想を見直さ

んといかない時期なのか、時期的な問題でやるのか、その辺ちょっと詳しく

教えてください。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）この西原村汚水処理施設整備構想見直し業務委託と

いうことで、県のほうがちょうど見直しということで、これは県から全市町
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村に策定してくださいということで依頼が来ております。県としては各市町

村の計画を取りまとめた上で県計画を作成されるということで、村のほうと

してはご存知のとおりもう合併浄化槽で進めておりますので必要ないんじゃ

ないですかということも県にも申し上げたんですけれども、県からはもう全

部にお願いしておりますということで、統一して、うちとしてはどうしても

結果的には合併浄化槽になるとは思うのですが、出してください、委託とい

いますか計画を作成してくださいということでございますので、これは県下

全市町村、多分委託の方法とっておられると思います。以上でございます。

（「財源は」の声）失礼しました。財源は単独でございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）今の答弁ば聞くと、全然変わらない方向性でいくと

いうお話の中で、県が各市町村に依頼したというお話の中で、財源は単費と

いうところで単費を200万円使って何の構想も見直さないのに、まあ書類だ

けつくるというお話のようにも感じましたけれども、もともとのその合併浄

化槽を推進するに当たって、西原村の処理の構想等はもともと土台はあるん

ですか。土台というか構想、見直しだからもともとの構想の、この文章とか

そういうやつがあるんですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）ずっと以前でございますけれども、西原村でも計画

といいますか、県のほうで策定されたものを見たことあるんですが、高遊地

区とか万徳地区とかこの辺、集落が多いところについては農集排で行って、

各集落においては浄化槽設置をというような計画を以前、もうだいぶ前です

けれども見たことがあります。村のほうでは、その後は多分策定はされてい

ないようでございます。多分方針として、合併浄化槽でいくという方針、補

助をずっと毎年出しているわけですけれども、そういう方針になったのでそ

の後作成はしていないと思います。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）今の答弁では策定していないということですので、

構想自体のその書物が残っていないという解釈だと思います。構想見直しじ

ゃなくて構想を立てるという、構想は頭の中とか、もう実際進んでいました

のであったかと思いますけれども、一旦こうしてそういった文章をつくると

いうのが、今回の目的なのかなというふうに理解しました。 

  ということになれば、単費を使ってもいたし方ないのかなと。見直しだっ

ていうから見直しならば当初の構想のやつをそのまま流用すればいいんじゃ

ないかと、差しかえでいけるんじゃないかなという感覚を持ちましたので、

そう思いましたけれども、当初のやつがないということになれば、そういっ

た方向性でいっていただければと思います。 

  あと、次が、農振協議会の農振に関する委託費用が計上されております。
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これ、産業課とどっちになるのかな。大幅見直しの年だと思うんですけれど

も、農振の委員会のほうにもその辺の話が出るかと思います。ただし、小幅

の見直しを毎年結構やっているんですけれども、大幅見直しの年ということ

で委託が上がっていますけれども、方針的にどういった経緯で、経由、経由

というか考え方をどういった方向で委託していくのか。委託者さんもそれを

反映させて絵を描いていくという構想になると思うんですけれども、村の姿

勢として、要するに今、農地関係、農振がかぶった農地をどのようにして考

えていくかの根本的な考え方が反映されると思うんですよ。どこでも外した

いと思われる方も多数出てこられていますけれども、なかなかそこが、隣が

色つきならば、色が抜けていった箇所をじわっと攻めていくようなスタイル

が標準的なスタイルですけれども、こういった大きな見直しのときに村とし

ての構想を大きく反映できると思いますけれども、経緯的には農振協議会の

ほうを経由して委託に入るのか、委託をしてから農振協議会のほうに入って

行くのか、その辺がポイントとなると思うんですけれども、方向性的にはど

ういった方向性で進められていきますですか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）この委託、農振の中の委託につきましては、昨年か

ら委託を出しておりまして、皆さんのほうにも、農家の方にはアンケート調

査等もお願いして、現在回収して、初年度で取りまとめをいたしておるとこ

ろでございます。その成果が３月中には成果品として上がってくると。本年

度につきましては、おっしゃるとおり、我々も外したいところがいっぱいご

ざいます。相談もございます。中間管理機構とかできましたけれども、山間

部についてはなかなか借り手がないに等しいのではなかろうかというところ

で、外したいところは外したいんですが、県のほうがなかなか農振のほうに

ついては、以前は20㏊以上が一種農地でございましたが、それをだんだん厳

しく、食料自給自足を率を上げるために今10㏊以上が一種農地ということに

なっております。 

  それで、平成27年度につきましては、こちらからある程度出した意見と県

のほうが、じゃどこまで認めるのかというところで、県とのやりとりですか

ね。ここは外すのか、いやそこは一種農地だからだめなのかというようなや

りとりが結構多いんじゃなかろうかとも担当とはちょっと話しているところ

でございます。 

  農振委員会の方々にも、途中でお見せする、決定しないのにお見せするわ

けにはいきませんし、またお見せして検討の協議でだめ、変わる可能性も出

てきますので、その辺は県と、本年度中によく詰めた上でお示しする順序に

なるのかなとは思っております。以上です。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）今の答弁を聞くと、県とのやりとりが先行で、その
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中のやりとりの手前が、平成26年度に地元の地主さん、土地の所有者、農家

の方が大半だと思いますけれども、所有者とのアンケート調査で取り交わさ

れたやつが反映してきておるということだと思いますけれども、村の農振協

議会の立つ位置ですよね、立つ位置。それば農振の協議会は個別に外すだけ

のやつでタッチしていくのか、だけの立場なのかなというふうに理解したん

ですけれども、そこにワンクッション、なかなか行政の中でも、当然上級官

庁がある以上、最終的には向こうに委ねなければならないといったのはわか

りますけれども、やはり地元のそういう協議会の意見の反映というのも一部

考慮してやらにゃいかんと、ただ認めるだけでの農振協議会なら今回のやつ

もなくてもいいんじゃないかと思いますけれども、やはりその考え方が、中

間に私たちがいるわけですけれども、その考え方が幾分反映していきながら、

そこで議論を踏まえていくのが筋じゃないかなと思いますけれども、その辺

見解が少し違うようですけれども、方向性的にはそういった形で本年度は持

っていっていただけないでしょうか。これは要望になるかもしれんけど、そ

れが筋だと思いますけれども。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）一応農振会につきましては、４回分予算を組んでお

りますので、５月と11月ごろですかね、それと継続になった場合の予算とい

うことで現在４回組ませていただいております。そのときのあれに間に合え

ば、委員さんの方々にもこういう素案はお見せすることができる、また意見

も聞くことができるのかなと思っております。その辺はまた担当あるいはコ

ンサルさんのほうとご相談していきたいと思います。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）かな、じゃなくて、できますか、できませんかと聞

いていますので、そういった方向でできますか、できませんかです。すみま

せん。できる方向でいきたいというのはわかりましたけれども、できますか。 

○議長（坂梨公介君）産業課長。 

○産業課長（海東義朗君）わかりました。一応ある段階でお見せするようにし

たいと思います。 

○議長（坂梨公介君）ほかにはございませんか。 

  １番、坂本議員。 

○１番議員（坂本隆文君）１番、坂本です。 

  ページは72ページです。これは、２観光費の節の15工事請負費です。

2,464万7,000円、馬頭山隣接の駐車場です。大変厳しい財政の中に今回上げ

ていただきましてありがとうございます。その中で２点質問ですけれども、

１つは、2,460万円ほどで大変厳しい財政の中で大変リーズナブルな金額で

つくられておりますけれども、内容を聞きましたところ、駐車場の道は舗装

するということと、あとは駐車スペースは砕石等でされるということですけ
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れども、今回はこういうことで終わりということですか。それともまた次に

コンクリ舗装とか、コンクリートで駐車場をつくられるのが後々出てくるの

かというのをお聞きしたいのが１つと、企画商工課のほうにお聞きしたいん

ですけれども、駐車場をつくられて、普段はそんなに利用者はおられないと

思います。こちらを使われるためには、イベント等があったときに使われる

ようになると思いますけれども、企画という名前がございますので、萌の里

と協力し合いながら今以上のイベント等をつくられることはお考えとしては

いかがでしょうか。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）まず最初に、工事のあり方とか、施工の中身な

んですけれども、2,400万円ほどでそこの中に駐車場を兼ねた公園というこ

とを目指しているわけですけれども、この管理につきましては、ご存知のよ

うに、萌の里からお話が上がってきたというところで解釈して、萌の里のほ

うにお願いしたと。そして舗装については、先ほども議員のほうから申され

ましたように、中を通ります道路については、もう主体的な道路で舗装をし

たいと、舗装をするところで計画をさせていただいております。 

  あと、駐車のスペースにつきましては、当面は砂利敷きか、またはそのま

まあそこは盛土だったり、掘削だったりで数年はその状態がどのような状態

になるかわかりませんけれども、砂利敷きか地下浸透になるような駐車場公

園型にしたいなというふうに思っておりますので、地形が変われば、そこら

辺で不便さを感じれば、またそのときに舗装する何なりを、要望をお願いし

たいなというふうに考えております。 

  次に、イベントのことでございますけれども、イベントにつきましては、

萌の里さんが年に数回、いろんな形でイベントをやられております。今度も

３月21日に山の神祭りということで、結構な方が来られるんじゃないかなと

いうふうに思っていますけれども、そういったイベントにつきましては、萌

の里さん、または近隣の観光施設の皆さん方と一緒になって、また考えてい

く必要はあるかなというふうに思っています。 

  あの駐車場の利用につきましては、当初申し上げましたように、萌の里さ

んのほうに委託管理というか、一緒になってあちらのほうで管理していただ

くところで考えております。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）１番、坂本議員。 

○１番議員（坂本隆文君）１番、坂本です。 

  つくった後の維持管理というのは結構大変だと思います。山をもともと切

り開いてつくられたわけですから、草も結構生えると思いますので、そちら

のほうは萌の里さんがメーンで使われますので、そちらのほうになるべくし

ていただけるようにというふうに思います。 

  また、イベントに対しても、今までのイベント以上にやっていただければ、
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イベントをすればいろんなところから人が、お客さんが来ますし、商品も売

れますので、地元の商品ですので、どうかその辺のほうを考えながら、話し

合いながらやっていただきたいと思います。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかに。 

  10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）今の商工費、観光に売り上げをいかに結びつける

かということで、いろいろと知恵を出しておられると思います。私も坂本議

員のいろんな情報発信のご努力にも敬意を表しているんですけれども、最近

その点でＷｉ－Ｆｉというものが、特に私もスマホを今年の元旦から始めた

ばかりですけれども、Ｗｉ－Ｆｉというのがあちこちでありますけれども、

日本は諸外国と比べまして無料のＷｉ－Ｆｉというのが、サービスというの

がほとんどなくて、これからオリンピックだとか、いろいろサッカー、それ

からラグビーですかね、こういったことで外国から観光客が来られたり、ま

た、若い人が使っているということからしますと、無料のＷｉ－Ｆｉという

ものがあるかどうかということで、たとえ少し道が不便であっても、わざわ

ざそこまで行って、そしてそれが集客につながって売り上げにつながると、

こういうようなことで、こういうことが今政府が言っております地域創生、

この枠組みにも当てはまると、外国人の集客ということでですね。 

  そういうようなことで、特に阿蘇の入り口ですから、これをぜひここの72

ページの例えばこの委託料あたりとか、役務費だとか、ここに急速充電設備

保守メンテナンスとかいろいろ書いてありますけれども、そういった形で白

糸の滝だとか、萌の里だとか要所要所に設けたら、恐らく大変な効果があり

はしないかと思いますけれども、この委託料の中には含まれていませんです

よね、お尋ねします。 

○議長（坂梨公介君）企画課長。 

○企画商工課長（髙本孝嗣君）ただいまお尋ねになられましたＷｉ－Ｆｉにつ

きましては、携帯電話のスマートフォンだったり、そういったご利用、また

は家での端末あたりを使われる方はご理解できるかと思いますけれども、こ

のそもそもＷｉ－Ｆｉにつきましては、インターネットを無線ＬＡＮ、ＬＡ

Ｎでつないでいるケーブルを無線で飛ばすということでございまして、一般

的にはそれにはパスワードあたりがありまして、ホテルなんかは特にそうい

ったＷｉ－Ｆｉは使えるようになっているんですけれども、そのホテルで今

度はパスワードを聞かないと利用できないというふうな状態でございます。 

  今、議員がおっしゃられましたのは、無料で配信できるような施設だろう

と思います。これにつきましては、それぞれ萌の里さんだったり、またはミ

ルク牧場だったり、そういったところの主要的な箇所につきましては今後進

めていきたいというふうには考えておりますけれども、これがそれぞれの施

設が設置するものでございまして、村といたしましては、それを要望すると
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いうような形になろうかと思います。 

  今後は、今、田島議員がおっしゃいましたように、村の主要施設につきま

して、特に糸舞季だったり、滝だったり、あの辺については今後の検討課題

にはなろうかと思いますけれども、その前にそれぞれの施設にご要望あたり

は今後していきたいというふうには思っております。以上でございます。 

○議長（坂梨公介君）10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）今言っていただきましたけれども、滝の糸舞季で

すね。もう本当に１年の中での限られた期間しかお客さんがいないけれども、

もしそこにＷｉ－Ｆｉが設けられておりましたら、恐らくかき分けかき分け

して探しながらお客さん来るんじゃないかというふうに思いますので、特に

よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  総務課長に２点お尋ねします。 

  まず初め、これは31ページの特定案件法律相談委託料が、これは２人分と

いいますか、30万円が60万円になっておったので、今現在、訴訟中というこ

とでございますが、差し支えないところまででいいですが、現在どのような

状況になっているのか。また、これが倍になったということは、また何か２

件というか、弁護士さん費用でしょうから、２人ぐらいになるのかなという

ようなのをちょっと予測しておりますが、それの状況を説明お願いしたいと

いうこと。 

  もう一件は、これは公共住宅の長寿化工事ということでございまして、今

度新しく落成式もございますが、この計画では、あと何棟ぐらいをされるか

ということをちょっとお尋ねします。 

○議長（坂梨公介君）総務課長。 

○総務課長（泉田元宏君）特定法律相談委託料の60万円ということで、今回予

算を計上させていただいております。現在の係争中の２件ということで、ど

ういう状況かということでございますけれども、今回、第４回までの口頭弁

論あっております。４月16日に一応結審の予定でございます。まだ相手方の

ほうから反論等がまだ出ているかどうかの確認はとっておりません。 

  それから、森林整備計画の変更につきましては、第１回の口頭弁論があっ

ただけで、こちらについてはまだそれ以上の進展はあっておりません。 

  それから、住宅の改修工事の部分ですかね。これは平成27年度が最後にな

ります。よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  村長。 

○村長（日置和彦君）私が質問ではなかばってんが、今、林田議員が申されま
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した裁判の件でありますけれども、今２件の裁判をやっておりますけれども、

今回は60万円予算を組ませていただいております。しかし、相手が相手でご

ざいますので、まだ来るかもわからんということで、そのときはまた補正を

組ませていただきますけれども、我々は落ち度はないというふうに捉えてお

ります。今回の裁判においても、そこら辺はそう結審が来るだろうというふ

うに思っております。 

  しかしながら、今申しましたように、またあることも可能性はないことは

ないと、相手は金に糸目はつけませんので、我々は毅然とした態度で、何が

来ても対処していきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかに質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

  10番、田島議員。 

○１０番議員（田島敬一君）今回の予算を見ますと、国民総背番号制といいま

すか、マイナンバーというようなこととか、また、住基ネットもさらに継続

し、また深まっているようでございます。そういった中で、外国からも先日

はイスラム国の日本国内のさまざまなところにインターネット侵入しまして、

いろいろ悪さをしているというようなこともありますし、やはりこのような

こと、マイナンバーとか、こういったことでやっていけば、いろいろともう

国民一人一人が把握されて、いろいろお金をとられたりとか、また詐欺の対

象になったりとかですね。そういったことになりやすいのではないかという

ようなことで、反対する気持ちがあります。 

  それと、提案的なことになりますけれども、質問で述べましたけれども、

税収を確保するということで、先進的な大阪府の寝屋川市でペイジーとかい

うことを導入したら2.5％収納率が上がったとか。先ほど間違えて1.5％と申

し上げましたけれども、よく計算してみたら2.5％アップでした。そういう

ようなことで、一層会計が国保にしろ何にしろ、苦しくなっているときです

し、また、国民もなかなか生活が成り立っていかないというようなところも

ありますし、景気も悪いと。そういった中でございますが、やはり村は村と

して税収努力をしなくてはならないというようなことで、そういった努力も

提案的ですけれども、述べさせていただきまして。 

  また、もう一つ、防災の点で、いろいろ項目が挙げてありますけれども、

地震が熊本大地震というものが1889年、明治22年に起こりましてから、もう

126年とたちまして、もうかなりエネルギーが蓄積しているのではないかと

いうときに、やはりもっと震災対策、地震対策というのを考えてはどうかと

いうようなことから見ますと、その辺の手当が少し薄いのではないかという

ことで、特に私は阪神淡路だとか、東日本大震災などの経験教訓からいたし

まして、感震ブレーカーという、地震が来たらすぐ各家屋のブレーカーがお

りまして、後で２日後か３日後ぐらいに停電が直ったときに火災の原因にな
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るというようなことを防ぐ装置ということで、感震ブレーカーというものが

今大変効果があると言われております。こういったのも施策として一つ研究

する必要があるのではないかというようなことを申し述べさせていただきま

して、討論とさせていただきます。 

○議長（坂梨公介君）田島議員、気持ちと言われましたが、はっきり言ってく

ださい。気持ちじゃいかんけん、反対なら反対、賛成なら賛成、今のは何討

論ですか。 

○１０番議員（田島敬一君）反対討論です。 

○議長（坂梨公介君）反対の討論ですね。 

  ほかにございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  賛成討論をいたします。 

  まず、マイナンバー、住基ネット等の関係ですけれども、国の施策の中で

本村も日本国での一部である以上、やっているわけですけれども、やはりこ

のマイナンバー制度の導入におきましては、国民の税に対する平等性の確保

が大原則といった形で、非常に管理しにくいおのおのの多種多様な職種の中

で、これが最適であろうということで進められるわけです。行政機関のほう

も、これがありますと少し把握しやすかったり、行政の仕事量も幾分軽減さ

れるのであろうといった方向性の中で行われております。これに対するお話

で、ＩＳの話が出ましたけれども、やはりどこの企業、どこの民間企業、ど

この場所、どのネットの環境が全て整っている場所におきましては、いろん

な情報を守ろうとする者がおれば、それをちょっと守りを壊したいなという

者が発生するのは社会の常であると思っております。そういった中で、最大

限の防御をしながら守っていくと。万が一漏れた場合も早急な対応をとると

いった方向が見えておりますので、その辺には当たらないのだろうと思いま

す。 

  税収の確保におきましては、やはり本村もせんだっての経済新聞ではあり

ませんけれども、日本で最も高い位置に初めて位置されました。そういった

中でも、やはり今後の発展がさらに見られるような村であります。当然、税

収もそれなりの周辺自治体とも比べまして、村税におきましても、大きな財

源を占めるようになっております。さらなる徴収率の向上は、いつも目標に、

常に100を目標に頑張っていただいて、その成果が九十何％だったというの

は仕方ないと思っております。 

  私の持論ですけれども、本来ならば納税組合等ができますならば、あれば、

100％にいくんだろうといった形も思っていますけれども、これが世の中が

許さんような、先ほどの個人情報じゃありませんけれども、そういう時代で

すので、今の方向性でいってもらえばと思います。 
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  最後に、感震ブレーカーとか、耐震、防災に関する予算のお話がありまし

た。今回の中で大きな予算占める総合体育館の整備計画が始まりましたけれ

ども、この大きな目的の中で防災の避難場所を含めた大きな拠点づくりとい

うことで、いざとなった場合の西原村の防災の拠点としても位置づけられて

おります。 

  なお、税収不足に対する今後大きくなるであろう社会保障の費用におきま

しても、健康づくり、体力づくりを目的とした中で、さらなる地域間のコミ

ュニケーションの場として、村全体の河原、山西ではなく、拠点としての事

業が始まっております。そういった予算も含まれておりますので、今回の一

般会計予算におきましては、全て可じゃありませんけれども、おおむね良好

ということで、賛成討論といたします。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにはございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第32号、平成27年度西原村一般会計予算について、原案どおり決する

ことに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立多数） 

○議長（坂梨公介君）起立多数。 

  よって、議案第32号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午後 １時５９分） 

 

（午後 ２時１０分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第２、議案第33号、平成27年度西原村国民健康保険特別会計予算につ

いてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第33号につきましてご説明いたしま

す。 

  議案第33号、平成27年度西原村国民健康保険特別会計予算、熊本県阿蘇郡

西原村。 

  あけていただきまして、平成27年度西原村国民健康保険特別会計予算。 

  平成27年度西原村国民健康保険特別会計の予算は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億

6,156万3,000円と定める。 

  ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳
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入歳出予算」による。 

  一時借入金、第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

入金の借入れの最高額は、１億2,000万円と定める。 

  歳出予算の流用、第３条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定に

より歳入歳出の各項の経費を流用することができる場合は、次のとおりと定

める。 

  （１）保険給付費の各項に計上された予算に過不足を生じた場合における

款内での、これらの経費の各項間の流用。 

  平成27年３月５月提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明をいたします。 

  ７ページをあけてください。 

  まず、歳入の予算でございます。 

  款１国民健康保険税、項１国民健康保険税、目１一般被保険者国民健康保

険税１億7,293万2,000円で、前年度に比べて133万円、0.8％の減でございま

す。同じく国民健康保険税の目２退職被保険者国民健康保険税は1,022万

6,000円で、前年度に比べて15万9,000円、1.5％の減でございます。これら

現年度課税分につきましては、平成27年２月中旬の調定をもとに、被保険者

の主なる業種としまして自営業、農業等の所得の減を見込んで算出しており

ます。 

  また、被保険者数の減少による均等割等を見込んだ税額であります。また、

滞納繰越分につきましては、前年、前々年などの収納率等を考慮した額を計

上させていただいております。 

  ８ページをお願いいたします。 

  款３国庫支出金、項１国庫負担金こちらは、合計でいきますと前年度で

12.8％増の１億9,386万4,000円でございます。目１の療養給付費負担金の増

額が主な要因でございます。療養給付費負担金は平成26年度療養給付費の変

更申請額で計上しております。 

  同じく款の３国庫支出金、項の２国庫補助金になります。こちらは全体額

で7,012万2,000円、対前年で6.7％増となります。これは、目１の財政調整

交付金のうち普通調整交付金の増額によるものでございます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  款４療養給付費等交付金、項１療養給付費等交付金、目１療養給付費等交

付金、こちらは総額で2,560万3,000円、対前年度と比べますと48％ほどの減

になっております。これは昨日の補正予算でもご説明いたしましたが、退職

被保険者の療養給付に対する社会保険診療報酬支払基金からの交付金であり

まして、平成26年度の交付見込み額をもとに予算計上させていただいており

ます。 

  款の５前期高齢者交付金、項１前期高齢者交付金、目１前期高齢者交付金、
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こちらは１億3,070万8,000円の計上しております。対前年度で23.8％増とな

ります。この交付金は前期高齢者65歳から74歳までの方の加入率が高くなる

保険者に対しまして、医療費の不均衡を調整するために交付されるもので、

社会保険診療報酬支払基金の平成27年度の提示額を計上させていただいてお

ります。 

  款の６県支出金、項１県負担金、こちらは総額で570万7,000円を計上して

おります。これは高額な医療費に関する給付費の発生が国保財政に与える影

響を緩和する目的に、国保連合会主体となり実施される高額医療費共同事業

拠出金に充てるための交付金でございます。 

  同じページの県支出金の県補助金、目１財政調整交付金、こちらは対前年

度比で21％増で4,949万7,000円を計上しております。これは市町村間の所得

格差を調整するための交付金で、県の補助金の算定をもとに算出しておりま

す。普通調整交付金の額の増額によるもので、平成25年度の実績を、まだ平

成26年度のほうが最終確定しておりませんので、平成25年度の実績で計上さ

せていただいております。 

  款７共同事業交付金、項１共同事業交付金、目１高額医療費共同事業交付

金1,523万9,000円、目２保険財政共同安定化事業交付金につきましては、制

度改正により交付対象額が拡大をするために２億200万円を予算計上してお

ります。これは保険者の保険財政安定化を図ることを目的に、国保連合会が

主体となってする事業でございます。それぞれの事業の交付基準の医療費に

対する交付金でございまして、後で歳出のほうでもまた関連して出てまいり

ますので、詳細はそちらでご説明したいと思います。 

  10ページをお願いいたします。 

  款８繰入金、項１一般会計繰入金、目１一般会計繰入金、こちらは対前年

度の110％増になります8,455万3,000円の予算額を計上しております。保険

基盤安定繰入金などの法定繰入金としまして、節の１から３までが5,205万

3,000円、それと法定外の繰入金を今回、3,250万円計上させていただいてお

ります。 

  歳入として大きなものは以上でございます。 

  次に、12ページをあけていただきたいと思います。歳出の主なものを説明

させていただきます。 

  12ページの総務費、総務管理費の一般管理費及び連合会負担金に関しまし

ては、事務的な経費でございます。 

  13ページの中段にあります保険給付費からご説明させていただきます。 

  款２の保険給付費、項１療養諸費、目１一般被保険者療養給付費４億

6,200万円、目２退職被保険者療養給付費、これが2,500万円です。ともに平

成26年度の基礎をもとに予算を計上させていただいております。 

  それと14ページをおあけください。 
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  款の２保険給付費、項２高額療養費、目１一般被保険者高額療養費6,300

万円、目２退職被保険者高額療養費330万円でございます。これにつきまし

ても、平成26年度の実際の支払い額と、その見込み額をもとに予算を計上さ

せていただいております。 

  15ページの中ほどにございます後期高齢者支援金でございます。款の３後

期高齢者支援金等、項１後期高齢者支援金等、目１後期高齢者支援金、こち

ら１億656万6,000円です。こちらは国の算定基礎をもとに社会保険診療報酬

支払基金の提示額を予算計上させていただいております。 

  16ページをお願いいたします。 

  款６介護納付金、項１介護納付金、目１介護納付金4,777万7,000円、こち

らも国の算定基礎をもとに算出しました社会保険診療報酬支払基金の提示額

で予算計上させていただいております。 

  款７共同事業拠出金、項１共同事業拠出金、目１高額医療費共同事業拠出

金1,818万7,000円、こちらにつきましては国民健康保険団体連合会の提示額

を計上しております。 

  それと同じく拠出金の目２保険財政共同安定化事業拠出金、こちらが昨年

よりも倍増という形になっております。２億1,192万4,000円を計上しており

ます。これは先ほど歳入のほうで出てまいりましたが、平成27年度からの制

度改正に伴うものとしまして、倍額で上がっておりますが、改正前は１件が

30万円を超えるレセプトが対象で、そのうち８万円の部分から80万円の部分

までの総額の59％が対象でした。改正後につきましては、レセプト１件が、

もう最低１円からですから、１円から80万円までの部分の総額に59％という

ことで、切り捨て部分の分も全てこの対象になるということですので、その

部分で額が倍増したということになります。 

  17ページをお願いいたします。 

  款８保険事業費、項１特定健康診査等事業費、目１特定健康診査等事業費

607万2,000円でございます。この節の13節に委託料が575万円計上しており

ます。これは平成20年度から実施しております特定健診事業の委託料でござ

いますが、従来は集団健診で、構造改善センターで実施していたのみでござ

いましたけれども、なかなか受診率が伸びないということもございまして、

平成27年度からは、村内の２つの医療機関で個別健診をすることとして新た

にここを増額しております。医療機関のほうには一応内諾を得たところでご

ざいます。特に今まで未受診者といいましょうか、そういう方をある程度絞

り込んだところで、一応ご案内をかけてみようかということも今検討してい

るところでございます。 

  あと、最後の19ページの予備費になりますけれども、こちらには本来であ

れば、一般会計の場合は予備費を計上しなければならない。それと特別会計

ではすることができるというふうに自治法でもうたわれておりますけれども、
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今回のこういう厳しい状況の中で、計上できる財源がございませんので、

1,000円のみの予算計上をさせていただいたところです。 

  村長の提案理由の説明の中でもありましたように、今集められるだけの情

報をもとに歳入歳出の予算の積み上げを行いました。しかし、3,250万円ほ

どの財源が不足するという状況になりまして、平成26年度の最終補正予算と

同様に、やむを得ず一般会計にお願いすることとなった次第でございます。 

  昨日配付させていただきました国保会計の歳入構成という、この10枚ほど

のつづりの中で、６ページ、７ページが平成27年度の国保会計の当初予算を

グラフ化したものでございます。６ページの縦の歳入と歳出のグラフでは、

これは一応金額を万単位で計上しております。歳入の一番上の赤い破線で囲

んだ枠の部分、ここが足りない部分になります。それと全体の歳入と歳出は、

次の７ページの円グラフですが、こちらがその比率を入れております。私の

ほうからは以上です。 

  あとは議員各位の質問によりお答えさせていただきます。ご審議方よろし

くお願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）２番、中西です。 

  まず、一般会計から繰り入れるに当たって、税収も何か負担をお願いする

という話だったんですけれども、金額等もやっぱりもう出してあるのかなと

いうのと、やっぱり前回も一般質問しましたけれども、あれは子育て云々で

始まりましたけれども、結局はホームページも含めてＰＲの問題だと思って

います。確かに中学校までの無料化とかいいこといっぱいされてあると思い

ますけれども、やっぱりその分いかなければいかないでいいほうの工面のや

り方も、やっぱり併用してやっていくべきではないかと思っています。これ

までやってこられたことがだめということではなくて、やっぱり新たにいろ

いろ創意工夫はされるべきだと思っていますので、そこに対する意気込み等

を聞きたいです。２つです。 

  一般会計を入れる以上、やっぱり最初の説明の中では村民に負担も考えて

いると言われたけれども。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）したくはないことが一番いいんですけれども、法定外繰

入金をしなきゃならないという、本当に国保の会計が厳しいところでござい

ます。阿蘇郡内の町村でも、もうほとんどというか、産山村以外はほとんど

法定外繰り入れをやっております。ここ過去５年間で見てみましても、一番

多いところは１億7,000万円ほど入れてあって、その次も１億円以上という

ことで、それぞれの町村の会計も大変厳しいところでもございます。そうい
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ったことで、今回法定外繰り入れをさせていただいたところでございます。 

  冒頭申しましたように、保険税の引き上げも、もう検討しなきゃならない

と。この国保会計というものは、国民健康保険のほかに共済、あるいは企業、

あるいは社会保険、いろんな保険等がございまして、それらに加入の方々は、

この国保とは関係ないということで、そういった税金も投入しておるという

ことで、村民全部が一律していないというところもありますので、それぞれ

村から出すものも出しますけれども、住民の方々にも負担をしていただかな

ければ、国保の被保険者の方々にも負担をしていくならというふうに思って

おります。 

  ことしの２月23日に国保運営協議会がございました。その中でも国民健康

保険税の負担もやむなしというようなお話も出ております。そういうことで

ありますので、この目的であります国民健康保険税についても、被保険者の

皆さん方に負担増とはなりますけれども、税率の改正をお願いするならばと

いうことで、前回引き上げのときも６月議会に提案をしておりますので、ど

れだけ税率を上げるのか、そこら辺も今後、運営協議会あたりと相談しなが

ら検討し、６月には、また議員の皆さん方にお願いするならばというふうに

思っております。今しばらくそこら辺の計算をさせていただくならばという

ふうに思っています。 

○議長（坂梨公介君）ほかにはありませんか。 

  住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）中西議員が２点されたうちのもう一点のほうですが、

住民課のほうの現場としましては、何をするのかと、もうここまで来た以上、

本来は昨日の補正のときも若干触れさせていただきましたけれども、やっぱ

り最終的には、もう医療の給付費を下げるしかないとは思います。でも、こ

れは今、村長が言いましたように、２月の国保運営協議会の中でも、特効薬

はなかなかありませんねと、お医者さんのほうのメンバーの方も申されたん

ですが、だとすれば、きのう言いましたように、私が今できているのは、西

原村の疾病の分類がどのような傾向になっているのかというのを、今各月、

各年のデータが国保連合会から送ってきておりますので、それを今分類作業

中です。 

  それと、先ほど申しました特定健診に関しましては、今までは集団健診の

みで、それの期間に来られなかった方についてを、またさらにというふうに

はしておりませんでしたので、もうそれに関しては一応個別健診で、また対

応したいと。これは特に予約制でないと、医療機関のほうが受け付けが非常

に厳しいこともありますので、そこら辺では医療機関とは一応お話をしてい

るところです。 

  あと、国保の特別会計で本来は予算計上すべきだったかもしれませんが、

この厳しい中でありましたので、管理栄養士を一般会計のほうで計上させて
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いただいております。これは今疾病の分類が何が特に多いかというと、血圧

関係の病気、これは循環器系の病気ですが、毎月のトップ10の中の上位を占

めております。ですから、やっぱり塩分の高いもの等々がやっぱり影響する

ものではなかろうかと思いますので、そうなってくると、これは私もその一

人ではありますけれども、主治医が申しますには、やっぱり管理栄養士がグ

ラム単位の塩分等の指導が必要であろうということをしきりに申されており

ましたので、今回から一般会計のほうで上げていただいて、また、さっきの

疾病の分類に関しても、保健師を交えたところで、みんなでちょっと協議を

していくならばと、現場のほうでは一応思っております。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ほかにはございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  本日ここを通過すると、新年度の予算が執行可能になるわけですけれども、

今回の予算で一番心配しているのが、予備費が０になったままの予算書です。

法定外もスタートで入れました。資金衝突が前半戦で起こらないことは、ほ

ぼ課長からお話は聞いておりますのでわかりますけれども、終盤戦ですね、

今回、冒頭、年度末で1,600万円の法定外、今回3,250万円の法定外と4,850

万円スタートに法定外入れて持っていかれるという形ですけれども、何しろ

予備費が０ということで、対応策として一時借入金が１億2,000万円までと

いう話でありますが、途中でこの保険料の収入のところ、税収は見てもらう

とわかります。全体規模からすると、パーセンテージは非常に低いですよね。

保険料を上げたとしても、これはまともな保険料額不足分までいくのは到底

無理なような感覚を受けています。 

  平成27年度予算として通すのは結構ですけれども、一時借入金で対応する

のか、さらなる法定外をまた臨時的に入れるのか、施策の中では今回２通り

進めていける款内の項だけでやりくりしようにも、全然全く無理ですよね、

課長。方法論としてはどのような方法で、赤字を出したらいけない会計とい

うことで冒頭説明あっていますけれども、どういった対策で今年度乗り切ら

れますか。 

○議長（坂梨公介君）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）まずは、予算が通過しなければ、何とも申し上げら

れないところもあるんですが、まずはこの予算書にうたいました、昨年度ま

では一時借入が4,000万円から5,000万円程度だったかと思います。国保会計

の基金につきまして、基金条例では前年の給付費相当の三月分ということが

あったとは思いますので、そうなってくると、今平均が4,000万円ほど月々

の給付がなりますから、やっぱり１億2,000万円は絶対本当は基金としてと

りたい、持っておきたいけれども、それがないと。である以上は、まず予算

総枠としてはあるのであるならば、このとりあえずは一時借入での運用しか
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ないのではないかなと思います。 

  それと、法定外の繰り入れ、それと法定の繰り入れにつきましても、会計

管理者と打ち合わせた上で、繰り入れる時期をやっぱりこれ検討していく必

要があると。過去の事例はもう済んだことかもしれませんが、年度末に入れ

た年度が相当ありました。そうすると、当然ながら、きょうのグラフを見ら

れたらわかるかもしれませんが、赤と黒の逆転がもうずっと続いていく状況

になります。最後に黒字に変わると。それでは本来の会計の独立の原則から

外れてしまうと思いますので、まずは一借りして、それと繰り入れの時期の

検討等で対応すると。さっき言いましたように、急に医療費を下げるという

ことはなかなか厳しいかと思いますけれども、その努力は努力でしていくと

いうことで、しっかり今のところはお答えはそれしかできないかと思います。 

○議長（坂梨公介君）９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）これが内部のやり方で対応できるところだと思いま

す。冒頭申しましたように、資金衝突というのは、また別の考えであります

ので、やはり一般会計からこちらに入れる繰入金を早目にいただいて、借り

入れは一番最後にやると、金利が発生する部分です。そういった形で、もう

最後のほうでまた法定外繰り入れの補正予算が上がらないことを願っており

ますけれども、一時借入が発生すれば、その方向に行かざるを得ないと。こ

れが雪だるま式にふえていくような予想も見え隠れします。やはり予備費が

０という厳しい予算書だと当初から思っていますので、その辺内部のやりく

りを、異例かもしれんけど、先にやるといった形で対処願えればと思います。

終わります。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

  質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第33号、平成27年度西原村国民健康保険特別会計予算について、原案

どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第33号は原案どおり可決されました。 

  日程第３、議案第34号、平成27年度西原村介護保険特別会計予算について

を議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）それでは、議案第34号についてご説明いたします。 
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  議案第34号、平成27年度西原村介護保険特別会計予算、熊本県阿蘇郡西原

村。 

  あけていただきまして、平成27年度西原村介護保険特別会計予算。 

  平成27年度西原村介護保険特別会計の予算は次に定めるところによる。 

  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６億

1,879万1,000円と定める。 

  ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳

入歳出予算」による。 

  一時借入金、第２条、地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借

り入れの最高額は1,000万円と定める。 

  歳出予算の流用、第３条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定によ

り歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

  （１）各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこ

れらの経費の各項の間の流用。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明をさせていただきます。 

  ６ページの歳入予算からお願いいたします。 

  款１保険料、項１介護保険料、目１第１号被保険者保険料１億1,425万

1,000万円、対前年と比較しまして2,995万1,000円の増額補正でございます。

これは、第６期介護保険事業計画の策定によりまして、平成27年度から平成

29年度の３年間の保険料基準額を月額の4,300円から5,400円へと改定してお

ります。これは昨日の条例改正の折もご説明いたしました。この額の改定に

伴います増額を見込んだところの予算計上でございます。ちなみに１号被保

険者の数は昨日から申し上げていますが、年内で到達するであろうという数

字で1,917名ほどまではなるであろうというところでの推移で計算しており

ます。 

  款の３国庫支出金、項１国庫負担金、目１介護給付費負担金１億714万

1,000円、こちらも第６期介護保険事業計画の平成27年度の見込み額を主に

歳出予算の介護サービス諸費、高額介護サービス等費、それと特定入所者サ

ービス費を合計した額に、施設介護であれば15％、居宅サービス等であれば

20％の国庫負担率を乗じて予算計上しております。 

  同じ国庫支出金の項２の国庫補助金、目１調整交付金4,705万8,000円でご

ざいます。これも第６期の介護保険事業計画の初年度、平成27年度の見込み

額を計上させていただいております。 

  款の４支払基金交付金、項１支払基金交付金、目１介護給付費交付金１億

6,470万5,000円でございます。これは、２号被保険者40歳から64歳までの方

の保険料でございまして、第６期の介護保険事業計画の平成27年度の見込み
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額を介護サービスの諸費のこの金額に28％を乗じて計上しております。１号

被保険者が22％に変わりますから28％でございます。 

  ７ページをお願いいたします。 

  款の５県支出金、項１県負担金、目１介護給付費負担金8,403万4,000円で

ございます。こちらも、第６期の介護保険事業計画の平成27年度の見込み額

を計上しております。これは歳出予算の介護サービス、先ほど国庫のほうで

も申しましたように、介護サービス等費、それと審査支払手数料、高額介護

及び高額介護合算サービス費等々に施設分であれば17.5％、居宅サービス等

であれば12.5％の県の負担率を乗じて予算計上しております。 

  款の６繰入金、項１一般会計繰入金、目１介護給付費繰入金7,071万3,000

円でございます。こちらも介護サービス等の諸費に市町村負担の法定分であ

ります12.5％を乗じて予算計上しております。 

  あけていただきまして、８ページをお願いいたします。 

  款の８繰越金、項１繰越金、目１繰越金につきましては500万円の計上を

しております。 

  歳入の主なものは以上でございます。 

  次に、歳出の主なものを説明させていただきます。 

  款１総務費、項１総務管理費、目１一般管理費695万4,000円の予算計上で

ございます。ここの目の中に昨年度まで予算計上を報酬として計上しており

ましたが、介護認定の非常勤職員の報酬を同じ項の一番下に認定調査費とい

うふうに予算を組んでおりますが、こちらのほうに、この非常勤の職員に関

しましては、認定調査の本来の業務が、認定調査が主でありますので、こち

らのほうに予算を組み替えたというところで予算計上しております。 

  また、本年度からこの一般管理費の委託料に地域包括支援センターの委託

分、これは総合管理として500万円を計上しております。こちらは単独部分

に当たります。条例でも説明いたしましたように、平成28年度からの実施に

伴う予防関係につきまして、今度は補助事業というふうに取り扱いますので、

平成27年度だけは単独の取り扱いになります。 

  この９ページの下段のほうの款１総務費、款３介護認定審査会費、目１介

護認定審査会費は対前年としまして188万6,000円の減額でございますが、こ

れは、介護認定審査に必要な主治医の意見書等の作成に係る役務費がござい

ますので、それを認定調査費に組み替えたということでの減額になります。

９ページ、一番下の先ほど申しました目２の認定調査費でございます。これ

は本年度から介護認定の申請区分の訪問調査のために行います部分で、審査

と認定調査、これを厚生労働省が示した区分に基づきまして計上することと

して、新たに科目を設けております。 

  あけていただきまして、10ページをお願いいたします。 

  中ほどに款２保険給付費、項１介護サービス等諸費、目１介護サービス等
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諸費５億5,706万4,000円でございます。こちらは、第６期の介護保険事業計

画の平成27年度分の見込み額を計上しております。 

  それと同じページの款２保険給付費、項の３高額介護サービス等費、目１

高額介護サービス等費1,000万円でございます。これは、１割の自己負担が

一定額を超えた場合、その超えた部分に給付されるもので、こちらも第６期

の介護保険事業計画の平成27年度の見込み額を計上しております。 

  続きまして、11ページの中ほどになります。 

  款の３地域支援事業費、項１地域包括支援センター管理費、目１一般管理

費、こちらに地域包括支援センターの運営費等が、ここに計上しております。

こちらにつきましては、今、本日バリケードがあそこにできておりますが、

昨日の質問で、きょうから着手するということで申し上げておりました。そ

の包括支援センターの管理業務にかかわる費用で、こちらは一応補助事業と

して取り組みます部分で、補助対象になります。そこの部分の金額が主なも

のになってまいります。 

  11ページの下段のほうに地域支援事業というのがあります。 

  款の３地域支援事業費、項２介護予防事業費、目１二次予防事業費240万

円でございます。これは要支援、要介護になる前に運動機能等の向上を目的

に、転倒の予防の教室などを実施する事業として、社会福祉協議会のほうに

委託しているものでございます。 

  次の目２一次予防事業230万円、これは高齢者の方が二次予防に移行しな

いような施策でありまして、ふれあいサロン事業とか、ご存知かと思います。

そういう費用、それとミニサロンとか、デイサービス等の介護予防をする事

業の費用として計上しております。 

  あけていただきまして、12ページをお願いいたします。 

  款の３地域支援事業、項３包括的支援事業の任意事業、こちらにトータル

で任意事業は目２になりますが、こちらが399万7,000円、主なものとしては

以上になります。 

  一応昨日の、また初日に配付させていただきました介護保険のこのグラフ

等々は、また後で読んでいただければと思いますが、先ほど第２号被保険者、

私も第２号に当たりますが、ちなみに保険料は幾らぐらいだろうかと共済の

担当に確認しましたら、現行のこの第６段階よりかちょっと大きかったと思

われました。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えいたします。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 
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  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第34号、平成27年度西原村介護保険特別会計予算について、原案通り

決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第34号は原案どおり可決されました。 

  日程第４、議案第35号、平成27年度西原村後期高齢者医療特別会計予算に

ついてを議題とします。 

  内容の説明を住民課長に求めます。 

（住民課長 島信幸君 登壇 説明） 

○住民課長（ 島信幸君）議案第35号につきましてご説明いたします。 

  議案第35号、平成27年度西原村後期高齢者医療特別会計予算、熊本県阿蘇

郡西原村。 

  あけていただきまして、平成27年度西原村後期高齢者医療特別会計予算。 

  平成27年度西原村後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算、第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億

5,514万7,000円と定める。 

  ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳

入歳出予算」による。 

  歳出予算の流用、第２条、地方自治法第220条第２項ただし書の規定によ

り歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり

と定める。 

  （１）各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内での

これらの経費の各項の間の流用。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容につきましてご説明をいたします 

  ６ページの歳入予算をお願いいたします。 

  款１後期高齢者医療保険料、項１後期高齢者医療保険料、目１特別徴収保

険料2,601万8,000円、前年度と比較しまして301万5,000円の増額補正でござ

います。この保険者の75歳以上に到達された方の保険者等の基礎数字につき

ましては、実際の数字等にやっぱり変動がございます。この後期高齢者の連

合会よりのシミュレーションといいましょうか、過去３年間の平均値、それ

と伸び率等を考慮したところでの予算算定となっておりまして、平成26年度

の当初予算での数値は1,046名でありました。今回、平成27年度の連合会か
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らの提示された数字は1,059名です。２月末現在での住民基本台帳人口の75

歳以上の数値を参考に申し上げますと、1,036名であります。この後期高齢

者医療の被保険者に関しましては、障害認定ということもございます。また、

その若い世代の方が障害を負われた場合、その認定をしてもらえれば、後期

高齢のほうに移行できるという制度があって、そちらのほうに移行されてい

る方が21名ほど今現在いらっしゃるということです。この保険料につきまし

ては、先ほど言いました熊本県後期高齢者広域連合の算出しました額で、特

別徴収と普通徴収の保険料に案分した形で予算は計上しております。 

  款の３の繰入金にいきます。款３繰入金、項１一般会計繰入金、目２保険

基盤安定繰入金2,396万円。これは後期高齢者医療広域連合で算定しました

額でございまして、低所得世帯に属する被保険者及び被扶養者の方の保険料

の均等割額を一定割合の額で減額し、負担の軽減を図るために県の負担金を

一旦一般会計に入りますから、それを一般会計から特別会計に繰り入れるも

のでございます。最終的には後期高齢者医療の広域連合に納付することにな

ります。 

  次の目の３療養給付費繰入金8,598万7,000円でございます。こちらも後期

高齢者広域連合で算定しました額で、医療費相当額の２分の１部分を市町村

が負担することとなっております。 

  ７ページをお願いいたします。 

  款の５諸収入、項の３受託事業収入、目１後期高齢者医療広域連合受託事

業収入97万円でございます。これは、熊本県後期高齢者広域連合の算出した

額でございまして、基本健診に対する受託の料金でございます。この基礎数

値としては、63名ほどの対象者で予算計上してございます。歳入の主なもの

は以上でございます。 

  あけていただきまして、８ページの歳出予算をお願いいたします。 

  この款１の総務費につきましては、事務経費になります。 

  款の２後期高齢者医療広域連合納付金、項１後期高齢者医療広域連合納付

金、目１後期高齢者医療広域連合納付金１億5,335万9,000円でございます。

この説明欄の中の主なものとしましては、現年度保険料の徴収分の負担金

3,871万6,000円、それと後期高齢者医療保険基盤安定負担金2,396万円、そ

れと次のページになります後期高齢者医療療養給付費負担金8,598万8,000円

などでございます。これは全て後期高齢者広域連合に納付するものでござい

ます。 

  ９ページをお願いいたします。 

  款の３保健事業費、項１健康保持増進事業費、目１健康診査費、こちらに

97万1,000円の予算計上でございます。主なものといたしましては委託料に

計上しております健診の健診機関への委託料でございます。 

  この歳入歳出ともでございますけれども、ほとんどが基礎数値が後期高齢
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者医療の連合会からの提示額になります。総務費の一般管理の部分が独自に

積み上げ計算しているものでございます。以上でございます。 

  あとは議員各位のご質問によりお答えいたします。ご審議方よろしくお願

いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）これは今まで一度も質疑応答がなかった特別会計で

あります。しかし、今回はちょっと教えていただきたい件がありますので、

お伺いします。 

  この特別会計に移行してもう数年たちまして、ほぼスルーする特別会計な

ので、誰も質疑もしておりません。要は広域連合、県下一斉の連合になった

ということですけれども、母体の連合の運営状況はやはりなかなか見えない

というところでもあります。なぜ聞いておるかというと、見えない特別会計

にお金を入れて連合でやっております。連合のほうが会計がうまくいってお

るのか、お金を余分に持ち過ぎちゃおらんのか、そういったチェック機能が

ありますですか。 

○議長（坂梨公介君）報告書が来ておったろ。後で報告書の閲覧をして。 

  ９番、宮田議員。 

○９番議員（宮田勝則君）というのは、要するに会計を任せておるといったこ

とで、なかなか地元の自治体には詳細が見えてこないというデメリット部分

も当然あるわけで、メリット部分としては県下の格差を均等化するといった

ところがメリットであろうと思いますけれども、やはり足元の国保会計の中

で、自分の足元が大ピンチだと。後期高齢支援分が１億円以上ありますです

よね。このシステムは当然つくられたんでしょうけれども、その会計の中身

がこちらから見えない状況で、向こうに仕送りばせにゃいかんといった状況

がいかがなものかという思いもあります。やはり今まではすんなりすんなり

いけましたけれども、やはりそのチェック機能が、どこの自治体も多分思い

出しておるかもしれませんけれども、要るんじゃないかなということで、広

域連合の中には議会とかありまして、当然、全町村会じゃありませんけれど

も出られております。なかなかやっぱりよそ域の中に入って、お客さんのよ

うな感じで議会もおられると思いますので、なかなか立ち入ったことまでは

いけないのじゃないかなと思いもありますので、その辺の機能の、これは広

域で考えにゃいかんことですけれども、多分各自治体も国保がこれだけ逼迫

した状況の中で、後期高齢のほうはえらいよか状況であれば、不平不満も出

るんじゃないかなと思いもありますので、その辺チェック機能的なことがで

きないのか、その辺ですね。議長は行かれていますけれども、議長、答弁で

きませんので、方向性としてはちょっとできるのか、できないのか。首長会
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じゃなかですか、そういうのは、ない。 

  暫時休憩ばお願いします。 

○議長（坂梨公介君）暫時休憩してください。 

（午後 ３時０５分） 

 

（午後 ３時１１分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ほかにございませんか。 

  答えは。（「今のところ事務上も可能ですね」の声）住民課長。 

○住民課長（ 島信幸君）今のところ事務方がチェックするということは、ち

ょっと厳しい状況かもしれませんので、今後各町村といいましょうか、県域

ごとの担当課長会議あたりでもう一遍話を詰めて、首長のほうからまた提案

ができれば、そういう形で進められたらとは思います。 

  よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第35号、平成27年度西原村後期高齢者医療特別会計予算について、原

案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第35号は原案どおり可決されました。 

  日程第５、議案第36号、平成27年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算

についてを議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 海東義朗君 登壇 説明） 

○産業課長（海東義朗君）議案第36号についてご説明いたします。 

  議案第36号、平成27年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算、熊本県阿

蘇郡西原村。 

  あけていただきまして１ページでございます。 

  平成27年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算。 

  平成27年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算は、次に定めるところに

よる。 

  歳入歳出予算。 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ7,044万1,000円と定め

る。 
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  ２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳

入歳出予算」による。 

  債務負担行為。 

  第２条、地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすること

ができる事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。 

  歳出予算の流用。 

  第３条、地方自治法第220条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各

項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除

く。）に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経

費の各項の間の流用。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  主な内容についてご説明いたします。 

  ７ページをお願いいたします。 

  歳入予算、款１水道事業収益、項１営業収益、目１給水収益の水道使用料

は5,800万円でございます。 

  平成26年度の調定見込額と年度末の供給源数をもとに平均値を出して算出

しております。年度内での件数の増加に伴う使用料の増加も見込まれますが、

当初予算のため見込んでおりません。 

  目２その他営業収益には、30件の新規加入分として加入金324万円、13ミ

リで30件分を見込んでおります。 

  款２繰越金には、900万円を計上しております。 

  ８ページをお願いします。 

  歳出予算をお願いいたします。 

  款１水道事業費、項１営業費用、目１業務費につきまして主なものは担当

職員の人件費でございます。 

  節11需用費の1,238万円には、消耗品費にメーター給付費58万1,000円を含

む115万2,000円、光熱水費に水源地配水池電気料810万円、修繕費に水道施

設修繕費300万円等を計上しております。 

  次の９ページの節13の委託料には、水道施設保守点検委託料39万2,000円、

水道施設現地草刈り委託料20万2,000円、４番目の簡易水道事業変更認可申

請書作成業務委託518万4,000円につきましては、当時の認可申請内容から給

水区域の拡張等を行い、認可内容の変更申請を行う必要があります。あわせ

まして、水道施設の給水能力も近い将来ピークを迎えようとしていることも

あり、秋田原配水池の老朽化も懸念されるため、今後の拡張工事を視野に入

れたところでの事業計画もあわせて策定するならと考えております。 

  節14使用料及び賃借料では、現在水道施設の状況を役場にて集中管理でき

るようにシステム構築をしておりますが、現システムを構築して丸６年が経
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過し、サーバ機能、耐用年数も過ぎたことから、サーバ機を再構築する必要

があります。今後は５年毎に機器の交換ができるよう、また単年の費用負担

を抑えられるように、リース契約で運用したいと考えております。 

  ４ページのほうに債務負担行為をつけております。 

  戻っていただきまして、節の15工事請負費には、１、村道役場堤下線の道

路拡張に伴う水道管布設工事614万8,000円、２、２番目に鳥子工業団地調整

池排水路工事に伴います鳥子地区への給水管との接続のため、水道管布設工

事443万円を計上しております。 

  次の10ページの項の２営業外費用、目１企業債償還金として2,307万円計

上しております。 

  平成27年度末地方債現在高見込元金額は18ページ、最後のページに記載し

ておりますが、１億6,229万2,000円となり、最終償還年度は平成38年度でご

ざいます。 

  戻っていただきまして、目の２消費税相当額には293万8,000円、項の３予

備費に270万9,000円を計上しております。以上でございます。よろしくご審

議方お願いいたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第36号、平成27年度西原村中央簡易水道事業特別会計予算について、

原案どおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第36号は原案どおり可決されました。 

  日程第６、議案第37号、平成27年度西原村工業用水道事業会計予算につい

てを議題とします。 

  内容の説明を産業課長に求めます。 

（産業課長 海東義朗君 登壇 説明） 

○産業課長（海東義朗君） 議案第37号についてご説明いたします。 

  議案第37号、平成27年度西原村工業用水道事業会計予算書、自平成27年４

月１日から至平成28年３月31日、西原村。 

  あけていただきまして、２ページをお願いいたします。 

  平成27年度西原村工業用水道事業予算書。 

平27/01回　西原村定例会会議録（副本）　2015/03



－207－ 

  総則、第１条、平成27年度西原村工業用水道事業会計の予算は、次に定め

るところによる。 

  業務の予定量、第２条、業務の予定量は次のとおりと定める。 

  （１）給水事業所数８カ所、（２）年間総給水量23万1,775ｔ、（３）１

日平均給水量635ｔ、（４）主要な建設改良費０。 

  収益的収入及び支出、第３条、収益的収入及び支出は次のとおりと定める。 

  収入、第１款水道事業収益1,953万8,000円、第１項営業収益1,126万5,000

円、第２項営業外収益827万2,000円、第３項特別利益1,000円。 

  支出、第１款水道事業費用1,953万8,000円、第１項営業費用1,461万3,000

円、第２項営業外費用45万円、第３項特別損失1,000円、第４項予備費447万

4,000円。 

  資本的収入及び支出、第４条、資本的収入及び支出の予定額は次のとおり

と定める。 

  資本的収入、資本支出はございません。 

  議会の議決を経なければ流用することができない経費、第５条、次に掲げ

る経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、また

は、それ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経な

ければならない。 

  （１）職員給与477万4,000円、（２）交際費は０でございます。 

  利益剰余金処分、第６条、繰越利益剰余金のうち500万円を次のとおり処

分するものとする。 

  （１）減債積立金０、（２）利益積立金０、（３）建設改良積立金500万

円。 

  たな卸資産購入限度額、第７条、たな卸資産の購入限度額は８万円とする。 

  平成27年３月５日提出、西原村工業水道事業管理者、熊本県阿蘇郡西原村

長。 

  主な内容につきましてご説明いたします。 

  15ページをお願いいたします。 

  平成27年度西原村工業水道事業予算説明書。 

  収益的収入及び支出。 

  本年度の給水事業所も冒頭にもありましたように８カ所でございます。 

  １日の給水量としましては、昨年度実績としまして635ｔを予定いたして

おります。前年度当初は615ｔを計上しておりました。これにつきましては、

昨年９月から株式会社三井電器より、１日当たり使用量の増の申し込みに伴

う増加分でございます。超過料等については、当初予算では加味しておりま

せん。 

  16ページからの支出をお願いします。 

  支出の水道事業費用につきましては、昨年度より大きく増加するのは款１
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水道事業費用、項１営業費用、目３総係費ですが、主に人事異動に伴います

人件費の増加でございます。前年比で101万9,000円の増加になっております。

また本年度も資本的収入及び支出につきましては、総則第４条で述べました

ように０となっております。以上でございます。 

  審議方よろしくお願いします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  議案第37号、平成27年度西原村工業用水道事業会計予算について、原案ど

おり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、議案第37号は原案どおり可決されました。 

  暫時休憩します。 

（午後 ３時２８分） 

 

（午後 ３時３７分） 

○議長（坂梨公介君）休憩前に引き続き会議を再開します。 

  日程第７、同意第１号、副村長の選任につき同意を求めることについてを

議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）同意第１号についてご説明いたします。 

  同意第１号、副村長の選任につき同意を求めることについて。 

  このことについて、次の者を副村長に選任したいから地方自治法第162条

の規定により議会の同意を求める。 

  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  記。 

  住所、西原村大字布田1891番地２。 

  氏名、内田安弘。 

  生年月日、昭和29年１月１日生まれ。 

  提案理由、副村長坂本武氏が平成27年３月31日をもって辞職することによ

り、新たに副村長を選任いたしたく提案するものであります。 
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  次のページに、内田氏の履歴書を添付いたしております。よろしくお願い

いたします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりました。 

  これより同意第１号、副村長の選任につき同意を求めることについての質

疑に入ります。質疑ございませんか。 

  ２番、中西議員。 

○２番議員（中西義信君）２番、中西です。 

  まず、副村長、大変お疲れでした。単身で来られて、長年、西原村のため

に頑張っていただいたと思っています。内田さんも昔から知っておりまして、

本当にこれからは西原村のために頑張っていただけるんではないかと思って

います。 

  そこで、坂本副村長においては、ここは公式の場ですから、何か一言、言

っていただければなと思って。 

○議長（坂梨公介君）坂本副村長。 

○副村長（坂本 武君）次の会合のときにということで、よろしくお願いしま

す。 

○議長（坂梨公介君）ほかにございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入りますが、討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  同意第１号、副村長の専任につき同意を求めることについて、原案どおり

同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、同意第１号は原案どおり同意することに決定しました。 

  日程第８、同意第２号、西原村教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて（加藤みな子氏）を議題とします。 

  内容の説明を総務課長に求めます。 

（総務課長 泉田元宏君 登壇 説明） 

○総務課長（泉田元宏君）同意第２号についてご説明いたします。 

  同意第２号、西原村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て。 

  西原村教育委員会委員に次の者を任命したいので、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）第４条第１項の規定により議

会の同意を求める。 
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  平成27年３月５日提出、熊本県阿蘇郡西原村長。 

  記。 

  住所、西原村大字布田2101番地１。 

  氏名、加藤みな子。 

  生年月日、昭和34年８月13日。 

  提案理由。 

  教育委員内田久子氏の任期満了に伴い新たに委員を任命することに対し、

議会の同意を要するためでございます。 

  次のページに履歴書を添付させていただいております。よろしくお願いい

たします。 

○議長（坂梨公介君）内容の説明が終わりましたので、これより質疑に入りま

す。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）質疑がないようですから、質疑を終結します。 

  これより討論に入ります。討論ございませんか。 

（「討論なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）討論なしと認め、討論を終結します。 

  これより本案を起立により採決します。 

  同意第２号、西原村教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

て（加藤みな子氏）を原案どおり同意することに賛成の諸君の起立を求めま

す。 

（起立全員） 

○議長（坂梨公介君）全員起立であります。 

  よって、同意第２号は原案どおり同意することに決定しました。 

  日程第９、組合議会報告を行います。 

  組合議員から報告がございましたら、お願いします。 

  ７番、林田議員。 

（７番議員 林田直行君 登壇 報告） 

○７番議員（林田直行君）７番、林田です。 

  組合議会ということで、益城・嘉島・西原環境衛生施設組合におきまして、

２月13日において、平成26年度の一般会計の補正予算並びに第２号で平成27

年度の一般会計予算を報告いたします。 

  まず初め、平成26年度の一般会計補正予算ではございますが、歳入におき

まして、組合分担金が益城町の388万円が増となり、交付税額のこれは確定

追加分ということで、388万円の増となっております。 

  一応収入でございますが、それから、財産収入のところで、これは西原村

のごみ袋が100万円の減となっております。 

  それから、雑入のところで、資源ごみ売却ペットボトルですが、これが
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300万円の増となっておりまして、収入におきまして588万円の増となってお

ります。 

  また、歳出におきまして、減がこれは消耗品としまして、西原村の100万

円ということです、ごみ袋です。 

  そういうことで、あとは予備費に入れまして、補正額がありまして、計の

５億6,082万円となっております。 

  また、平成27年度の一般会計予算書を申し上げます。 

  歳入歳出より報告します。 

  歳入におきまして、分担金及び負担金が４億543万8,000円、使用料及び手

数料6,870万円、財産収入381万7,000円、繰入金１円、繰越金4,500万円、諸

収入717万円となり、収入合計が５億5,712万6,000円となっております。 

  次に、支出が議会費156万2,000円、総務費8,973万1,000円、衛生費４億

6,283万3,000円、予備費300万円、支出合計５億5,712万6,000円となってお

り、２案の議案とも可決いたしました。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ただいま報告が終わりましたが、何かお尋ねはございま

せんか。 

（「ありません」の声） 

○議長（坂梨公介君）お尋ねがないようですので、自席に帰ってください。 

  ほかにありませんか。 

  10番、田島議員。 

（１０番議員 田島敬一君 登壇 報告） 

○１０番議員（田島敬一君）阿蘇の広域組合議会の報告をさせていただきます。 

  ３月３日におきまして未来館にて会議が行われました。阿蘇市が改選を終

えまして、６名が登場という具合に次から次に阿蘇広域の場合は改選があり

ますので、そのたびにいろいろと話し合いが行われるという状況でございま

して、各市町村、広域合併が行われまして、以前は12町村だったのが、今は

１市３町３村ということで、自治体の数が約半減しています。そういった中

で、負担割合を人口割にするのか、平等割にするのかということで、人口割

にすれば、合併しないところがふえると。また、平等割にすれば、人口数の

多い市に負担がふえるということで、お互いに阿蘇市だとか、北部の南小国

町、そういったところとの激しい議論が行われましたけれども、実はこれ負

担割合の話は平成17年２月から何回となく話し合われておりますが、いまだ

に結論が出ておりません。しかし、そのときも結論は出ずに、それぞれ持ち

帰って議会と相談してくるというようなことでございました。 

  西原村の場合は、控室で中西議員が報告されましたように、余り影響がな

いということで、担当している職務というのが少ないということもあります。

そういうようなことでございます。 

  それから、議論の中身をかいつまんで申しますと、去年の12月に監査委員
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からいろいろと指摘がされまして、任期が最後ということで、いろいろと言

っていかれました。その際、ふるさと市町村圏で、火祭りだとか、カルデラ

スーパーマラソンというのが行われてきましたけれども、これがなかなか職

員の負担が大変大き過ぎるのではないかというようなことで疑問を呈されま

した。 

  それで、今後はボランティアの活用とか、さまざまな合理化をしようとい

うふうなことになりまして、中断するのも、これまでの伝統がありますので、

中断とまではいかないけれども、何とか規模を縮小してでも、またボランテ

ィアに頑張っていただくというようなことを取り入れたりいたしまして、継

続しようというようなことになっているようでございます。 

  それから、長時間サービス残業が余りにもあっているのではないかという

指摘も監査委員からあっておりまして、今回、金額としてはわずかですけれ

ども、湯の里荘に３万5,000円のタイムレコーダーが購入されて、現状把握

をするというようなことなどございました。大体いろいろなことで、かいつ

まんで申し上げました。以上です。 

○議長（坂梨公介君）ただいま報告が終わりましたが、何かお尋ねございませ

んか。 

（「なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）お尋ねがないようですので、自席に帰ってください。 

  ほかにございませんか。 

  ９番、宮田議員。 

（９番議員 宮田勝則君 登壇 報告） 

○９番議員（宮田勝則君）９番議員、宮田です。 

  私は、熊本中央広域事務協議会の報告をいたします。 

  その報告に入る前に、益城町、嘉島町、西原村の環境衛生施設組合の平成

27年度の西原村の負担分ということで、一般会計には計上されておりますけ

れども、落としていたということで、説明を追加させていただきますと、益

城町がスポンサーであります２億2,149万9,000円、嘉島町8,732万5,000円、

西原村7,661万4,000円でございます。全体比率としまして、約２割が西原村

の負担となっております。 

  それでは、平成26年度の第４回熊本中央広域事務協議会が平成27年２月23

日、甲佐町生涯学習センターで行われております。 

  協議会の協議事項の内容ですけれども、熊本中央一般廃棄物処理施設整備

促進協議会規則についてと、平成27年度熊本中央一般廃棄物処理施設整備促

進協議会事業計画案及び予算案ということであります。３点目が、熊本中央

一般廃棄物処理施設整備促進協議会への移行についてという３つの議題で行

われております。 

  内容といたしましては、平成27年度４月より、この協議会が任意の協議会
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として立ち上がります。内容的には平成26年度で補助金をもらいながらやっ

ていましたけれども、本年からは各６町村で負担金600万円を支出しまして、

６町村、６カ町村ですので、3,600万円を歳入で計上しております。 

  歳出のところでは、報酬並びに委託料、それと人件費の関係が主でござい

ます。人件費におきましては、甲佐町より課長、益城町より係長と、山都町

より担当委員が、合計３名、職員として出向する予定でおります。その負担

額が人件費が2,250万円、それで一般廃棄物の広域処理基本計画策定業務委

託ということで、委託費で800万円計上されております。 

  なお、スケジュール的なお話でありますけれども、平成27年度中、本年度

は大きく動く可能性を秘めております。というのが、５月に平成27年度の第

１回目の協議会、これが開催されます。そこで、候補地選定方法等の協議が

なされます。その後、２カ月後になります候補地の選定に入っていくといっ

た方向性で計画がなされております。年が明けますと、正式な任協から昇格

するということで、法定協のほうに移っていくことになっております。そこ

で、もう既に候補地が決定しておるといった状況になっておりますので、大

変厳しい１年になろうかという予想を立てております。 

  その今回の任協の役員ですけれども、役員等は議会側からは承認という形

でしたので、携われませんけれども、満場一致で決定したそうです。会長に

甲佐町町長、奥名町長、副会長に益城町町長、西村町長、監事に山都町長の

工藤さんが選出されております。 

  ５月に選挙があるということで、町長名は益城町はそのまま選挙がありま

せんので行われませんけれども、山都町関係は町長選があるということで、

一応山都町の指定席というような格好であると理解しております。 

  内容的には以上ですけれども、中で若干のやりとりをやっております。今

回の広域の任意協議会に当たっては、会長に西村会長がふさわしくないかと

いうお話をしておりますけれども、満場一致だということで、奥名会長が１

年間はやるといったことであります。その後、法定協に移る場合は、また別

ですよという回答ももらっておりますけれども、本年１年は奥名会長のもと

に協議を進めていくといったことであります。非常に難しいかじ取りを今年

度やるわけでございますけれども、私と坂梨議長と村長が出席しておるわけ

ですけれども、綱引きが非常に厳しくなる予想をしておりますけれども、よ

ろしくお願いいたします。報告は以上です。 

○議長（坂梨公介君）ただいま報告がありましたが、何かお尋ねはございませ

んか。 

  ７番、林田議員。 

○７番議員（林田直行君）今、私も環境あたりでそういう話ちょっと聞いてお

りますが、クリーンセンターの位置がどういうふうになるかは、今からの検

討だと思っておりますが、会長が甲佐町あたりなら、あっちに綱引きをごん
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ごんやられたら、私たちは大変不利になるんじゃないかと思っておりますの

で、そこのところは村長、どうお考えでございますか。 

○議長（坂梨公介君）村長。 

○村長（日置和彦君）それはまた今から検討する話じゃありますけれども、

我々としては近いほうがいい。これは議事録に載りますけれども、益城うち

内ぐらいにおさめていただければありがたいというふうに思っております。 

  それぞれの町村長、それから監事の委員の皆さん方がおられますので、そ

の前にまた話があると思います。益城うち内ぐらいにおさめたいと、私の気

持ちはそう思っております。できますなら、今の場所で拡大しても構わんと

いうふうな思いを持っています。 

○議長（坂梨公介君）お尋ねがないようですので、自席に帰ってください。 

  ほかに報告ございませんか。 

（「なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）ないようでしたら、これで組合議会報告を終わります。 

  日程第10、委員会報告を行います。 

  各委員会から報告がございましたら、お願いします。 

  10番、田島議員。 

（議会広報委員長 田島敬一君 登壇 報告） 

○議会広報委員長（田島敬一君）議会広報委員会では、１月下旬に球磨郡のあ

さぎり町に行きまして、広報研修をさせていただきました。そこでは、女性

で１期目の議員が広報委員長をされておりまして、なかなか積極的で、特に

女性の目ということで広報をつくっておられ、大変魅力的なものができてい

るというふうに思いまして、そのほかにもいろいろと紙面の中で参考になる

ところがございました。 

  それは西原村の一般質問の項目でもやっておりますように、本人の責任に

おいて書いてもらうというようなことを徹底しておられました。そして、そ

こは16名の議員がおられまして、しかし、その中で一般質問に立たれるのは

10名とか、それ以上になるときもあるということで、大変活発な議会ができ

ていると。それが特にインターネットで中継をするようになって、有権者が

後ろで見ているというので、これは一般質問に立たなくちゃいけないという

ようなことが一つの大きな刺激になっているのではないかというようなこと

を言われておりました。 

  それから、それだけ数が多いものですから、スペースも西原村のように１

ページに議員が１人という割り当てでなくて、１ページに２人ずつというふ

うなことで、大変窮屈な編集でございましたが、見出しの工夫をされており

まして、議員の質問項目に対して、町長の答弁は、その文章の中に書いてあ

るというようなことで、見出しを簡単化されておりました。内部はカラーで

はなくて白黒ということで、印刷代も安く上げる工夫をされておりました。 
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  私が気がつきましたのは、町議会という検索キーワードでインターネット

ですぐネットを閲覧できるというふうなこととか、ＱＲコードも掲載されて

いるというようなことで、これは議会が現代に対応してきているのではない

かと。 

  また、一般質問の演壇には椅子がありまして、立ちっ放しじゃなくできる

んだなというようなことも、これ余談ですけれども、気づきました。以上で

す。 

○議長（坂梨公介君）ただいま報告が終わりましたが、何かお尋ねはございま

せんか。 

（「ありません」の声） 

○議長（坂梨公介君）お尋ねがないようですので、自席に帰ってください。 

  ほかに報告ございませんか。 

（「ありません」の声） 

○議長（坂梨公介君）ないようでしたら、これで委員会報告を終わります。 

  日程第11、陳情書審議についてを議題とします。 

  お諮りします。陳情書を受理番号１番についてを議題といたします。 

  お諮りします。受理いたしました陳情書受理番号１番については、お手元

に配付の陳情書等文章表のとおり、総務福祉常任委員会に付託したいと思い

ますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、総務福祉常任委員会に付託することに

決定しました。 

  日程第12、委員会の閉会中の継続調査申し出についてでございます。 

  お手元に配付の各常任委員会の申し出に従いまして、議会運営委員会委員

長、林田直行君、総務福祉常任委員会委員長、宮田勝則君、産業教育常任委

員会委員長、山下一義君、以上の方から申し出があっております。事件、理

由等については記載のとおりです。閉会中の継続調査申し出について、承認

してよろしいですか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）承認されたものと決定します。 

  以上で、本日の議事日程及び会期日程は全部終了しました。 

  これをもって閉会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声） 

○議長（坂梨公介君）異議なしと認め、これをもって平成27年第１回西原村議

会定例会を閉会します。 

 

 

午後 ４時０８分   閉 会 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 

  平成 年 月 日 

  熊本県阿蘇郡西原村議会議長 坂 梨 公 介 

１番議員 坂 本 隆 文 

２番議員 中 西 義 信 
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